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第一部 【企業情報】

(注) １　本報告書において、別段の記載がある場合を除き、「当社」とはナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッ

ドを指し、「当社グループ」とは全体としてみたナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッドおよびその被

支配会社を指す。別段の注記が付されている場合を除き、本報告書中の情報は当社の2017年度年次財務報告書の日

付である2017年11月14日時点のものである。

２　本報告書に記載の金額は、別段の記載がない限り、オーストラリア・ドルで表示される。「百万豪ドル」は、百万

オーストラリア・ドルを指す。本報告書において便宜上記載されている日本円への換算は、１豪ドル＝86.72円の

換算レート(2017年11月14日現在の三菱東京UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場仲値)により換算されている。

３　本有価証券報告書の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。

４　将来の見通しに関する記述

本報告書（「第２－３　事業の内容」の「戦略的ハイライト」の「当社の戦略の促進」を含むがこれに限定されな

い。）には、1934年米国証券取引所法第21E条で定義された一定の「将来の見通しに関する記述」が含まれてい

る。1995年米国証券民事訴訟改革法は、企業が訴訟リスクを負うことなく当該企業に関する予測情報を発表するの

を促す目的で、当該予測情報が将来の見通しであることが見分けられるようにし、かつ、実際の結果を当該予測情

報の内容から大幅に異ならせる可能性のある重要な諸要因をしかるべき注意書きにおいて識別している場合には、

その限りにおいて将来の見通しに関する情報についてセーフハーバーを設けている。従って、「予想する」、「確

信する」、「期待する」、「計画する」、「予測する」、「予定する」、「だろう」、「可能性がある」、「～こ

とがある」、「目標とする」、「目標」、「目的」、「計画」、「展望」、その他同様の用語は、将来の見通しに

関する記述に関連して使用されている。

 

本報告書の「第２－３　事業の内容」の「戦略的ハイライト」の「当社の戦略の促進」は、一定の将来の見通しに

関する記述を含む当社グループの戦略的課題に関する一定のイニシアティブ（「本プログラム」）を説明してい

る。これらの記述は、以下を含む多くのリスク、推定および制限に服している。（１）詳細な事業計画は本プログ

ラム全体については展開されておらず、本プログラムの範囲およびコストの全体は計画の展開および第三者の関与

によって変化することがあること。（２）順序立っており、統制され、かつ効果的な方法で、また関連するプロ

ジェクトおよび事業計画（展開後）に基づいて本プログラムを実行および管理する当社グループの能力。（３）本

プログラムの計画（CTIおよびROEの目標に関しては、現在の本プログラムの計画の改善の拡大を含む。）に基づい

て生産性イニシアティブを実行し、業務上のシナジー、費用節減および収益の恩恵を実現する当社グループの能

力。（４）内部純フルタイム相当従業員削減目標を達成する当社グループの能力。（５）本プログラムのイニシア

ティブを達成するために必要な技能および経験を有するフルタイム相当従業員および契約社員を採用し、留任させ

る当社グループの能力。（６）当社グループの財務実績またはオーストラリアおよびニュージーランドにおける経

済状況を含む経営環境の重大な変化、金融市場および当社グループの資金調達能力および当該資金調達コストの変

化、競争の激化、金利の変化、顧客行動の変化がないこと。（７）法令の変更、または当社グループの資本および

流動性要件に関するものを含む、規制政策もしくは解釈の変更がないこと。（８）フルタイム相当従業員の費用節

減および人員整理費用の計算のため、当社グループは、グループ全体の平均に基づいてフルタイム相当従業員の平

均費用を負担しており、当該費用は、特定の生産性イニシアティブまたは個別の従業員給付金を参照して計算され

たものではないこと。

 

実際の結果を当該記述の内容から大幅に異ならせる可能性のある重要な諸要因に関する詳細は、「第３－４　事業

等のリスク」に記載されている。

 

本報告書中、将来の見通しに関する記述は、以下の事項に関する記述に関係するが、これらに限定されない。

● 取締役の財務内容の検討・報告書を含むがこれらに限定されない、経済・財務予測。

● リスク管理において記載されたものを含むがこれらに限定されない一定の管理制度・プログラムの実行の見通

し。

● 一定の経営の計画、戦略および目的。
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将来の見通しに関する記述は、将来の業績の保証ではなく、既知・未知のリスク、不確定要素その他の要素を伴

い、その多くが当社グループの制御の範囲を超えるものであり、これらの要素により実際の結果が本報告書中に記

載された表現と大幅に異なる可能性がある。その例は以下の通りである。

● 本報告書中の経済・財務予測は、現水準から大幅に変動する可能性がある金利・為替レートの変動および当社

グループの各主要市場の一般的経済状況の影響を受ける。マイナスの変動であった場合、当社グループの財務

状況および営業成績に大きな影響を及ぼす。

● 管理制度・プログラムの実行は、当社グループが必要な技術・システムを取得・開発する能力、適任な人員を

ひきつけ・保持する能力ならびに顧客および第三者企業の協力等の要因に左右される。

● 経営の計画、戦略および目的はとりわけ、何時でも変更され、当社グループが制御不能な政府による規制に服

する。さらに、当社グループはオーストラリアおよび全世界の一般的経済状況、資本市場の変動および状況、

各市場における競争的環境ならびに政治および規制の政策により絶えず影響を受ける。

 

実際の結果が本報告書中の将来の見通しに関する記述と大きく異ならないという保証はない。

５　本報告書の表における「大」とは、100％を超える割合を指す。
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第１ 【本国における法制等の概要】

１ 【会社制度等の概要】

(1) 【提出会社の属する国・州等における会社制度】

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(以下「当社」という。)は、オーストラリア連邦の会社

を規制する法律である、2001年会社法(以下「会社法」という。)により規制される。会社法はオーストラリア

証券投資委員会(以下「ASIC」という。)が統制している。

 

オーストラリア連邦の諸法律(以下「連邦法」という。)および当社が業務を行うオーストラリア各州の法律

は当社の業務の運営面に種々の影響を与えているが、とくに当社に関係の深い重要な連邦法は現行の連邦銀行

法を構成する諸法であり、これには1959年銀行法(以下「銀行法」という。)、1998年オーストラリア金融監督

権限法および1998年金融部門(株式保有)法（以下「FSSA」という。）が含まれる。オーストラリア証券取引所

（以下「ASX」という。）の上場規則(以下「上場規則」という。)もまた当社の業務の一部に影響を及ぼす。

 

当社に適用のある会社法の主要な規定の概略は以下の通りである。

 

会社の定款は、会社法およびコモンローの規定とともに、会社内部の業務を規制する。会社法は種々の置き

替え可能な規則を置いており、置き換え可能なこれらの規則を置き換えるか変更する定款を会社が採択するま

で会社の内部規則として機能する。当社は定款(以下「当社定款」という。)を採択し、当社定款には置き換え

可能な規則として適用される会社法の規定が当社に適用されないことを明示的に記載している。

 

当社定款には、当社の業務、事務、権利および権限ならびに株主、取締役その他の役員の権利および権限に

関して、法律の規定と矛盾しないあらゆる事項を定めることができる。当社定款は、株主総会において本人が

出席しているかまたはその他の者が代表して議決権を有する株主の75％以上の多数をもって決議される場合に

のみ改訂することができる。
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当社定款はとりわけ次の事項に関する規定を含んでいる。

 

－株式の名義書換および譲渡を含む会社の株式に付随する権利および義務。

－株主総会の投票および運営方法。

－取締役、取締役の人数、権限、義務および任免に関する手続ならびに取締役会の議事の運営。

－会社秘書役の任命および社印の使用。

－配当の宣言およびその支払。

－株主への通知手続。

－当社の清算に際しての資産の分配。

 

会社法は、会社に対し、その取引および財務状況および業績を正確に記録しかつこれを説明し、真正かつ公

正な財務諸表の作成および監査を可能にする書面による会計帳簿を保持することを要求している。会社はま

た、会社法に基づき事業期間終了後に財務報告書（会計基準に基づき要求される財務諸表およびその注記、財

務諸表およびその注記についての取締役会の宣言から成る）、取締役会の報告書ならびに監査報告書を所定の

期限前に提出することを要する。上場規則はまた、事業期間終了後に定期的な財務報告を期限前に行うことに

ついて規定する。財務報告書はオーストラリア会計基準、オーストラリア会計解釈指針および2001年会社規則

を遵守の上、会社法に則り、当社の財務状況および業績を真正かつ公正に表示していなければならない。個別

財務諸表に加え、当社の場合のようにグループ内の親会社である会社は、オーストラリアの会計基準に基づ

き、親会社と事業期間を通して随時親会社が支配していた会社の連結財務諸表の作成を要する。その場合、財

務報告書は連結会社の財務状況および業績について真正かつ公正な見解を示さなければならない。監査人は独

立の公認会計士とし、少なくとも１名の監査法人のメンバーが会社法に基づき登録されたオーストラリアに通

常居住する会社監査人でなければならない。監査人は財務報告書について以下の事項に関する意見を述べる義

務を有する。

 

－財務報告書がオーストラリア会計基準に従って作成されており財務状況および業績について真実かつ公正な

概観を示していることを含み、財務報告書が会社法に則していること。

－監査人は、監査の実施にすべて必要な情報、説明および支援を得ていること。

－当社が財務報告書の作成および監査を可能にするため十分な会計帳簿を保持していること。

－当社が会社法の要求するその他すべての記録および登録簿を保持していること。

 

これらの事項の欠如、不履行または不足についての詳細は監査報告書に記載されなければならない。
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取締役は、会社法で特定された事項に関する株主宛の報告書を作成しなければならない。これらの事項に

は、会計年度中支払われた配当額、会計年度中推奨されたが支払われなかった配当額、当該会計年度の業績お

よびこれらの業績の結果の検討、会計年度中に行われた主要な業務についての記載、これらの業務の性質の重

要な変更、ならびに当社の将来の会計年度における業務、業績または経営状態に重大な影響を及ぼした、また

はその可能性のある会計年度末から生じた事項の詳細が含まれる。

 

(当社のように)ASXに上場されている会社の取締役会の報告書には、当該会社の株主が自社の経営、財務状

況および事業戦略ならびに翌会計年度以降に対する展望について十分な知識に基づく評価を行うために合理的

に必要とされる情報、さらに取締役会メンバーおよび上級経営陣の報酬の決定に関する取締役会の方針の検

討、かかる方針と会社の業績との関係の検討ならびに報酬の性質および額の詳細をも含まなければならない。

 

取締役会は、ASICには会計年度末から３ヶ月以内に、またASXには２ヶ月以内に年次財務報告書の写しを提

出しなければならない。株主は、年次財務報告書の写しをハードコピーまたは電子媒体のいずれかで受領する

ことを選択できる。株主の選択により、当社はかかる株主に対して、次の定時株主総会から21日前までまたは

会計年度末から４ヶ月後のいずれか早い方までにかかる報告書の写し（ハードコピーまたは電子媒体のいずれ

か該当する方）を送付しなければならない。別の方法として、株主は、当社のウェブサイトにて年次財務報告

書を入手することができる。半期報告書はASICには半期終了から75日以内に、またASXには２ヶ月以内に提出

しなければならない。半期報告書を株主に送付する義務はないが、かかる半期報告書はASXに提出され、ASXの

ウェブサイトで公衆の縦覧に付され、通常は当社のウェブサイトに掲載される。

 

定款には、最終配当の支払は株主総会の承認事項とする旨の規定を設けることがあるが、これはオーストラ

リアでは通常当てはまらない。中間配当については、定款は通常、株主の承認を要することなく取締役がこれ

を実行し得ることを定めている。当社では、全ての配当を宣言し、支払う権限は取締役に付与されている。会

社法は、配当金の宣言の直前における会社の資産が負債を上回っており、かつかかる超過分が配当金の支払に

十分であり、かつ配当金の支払が会社の株主全体にとって公平かつ合理的であり、かつ会社の債権者に対する

支払能力を著しく損なわない限り会社は配当金を支払ってはならない旨規定する。

 

株主

会社法の規定に従い、公開会社（当社等）は、株主総会を毎暦年少なくとも１回は開催しなければならな

い。この総会は、定時株主総会と称される。定時株主総会の議事は、一般的に取締役の選任または再選ならび

に財務諸表および報告書の審議である。その他の議事は、会社法の通知に関する規定に従い提案される。これ

に加え、取締役または一定比率の株式を保有する株主は、その他の株主総会を招集することができる。この総

会は、単に株主総会と称されている。
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会社の株式に付随する議決権は、株主総会におけるその行使方法とともに、定款に定められている。

 

株主総会への出席権および議決権を有する株主は、代理人、アトーニー、あるいは適切な場合は法人の代表

者によって株主総会に出席することができる。この場合のかかる代理人等は当社の株主たることを要しない。

当社定款には、株主総会の定足数および総会の議長の任命等株主総会に係る規定がある。

 

株主総会の決議は、通常一般の決議方法、すなわち株主総会に出席しておりかつ議決権を有する株主の投票

(本人、代理人または代表者によるものかを問わない。)の50％以上によって採択される。しかし特定の事項

(例えば当社定款の変更)については、会社法または当社定款によって、特別決議、すなわち出席しておりかつ

議決権を有する株主の投票（本人、代理人または代表者によるものかを問わない。）の75％以上による決議承

認を経ることが必要とされている。

 

経営および運営

公開会社(例えば当社)は３名以上の取締役によって運営されることが要求されている。取締役は自然人でな

ければならない。当社定款は取締役の数を５人以上14人以下と規定している。そのうち少なくとも２名はオー

ストラリアに通常居住する者でなければならない。取締役の当社運営権限(およびこの権限に対する全ての制

限)は定款で定められている。取締役は、定款に基づき当社の業務を運営する権限を付与されており、会社法

または定款により当社の株主総会において行使することが要求されていない権限についてすべて行使できる。

 

取締役は、取締役会として行為しなければならず、取締役会は諸決議を会議で行うほか、会議を開催するこ

となく持回り決議の方法によりこれを行うことができる。個々の取締役は、取締役会の決議で付与された範囲

内においてのみ当社を代表して行為する権限を有する。

 

（当社のような）公開会社は少なくとも１名の秘書役を置くことを義務づけられているが、会社法はその他

の特定の役職員の任命を要求していない。秘書役は自然人でなくてはならず、会社法および取締役会の決定に

基づき特定の機能と責任を有している。少なくとも１名の秘書役は、オーストラリア国内に通常居住していな

ければならない。

 

当社定款は、当社の業務運営権を取締役に付与するのみならず、取締役が業務運営権限を専有するものと定

めており、これによって、株主全体が会社業務の運営方法につき取締役会に指示を与え、業務遂行につき取締

役会の決定した事項を覆すことを排除している。ただし、株主は次の事項により最終的決定権を保持してい

る。
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(a) 取締役会に諸権限を付与している当社定款を株主総会において修正すること。

(b) 取締役の解任または不再任を決議すること。

 

当社定款によって付与された権利および権限を行使するに際しては、取締役は必要な注意と勤勉さをもって

これに当り、当社の最善の利益のために正しい目的で誠実に行為する義務を負っている。業務上の判断を行う

場合、取締役は、かかる判断を誠実かつ正しい目的で行い、かつ会社法が要求するその他の一定の条件を満た

す場合は、必要な程度の技術と注意をもって行為をしたとみなされる。

 

株式の発行

会社法、上場規則、当社定款、株主に付与される特別な権利に従うことを条件として、あらゆる種類の株式

の発行は全て取締役の管理下にあり、取締役は、適切と判断した条件によりこれら株式を発行することができ

る。

 

(2) 【提出会社の定款等に規定する制度】

以下は、当社定款の重要な事項の概要である。

 

目的

当社は1893年６月23日にオーストラリア、ビクトリア州で設立された。当社はASICに登録されており、当社

のオーストラリア事業番号は12 004 044 937である。当社定款は当社の目的を特定していない。会社法に基づ

き、当社は法人としての法的な能力および権限を有している。

 

取締役

当社定款は当社の取締役に関する様々な事項を規制している。

 

(a) 取締役が重大な個人的利益を有する事項

取締役会において審議された事項に重大な個人的利益を有する取締役は、当社定款および会社法に規定さ

れた以下の４つの状況における場合を除き、かかる事項が審議されている間は会議に出席できず、かかる事

項に投票することはできない。

 

(ⅰ)かかる事項に重大な個人的利益を有しない取締役が、かかる事項に利益を有する取締役の氏名、かかる

取締役のかかる事項に対する利益の性質および範囲ならびに当社の業務との関係を明らかにし、かかる利

益を有する取締役の利益によりかかる取締役による決議参加および出席の資格を剥奪するべきでないこと

を残りの取締役が認める旨述べた決議を採択した場合、

(ⅱ)ASICが会社法に基づき、取締役による重大な個人的利益があってもかかる取締役に出席および決議参加

を許可する宣言または命令を行った場合、
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(ⅲ)個人的利益を有する取締役の欠格のために取締役会の定足数を満たすに十分な数の取締役がいない場合

（この場合、１名以上の取締役(重大な個人的利益を有する取締役を含む)がかかる事項を審議するために

株主総会を招集することができる。)、

(ⅳ)かかる事項が、取締役の重大な個人的利益があってもかかる事項の検討中に取締役による取締役会にお

ける決議参加および出席を会社法が特別に許可する種類の事項であった場合。

 

(b) 非業務執行取締役の報酬

非業務執行取締役の報酬総額は当社が株主総会においてこれを決定する。報酬総額は非業務執行取締役間

での合意に基づきまたは合意がなされない場合には同等に配分される。非業務執行取締役間の報酬総額の配

分のために別の定足数を設ける必要はない。

 

さらに、各取締役は、会議出席のため往復するにあたってまたは同様に当社業務に従事した場合に発生し

た合理的な出張費、宿泊費その他の費用について払い戻しを受ける権利を有する。

 

(c) 取締役により行使可能な借入権限

当社定款に基づき、当社の業務は、会社法または当社定款により、株主総会において行使されることが要

求されていない当社の権限をすべて行使できる取締役により運営される。取締役は、金銭の借入または調達

をし、当社の資産もしくは事業または未払込資本金の全部もしくは一部に対し担保権を設定し、および債券

を発行しまたは当社もしくはその他の者の負債、債務もしくは義務のため債券を付与する当社のあらゆる権

限を、当社のために行使する権限を明示的に付与されている。これらの権限は当社定款の修正によってのみ

変更でき、株主総会において当社株主による特別決議の採択により承認を受ける必要がある。

 

(d) 株式に関する資格

取締役の任命から６ヶ月以内に、取締役はかかる取締役自身の権利として当社の全額払込済普通株式を最

低2,000株は保有しなければならない。

 

株主権－普通株式

普通株式の保有者は取締役会が随時宣言する株式の配当金を受領する権利を有する。支払済みであるが未請

求の配当金は、請求または未請求金額に関する法律に従い取り扱いが要求されるまでは取締役会がこれを当社

の利益のために投資できる。一部払込済普通株式の保有者は、当該株式の発行規程により、引受時に払込まれ

た額（あるいは、一定の状況下では引受後に随時払い込まれる額）に比例して普通株式配当を受領する権利を

有する。
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配当金は、配当金の宣言の直前における当社の資産が負債を上回っており、かつかかる超過分が配当金の支

払に十分であり、かつ配当金の支払が当社の株主全体にとって公平かつ合理的であり、かつ当社の債権者に対

する支払能力を著しく損なわない場合にのみ支払われる。配当金の支払の前に、取締役会は当社の利益から取

締役会が適正な目的のためにあてることがその裁量で適切と考える準備金をとりおくことができ、配当金とし

て分配するべきでないと考える残余利益を準備金に移転せずに繰り越すことができる。

 

各普通株主は(本人または代理人もしくは代表者により)株主総会において挙手により１議決権を行使する権

利を有し、投票による場合は保有する全額払込済普通株式１株につき１議決権を行使する権利を有する。投票

により議決権を行使する一部払込済株式の保有者は、払込請求に基づき払込済である資本額が株式の総発行価

格に占める割合に応じた数の議決権を行使できる。

 

当社の清算の際には、普通株主は他の種類の株主全員および債権者より劣位にランクされ、清算の際の剰余

資産に対する完全な権限を有する。

 

普通株主は保有する株式を償還する権利を有しない。

 

全額払込済普通株式の保有者は当社による資本の払込の追加的な要請に対する義務を有しない。一部払込済

普通株式の保有者は株式の発行の条件および当社定款に従ってなされた払込請求に基づき株式の未払額を支払

う義務を負う。

 

当社定款には、普通株式の既存または将来の保有者に対する株式の大量保有による差別的取扱に関する規定

はない。

 

株主権－普通株式を表章する米国預託株式

米国預託株式（以下「ADS」という。）１株は預託機関または保管機関に預託された全額払込済当社株式１

株で構成される。ADSを構成する全額払込済株式に付された権利は、上記の全額払込済普通株式に付された権

利と同じである。これらの権利は全額払込済普通株式の保有者としての預託機関あるいは保管機関に帰属す

る。但し、ADSを証する米国預託証券（以下「ADR」という。）の保有者はADRの発行に適用される規程に基づ

き預託機関または保管機関に対する一定の権利を有する。
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株主権－ナショナル・インカム・セキュリティーズ

1999年６月29日、当社は、ナショナル・インカム・セキュリティーズ(以下「NIS」という。)20百万株を１

株当たり100豪ドルで発行した。NISは、当社がニューヨーク支店を通じて発行した100豪ドルの全額払込済１

ノートおよび当社が発行した未払優先株式(以下「NIS優先株式」という。)１株から成るステープル証券

（stapled securities）である。NIS優先株式の未払額は、一定の限定された状況(不履行事由の発生等)の下

でその支払期日が到来する。NISの各保有者は、四半期毎に後払いされる90日オーストラリア銀行手形の利率

に年率1.25％を加えた利率による非累積的分配を受ける権利を有する。

 

オーストラリア健全性規制庁（以下「APRA」という。）から事前に書面で同意を得て、当社は１ノート当た

り100豪ドル(発生した配当金を付す)で償還し、かかるノートに非分離のものとして付されたNIS優先株式を無

償で買い戻すか消却することができる。NISには満期日はなく、ASXに上場されている。

 

株主権－信託優先証券

2003年９月29日、当社および被支配会社（以下「当社グループ」という。）は、ナショナル・キャピタル・

トラストＩによる信託優先証券400,000口の１口当たり1,000英ポンドでの発行を通じて当社ロンドン支店が

使用する資金４億英ポンドを調達した。各信託優先証券には2018年12月17日まで半年毎に後払いされる年率

5.62％の非累積配当が付き、その後は５年の期間毎にかかる期間当初の５年物英国国債の指標銘柄の償還利

回りに1.93％を加えた合計の率による非累積配当が付き、半年毎に後払いされる。

 

信託優先証券はAPRAから事前に書面で同意を得て2018年12月17日およびそれ以降の各５年目の応当日にこ

れを償還できる。その場合、償還価格は１信託優先証券当たり1,000英ポンドに過去６ヶ月間の配当期間の未

払配当金を加えた額である。また、信託優先証券は一定の状況下でこれを早期償還できる。その場合、償還

価格は早期償還に伴う再投資コストの補完調整に服する場合がある。

 

株主権－ナショナル・キャピタル・インストルメンツ

2006年９月18日、当社グループは、ナショナル・キャピタル・トラストⅢによるナショナル・キャピタル・

インストルメンツ（以下「オーストラリアンNCI」という。）8,000株の１株当たり50,000豪ドルでの発行を通

じて資金４億豪ドル（発行コスト控除前）を調達した。各オーストラリアンNCIには初回の任意償還日まで、

四半期毎に後払いされる、銀行手形の利率に年率0.95％のマージンを加えた利率に相当する非累積配当が付

く。2016年10月４日、当社グループはAPRAから事前に同意を得て任意にオーストラリアンNCIを全額償還し

た。償還に先立ち、オーストラリアンNCIは、バーゼルIIIの経過措置に従いその他Tier１資本として適格と

なった。
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株主権－転換優先株式

当社は、2013年３月20日に1,510百万豪ドルの転換優先株式（以下「NAB CPS」という。）および2013年12月

17日に1,720百万豪ドルの転換優先株式（以下「NAB CPS II」という。）を発行した。これらの転換優先株式

は、強制転換日である2021年３月22日（NAB CPS）および2022年12月19日（NAB CPS II）に普通株式に強制的

に転換される。

 

当社は、事前にAPRAの書面による同意を得た上で、一定の条件の充足を条件として、NAB CPSについては

2019年３月20日、NAB CPS IIについては2020年12月17日、または特定の事象の発生時に、これらを転換、償還

または再販売する選択権を有する。NAB CPSおよびNAB CPS IIは特定の状況において健全性規制要件により必

要とされる場合にも転換が可能である。利息は、NAB CPSについては90日銀行手形交換レート（以下「BBSW」

という。）を3.20％上回る利率（年率）で、NAB CPS IIについては90日BBSWを3.25％上回る利率（年率）で、

四半期ごとに後払いで支払われる。

 

株式および業績連動型新株引受権

株式（様々な制限に服する）、業績連動型オプションおよび業績連動型新株引受権は、従業員に短期および

長期のインセンティブを与える方法として当社グループにより随時利用されている。

 

当社グループが運営する株式およびオプションのプランは、「第６－１　財務書類」の注記39「株式および

業績連動型新株引受権」に記載されている。

 

社印

当社は当社定款に規定された社印を持つ。社印は、取締役会の権限または取締役会が社印の使用の権限を付

与する取締役会委員会の権限に従ってのみ使用されるものとし、社印押捺済の書類には取締役１名が署名し、

他の取締役、秘書役、またはその他かかる書類の副署のため取締役会が選任した者による副署を添える。

 

(3) 【オーストラリアの銀行制度】

2017年11月17日現在のオーストラリアの銀行制度は、APRAに規制される約75の銀行グループに属する認可銀

行約84行から成る。この中に、オーストラリアにおける主要銀行４行および多数の小規模な銀行およびさらに

多数の外国銀行が含まれる。
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２ 【外国為替管理制度】

当社の定款は、非居住者であるかまたは外国の普通株式の保有者が保有証券についての権益を有するかまたは

議決権を行使することを制限していない。

 

ASXに上場されているオーストラリアの公開会社（当社等）の合併、買収および売却は、詳細かつ広範囲に及

ぶ法律およびASXの規則の規制を受ける。

 

要約すると、会社法に基づき、ある取引の結果、概ね、その者またはその他の者が保有するオーストラリアの

上場会社の議決権が20％以下から20％超に増加する場合、または当初から議決権が20％超90％未満である場合

は、その者は当該会社の発行済議決権付株式の関連持分を取得してはならない。但し、株式が法律により特別に

許可される方法で取得される場合は除かれる。この制限は、オーストラリアの上場会社における20％超の保有株

式の売却を希望する株主が有する選択権を制限することにもなる。

 

オーストラリアの法律は、オーストラリア、オーストラリアの州、準州または地域の市場における競争を大幅

に減少させる効果を及ぼすかまたは及ぼす可能性のある買収を規制している。

 

外国会社によるオーストラリアの会社に対する一定の利権の買収もまたオーストラリア連邦の財務大臣（以下

「オーストラリアの財務大臣」という。）による検討および承認を受けなければならない。

 

さらに、オーストラリアの1998年金融部門（株式保有）法（以下「FSSA」という。）に基づき、銀行の株式の

取得に対して特定の制限が課される。FSSAの下で、ある者（会社を含む）が、オーストラリアの金融部門会社に

対する持分を取得することにより、かかる者が保有するかかる金融部門会社の議決権（かかる者の関係者の議決

権を含む）がかかる金融部門会社の議決権の15％を上回ることとなる場合、かかる者は、最初にオーストラリア

の財務大臣の承認を得ることなくそのような取得を行ってはならない。ある者の保有する議決権が15％未満の場

合であっても、オーストラリアの財務大臣は、かかる者がかかる会社に対する実質的な支配権を有する旨を宣言

する権限を有し、オーストラリア連邦裁判所の裁定を申請することにより、かかる者に対してかかる支配権を放

棄するよう要求することができる。金融部門会社の定義には、当社をはじめとする銀行が含まれる。
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３ 【課税上の取扱い】

下記の税務に関する検討は、単なる概要の記述であり、完全な技術的分析または当社株式もしくは当社社債の

日本の実質保有者に対するオーストラリアおよび日本のすべての税効果を列挙することを意図するものではな

い。同検討は、現在有効な法律、規則および決定に基づいており、オーストラリアおよび日本の法律の改正の影

響を受ける。税務は複雑な法分野であり、保有者の税効果は、保有者がおかれる特有の状況によっては本解説に

おいて詳述されたものとは異なる可能性がある。その場合、保有者は、当社の株式または社債の保有者であるこ

とによる税効果について自分自身で別途税務上の助言を求めるべきである。

 

(1) 株式

オーストラリアの居住者と日本の居住者との間で発生する所得(配当金を含む。)に対するオーストラリアおよ

び日本両国の所得税については、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国と

オーストラリアとの間の条約」(以下「租税条約」という。)がこれを規定している。

 

日本国居住者でかつオーストラリアの非居住者である者（かつオーストラリアにおける恒久的施設を通じて行

われる取引または事業の一環として株式を保有しない者）が実質的に保有する当社株式に対して支払われる配当

金については、租税条約の規定により原則として配当金総額の10％がオーストラリアの源泉徴収税として徴収さ

れる。しかしながら、オーストラリアの配当帰属方式の下で、100％税額控除の対象となる配当金は、オースト

ラリアの源泉徴収税を免除されている。源泉徴収税は、導管体からの外国所得として申告されていない課税配当

にのみ適用される。

 

当社の日本における実質株主は、当社株式の売却により実現した資産譲渡益については、オーストラリアにお

ける恒久的施設を通じて行われる取引または事業の一部として、株式が保有されている場合を除き、オーストラ

リアの所得税を課されることはない。

 

通常、オーストラリアの非居住者であってオーストラリアにおける恒久的施設を通じて行われる取引または事

業の一環として株式を保有する日本の当社株式の実質株主は、かかる株式の売却からの利益もしくは収益がオー

ストラリアを源泉とする場合(かかる株主によるオーストラリア国外の証券取引所を通じたかかる株式の受益権

の売却においては通常、売却からの利益もしくは収益がオーストラリアを源泉とすることにはならない)は、か

かる利益または収益はオーストラリアの所得税の課税対象となる。かかる場合には、処分によって発生する利益

または収益は恒久的施設に帰する範囲内で通常の所得税が課される。同様に、損失は、恒久的施設に帰する範囲

内で、許容される限度で控除される。
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配当金に対するオーストラリアの源泉徴収税に服する当社の日本における実質株主は、租税条約の第25条第１

項に基づき、日本における税額控除の適用を受けることができる。

 

日本における課税については、「第８　本邦における提出会社の株式事務等の概要」を参照のこと。

 

(2) 社債

(イ)オーストラリアにおける課税

以下の条件が充足される場合、オーストラリア税法に基づき、社債に関してオーストラリアの利息に対

する源泉徴収は免除される。

(ⅰ)社債を発行し、利息が支払われる時に発行会社がオーストラリアの居住者であること。利息は、利子

の性質を有するかまたは利子に代わる額その他一定の額を含むものとされる。

(ⅱ)社債の募集は、以下の条件のうち一つを満たす方法でなされなければならない。

－関係を有しない10以上の金融機関または証券会社に対する募集、

－100以上の投資家に対する募集、

－募集される社債の証券取引所への上場が認められること、

－公衆が入手可能な情報源を通じての募集、

－上記のいずれかの方法で30日以内に社債を売出すディーラー、幹事会社または引受会社に対する募

集、または、

－グローバル・ボンドの形式による募集。

(ⅲ)発行の時点で、社債が発行会社の関係者(社債の販売に関してディーラー、幹事会社または引受会社

としての資格の範囲における場合を除く。)により取得されているか取得が予定されている(直接または

間接を問わない。)ことを発行会社が知らないかまたは推測する合理的な理由がないこと。

(ⅳ)利息の支払の時点で、受取人が発行会社の関係者であることを発行会社が知らないかまたは推測する

合理的な理由がないこと。

公募書類に別段の規定がある場合を除き、当社は、発行会社として、上述の公募基準(またはグローバ

ル・ノート/ボンドの条件)を満たし、かつ、その他利息に対する源泉徴収の免除についての関連あるオー

ストラリア税法の条件を満たす方法で社債を発行する。

オーストラリアの非居住者であってオーストラリアにおける恒久的施設を通じて行われる取引または事

業の一環として社債を保有するのではない日本の実質保有者は、社債の売却もしくは償還から実現された

利益もしくは収益がオーストラリアを源泉としない場合(オーストラリアの非居住者による別のオースト

ラリアの非居住者に対する社債の売却からの利益もしくは収益は、社債がオーストラリア国外で売却さ

れ、かつ交渉がすべてオーストラリア国外でなされ、かつ文書がオーストラリア国外で締結された場合

は、オーストラリアを源泉とすることにはならない)は、かかる利益または収益はオーストラリアの所得

税の課税対象とならない。
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(ロ)日本における課税

日本国の居住者または日本国の法人が支払を受ける社債の利息は、日本国の租税に関する現行法令の定

めるところにより課税対象となる。社債の譲渡によって生じる所得については、その譲渡人が内国法人で

ある場合は、益金となる。譲渡人が日本国の居住者である個人である場合には、2016年１月１日よりも前

に行われた社債の譲渡によって生じる所得については一定の場合を除いて日本国の租税に服さないが、

2016年１月１日以降に行われた社債の譲渡によって生じる所得については日本国の租税に服する。かかる

社債の利息および社債の譲渡に関する所得の計算においては、一定の範囲内で、上場株式等（2016年１月

１日以降は、一定の公社債等が含まれる。）の譲渡損益や配当金・利子等との損益通算をすることができ

る。

 

４ 【法律意見】

当社の法務担当ジェネラル・カウンシルであるジョン・ドナルドソン氏により、以下の趣旨の法律意見が提出

されている。

(1) 当社は、オーストラリア連邦法およびビクトリア州法に基づく銀行として適法に設立されかつ有効に存続し

ており、資産を保有し、本報告書（第八号様式）に記載された銀行業務を遂行するための権能を完全に具備し

ていること。

(2) 当社と取引を行う者は、2001年会社法第128条に基づき、当社における発行済普通株式が当社の定款に従い

すべて有効に発行されていると推定する資格を有すること。ただし、かかる者が取引時に推定が誤りであると

知っているかまたは誤りである疑いがある場合はこの限りでない。および

(3) 同氏の知り得た限り、かつその信ずる範囲内においては、本報告書（第八号様式）第１－１、２、３節にそ

れぞれ記載の本国における法制等の概要の記載は真実かつ正確であること。
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第２ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

下表は最近５事業年度における当社グループの主要な経営指標等の推移を示している。

 

注－下表の数値は、当社グループの2013年度から2017年度までの監査済み連結財務報告書および／または未監査の通期業

績発表に基づいている。したがって、かかる数値は当該監査済み財務書類および／または未監査の通期業績発表と合わせ

て読まれ、またそれらを参照することにより完全となるものとする。

 

国際財務報告基準に基づく財務データ－2013年度から2017年度
 

 当社グループ

 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度

税引前利益(百万豪ド

ル)
（１） 8,661 8,978 9,515 7,782 8,088

当社株主に帰属する当
期純利益(百万豪ドル)
（１）

5,285 352 6,338 5,295 5,355

払込資本(百万豪ドル)
（２） 34,627 34,285 34,651 28,380 27,944

払込資本を構成する発
行済証券総数
(内　全額払込済普通株

式総数) (株)
（２）

2,696,269,306
(2,685,469,050)

2,667,929,953
(2,656,975,856)

2,583,281,182
(2,625,764,110)

2,331,378,557
(2,365,790,790)

2,691,463,884
(2,348,902,914)

純資産(百万豪ドル)
（３） 51,317 51,315 55,513 47,908 46,376

資産合計(百万豪ドル) 788,325 776,710 955,052 883,301 809,870

総自己資本比率
（４） 14.58％ 14.14％ 14.15％ 12.16％ 11.80％

配当性向
（１）（５） 79.4％ 80.8％ 79.5％ 92.5％ 84.1％

従業員数

(フルタイム相当)
（１）

（６）

33,422 34,263 33,894 41,420 42,164

（１）
情報は、継続事業ベースで表示されている。

（２）
「払込資本」および「払込資本を構成する発行済証券総数」は、(ⅰ)全額払込済普通株式、(ⅱ)一部払込済普通株式、

(ⅲ)優先株式、(ⅳ)NISおよび (ⅴ)信託優先証券から成る。ナショナル・キャピタル・インストルメンツは2016年10月4日

に全額償還された。「第５－１　株式等の状況」を参照のこと。「払込資本を構成する発行済証券総数」は、（2016年７

月１日の承継ファンド合併まで）当社グループの連結投資業務において保有されていた当社自己株式および従業員インセ

ンティブ制度の要件を満たすために当社グループの被支配会社により信託保管されている自己株式について調整されてい

る。株価の変動から生じた値洗い価値の未実現変動、配当収益および当社グループの連結投資業務により保有されていた

株式の売却から発生した実現損益は、法定報告上除外されている。

（３）
純資産額は、資産合計から負債合計を引いたものである。

（４）
APRAの定義による。

（５）
2017年度、2016年度および2015年度の配当性向は、当該期間の配当額を継続事業からの現金収益ベースの１株当たり利益

で除して計算されている。2014年度および2013年度の配当性向は、当該期間の配当額を当社株主に帰属する法定当期純利

益ベースの１株当たり利益で除して計算されている。当グループの現金収益の詳細は、「第６－１　財務書類」の注記２

「セグメント情報」を参照のこと。

（６）
フルタイム相当従業員（「FTE」）数には、パートタイム従業員（フルタイム換算済）および従業員名簿に記載されてい

ないフルタイム相当従業員（契約社員等）が含まれる。
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２ 【沿革】

当社グループは包括的かつ総合的な金融商品および金融サービスを提供する金融サービス組織である。

 

当社の歴史は1858年に設立されたザ・ナショナル・バンク・オブ・オーストラレイシアに遡る。ナショナル・

オーストラリア・バンク・リミテッドは当社の本拠地であるオーストラリアで1893年６月23日に設立された株式

会社である。

 

登録事務所の住所はオーストラリア連邦 ビクトリア州　3008、ドックランズ、バークストリート 800、１階

である。当社は1959年銀行法（連邦法）および2001年会社法（連邦法）の規定に基づき業務を行っている。

 

1981年、ザ・ナショナル・バンク・オブ・オーストラレイシアは、1834年に設立されたザ・コマーシャル・バ

ンキング・コーポレーション・オブ・シドニーと合併した。

 

３ 【事業の内容】

戦略的ハイライト

年度末における概観

当社グループの戦略の焦点は、オーストラリアおよびニュージーランドにおいて最も評価の高い銀行になると

いう展望を支えるものである。2017年度通年において、これは以下の３つの主要な目標によって支えられた。

 

１．当社の顧客が熱心な支持者となること

２．当社の従業員が意欲的に参画すること

３．当社の株主が魅力的な利益を受け取ること

 

これらの目標を達成するために、業務の実行においては、優先顧客セグメントにおける関係の深化、良質な顧

客経験価値の提供、成果を上げる企業への再構築、優れたリーダーシップ、資質および人材を有する評判の４つ

の主要なテーマに注力がなされた。

 

優先顧客セグメントにおける関係の深化

当社グループは、顧客関係を深めるために投資を集中させている４つの顧客セグメントを優先的に扱った。こ

れらの顧客セグメントは、自家所有者および投資家に加え、当社の強力な市場ポジションおよび魅力的な利益を

前提とする中小企業顧客である。
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優先セグメントへの投資は、業績の改善をもたらしている。これは事業者向け・プライベートバンキング業務

の業績から明らかであり、同業務では、当年度通年中に貸付高の増加および強力なマージンによる収益のプラス

の成長を記録した。

 

良質な顧客経験価値の提供および成果を上げる企業への再構築

当社グループは、顧客経験価値を理解し、改善できるよう、リアルタイムで対象とするフィードバックにアク

セスするためにネットプロモータースコア（「NPS」）
（１）

システムを使用している。当年度通年については、

当社の優先セグメントNPS
（１）（２）

は、主要な同業者の中で第１位であった。

 

当社グループは、顧客のフィードバックの利用と、幅広い商品および経路にわたる端から端までの顧客経験価

値を変容させるための新たな働き方に取り組んでいる。これは、カスタマー・ジャーニーズとして知られてい

る。

 

当年度通年中、当社グループは、効率性の向上および顧客との交流の改善を通じてカスタマー・アドボカシー

を引き出すことをねらいとした７つのカスタマー・ジャーニーズを開始した。その例としては、以下のものがあ

る。

●　ニーズの単純な事業者顧客向けの、新たな10分間のデジタル決済勘定に関するオンボーディング。これに

より、新規顧客のオンボーディングの処理時間が大幅に減少し、顧客が支店を訪問する必要がなくなっ

た。

●　より迅速で単純なエブリデー・アカウンツの申請手続き。これにより、申請時間が７分に短縮された。

●　顧客が退職後の選択肢についてよりよく理解できるようにするための簡略化されたデジタル年金ポータル

サイトおよび既存の顧客データが事前入力された電子フォーム

●　顧客がセルフサービスを通じて単純なニーズを満たすことができるようにするための事業者顧客向けの人

工知能チャット技術を使用したバーチャルバンキング・アシスタント・パイロット

 

当社グループは、以下において明らかにされるように、デジタル化およびイノベーションを通じて引き続き顧

客のための商品およびサービスを向上させている。

●　クイックビズ無担保貸付が拡大されてビジネスカードおよび当座貸越が含まれるようになったことによ

り、小規模企業顧客が迅速に資金調達できるようになった。

●　新興企業であるメディパス・ソリューションズとのパートナーシップによるHICAPS Goモバイルアプリ・

ソリューションの開始。これにより、患者にとっては費用の完全な透明性を享受しつつモバイル機器を

通じてサービスの予約および支払を行うことができ、医者にとっては物理端末が不要となる。
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当社グループはまた、顧客経験価値の改善を早め、革新的な新技術およびビジネスモデルを活用するために、

専用イノベーション・ファンドであるNABベンチャーズを通じて新たな戦略的提携および直接投資を追求してい

る。当年度通年において行われた投資の例は、ヴィーム（企業間包括払い）およびウェイブ（零細事業者のため

の会計処理、請求、支払および給与計算を含むクラウドベースの統合された一連の小さなビジネスツール）に対

する投資を含む。

 

優れたリーダーシップ、資質および人材

当社グループは、高い業績を導く文化をもたらすために才能ある人材を惹きつけ、育成し、鼓舞することに熱

心に取り組んでいる。当年度通年における主要な計画は、以下を含む。

●　組織におけるリーダーシップの強さが業績につながることを理解するための上級執行役員の査定に対する

多額の投資

●　潜在能力の高い女性の人材および重要な人材として認識された執行役員のための昇進の加速を含む対象を

絞った育成プログラムの実施

●　リーダーが日々のコーチングの責任を負い、毎月の業績および開発についての話し合いによって補強され

る新たな業績枠組の導入

●　業績、資質、能力を追跡し、リーダーシップに関するデータおよび見識をもたらすための新技術に対する

投資

 

魅力的な利益の創出

当社グループは、引き続きポートフォリオを競争力が高く高い収益をもたらす業務に移行させている。当年度

通年において、当社グループは、継続事業ベースで10.9％の法定ROEおよび14.0％の現金ROEを実現した。

 

当社基盤の維持および強化

当社グループは、その戦略を、バランスシートの強み（資本、資金調達および流動性を含む。）、リスク管理

能力（信用リスクおよびオペレーショナルリスクを含む。）ならびに中核的な技術のプラットフォームおよび基

盤といった強力な基盤を維持することにより支えている。

 

当社グループは、当年度通年において、十分な資本を維持しており、「疑いなく堅固」というAPRAの新たな資

本要件を2020年１月１日までに順序立てて充足する予定である。2017年９月30日現在の普通株式Tier１

（「CET1」）資本比率は、10.1％であった。

 

当社グループは、当年度通年中、強力な流動性を維持し、四半期平均流動性カバレッジ比率（「LCR」）は、

123％で、APRA要件である100％を上回っている。2017年９月30日現在の安定調達比率（「NSFR」）は、108％

で、2018年１月１日以降のAPRAの規制要件である100％を上回っている。
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当社グループのポートフォリオ全体の信用リスクは、依然として健全であり、不良債権は安定している。ポー

トフォリオの集中は、確立された当社グループのリスク選好の枠組みを参照して管理されている。

 

当社の戦略の促進
（３）

当社グループの経営環境は、流れが早く、常に変化している。現在、当社グループの顧客の大部分が「デジタ

ルファースト」であり、継ぎ目のない、個人的な経験を期待している。競合他社は新たに出現し続けており、地

域社会および規制当局による期待はこれまでになく高まっている。当社グループが直面するリスクは常に進化し

ており、サイバー犯罪およびデータ保護に関する一層の警戒が必要となる。

 

当社グループは、変化する世界における当社の将来および機会について楽観視しており、一層強い立場で前進

している。これにより当社グループはより長期的な計画を立てることが可能となり、2017年11月２日、当社グ

ループは、生産性に注力しながら成長することを可能とするための戦略を加速することを発表した。

 

この戦略の加速には今後３年間での推定15億豪ドルの投資の増加が含まれる。主要な注力により、当社グルー

プの主要なオーストラリアのSMEフランチャイズにおけるイノベーションおよび能力の大幅な向上がもたらされ

るであろう。投資支出の時期および額は、経営環境次第で変わる可能性がある。

 

当社グループは、この戦略の加速が以下を含む利益をもたらすと期待している。

●　デジタル経路で提供されるより少数かつ簡略化された商品の提供による、顧客経験価値の改善。

●　当社グループがプロセスを大幅に簡略化および自動化し、調達コストおよび第三者コストを削減し、より

フラットな組織構造をもって顧客との距離を縮めることによる、累積費用の節減（現時点で2020年９月

30日までに10億豪ドル超を目標とする）。

●　顧客維持率の上昇および目標とするマーケットシェアの獲得による収益の増加。

●　簡略化された、より反応が速くかつ強靱な技術環境によるオペレーショナルリスクおよび規制リスクの削

減。

 

当社グループは、これらの利益の顧客への提供を可能とするために労働力を再形成しており、2020年９月30日

までに最高2,000の新たな雇用を創出する予定である。一方、当社グループが業務をさらに自動化および簡略化

することで約6,000のポジションが影響を受けるだろう。これは、現時点で2020年９月30日までに約4,000名を目

標としている人員の純減をもたらし、2018年事業年度上半期において５億から８億豪ドルの再編成引当金が発生

すると予想されている。このプロセス全体を通じて、当社グループは従業員に配慮と敬意をもって接し、将来の

ために備えさせる予定である。
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加速された投資の影響を反映して、来年度通年の費用は５％から８％増加すると予想されており、2020年９月

30日までの期間を通じて費用を概ね横ばいに留めることが目標とされる（再編成引当金および多額の臨時費用を

除く。)。これらの変化の短期的な影響を考慮して、取締役会は、外部環境に重大な変化がないことおよび当社

グループの財務実績が満足のいくものであることを条件として、来年度通年の配当金を当年度通年と同水準で維

持する予定である。

 

当社グループは、以下の４つの新たな意欲的な目標を掲げている。

●　NPSの上昇および当社グループの優先セグメントについてはオーストラリアの主要銀行のうちNPSが第１位

となること

●　35％を目標とする対収益費用比率

●　ROEがオーストラリアの主要銀行のうち第１位となること

●　上位４分の１の従業員の参画意欲

 

当社グループは、最高の事業者向け銀行になること、顧客及び従業員のために一層の簡略化および迅速化を図

ること、新たに出現する成長機会に注力すること、優れたリーダー、資質および文化を有することにより、これ

らの目標を達成する計画である。

 

これは、大掛かりでかつ必須の計画である。同計画により、当社グループは引き続き全ての利害関係者のため

によい成果をあげ、「オーストラリアを前進させる勇敢な人々を支援する」という目的を実行し、オーストラリ

アおよびニュージーランドで最も評価の高い銀行になるという当社グループの構想を達成することが可能となる

だろう。

 

（１）
ネット・プロモーター®およびNPS®は、登録商標であり、ネットプロモータースコアおよびネットプロモーターシステム

は、ベイン・アンド・カンパニー、サトメトリックス・システムズおよびフレッド・ライクヘルドの商標である。

（２）
優先セグメント・ネットプロモータースコア（「NPS」）は、４つの優先セグメント（自家所有者、投資家、小規模企業

（10万豪ドル以上500万豪ドル未満）および中規模事業（500万豪ドル以上50百万豪ドル未満））のNPSスコアの単純平均で

ある。優先セグメントNPSのデータは、ロイ・モーガン・リサーチおよびDBM BFSM・リサーチによる６ヶ月間の移動平均に

基づいている。

（３）
前述「第一部　企業情報」、（注）４「将来の見通しに関する記述」に関する主要なリスク、留保および推定を参照の

こと。

 

４ 【関係会社の状況】

(1) 親会社

当社は別の法人もしくは自然人または外国政府によって直接または間接的に支配されていない。

 

(2) 子会社

子会社に関する情報は「第６－１　財務書類」の注記31「子会社および他の企業への関与」に記載されてい

る。
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５ 【従業員の状況】

フルタイム相当従業員

 

 
2017年
９月30日
現在

2017年
３月31日
現在

2016年
９月30日
現在

 
2017年９月
対2017年
３月（％)

2017年９月
対2016年
９月（％)

フルタイム相当従業員
（「FTE」）数合計

33,422 33,552 34,263  (0.4%) (2.5%)

半期中の平均FTE数 33,464 34,001 34,835  (1.6%) (3.9%)
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第３ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

下記「第３－７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。

 

２ 【生産、受注および販売の状況】

下記「第３－７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。

 

３ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

下記「第３－７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」および「第６－１　財務書類」

の注記32「偶発債務および与信コミットメント」を参照のこと。

 

下記「第３－７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」および注記32「偶発債務および

与信コミットメント」に記載されている情報は、2017年９月30日時点のものである。下記「第３－７　財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」および注記32「偶発債務および与信コミットメント」に関

するそれ以降の情報については、第６－２および「第６－１　財務書類」の注記42「後発事象」を参照のこと。

 

当社グループの今後の業務、財務状況および財務成績に関する当社グループの展望および将来への期待につい

ては、「第２－３　事業の内容」の「戦略的ハイライト」の「当社の戦略の促進」を参照のこと。同記述は、当

社が2017年度通年業績報告をオーストラリアで発表した日である2017年11月２日現在の当社の判断または推定に

基づいている。

 

４ 【事業等のリスク】

 

一般銀行業務、経済情勢および財務状況に関連するものを含む当社グループ特有のリスク

以下は、当社および被支配会社（「当社グループ」）に関連する主要なリスクおよび不確定性である。これら

のリスクおよび不確定性は、重要度の順に記載されておらず、これらのリスクが発生する可能性を判断すること

は不可能である。これらのリスクが一または複数発生した場合、当社グループの事業、営業、財務状況および将

来の業績は重大な悪影響を被る可能性がある。

 

その他、現在は不明であるかまたは重要でないとみなされているが、後に判明するかまたは重要なものとなる

可能性のある当社グループが直面しているリスクがある。これらは個別にまたはあわせて、当社グループに悪影

響を及ぼす可能性がある。そのため、当社グループは、将来の業績、収益性、収益の分配または資本収益率につ

いて補償または保証しない。
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銀行・金融サービス業界特有のリスク

通常、この外部リスクの性質および影響については、予測不能であり、かつ当社グループの直接の支配が及ば

ない場合が多い。

 

当社グループはマクロ経済および地政学的リスクならびに金融市場の状況から悪影響を受ける可能性がある。

当社グループの業務の大半は、オーストラリアおよびニュージーランドで行われており、アジア、英国および

米国に支店が置かれている。当社グループの事業活動は、世界各地の顧客が要求する銀行・財務サービスおよび

商品の性質および程度に左右される。とりわけ、借入水準は、顧客心理、雇用動向、市場金利ならびに経済・金

融市場の状況および予測に非常に大きく左右される。

 

国内外の経済状況および経済予測は、経済成長率、資本の利用可能性およびコスト、中央銀行の介入、インフ

レ率およびデフレ率、ならびに市場の不安定性および不確実性等の数多くのマクロ経済要因の影響を受ける。こ

れにより、以下の事象が起こる可能性がある。

●　資金調達費用の増加または利用可能な資金の欠如

●　資産（担保を含む。）の価値の低下および資産（担保を含む。）の流動性の悪化

●　一部の資産に係る価格決定不能

●　顧客又は契約相手方の債務不履行および信用損失（ヘッジ戦略の一環としての保障保険の売買に係るもの

を含む。）の危険性の増加

●　貸倒引当金の増加

●　株式ポジションおよび売買ポジションにおける値洗い損

●　利用可能なまたは適切なヘッジ目的のデリバティブ商品の欠如

●　営業収益および利益における成長率の低下。とりわけ、当社グループのウェルス業務の収益は資産価値

（とりわけ上場株式の価値）への依存度が高いため、同業務の運用資産の価値が低下すると、当社グルー

プに対する同業務からの収益寄与額が減少する可能性がある。

●　保険コストの増加、利用可能なもしくは適切な保険の欠如または保険業者の破綻

 

経済状況はまた、気候変動ならびに自然災害、戦争・テロ、政治・社会不安ならびに公的債務の再編および不

履行等の大きな衝撃をもたらす事象の影響を受ける。

 

以下は、現在当社グループと関わりがあり当社グループの財務実績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性の

あるマクロ経済・金融市場の状況の例である。

●　企業投資の2008年の深刻な景気後退からの鈍い回復に加え、大規模経済のいくつかにおいて家計所得の伸

びの鈍化により拡大が減速したことにより近年は成長が不振であったこと。中国およびインドでの急速な

拡大、大規模な新興国経済により、世界の景気回復が少数の主要経済における発展に依存していることが

浮き彫りにされる。
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●　歴史的な低金利は、経済状況の循環的な悪化の影響を削減する目的で金融政策を適用しうる範囲を制限す

る。さらに、GDPに対する公的債務が高水準である結果、経済協力開発機構の加盟国である多くの経済に

おいて、景気の低迷に直面する中で経済活動を安定化させる目的で金融政策（減税または公的支出の増

加）を適用する試みが困難となる可能性がある。

●　経済の持続的成長がみられないことから、現在の高い家計負債比率はとりわけ経済が循環的に悪化した場

合の継続的なリスクを示している。悪化が見られなくても、高い債務水準は将来の与信成長を抑制する可

能性がある。賃金上昇および利益の分配に影響を及ぼす可能性のある経済の構造的変化は、将来の与信成

長および資産の質にも影響を及ぼす可能性がある。

●　多くの先進国経済における政府債務比率の上昇も国債の信用格付ならびに国債のための市場からの資金調

達の条件および調達可能性に影響を及ぼす可能性がある。オーストラリアの国債の信用格付の引き下げは

当社を含むオーストラリアの銀行およびオーストラリアの親銀行が所有するニュージーランドの銀行に悪

影響を及ぼす可能性がある。同様に、ニュージーランドの国債の信用格付の引き下げは、当社グループの

ニュージーランドを拠点とする業務の信用格付に影響を及ぼすと予想されている。

●　ヨーロッパの銀行のいくつかでは、引き続き弱含みが続いており、資産合計に対する不良債権の割合は依

然として高い。世界銀行制度の相互関連性は、ヨーロッパの銀行制度が抱える問題が世界金融市場におけ

る混乱を生み出し、世界中の個別の銀行の安定性について問題を提起する可能性があることを意味してい

る。過去にはそのような相互関連性により市場の流動性が低下したことがあり、当社グループのホール

セール資金調達にマイナスの影響を与える可能性がある。

●　先進諸国経済において金利が歴史的な低金利から段階的に上昇すると予想されることから、住宅から国債

に至るまで幅広い資産の評価が急激に低下するリスクがある。住宅およびソブリン債等の主要な資産が過

去の水準から判断して高い評価額で取引されている国もある。市場の流動性もまた予想外に低下すること

があり、金融市場および経済状況への打撃を受けて市場のボラティリティが上昇する可能性がある。過去

に米国において金融政策の引き締めがあった時期には、新興国市場における資本流入の量および価格設定

のより大きな変動と関連していた。オーストラリアおよびニュージーランド経済を含む資本輸入国経済

は、概して世界金利の突然のまたは目立った変動およびより広範囲の経済状況から被害を受けやすい。

●　中国における経済成長の継続は、急速な成長速度が急激に低下する可能性があるとの懸念が続いているこ

とから、オーストラリアとニュージーランドにとって重要である。オーストラリア経済は、その輸出構成

により、中国による投資の突然の低迷または中国経済の大幅なもしくは継続的な悪化にさらされている。

さらに、中国における不良債権比率の水準の上昇は、信用および流動性の状態ならびにより広範囲の中国

経済に対する影響に波及する可能性があることから、中国の銀行制度に対するリスクとなっている。
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●　オーストラリアおよびニュージーランドは、商品輸出経済として、国際商品価格の変動にさらされてお

り、かかる変動は突発的、大規模かつ予測困難なものとなる可能性がある。商品相場の変動は、国民所

得、税収および為替レート等の主要な経済変数に影響を及ぼす可能性がある。過去におけるオーストラリ

アおよびニュージーランドでの商品価格の急激な低下は、トレンドを下回る世界成長による需要の抑制が

商品供給の増加と相俟ってもたらされた。商品価格のボラティリティは依然として大きいところ、当社グ

ループは商品生産およびトレーディング業務に対する大きなエクスポージャーがある。

●　政治環境の変化は、市場の不透明感、不安定性および不利な経済状況の拡大に加え、成長促進改革を実行

することが一層困難になり得るリスクを高める。米国政権の主要な経済政策、変化し続ける朝鮮半島の状

況、ブレグジット（EU市場への英国の参入の条件に関する合意の詳細は不明である。）、および欧州諸国

において行われるいくつかの選挙（特に2018年初頭に予定されているイタリアの選挙の影響は政権交代お

よび経済政策の転換につながる可能性がある。）については、依然として不安定性要素が残る。スペイン

のカタロニア地方における政治不安の結果も不透明である。ニュージーランドでは、政権交代が経済政策

の変更をもたらすと予想されており、この変更は事業環境および市況に影響を与える可能性がある。これ

らの政治的イベントによってもたらされる政策の変更の程度、実行および結果ならびに国際貿易、影響を

受ける国々のより広範囲の経済および世界金融市場に対する影響はすべて不透明である。

 

当社グループは広範囲にわたる規制に服する。規制の変更は当社グループの営業ならびに財務実績および財務状

況に悪影響を及ぼす可能性がある。

当社グループは、オーストラリアおよび当社グループが事業を行うか、取引を行うかまたは資金を調達するそ

の他の法域における高度の規制に服する。当社グループは、いくつかの規制当局および業界の実務指針の監督に

服する。

 

規制内容は、法域毎に異なり、預金者、保険契約者、有価証券の保有者、および銀行・金融サービスシステム

全体の利益の保護を目的としている。法律および規則に対する変更または規制方針もしくは解釈の変更は、予測

不能かつ当社グループの支配が及び得ないものであり、当社グループが事業を行う法域間で協調できない可能性

がある。規制の変更は、多額の資本・コンプライアンス費用、企業構造の変更、経営陣、従業員およびITシステ

ムに対する要求の増加をもたらす可能性がある。

 

当社グループに影響を及ぼす現在または潜在的な規制の変更の例は、以下のとおりである。

 

当社グループを含む金融コングロマリットの監督のためのAPRAの枠組みの自己資本以外に関する部分は、2017

年７月１日に発効した。APRAは同枠組みの自己資本に関する部分の最終決定を繰り延べ、実施は2019年までは予

定されていない。
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オーストラリアおよび当社グループのその他の法域においてバーゼル銀行監督委員会（「BCBS」）の規制改革

の実行が今後続く予定である。APRAはオーストラリアでBCBSのバーゼルIII要件に係る健全性基準を導入した。

これらの改革は、当社グループが維持するべき資本の質およびリスク加重資産に対する資本の割合、ならびに質

の高い流動資産として当社グループが保有するべき資産の質および割合を上昇させる。APRAが進めているその他

の当社グループに影響を及ぼすBCBSによる主要な変更は、以下を含む。

●　2018年１月１日に発効する安定調達比率を織り込んだ流動性に係る最新基準。これはオーストラリア銀行

業界の参加者およびオーストラリアの親銀行が所有するニュージーランドの銀行の資金調達プロファイル

および関連コストに影響を及ぼす可能性がある。

●　2018年１月１日に発効する修正証券化枠組み。これは業界全体が証券化エクスポージャーのために保有す

る規制上の自己資本の額に影響を及ぼす可能性がある。

●　2019年に世界的に発効する予定のBCBSの修正市場リスクの枠組み。国内的には、APRAは新たな市場リスク

基準が2021年までは発効しない旨通知した。これはトレーディング勘定資本要件に影響を及ぼす可能性が

ある。

●　相手方信用リスクに対する標準化されたアプローチについての協議。要件は最も早くて2019年１月から有

効となる。これは、相手方信用リスク・エクスポージャーのために保有する規制上の自己資本の額に影響

を及ぼす可能性がある。

●　修正大口エクスポージャー枠組みについての協議。最終要件は2019年から有効となる予定である。これは

大口エクスポージャーの制限、計測および報告に影響を及ぼす可能性がある。

●　認可預金受入機関（「ADI」）に最低レバレッジ比率の要件を課す意向の表明。これは2018年１月１日ま

では予定されていない。2017年９月30日現在5.5％である当社のレバレッジ比率は、現在のバーセル規制

に基づく最低所要水準を上回っている。最低レバレッジ比率要件は当社グループに有効な制約とはならな

いものと予測される。

 

ニュージーランドでは、ニュージーランド準備銀行（「RBNZ」）が現在、過去に実施されたバーゼルIII自己

資本比率に関する枠組みを見直している。この見直しの結果、同枠組みから脱却することとなる可能性があり、

潜在的な資本制約および資本構成の効率性が損なわれることにつながる可能性がある。
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BCBSは、銀行の規制自己資本比率の一貫性および比較可能性の向上に注力していることから、引き続き規制の

変更を行っている。提案の草案には、規制上の自己資本の計算に対する内部格付に基づき、標準化されたアプ

ローチの修正と資本フロアー枠組みの導入が含まれ、ソブリンリスクの検討が予定されている。また、BCBSは銀

行勘定の金利リスクの修正枠組みを発表し、オペレーショナルリスク・キャピタル枠組みの修正を実施する予定

である。これらの変更の影響の全容は、APRAその他の規制当局がBCBSの要件を実施するまでは明らかとならな

い。かかる影響は、オーストラリア政府による金融制度審議会（「FSI」）の結果とられた措置に関連する可能

性がある。FSIは、銀行システムの強靱性、効率性および公平性を改善するためのオーストラリア政府が支持す

る措置を勧告した。APRAは金融制度の強靱性の強化に関するFSIの勧告を実施する責任を負っている。

 

以下のFSIの勧告が発効しているかまたは協議中である。

●　2016年７月以降、APRAは、内部モデルの使用の認可を受けたADIについてオーストラリアの住宅抵当貸付

のリスク・ウェイトを約16％から予定指標である平均25％に引き上げ始めた。

●　2017年７月19日、APRAは、ADIが「疑いなく堅固な」自己資本比率を達成するために要求される資本の増

加の額および時期の概要を示す文書を発表した。APRAは、当社を含むオーストラリアの主要銀行は2020年

１月１日までに普通株式Tier１（「CET１」）資本比率が少なくとも10.5％であることを期待される旨通

知した。この勧告およびさらなる勧告の実行は、規制および法律、リスク加重資産または自己資本比率に

影響をもたらす可能性がある。

●　2017年３月、オーストラリア政府財務省は、オーストラリア証券投資委員会（「ASIC」）に金融商品の設

計および販売の義務に関して追加の権限を与えるべきかを協議した。これにより、ASICは、消費者に重大

な損害をもたらすと判断する場合に、商品の設計および販売に一時的に介入できるようになる。

●　2017年７月１日、新たなASIC業界資金調達モデルが発効し、規制事業体はASICの規制サービスの料金を課

されることとなった。

 

金融安定理事会は、2015年11月に世界のシステム上重要な銀行（「G-SIB」）向けの総損失吸収力

（「TLAC」）の基準を発表した。APRAは新たな国際慣行に従って損失吸収力枠組みを実行する可能性がある。現

段階では、APRAはTLACの実行方法に関する指針を発表していない。これは当社グループが要求される資本の保有

水準に影響を与える可能性がある。

 

また、オーストラリア政府財務省は最近、いくつかの提案された主要な規制改革の計画について協議を行っ

た。これは以下を含む。

●　ADIならびにその取締役および上級執行役員の責任および説明責任を増大させるために設計された銀行役

員責任体制

●　APRAの規制を受ける老齢退職年金信託受託者の運営ガバナンスの慣行を向上するための年金健全性枠組み

について予定されている変更に加えて、年金改革、とりわけ、説明責任および加入者の結果の改善に関す

る法案
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●　当社に影響を及ぼす危機に対処するためのAPRAの権限を拡大させる法案。かかる権限の拡大により、規制

資本証券の保有者に損失を負わせる規制措置のリスクが増加する可能性がある。

●　消費者および第三者による銀行商品および顧客データへのアクセスを増加させるように設計されている、

オーストラリアにおけるオープン・バンキング体制の導入

 

その他、継続中の規制の変更および見直しには、以下の分野が含まれる。

●　米国の2010年ドッド＝フランク・ウォール街改革および消費者保護法を含む世界的改革構想、ならびに店

頭デリバティブ市場改革

●　オーストラリアの金融制度における競争ならびに年金業界の競争力および効率性についての生産性委員会

による調査。これらの調査は、オーストラリア政府財務省によるオープン・バンキングの見直しととも

に、銀行・金融サービスセクターの殆どすべてを対象としており、これらの結果はすべて、顧客営業成果

の改善における継続的な注力の一環として政府によって検討される。

●　投資家への貸付および金利のみ返済の貸付を制限することを含む健全な住宅ローン貸付慣行を補強するた

めの監視措置。より広くは、オーストラリア自由競争消費者委員会は、住宅抵当貸付商品の価格設定の調

査を行っている。これにより、当社は住宅抵当貸付商品に適用される手数料、費用もしくは金利に対する

変更または変更案について説明を求められる可能性がある。

●　財務指標、支払およびプライバシー法、会計・報告要件、税法制定およびに銀行固有の課税における変

更。これには、2017年７月１日に発効した大手銀行税ならびにオーストラリアの州・準州政府が導入する

可能性のある同様の課税が含まれる。

●　贈賄・腐敗防止、反マネーロンダリング、テロ資金対策および貿易制裁に関する監督ならびに規制の増加

●　財務上のアドバイス、データの質・管理、行為、ガバナンス・文化、利益相反および生命保険金請求の管

理への継続的な注力

 

RBNZは、オフショアの親銀行から提供される銀行サービスに焦点を当てた改訂版の外注方針を発行した。最終

的な方針の実施および遵守は、当社の業務に影響を与える可能性がある。

 

これらの現行のおよび潜在的な調査および規制改革の範囲、スケジュールおよび効果の全容または（実施され

るとしたならば）どのように実施されるかは、不明である。要件の特性およびそれがどのように実施されるかに

よっては、かかる要件は当社グループの事業、経営、構造、コンプライアンス費用または資本要件、そして最終

的には財務実績および財政的見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。
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当社グループは、激しい競争にさらされており、当社グループの財務実績および競争上の地位に悪影響を及ぼす

可能性がある。

当社グループが活動する市場全体にわたり熾烈な競争が繰り広げられている。顧客獲得の競争が激化した場

合、利益マージンが圧縮され、またはマーケット・シェアを失う可能性がある。当社グループはより低コストの

かつ新たなビジネスモデルを有する外国銀行およびノンバンクの競合他社を含む新規市場参入者に加えて、有力

な金融サービス提供者との競争にも直面している。進化する業界の傾向および予想される急速な技術の変化は、

顧客のニーズおよび志向に影響を及ぼす可能性がある。当社グループは、これらの変化を正確にもしくは十分な

速さで予想し、または業界の動きに後れをとらずに十分な余裕をもって適応し、顧客の期待に応えるための資源

と柔軟性を備えていない可能性がある。その結果、当社グループの財務実績および競争地位は悪影響を受ける可

能性がある。

 

当社グループ特有のリスク

銀行業界および金融サービス業界の主力金融機関である当社グループの事業および当社グループ特有の構造に

は、それぞれ直接起因する複数のリスクが存在する。当社グループの財務実績および財務状況は、以下に記載し

た当該リスクの影響を受けており、今後も受け続ける可能性がある。

 

当社グループは財務実績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性のある信用リスクにさらされている。

信用リスクとは、契約の相手方または顧客が当社グループに対して契約条件に従った債務の履行が不可能とな

る可能性をいう。当社グループの信用リスクの大半は貸付事業によるものである。しかし、銀行勘定およびト

レーディング勘定、その他の金融商品および貸付金、コミットメントおよび保証の供与ならびに取引決済におい

て、その他の信用リスク要因が存在する。

 

当社グループの貸付ポートフォリオにおける主な副セグメントは、当社グループの貸付金および支払承諾総額

の重要な要素である住宅ローンならびにその大半がオーストラリアおよびニュージーランド全土に所在していた

商業用不動産ローンを含む。

 

厳しい事業状況または経済状況（資産評価もしくは住宅不動産および商業用不動産の価格の低下、雇用市場の

下落、政治環境の不安定性またはオーストラリアおよびニュージーランドにおける高い水準の家計の負債を含

む。）により、信用リスクが増加する可能性がある。また、金利が近年の最低記録またはそれに近い水準から上

昇した場合は、当社グループは相手方または顧客による債務不履行リスクの増加にさらされる可能性がある。と

りわけ、当社グループのリテール・非リテールセグメントにわたる金利のみ返済のローンのポートフォリオおよ

び住宅投資家住宅抵当貸付のポートフォリオは、金利が上昇した場合または不動産価格が下落した場合には、損

失の影響を受けやすい可能性がある。当社グループはまた、集合住宅市場が悪化した場合は、不動産開発業者に

対するリテール貸付および非リテール貸付を通じて、相手方による債務不履行リスクの増加にさらされる可能性

がある。
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当社グループのオーストラリアおよびニュージーランドにおける事業貸付のマーケット・シェアが大きいこと

により、同部門全体にわたり状況が悪化した場合は、当社グループは潜在的損失にさらされる。同様に、当社グ

ループはオーストラリアおよびニュージーランドの農業部門（とりわけニュージーランドの酪農部門）において

大きなマーケット・シェアを占めている。商品価格の乱高下、為替変動、病気および病原菌や害虫の流入、輸出

および検疫にかかる規制ならびにその他のリスクが、同部門および当社グループの財務実績および財務状況に悪

影響を及ぼす可能性がある。

 

ニュージーランドの乳製品市場は、2015年/2016年の乳固形分に係る受取単価の割合の低下による経済的圧力

を受けている。乳価の見通しは近年改善したが、同部門においては、ある程度の経済的圧力がしばらくの間継続

するだろうと予測されている。オーストラリアの酪農産業も乳価の下落および産業の混乱に直面した。

 

オーストラリアにおける鉱業、石油およびガス産業にサービスを提供する多くのセクターに加えて、これらの

産業自体が重要な部門における投資の減速および商品価格が下落した期間の影響を受けた。これは、引き続き不

良債権の増加のリスクをもたらす。

 

気候変動は、不動産または事業遂行に影響を与える異常気象現象、気候変動を軽減させるために策定された法

律および政府の方針の影響、および再生可能かつ低排出の技術に経済が移行することによる一定の顧客セグメン

トへの影響によって発生するリスクをもたらす可能性がある。これらの要因により、当社グループおよびその顧

客が座礁資産を抱えるリスクにもつながる。

 

当社グループは、貸付金、前渡金その他の資産に関連する貸倒損失に備えて引当を行っている。貸出金ポート

フォリオ上の損失の見積は、その性質上不確実である。かかる見積の精度は、一般的な経済情勢、予測および前

提条件を含む多くの要因に左右され、複雑なモデリングおよび判断を伴う。情報または評価の前提条件が不正確

であることが判明した場合、信用減損に係る引当金を見直す必要が生じる。これは、当社グループの財務実績お

よび財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

当社グループはオペレーショナルリスクにさらされていることにより損失を被る可能性がある。

オペレーショナルリスクは、不十分な内部の手続および内部統制、人員およびシステムまたは外部事象に起因

する損失のリスクである。これは、法的リスクを含むが、戦略リスクおよびレピュテーション・リスクを含まな

い。

 

オペレーショナルリスクは、戦略プロジェクトおよび事業変革の取組みに加えて当社グループの日々の事業活

動から発生する事業遂行における中核的要素である。オペレーショナルリスクが完全に緩和できないことに鑑み

て、当社グループは潜在的損失の負担と緩和コストの負担との間の適切なバランスを図る。
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オペレーショナルリスク事由は、経済的損失、罰金、課徴金、身体傷害、評判の悪化、マーケット・シェアの

喪失、財産の窃盗、顧客救済および訴訟を含む相当な損失をもたらす可能性がある。オペレーショナルリスク事

由による損失は、当社グループの評判ならびに財務実績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

オペレーショナルリスク事由の例には、以下のものがある。

●　従業員、請負業者および外部者による詐欺的または不正な行為

●　システム、技術およびインフラの故障、サイバー攻撃（サービスの拒否および悪質なソフトウェア攻撃を

含む。）または顧客もしくは機密のデータへの不正アクセス

●　人的ミスまたは手順もしくは管理の不十分な設定に基づく手順の誤りまたは失敗

●　第三者（オフショアおよび外部委託によるサービス提供者を含む。）による事業上の不履行

●　雇用慣行（多様性、差別、職場の健康・安全に関するものを含む。）の脆弱性

●　不十分な商品の設計および保守

●　自然災害、気候変動、生物学的危害またはテロ行為等の事象から生じる業務の混乱および物的損害

 

さらに、当社グループは、主要な経営陣および業務を行う人員を留任および招致する能力に左右されている。

主要人的資源が予期せず流失した場合、または適切な経験を有する人材を招致できなかった場合、当社グループ

が効果的かつ効率的に事業を展開しまたは戦略的目標を達成する能力が悪影響を受ける可能性がある。

 

モデルは、当社グループの業務の遂行（例えば、資本要件の計算ならびにエクスポージャーに係る測定および

ストレス負荷）において広く使用されている。使用されたモデルが不十分であるかまたは誤ったもしくは妥当で

ない仮定、判断もしくは情報提供に基づいていることが判明した場合は、当社グループの財務実績および財務状

況に悪影響を及ぼすことがある。

 

当社グループは法律または基準の不遵守その他の形での不正行為によりリスクにさらされるおそれがあり、かか

るリスクは当社グループの評判、財務実績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。

当社グループは、適用ある法律、規則、免許の条件、規制基準、業界の行動規範ならびに当社グループの方針

および手続の遵守の不履行または不能から生じるリスクにさらされている。これには、以下のような有害な慣行

が含まれることがある

●　不適切な商品・サービスの顧客への販売、当該商品・サービスを購入させるための不当な影響力の行使

●　不適切な市場慣行の実施または詐欺の当事者となること

●　受託者責任の不遵守または不適切なもしくは顧客の最善の利益とならない財務上のアドバイスの提供
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当社グループのコンプライアンス管理に重大な不備があり、不適切に設定され、または法律上もしくは規制上

の期待に満たない場合、当社グループには罰金、世間の非難、訴訟、和解、顧客、規制当局もしくはその他の利

害関係者に対する損害賠償、ローン、保証その他の担保関連書類等の契約の執行不能、強制的な営業停止または

当社グループの業務の全部もしくは一部を行うための免許の取消がもたらされる可能性がある。これにより、当

社グループの評判ならびに財務実績および財務状況が悪影響を受ける可能性がある。

 

当社グループは主要な規制当局と業界全体の問題および当社グループに特有の問題について継続的に協議して

いる。行為地の規制当局そして時には政府による重大な規制の変更および世界の金融サービス業界に対する公開

監査は、最低基準の増加および顧客の期待増加を推し進めている。これにより、国際的な企業数社が注目度の高

い執行行為（法令違反による多額の罰金を含む。）を受けた。法規制遵守の調査および審査の詳細、および当社

グループに対して規制機関から提起された訴訟手続の詳細については、「第６－１　財務書類」の注記32「偶発

債務および与信コミットメント」を参照のこと。これらの訴訟手続、調査および審査の潜在的結果は現時点では

不確定であり、これらに関連した集団訴訟が発生する可能性がある。

 

財務書類に開示される（上記で参照される）事項に加え、ASICは、以下の調査および審査も実施している。

●　2017年１月、当社グループの老齢退職年金信託受託者であるNULISノミニーズ（オーストラリア）リミテッ

ド（NULIS）は、金融サービス業の資格に課される追加条件に従って、独立保証審査を委託した。ASICとの

合意により、審査の範囲は、NULISのリスク管理手続き、商品変更実施のプロセス、参加者に対する開示お

よび報告、ならびに紛争管理手続きが対象となった。第一段階の中間審査結果およびNULISの回答がASICに

提出された。審査は継続中である。

●　責任ある貸付け、顧客信用保険販売のプロセスおよび不公正な契約条件の支配下における小規模事業者向け

の貸付契約に関する更なる産業活動の追及を含む、営業に関する問題。ASICは、住宅貸付部門の貸付実務を

審査し、2009年全国消費者クレジット保護法の責任ある貸付けの規定に違反した疑いがあるとして、オース

トラリアの別銀行に対する訴訟手続を2017年３月に開始した。

 

コンダクト・リスクおよび訴訟問題に関して設定される引当金は、過去の実績、予測、業界内での比較および

外部専門家の助言（適切な場合）に基づく主観的判断の行使の組み合わせに基づく数多くの仮定に基づいてい

る。これらの仮定および当社グループが負う損害賠償請求の最終的なコストにはあくまでリスクおよび不確定性

が存在する。これらの要因は、コンダクト・リスクおよびコンプライアンス関連事項の最終コストが予想とは大

幅に異なり、追加の引当金を要する可能性があり、これにより当社グループの評判ならびに財務実績および財務

状況が悪影響を被る可能性があることを意味している。
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技術システムの混乱またはデータ・セキュリティーの侵害は、当社グループの営業、評判ならびに財務実績およ

び財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。

当社グループの日常業務はコンピューターを利用して行われているため、当社グループの情報技術のシステム

および基盤の信頼性および安全性は、業務にとって不可欠である。技術環境の複雑性、これらのシステムが効果

的に稼働できないこと、これらのシステムの許容時間内における修復または回復が不能であること、技術を最新

の状態に保てないこと、データ・セキュリティーの侵害その他の形でのサイバー攻撃または物理的攻撃を含む

数々の要因から、技術的リスクが発生する可能性がある。これらの要因の全部または一部は当社グループの制御

の範囲外である。かかる事由は業務の混乱、変化および革新をもたらすスピードおよび機敏性への悪影響、評判

の毀損、訴訟、顧客データの滅失もしくは盗失または規制当局による調査および課徴金をもたらす可能性があ

る。これらのリスクは、当社グループの評判ならびに財務実績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

金融サービス業界における技術の急速な進展、オンデマンドのインターネットおよびモバイルサービスへの顧

客の期待の増加により、当社グループはこれらの分野で新たな挑戦を受けることが求められている。

 

当社グループは、コンピューター・システムおよびネットワークを通じて大量の個人情報および機密情報を処

理し、保管し、送信している。当社グループはこれらの情報の機密性および完全性の保護に対して多額の資金を

投資している。しかし、情報セキュリティーに対する脅威はますます進化しており、サイバー攻撃の実行に使用

される技術は一層高度化している。当社グループは、セキュリティーに対する脅威を予測できない可能性があ

り、また、結果として生じる損害を防止または最小限とするための有効な措置を講じることができない可能性も

ある。情報セキュリティー侵害は、業務の混乱、規制当局による執行行為、財務損失、顧客データの盗失もしく

は滅失、またはプライバシー法の違反をもたらすおそれがあり、これらはすべて、当社グループの評判ならびに

財務実績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

その他の事業活動と同様、当社グループは、技術的解決法を開発および提供し続けるために厳選した外部技術

提供者（オーストラリア国内および海外の双方）を使用している。外部委託またはオフショア化された業務およ

び関連するリスク（機密データの適切な管理および統制等）は、規制当局および公衆による一層の監視にさらさ

れている。これらの外部提供者が当社グループに対する義務を履行できなかった場合または当社グループがこれ

らの提供者を適切に管理できなかった場合は、当社グループの評判ならびに財務実績および財務状況に悪影響を

及ぼす可能性がある。
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当社グループ全体にわたる変換および変更の計画は期待された利益の全部または一部をもたらさない可能性があ

る。

当社グループは組織全体にわたる変化（技術、インフラおよび文化の変革を含む。）に対して多額の投資を行

う。これらの計画は、期待された利益の全部または一部を実現しないリスクがある。また当社グループは、戦略

的目標を達成し、変化する顧客の期待に応え、競争圧力に対処するために、引き続き業務プロセス改善計画を追

求し、技術に対して投資を行う。これらのプロセスの変更は、オペレーショナルリスクおよび法令遵守リスクを

増加させ、当社グループの評判ならびに財務実績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

重要な会計上の判断および見積りの誤りが後に判明した場合、当社グループは損失を被る可能性がある。

当社グループの財務書類を作成するにあたっては、経営陣は、見積りおよび仮定を用い、会計原則の適用にお

いて判断を行使する必要があり、それぞれが資産、負債、収益および費用の報告額に影響を及ぼす可能性があ

る。高度な判断を伴うかあるいは仮定が財務書類にとって重要な分野には、引当金（コンダクト・リスクに関す

るものを含む。）の計算において使用される推定、のれんおよび無形資産の評価ならびに金融商品の公正価値が

含まれる。

 

連結財務書類の作成にあたり当社グループが使用した判断、見積りおよび仮定に誤りがあることが後に判明し

た場合、当社グループは予想または引当金の設定を上回る多大な損失を被る可能性がある。これは、当社の財務

実績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

当社グループの業務遂行から生じる訴訟および偶発債務は、当社グループの評判ならびに財務実績および財務状

況に悪影響を及ぼす可能性がある。

当社グループ内の企業は、自社の業務遂行に起因する法的手続に随時巻き込まれる場合がある。当該法的手続

に関する潜在的な債務およびコストの総額は正確に評価できない。

 

当社グループの重要な法的手続および偶発債務に関する詳細については、「第６－１　財務書類」の注記32

「偶発債務および与信コミットメント」を参照のこと。

 

資本不足は、当社グループの事業ならびに財務実績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。

資本リスクは、当社グループが、健全性の要件を満たすため、戦略的計画および目標を達成するため、自らが

さらされるリスクをカバーするため、または予期せぬ損失から自らを防御するための十分な資本および準備金を

有していないリスクをいう。当社グループは、規制対象活動を行う全ての法域において、当社グループの事業の

バランスシートの規模およびリスク構成に相応の最小限の資本および準備金を保持する義務を負う。
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健全性資本要件およびこれらの要件における提案された変更は、

●　当社グループが当社グループ内の企業全体における資本を管理する能力を制限するか、

●　株式およびハイブリッド商品の配当金もしくは分配金を支払う能力を制限するか、または

●　当社グループに対し、より質の高い資本のより多くの調達もしくは使用またはバランスシートの増大の制限

を要求する

可能性がある。

 

さらに、資本要件の評価の根拠とされた情報または前提が不正確であることが判明した場合、当社グループの

営業ならびに財務実績および財務状況は悪影響を被る可能性がある。

 

当社グループの資金調達および流動性水準は、世界の資本市場の混乱から悪影響を受ける可能性がある。

資金調達リスクは、当社グループが継続事業、戦略的計画および目標を支援するための短期・長期の資金調達

ができないリスクである。当社グループは、その事業運営に必要な資金を調達するため、顧客預金を増加させる

ことに加えて、国内外の資本市場にアクセスする。これらの資本市場のいずれかに混乱が生じた場合または当社

グループの証券を保有することもしくは資金を預け入れることへの投資家および顧客の意欲が減少した場合、当

社グループの資金調達能力が悪影響を被るかまたはより高いコストもしくは不利な条件で資金を調達しなければ

ならなくなる可能性がある。

 

流動性リスクとは、当社グループが金融上の義務を満期到来時に履行できないリスクをいう。これらの義務に

は、要求時または契約上の満期日における預金支払、借入金および満期借入資本の期日弁済、借入利息の支払、

営業費用および税金の支払が含まれる。

 

当社グループの流動性水準の大幅な悪化は、当社グループの資金調達コストの増加をもたらすか、新規貸付高

を抑制するかまたは当社グループによるオーストラリア準備銀行の流動性約定融資枠の利用をもたらす可能性が

ある。これは、当社グループの財務実績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

当社グループの信用格付の大幅な引下げは、当社グループの資金調達コスト、市場アクセスおよび競争力に悪影

響を及ぼす可能性がある。

信用格付は、借入人の一般的信用度に関する見解であり、市場参加者が当社グループならびにその商品、サー

ビスおよび証券を評価するにあたって重要な参考指標となり得る。

 

格付機関は、当社グループまたは当社グループが業務を行う国の政府の信用格付の設定および見通しに変更を

もたらす可能性がある継続的な格付見直し業務を行っている。信用格付は、業務上のおよび市場の要因ならびに

格付機関が使用する格付方法の変更から影響を受ける。
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当社グループもしくは当社グループの証券の信用格付または当社グループが事業を行う一もしくは複数の国の

国債の格付が引き下げられた場合、当社グループの資金調達コストが増加するかまたは資本市場へのアクセスが

制限される可能性がある。この結果、流動性水準の低下をもたらし、デリバティブ契約その他の保証付資金調達

において担保の追加が要求される可能性もある。当社グループの信用格付の引下げにより、当社グループの競争

力が悪影響を被る可能性がある。

 

金利変動は当社グループの財務実績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。

金利リスクは、金利変動に起因する当社グループの財務実績および財務状況に対するリスクをいう。当社グ

ループが業務を行う国におけるマイナス金利を含め、時間とともに金利およびイールド・カーブが変化するにつ

れ、当社グループは、バランスシート上の金利プロファイルによって、収益および経済的価値で損失を被る可能

性がある。銀行業界では、かかるエクスポージャーは通常銀行の貸付ポートフォリオと預金ポートフォリオ（お

よびその他資金調達源）の満期日構成のミスマッチから生じる。金利リスクはまた様々な金利再設定条項付の金

利関連商品に対する顧客需要から生じるリスクを含む。短期金利および長期金利双方とも、当社グループが正確

に予想していない方法で変動する可能性がある。

 

当社グループは財務実績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性のある外国為替リスクおよび換算リスクにさら

されている。

外国為替リスクおよび換算リスクは、世界中の金融市場および国際的な事業運営に参入しているために、当社

グループのキャッシュ・フロー、損益、資産および負債の価値に対する為替変動の影響に起因する。

 

当社グループの所有構造は、海外子会社および関連会社に対する投資および確定した為替取引からのエクス

ポージャー（海外子会社からの資本の本国送還および配当金等）を含む。当社グループはオーストラリア国外で

も事業を行っており、顧客、銀行その他の相手方と多数の通貨建てで取引を行っている。したがって、当社グ

ループの事業は、為替レート変動、ユーロ圏の全部もしくは一部の破綻またはこれらの通貨のいずれかの準備金

の状況の変更の影響を受ける可能性がある。外国為替相場の不利な変動は当社グループの財務実績および財務状

況に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

当社グループの財務書類は豪ドル建てで作成かつ表示されており、当社グループが投資または取引を行い、利

益を稼得する（または損失を被る）他通貨と豪ドルとの為替変動が生じた場合には、当社グループの財務実績お

よび財務状況が悪影響を受ける可能性がある。
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当社グループはトレーディング活動からの多額の損失を被る可能性がある。

トレーディング市場リスクは、当社グループのトレーディング活動（自己勘定を含む。）から発生する損失リ

スクをいう。市場価格の悪化により、金融商品のポジションの価値の変動またはヘッジから損失が発生する可能

性がある。かかるトレーディング業務からの重大な損失が当社グループの財務実績および財務状況に悪影響を与

える可能性がある。

 

当社グループの評判が損なわれると当社グループの財務実績および財務状況が悪影響を被る可能性がある。

当社グループの評判は、当社グループ、当社グループの従業員、関連会社、供給業者、仲介者、契約の相手方

もしくは顧客または金融サービス業界全体の活動、行動または業績によって損なわれる可能性がある。オースト

ラリアの銀行業界に対する政治やメディアによる攻勢の継続に加えて、評判が損なわれることは、同セクターに

対する政府によるさらなる介入につながる可能性がある。例えば、連邦の最大野党（労働党）は、銀行・金融

サービスセクターに王立委員会（オーストラリア政府の行政機関によってのみ開始され、政府が設定する付託条

項の指図を受ける正式な公開監査）を設立することを公約している。当該監査が法制化された場合、これによる

勧告が当社グループの利害の多くに影響を及ぼす可能性がある。

 

コンプライアンス違反、詐欺または営業もしくは技術上の障害等のリスク事由によって、当社グループは訴

訟、罰金および課徴金、改善費用または主要人員の流失による損失を被り、当社の株価が潜在的な影響を受ける

可能性がある。さらに、このような事由は、世間、株主、投資家、顧客、規制当局または格付機関の当社グルー

プに対する見解に悪影響を与えるおそれがある。評判が損なわれるリスクは、ソーシャルメディアの継続的発展

および利用によって高まる可能性がある。

 

評判が損なわれると、短期的および長期的に当社グループが顧客または従業員を誘致して、確保する能力およ

び新たな事業機会を追求する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。より高いリスクプレミアムが当社グループに

適用された場合、当社グループの資金調達コスト、営業または財務状況に影響を与える可能性がある。また、規

制当局が当社グループに対し、追加の資本を保有すること、罰金を支払うことまたは追加のコスト（是正措置を

とるためのコストを含む。）の負担を要求することとなる可能性がある。

 

引受リスクを転嫁できない場合、当社グループは損失を被る可能性がある。

当社グループ会社は、金融仲介業者として、上場および非上場の債券、株価指数連動型有価証券および株式の

募集を含む数多くの各種取引、リスクおよび結果を引受けまたは保証している。引受けの義務または保証は、当

該証券の価格設定および発行に関するものである場合もあるため、当社グループは、当該リスクの全部または一

部を他の市場参加者に転嫁できなかった場合に損失を負う可能性がある。
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当社グループのリスク管理体制の破綻は、当社グループの評判ならびに財務実績および財務状況に悪影響を及ぼ

す可能性がある。

当社グループは、三つの防衛線モデルに基づくリスク管理体制の中で業務を行っている。このモデルは、識別

された重大なリスクのすべての重要な内部・外部の源泉を管理するシステム、構造、方針、手続および人材の総

計である。

 

他のリスク管理戦略と同様、この体制が既知のリスクを軽減し、または変化するもしくは新たに発生したリス

クを識別もしくは対処するのに十分であるとの保証はない。

 

買収または処分を含む一部の戦略的決定は、当社グループの評判、財務実績および財務状況に悪影響を及ぼす可

能性がある。

当社グループの戦略的決定の基礎となる前提が誤っている（もしくは誤っていることが判明しうる）リスクま

たは戦略的決定の根拠となる状況が変更するリスクがある。当社グループはかかる変更に迅速に適応するための

資源もしくは柔軟性を備えていない（またはかかる変更に適応するための資源もしくは柔軟性を全く備えていな

い）可能性がある。さらに、一または複数の当社グループの戦略的計画について、その効率的な実施が困難であ

るかまたは費用がかさむことが明らかとなるリスクがある。

 

当社グループは、買収、処分および合弁事業を含む幅広いビジネスチャンスを定期的に検討している。追求す

る機会は、当社グループのリスク構成および資本構成を変え、本質的に、買収対象の過大評価（または処分の過

小評価）を含む取引リスクならびにレピュテーション・リスクおよび財務リスクへのエクスポージャーを伴う可

能性がある。

 

事業の統合または分離（期待したシナジーが実現できないこと、業務の中断、経営資源の転換または予想を上

回る費用を含む。）を通じてリスクが発生する可能性がある。さらに、当社グループは売却した事業の継続的な

エクスポージャー（継続的なサービスおよび基盤（CYBGピーエルシー（「CYBG」）およびMLCリミテッドに提供

されている移行サービス等）の提供を通じたものを含む。）または債務の維持（販売契約（CYBGとの金融行動損

害賠償証書等）に基づく保証および補償を通じたものを含む。）にさらされる可能性がある。「第６－１　財務

書類」の注記32「偶発債務および与信コミットメント」の「英国における金融行動問題および金融行動損害賠償

証書」の項を参照のこと。
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NABウェルス（MLCリミテッド）の生命保険業務の取引特有のリスク

上記のリスクの他、MLCの生命保険業務の取引に関連する多くの特有のリスクが存在する。

 

日本生命保険相互会社（「日本生命」）に対するMLCリミテッドの80％の売却に関して、当社は日本生命のた

めに一定の約束を行い、保証および補償を提供した。これらについて違反した場合またはトリガーが働いた場

合、当社は日本生命に対して責任を負うこととなる可能性がある。当社はまた、生命保険商品の販売およびMLC

リミテッドによるMLCブランドの使用の継続に関して長期契約を締結した。これらの契約の期間および性質によ

り一定のリスクが生じる。かかるリスクには、規制環境または商業環境の変化によりこれらの契約の商業的な魅

力に影響が生じ、非競争的な取り決めによって当社の将来の機会が制限されるリスクが含まれる。

 

当社はMLCリミテッドを独立の事業体として設立するために一定の措置（データ移行および技術システム開発

を含む。）を講じることに同意した。かかる措置はまだ完了していないため、実行コストが最終的に予想を上回

ることとなるリスクがある。

 

その他のリスク

上記リスクは、当社グループに関連するすべてのリスクを網羅していない。本有価証券報告書で特に言及され

ていないその他のリスク（事業機会を識別および転換できないことを含む。）は、当社グループの今後の財務実

績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。そのため、当社グループは、将来の業績、収益性、収益の分

配または資本収益率について補償または保証しない。

 

５ 【経営上の重要な契約等】

経営上の重要な契約等はない。

 

６ 【研究開発活動】

「第３－７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。

 

2017年度中のソフトウェア投資の概要は下記「第３－７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

の分析」の「のれんおよびその他無形資産」に記載されている。
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

概況

当社グループは、包括的かつ統合的な範囲の金融商品およびサービスを提供している国際的金融サービスグルー

プである。

 

当社の歴史は、1858年のザ・ナショナル・バンク・オブ・オーストラレイシアの創業にさかのぼる。ナショナ

ル・オーストラリア・バンク・リミテッドは、1893年６月23日に、当社の主たる所在地であるオーストラリアにお

いて設立された株式公開会社である。

 

2017年９月30日現在、当社グループは、全世界で、

－788,325百万豪ドルの資産合計

－1,338億豪ドルの運用・管理資産

－33,422名のフルタイム相当従業員

を有していた。

 

グループの事業および業績の概観

財務分析
（１）

 

当年度と前年度との比較

　継続事業からの当社株主に帰属する当期純利益は、242百万豪ドルすなわち3.8％減少した。この結果は主に公正

価値およびヘッジの非有効部分におけるマイナスの変動ならびに営業費用の増加によってもたらされたが、純営業

収益の増加により一部相殺された。

 

　現金収益は、貸付高の増加および金利再設定による純利息収益の増加（主に事業に対する投資の継続による営業

費用の増加により一部相殺された。）が主因となり、159百万豪ドルすなわち2.5％増加した（生産性向上による節

減を除く。）。

 

　平均リスク加重資産に対する現金収益の比率は、2016年９月のモーゲージに関する規制上の変更に起因する平均

リスク加重資産の増加により４ベーシス・ポイント低下した。この結果は、現金収益の増加により一部相殺され

た。
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　純利息収益は、236百万豪ドルすなわち1.8％増加した。この結果には、その他営業収益における経済的ヘッジの

変動により相殺された281百万豪ドルの減少が含まれる。この変動を除くと、基礎的増加分は、金利再設定業務と

併せて、住宅貸付高および事業貸付高双方の増加によってもたらされた。これらの変動は、資本に対する利益率の

低下および2017年度最終四半期に係る銀行税の影響により、一部相殺された。

 

　その他営業収益は、226百万豪ドルすなわち5.0％増加した。この結果には、純利息収益において相殺された経済

的ヘッジの変動に起因する281百万豪ドルの増加が含まれる。基礎的減少分の主な要因は、予想変動率の低下およ

びマージンの圧縮を主因とするウェルス業務の収益の減少に起因する当社グループの顧客に対するリスク管理商品

の売上の減少であるが、流動性ポートフォリオにおける信用スプレッドの縮小によるトレジャリー業務の利益の増

加により一部相殺された。

 

　営業費用は、技術投資の継続ならびに関連する減価償却費および償却費、人員整理費用の増加、年間給与の増加

の影響、ならびに規制に基づく改善および弁護士費用への引当金により、197百万豪ドルすなわち2.6％増加した。

この結果は、人員の再編、デジタル化を含む生産性向上からの利益および第三者に係る支出の減少により一部相殺

された。

 

　貸倒引当金繰入額は、商業用不動産、リテール取引および住宅抵当貸付ポートフォリオに係るオーバーレイを主

因とする一括引当金費用の増加に起因して、10百万豪ドルすなわち1.3％増加した。この結果は、事業貸付全体お

よびニュージーランドの酪農業のポートフォリオにおける与信の質の改善により一部相殺され、新たな減損発生の

水準の低下をもたらした。

 

当年度下半期と当年度上半期との比較

　継続事業からの当社株主に帰属する当期純利益は、公正価値およびヘッジの非有効部分におけるマイナスの変動

の減少および純営業収益の増加を主因として、464百万豪ドルすなわち16.2％増加した。この結果は費用の増加に

より一部相殺された。

 

　現金収益は、貸付高の増加からの純利息収益の増加および純利息マージンの増加により、54百万豪ドルすなわち

1.6％増加した。この結果は、リスク管理商品の販売からの利益の減少および市場機会の減少が技術投資の継続に

よる営業費用の増加ならびに関連する減価償却費および償却費と相俟って（生産性向上による節減を除く。）、一

部相殺された。
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　平均リスク加重資産に対する現金収益の比率は、現金収益の増加が平均リスク加重資産の減少と相俟って、４

ベーシス・ポイント上昇した。

 

　純利息収益は、380百万豪ドルすなわち5.9％増加した。この結果には、その他営業収益における経済的ヘッジの

変動により相殺された40百万豪ドルの増加が含まれる。この変動を除くと、基礎的増加分は、住宅貸付高および事

業貸付高双方の増加が当年度上半期に主に住宅抵当貸付において発生した金利再設定からの通期の利益と相俟って

もたらされた。これらの変動は、住宅貸付マージンに影響を及ぼした競争圧力および2017年度最終四半期に関して

実施された銀行税の影響により一部相殺された。

 

　その他営業収益は、223百万豪ドルすなわち9.0％減少した。この結果には、経済的ヘッジの変動に起因する40百

万豪ドルの減少が含まれるが、純利息収益において相殺された。基礎的減少分は、安定した金利および低不安定性

環境により市場機会が減少したことによる取引実績の低下に起因する。

 

　営業費用は、技術投資の継続ならびに関連する減価償却費および償却費ならびに人員整理費用の増加、ならびに

規制に基づく改善および弁護士費用への引当金により、65百万豪ドルすなわち1.7％増加した。この結果は、人員

の再編成、デジタル化を含む生産性向上からの利益および第三者に係る支出の減少により一部相殺された。

 

　貸倒引当金繰入額は、住宅抵当貸付およびリテール取引のポートフォリオに関連する一括引当金のオーバーレイ

の増加に起因して、22百万豪ドルすなわち5.6％増加した。これらは、法人・機関投資家向け銀行業務における各

減損エクスポージャーの数の減少が消費者向け銀行業務全体の無担保のポートフォリオにわたる費用の季節的な減

少と相俟って、一部相殺された。

 

為替変動の影響

　為替変動を除くと、現金収益は、前年度通年に比して180百万豪ドルすなわち2.8％増加し、当年度上半期に比し

て60百万豪ドルすなわち1.8％増加した。

 

（１）
情報は継続事業ベースで表示されている。
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純利息収益

 

 年度
（１）  半期

（１）

2017年
９月終了

2016年
９月終了

2017年
９月終了
対2016年
９月終了
（％）

 
2017年
９月終了

2017年
３月終了

2017年
９月終了
対2017年
３月終了
（％）

純利息収益
（百万豪ドル）

13,166 12,930 1.8  6,773 6,393 5.9

期中平均利付資産
（十億豪ドル）

711.3 689.5 3.2  718.2 704.3 2.0

純利息マージン（％） 1.85 1.88 (3 bps) 1.88 1.82 6 bps

（１）
情報は継続事業ベースで表示されている。

 

当年度と前年度との比較

　純利息収益は、236百万豪ドルすなわち1.8％増加した。この結果には、その他営業収益における経済的ヘッジの

変動により相殺された281百万豪ドルの減少が含まれる。この変動を除くと、基礎的増加分は、以下の要因に起因

している。

－オーストラリアおよびニュージーランドにおいて当社グループが優先セグメントに注力したことを反映した、住

宅貸付高および事業貸付高双方の増加

－ニュージーランド銀行業務における貸付マージンの改善に加え、オーストラリアにおける住宅貸付および事業貸

付のポートフォリオの金利再設定

 

基礎的増加分は以下の要因により一部相殺された。

－当年度上半期における住宅貸付マージンに主に影響を及ぼした競争

－純利息収益を94百万豪ドル減少させた2017年度最終四半期に係る銀行税の影響

－低金利環境を反映した、利益率の低下による資本投資収益の減少

 

当年度下半期と当年度上半期との比較

　純利息収益は、380百万豪ドルすなわち5.9％増加した。この結果には、その他営業収益における経済的ヘッジの

変動により相殺された40百万豪ドルの増加が含まれる。この変動を除くと、基礎的増加分は、以下の要因に起因し

ている。

－オーストラリアおよびニュージーランドにおいて当社グループが優先セグメントに注力したことを反映した、住

宅貸付高および事業貸付高の増加

－オーストラリアおよびニュージーランドにおける住宅貸付および事業貸付のポートフォリオの金利再設定

－預金コストの減少および短期ホールセール資金調達コストの減少を反映した、資金調達コストおよび流動性コス

トの減少

 

基礎的増加分は以下の要因により一部相殺された。

－純利息収益を94百万豪ドル減少させた2017年度最終四半期に係る銀行税の影響
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純利息マージン

 

 年度
（１）  半期

（１）

 
2017年
９月終了
（％）

2016年
９月終了
（％）

2017年
９月終了
対2016年
９月終了

 
2017年
９月終了
（％）

2017年
３月終了
（％）

2017年
９月終了
対2017年
３月終了

当社グループの純利息
マージン

1.85 1.88 (3 bps)  1.88 1.82 6 bps

        

消費者金融・資産運用業務 2.07 2.07 －  2.10 2.03 7 bps

事業者向け・プライベートバン
キング業務

2.88 2.79 9 bps  2.91 2.84 7 bps

法人・機関投資家向け銀行業務 0.83 0.81 2 bps  0.84 0.81 3 bps

ニュージーランド銀行業務 2.18 2.24 (6 bps)  2.21 2.15 6 bps

（１）
情報は継続事業ベースで表示されている。

 

当年度と前年度との比較

　当社グループの純利息マージンは、以下に起因して、３ベーシス・ポイント低下した。

－主に住宅抵当貸付における金利再設定業務に起因して、貸付マージンが４ベーシス・ポイント上昇。この結果

は、住宅貸付のマージンに影響を及ぼした競争により一部相殺された。

－2017年度最終四半期に係る銀行税の影響に起因する１ベーシス・ポイントの低下。

－低マージン固定金利住宅貸付の増加に加え、事業貸付に比して低マージンの住宅貸付の増加に起因して、債務構

成において１ベーシス・ポイント低下。

－低金利環境による資本に対する利益率の低下に起因して、１ベーシス・ポイント低下。

－トレジャリー部門およびヘッジ業務からの純利息収益の減少に起因して、マーケッツ・アンド・トレジャリー業

務において４ベーシス・ポイント低下。この結果は、その他営業収益において大幅に相殺された。

 

当年度下半期と当年度上半期との比較

　当社グループの純利息マージンは、以下に起因して、６ベーシス・ポイント上昇した。

－当年度上半期に生じた変更による通年の影響を含む金利再設定を主因として、貸付マージンが７ベーシス・ポイ

ント上昇。

－預金コストの減少および短期ホールセール資金調達コストの減少を原因とした、資金調達コストおよび流動性コ

ストの減少に起因して、３ベーシス・ポイント上昇。

－2017年度最終四半期に係る銀行税の影響に起因して、３ベーシス・ポイント低下。

－低マージン固定金利住宅貸付の増加に加え、事業貸付に比して低マージンの住宅貸付の増加に起因して、債務構

成において１ベーシス・ポイント低下。
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その他営業収益

 

 年度
（１）  半期

（１）

 

2017年
９月終了
(百万
豪ドル)

2016年
９月終了
(百万
豪ドル)

2017年
９月終了
対2016年
９月終了
（％）

 

2017年
９月終了
(百万
豪ドル)

2017年
３月終了
(百万
豪ドル)

2017年
９月終了
対2017年
３月終了
（％）

手数料等 2,131 2,093 1.8  1,060 1,071 (1.0)

トレーディング収益 1,240 945 31.2  519 721 (28.0)

その他収益 1,358 1,465 (7.3)  674 684 (1.5)

その他営業収益 4,729 4,503 5.0  2,253 2,476 (9.0)

（１）
情報は継続事業ベースで表示されている。

 

当年度と前年度との比較

　その他営業収益は、226百万豪ドルすなわち5.0％増加した。

 

　手数料等は、38百万豪ドルすなわち1.8％増加した。この増加は、ニュージーランドにおけるマーチャント業務

手数料の増加に加え、事業者向け・プライベートバンキング業務における貸付手数料の回収率の向上に起因する。

 

　トレーディング収益は、295百万豪ドルすなわち31.2％増加した。この結果には、経済的ヘッジの変動に起因す

る281百万豪ドルの増加が含まれるが、純利息収益において相殺された。基礎的増加分は、流動性ポートフォリオ

における信用スプレッドの縮小に起因するトレジャリー業務における金利収入の増加が主因となってもたらされ

た。この結果は、予想変動率の低下に起因するリスク管理商品の売上の減少により一部相殺された。

 

　その他収益は、107百万豪ドルすなわち7.3％減少した。基礎的減少分は、2016年における負債の売却に関連する

利益が再度発生しなかったことに加えて、マージンの圧縮に起因するウェルス業務の収益の減少を主因としてもた

らされた。

 

当年度下半期と当年度上半期との比較

　その他営業収益は、223百万豪ドルすなわち9.0％減少した。

 

　手数料等は、11百万豪ドルすなわち1.0％減少した。この減少の主な要因は、法人・機関投資家向け銀行業務に

おける活動水準が当年度上半期に比して低下したことである。

 

　トレーディング収益は、202百万豪ドルすなわち28.0％減少した。この結果には、経済的ヘッジの変動に起因す

る40百万豪ドルの減少が含まれるが、純利息収益において相殺された。基礎的減少分は、安定した金利および低不

安定性環境により市場機会が減少したことによる取引実績の低下に起因する。
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　その他収益は、当年度上半期に比して10百万豪ドルすなわち1.5％減少した。この結果は主として、関連会社の

利益のシェアが低下したことに起因する。

 

営業費用

 

 年度
（１）  半期（１）

 

2017年
９月終了
(百万
豪ドル)

2016年
９月終了
(百万
豪ドル)

2017年
９月終了
対2016年
９月終了
（％）

 

2017年
９月終了
(百万
豪ドル)

2017年
３月終了
(百万
豪ドル)

2017
９月終了
対2017年
３月終了
（％）

人件費 4,320 4,362 (1.0) 2,099 2,221 (5.5)

設備関連費 681 658 3.5  342 339 0.9

一般費 2,634 2,418 8.9  1,409 1,225 15.0

営業費用合計 7,635 7,438 2.6  3,850 3,785 1.7

（１）
情報は継続事業ベースで表示されている。

 

当年度と前年度との比較

　営業費用は、197百万豪ドルすなわち2.6％増加した。

 

　人件費は、42百万豪ドルすなわち1.0％減少した。この減少は、当社グループの業務全体におけるオペレーショ

ナル・エクセレンスおよび関連する人員の再編成に注力した生産性向上による節減に起因する平均FTE数の減少に

よってもたらされたが、再編成費用および年間給与の増加の影響により一部相殺された。

 

　設備関連費は、23百万豪ドルすなわち3.5％増加した。この増加は、不動産賃貸料の増加によってもたらされ

た。

 

　一般費は、216百万豪ドルすなわち8.9％増加した。この増加は、技術投資の継続ならびに関連する減価償却費お

よび償却費ならびに規制費用および弁護士費用に対する引当金によりもたらされた。この結果は、当社グループの

業務全体にわたるデジタル化に注力した生産性向上による節減および第三者に係る支出の減少により一部相殺され

た。

 

当年度下半期と当年度上半期との比較

　営業費用は、65百万豪ドルすなわち1.7％増加した。

 

　人件費は、122百万豪ドルすなわち5.5％減少した。この減少は、オペレーショナル・エクセレンスおよび関連す

る人員の再編成に注力した当社グループの業務全体における生産性向上による節減による平均FTE数の減少ならび

にインセンティブ報酬の減少によってもたらされたが、人員整理費用により一部相殺された。
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　設備関連費は、３百万豪ドルすなわち0.9％増加した。この増加は、不動産賃料の増加によってもたらされた。

 

　一般費は、184百万豪ドルすなわち15.0％増加した。この増加は、技術投資の継続ならびに関連する減価償却費

および償却費ならびに規制費用および弁護士費用に対する引当金によってもたらされた。この結果は、当社グルー

プの業務全体におけるデジタル化に注力した生産性向上による節減および第三者に係る支出の減少により一部相殺

された。

 

投資支出

 

 年度
（１）  半期

（１）

 

2017年
９月終了
(百万
豪ドル)

2016年
９月終了
(百万
豪ドル)

2017
９月終了
対2016年
９月終了
（％）

 

2017年
９月終了
(百万
豪ドル)

2017年
３月終了
(百万
豪ドル)

2017年
９月終了
対2017年
３月終了
（％）

インフラストラクチャー 448 456 (1.8) 234 214 9.3

コンプライアンス／オペ
レーショナルリスク

352 321 9.7  185 167 10.8

効率性および持続可能な収
益

414 215 92.6  235 179 31.3

その他 － 8 大  － － －

投資支出合計 1,214 1,000 21.4  654 560 16.8

（１）
情報は継続事業ベースで表示されている。

 

　投資支出は、顧客経験価値を向上させること、法律および規制の要件を遵守すること、当社グループの業務プロ

セスの機能および効率性を改善することを企図したプロジェクトおよび取組みに係る支出である。当年度通年の投

資支出は、前年度通年に比して214百万豪ドルすなわち21.4％増、当年度上半期に比して94百万豪ドルすなわち

16.8％増の1,214百万豪ドルであった。

 

当年度と前年度との比較

　インフラストラクチャー関連プロジェクトへの投資は、個人向け銀行業務のオリジネーション・プラットフォー

ムにおける支出の減少、各種デジタルベースのバンキング・プラットフォームの現代化および強化ならびにITサー

ビスの構造の変化に起因して、８百万豪ドルすなわち1.8％減少した。この結果は、新たな支払プラットフォーム

およびスマートATMネットワークの展開を通じたセルフ・サービス機能の提供に関する支出の増加により大幅に相

殺された。

 

　コンプライアンスおよびオペレーショナルリスクのプロジェクトへの投資は、当社による共通報告基準の実施、

金融犯罪の防止およびウェルス業務における規制要件を主因として、31百万豪ドルすなわち9.7％増加した。この

結果は、APRAの改正住宅抵当貸付ガイドラインに従うための投資の減少により一部相殺された。
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　効率性および持続可能な収益プロジェクトへの投資は、顧客経験価値を刷新し、高め、顧客重視のデジタルソ

リューションを改善し、経営上・技術上の生産性をもたらし、オンライン不動産業者を通じて決済される住宅貸付

に関する総合的な知識を発展させるための当社グループによる継続的投資を反映して、199百万豪ドルすなわち

92.6％増加した。

 

当年度下半期と当年度上半期との比較

　インフラストラクチャー関連プロジェクトへの投資は、新たなセキュリティー脅威に対応してオンライン経路を

強化するための支出の増加、スマートATMネットワークの拡大、およびグローバル企業としての人事システムの開

発に起因して、20百万豪ドルすなわち9.3％増加した。この結果は、個人向け銀行業務のオリジネーション・プ

ラットフォームおよび新たな支払プラットフォームに関する支出の減少により一部相殺された。

 

　コンプライアンスおよびオペレーショナルリスクのプロジェクトへの投資は、ストロンガー・スーパープロジェ

クトに関する規制に係る支出の増加および決済業界関連のコンプライアンスを主因として、当年度上半期に比して

18百万豪ドルすなわち10.8％増加した。この結果は、APRAの改正住宅抵当貸付ガイドラインの遵守および金融犯罪

対策システムの更新への投資の減少により一部相殺された。

 

　効率性および持続可能な収益プロジェクトへの投資は、顧客経験価値を革新し、高めるための当社グループの投

資、生産性推進の取組みおよびオンライン不動産業者を通じて決済される住宅貸付に関する総合的な知識に引き続

き注力がなされたことを主因として、56百万豪ドルすなわち31.3％増加した。この結果は、ウェルス業務における

投資のタイミングおよび構成変更により一部相殺された。

 

課税

 

 年度
（１）  半期

（１）

 
2017年
９月終了

2016年
９月終了

2017年
９月終了
対2016年
９月終了

 
2017年
９月終了

2017年
３月終了

2017年
９月終了
対2017年
３月終了

法人税（百万豪ドル） 2,710 2,588 4.7％  1,363 1,347 1.2％

実効税率（％） 28.7 28.1 60 bps  28.6 28.7 (10 bps)

（１）
情報は継続事業ベースで表示されている。

 

当年度と前年度との比較

　現金収益に係る法人税は、122万豪ドルすなわち4.7％増加した。

 

　現金収益に係る実効税率は、60ベーシス・ポイント上昇し、28.7％であった。実効税率の上昇は、税控除対象外

のハイブリッド分配金の増加および前年度に影響を及ぼしたいくつかの臨時項目に起因する。当社グループによる

オーストラリアおよびニュージーランド業務への集中に鑑みると、実効税率は現在、オーストラリアの税率である

30％とニュージーランドの税率である28％の間に留まると予想されている。
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当年度下半期と当年度上半期との比較

　現金収益に係る法人税は、16百万豪ドルすなわち1.2％増加した。

 

　現金収益に係る実効税率は、10ベーシス・ポイント低下し、28.6％であった。法人税および実効税率双方とも同

年上半期と同水準である。

 

貸付

 

 

2017年９月

30日現在
（１）

(百万豪ドル)

2017年３月

31日現在
（１）

(百万豪ドル)

2016年９月

30日現在
（１）

(百万豪ドル)

 

2017年９月
対2016年
９月
（％）

2017年９月
対2017年
３月
（％）

住宅貸付       

消費者金融・資産運用業務 202,508 195,787 190,744  6.2 3.4

事業者向け・プライベートバン
キング業務

90,438 89,681 88,012  2.8 0.8

法人・機関投資家向け銀行業務 2,171 2,269 2,370  (8.4) (4.3)

ニュージーランド銀行業務 34,417 33,051 33,431  2.9 4.1

住宅貸付合計 329,534 320,788 314,557  4.8 2.7

非住宅貸付       

消費者金融・資産運用業務 6,875 7,270 7,019  (2.1) (5.4)

事業者向け・プライベートバン
キング業務

103,288 100,771 100,186  3.1 2.5

法人・機関投資家向け銀行業務 85,852 83,333 85,115  0.9 3.0

ニュージーランド銀行業務 38,350 36,605 37,188  3.1 4.8

コーポレート機能・その他業務 1,247 1,276 1,695  (26.4) (2.3)

非住宅貸付合計 235,612 229,255 231,203  1.9 2.8

支払承諾を含む貸付金
および前渡金総額

565,146 550,043 545,760  3.6 2.7

（１）
情報は継続事業ベースで表示されている。

 

当年度と前年度との比較

　貸付（支払承諾を含む貸付金および前渡金総額）は、住宅貸付の伸びを主因として、194億豪ドルすなわち3.6％

増加した。

 

　住宅貸付は、以下を主因として、150億豪ドルすなわち4.8％増加した。

－経路管理、モーゲージの留保およびターゲット・マーケティング・キャンペーンを含むイニシアティブによるブ

ローカー販売経路および自社販売経路の継続的な伸びを反映して、消費者金融・資産運用業務において118億豪

ドル増加

－上記と同じ理由による自社販売経路の伸びに起因して、事業者向け・プライベートバンキング業務において24億

豪ドル増加

－ブローカー販売経路および自社販売経路の伸びを反映して、ニュージーランド銀行業務において10億豪ドル増加
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　非住宅貸付は、以下を主因として、44億豪ドルすなわち1.9％増加した。

－事業者向け・プライベートバンキング業務において、当社の専門的業務の伸びにより、31億豪ドル増加

－ニュージーランド銀行業務において、主要セグメント全体にわたる好調な伸びおよびマーケットシェアの獲得を

反映して、12億豪ドル増加

－法人・機関投資家向け銀行業務における貸付は、ポートフォリオ管理における利益重視を反映して、概ね横ばい

であった。

 

当年度下半期と当年度上半期との比較

　貸付（支払承諾を含む貸付金および前渡金総額）は、151億豪ドルすなわち2.7％増加した。

 

　住宅貸付は、以下を主因として、87億豪ドルすなわち2.7％増加した。

－消費者金融・資産運用業務において、ブローカー販売経路の伸びを主因として、67億豪ドル増加

－事業者向け・プライベートバンキング業務において、経路管理およびモーゲージの留保への注力の強化に起因し

て、８億豪ドル増加

－ニュージーランド銀行業務において、自社販売経路およびブローカー販売経路双方の伸びを反映して、14億豪ド

ル増加

 

非住宅貸付は、以下を主因として、64億豪ドルすなわち2.8％増加した。

－事業者向け・プライベートバンキング業務において、主要な顧客セグメントの伸びにより、25億豪ドル増加

－法人・機関投資家向け銀行業務において、キャピタル・ファイナンスを主因として、25億豪ドル増加

－ニュージーランド銀行業務において、主要セグメント全体にわたる好調な伸びおよびマーケットシェアの獲得を

反映して、17億豪ドル増加

－消費者金融・資産運用業務において、クレジットカード残高の減少に起因して、４億豪ドル減少

 

のれんおよびその他無形資産

　のれんは、為替変動の影響に加え、子会社（ナブインベスト・オクスリー・シンガポール・ピーティーイー・リ

ミテッド）の売却に起因して、前年度通年に比して51百万豪ドル減少した。

 

　無形資産は、資産計上ソフトウェアおよびその他の無形資産から構成される。無形資産は、前年度通年に比して

350百万豪ドルすなわち14.7％増加した。この増加の主な要因は、ソフトウェアに対する継続的投資である。これ

は、ソフトウェアの配備に伴う償却費の増加により一部相殺された。

 

　当社グループは、顧客重視の戦略的な目標（前出「投資支出」参照。）を支えるために引き続きソフトウェアに

対する投資を行っている。現在行われている主な投資は、以下のとおりである。
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－オーストラリアでは、規制コンプライアンスの取り組みに加え、オーストラリアの営業拠点網のデジタル機能向

上および顧客経験価値の変革に対して更なる投資が行われている。

－ニュージーランドでは、ニュージーランド銀行戦略計画、とりわけ、デジタル化および自動化の課題の実行を支

えるための機能に対して投資が続けられている。

 

　資産計上ソフトウェアの変動は、以下のとおりである。

 

 年度
（１）  半期

（１）

 
2017年９月終了
（百万豪ドル）

2016年９月終了
（百万豪ドル）

 
2017年９月終了
（百万豪ドル）

2017年３月終了
（百万豪ドル）

期首残高 2,344 2,032  2,490 2,344

追加 766 610  430 336

処分および償却 (20) (10) (20) －

償却費 (377) (290) (196) (181)

為替換算調整勘定 (7) 2  2 (9)

資産計上ソフトウェア 2,706 2,344  2,706 2,490

（１）
情報は継続事業ベースで表示されている。

 

顧客預金

 

 

2017年９月

30日現在
（１）

(百万豪ドル)

2017年３月

31日現在
（１）

(百万豪ドル)

2016年９月

30日現在
（１）

(百万豪ドル)

 
2017年９月対
2016年９月
（％）

2017年９月対
2017年３月
（％）

消費者金融・資産運用業務 116,318 112,693 110,400  5.4 3.2

事業者向け・プライベート
バンキング業務

129,979 127,017 123,519  5.2 2.3

法人・機関投資家向け銀行
業務

96,966 93,652 94,100  3.0 3.5

ニュージーランド銀行業務 50,685 48,461 48,160  5.2 4.6

コーポレート機能・その他
業務

13,637 17,737 14,321  (4.8) (23.1)

顧客預金合計 407,585 399,560 390,500  4.4 2.0

（１）
情報は継続事業ベースで表示されている。

 

当年度と前年度との比較

　顧客預金は、171億豪ドルすなわち4.4％増加した。この増加は、当社グループが安定的かつ質の高い顧客預金の

増加を含む資金調達計画の実行を続けた結果、もたらされた。この増加の要因は、以下のとおりである。

－消費者金融・資産運用業務では、要求払預金および定期預金における39億豪ドルの増加ならびに無利子預金にお

ける20億豪ドルの増加により、59億豪ドルすなわち5.4％増加した。

－事業者向け・プライベートバンキング業務では、預金の質への注力の継続を反映し、定期預金における14億豪ド

ルの増加に加え、要求払企業貯蓄および決済勘定における51億豪ドルの増加に起因して、65億豪ドルすなわち

5.2％増加した。

－法人・機関投資家向け銀行業務では、29億豪ドルすなわち3.0％増加した。増加の要因は、要求払貯蓄および無

利子預金における64億豪ドルの増加をもたらした預金の質への注力である。これは、大口の機関投資家向け定

期預金における35億豪ドルの減少により相殺された。
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－ニュージーランド銀行業務では、定期預金における33億豪ドルの増加（要求払預金における８億豪ドルの減少に

より相殺された。）を主因として、25豪ドルすなわち5.2％増加した。

－コーポレート機能・その他業務では、グループ・トレジャリーにおける要求払預金および定期預金の減少に起因

して、７億豪ドルすなわち4.8％減少した。

 

当年度下半期と当年度上半期との比較

　顧客預金は、80億豪ドルすなわち2.0％増加した。この増加の要因は、以下のとおりである。

－消費者金融・資産運用業務では、全預金商品、とりわけ無利子預金および要求払貯蓄預金が好調な伸びを示し

て、36億豪ドルすなわち3.2％増加した。

－事業者向け・プライベートバンキング業務では、預金の質への注力の継続を反映し、定期預金における９億豪ド

ルの増加に加えて、要求払企業貯蓄および決済勘定における21億豪ドルの増加により、30億豪ドルすなわち

2.3％増加した。

－法人・機関投資家向け銀行業務では、33億豪ドルすなわち3.5％増加した。この結果は、要求払預金における26

億豪ドルの循環的増加、無利子預金における４億豪ドルの増加および定期預金における３億豪ドルの増加に起

因する。

－ニュージーランド銀行業務では、22億豪ドルすなわち4.6％増加した。この結果は、要求払預金における８億豪

ドルの減少を相殺してなお余りある定期預金および無利子預金における30億豪ドルの増加に起因している。

－コーポレート機能・その他業務では、41億豪ドルすなわち23.1％減少した。この結果は主に、グループ・トレ

ジャリーにおける要求払預金および定期預金の減少に起因している。

 

資産の質

貸倒引当金繰入額

 

 年度
（１）  半期

（１）

 
2017年９月終了
（百万豪ドル）

2016年９月終了
（百万豪ドル）

 
2017年９月終了
（百万豪ドル）

2017年３月終了
（百万豪ドル）

個別貸倒引当金繰入額-新規および増加 1,049 1,167  439 610

個別貸倒引当金繰入額-戻入れ (242) (156) (106) (136)

個別貸倒引当金繰入額-回収 (111) (111) (65) (46)

個別貸倒引当金繰入額 696 900  268 428

一括貸倒引当金（戻入れ）/繰入 114 (100) 148 (34)

貸倒引当金繰入額合計 810 800  416 394

（１）
情報は継続事業ベースで表示されている。

 

 年度
（１）  半期

（１）

 2017年９月終了 2016年９月終了  2017年９月終了 2017年３月終了

貸付金および支払承諾総額に対する貸倒
引当金繰入額の割合（年度換算ベース）

0.14％ 0.15％  0.15％ 0.14％

貸付金および支払承諾総額に対する純償

却額の割合（年度換算ベース）
（２） 0.13％ 0.12％  0.11％ 0.15％

（１）
情報は継続事業ベースで表示されている。

（２）
純償却額には、公正価値で測定された貸付金の純償却額が含まれる。
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当年度と前年度との比較

　貸倒引当金繰入額合計は、10百万豪ドルすなわち1.3％増の810百万豪ドルであった。

 

　個別貸倒引当金繰入額は、以下の要因により、204百万豪ドル減の696百万豪ドルであった。

－法人・機関投資家向け銀行業務において、減損する大口エクスポージャーの数の減少を主因として引当金が減少

したこと

－事業者向け・プライベートバンキング業務において、資産の質の向上の結果、引当金が減少したこと

 

　当年度通年の一括貸倒引当金繰入額は、以下の要因により、214百万豪ドル増の114百万豪ドルであった。

－将来を見通した対象セクターに係る一括引当金のオーバーレイの水準の上昇

－当年度通年に認識された事業貸付ポートフォリオに係る一括引当金戻入れが与信の質の改善に起因して前年度通

年に比して減少したこと

 

　当社グループの貸付金および支払承諾総額に対する純償却額の比率は、１ベーシス・ポイント上昇して0.13％と

なった。この上昇は主として、法人・機関投資家向け銀行業務における主に当年度上半期にみられた少数の大口エ

クスポージャーによる償却の水準の上昇に起因する。この上昇を一部相殺したのは、事業者向け・プライベートバ

ンキング業務における減損発生の水準の循環的低下に起因する償却の減少である。

 

　リテール貸付ポートフォリオの純償却額の比率（個人向け貸付金総額の0.09％）は、住宅貸付ポートフォリオの

同比率（住宅貸付金総額の0.02％）を含み、引き続き安定していた。

 

当年度下半期と当年度上半期との比較

　貸倒引当金繰入額合計は、22百万豪ドルすなわち5.6％増の416百万豪ドルであった。

 

個別貸倒引当金繰入額は、法人・機関投資家向け銀行業務における大口の減損が当年度上半期に比して減少した

ことを主因として、160百万豪ドル減の268百万豪ドルであった。

 

当年度下半期の一括貸倒引当金繰入額は、以下を主因として、182百万豪ドル増の148百万豪ドルであった。

－将来を見通した対象セクターに係る一括引当金のオーバーレイの水準の上昇

－当年度上半期における少数の大口エクスポージャーの減損が当年度下半期には発生しなかったことに起因する一

括引当金の取崩し

－法人・機関投資家向け銀行業務における少数の大口のエクスポージャーに係る顧客の信用格付の引下げ
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　この結果は、消費者金融・資産運用業務における無担保リテール貸付ポートフォリオに係る一括引当金繰入額の

季節的な減少により一部相殺された。

　

　当年度下半期の当社グループの貸付金および支払承諾総額に対する純償却額の比率は、当年度上半期にみられた

法人・機関投資家向け銀行業務における償却の水準の上昇が発生しなかったことから、４ベーシス・ポイント低下

して0.11％となった。

 

リテール貸付ポートフォリオの純償却額の比率（個人向け貸付金総額の0.09％）は、住宅貸付ポートフォリオの

同比率（住宅貸付金総額の0.02％）を含み、引き続き安定していた。

 

貸倒引当金

 

 
2017年

９月30日現在
（１）

（百万豪ドル）

2017年

３月31日現在
（１）

（百万豪ドル）

2016年

９月30日現在
（１）

（百万豪ドル）

償却原価の貸付金に対する一括引当金 2,535 2,373 2,408

公正価値による貸付金に対する一括引当金 114 126 143

公正価値によるデリバティブに対する一括引当金 149 196 260

一括貸倒引当金合計 2,798 2,695 2,811

個別貸倒引当金合計
（２） 691 748 712

貸倒引当金合計 3,489 3,443 3,523

 

 
2017年

９月30日現在
（１）

2017年

３月31日現在
（１）

2016年

９月30日現在
（１）

貸付金および支払承諾総額に対する引当金合計の
割合

0.62％ 0.63％ 0.65％

純償却額に対する引当金合計の割合（年度換算

ベース）
（３）（４） 473％ 415％ 557％

減損資産総額に対する個別引当金の比率
（５） 45.5％ 44.9％ 38.3％

信用リスク加重資産に対する一括引当金の割合 0.86％ 0.85％ 0.85％

貸付金および支払承諾総額に対する一括引当金の
割合

0.50％ 0.49％ 0.52％

（１）
情報は継続事業ベースで表示されている。

（２）
公正価値による貸付金に対する個別引当金は、２百万豪ドル（2017年３月：１百万豪ドル、2016年９月：６百万豪ドル）

である。

（３）
2017年９月および2016年９月の数値は通年の割合を指している。2017年３月の数値は年度換算された半期の割合を指して

いる。

（４）
純償却額には、公正価値で測定された貸付金の純償却額が含まれる。

（５）
個別引当金が繰り入れられた減損資産のみからなり、保有担保ベースで現在損失ではないと評価されている205百万豪ド

ル（222百万ニュージーランド・ドル）（2017年３月：726百万豪ドル（795百万ニュージーランド・ドル）、2016年９月：

785百万豪ドル（823百万ニュージーランド・ドル））のニュージーランドの酪農業に係るエクスポージャーを含まない。

一括引当金はこれらの貸付金のために準備されている。

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

 56/424



当年度と前年度との比較

貸倒引当金合計は、34百万豪ドル減少して3,489百万豪ドルとなった。

 

　個別引当金は、オーストラリアの事業貸付ポートフォリオ全体にわたるワークアウト戦略の成功に加え、新たに

減損した資産の水準の低下に起因して、21百万豪ドル減少して691百万豪ドルとなった。

 

　一括引当金合計は、13百万豪ドル減少し、2,798百万豪ドルであった。この結果は主として、以下の要因に起因

する。

－事業貸付ポートフォリオ全体にわたる与信の質の改善のための一括引当金の取崩し

－オーストラリアの事業貸付ポートフォリオ全体にわたる少数の大口エクスポージャーの減損に起因する一括引当

金の取崩し

－市場変動に起因するデリバティブのポートフォリオのために保有されている一括引当金の減少

 

　この結果は、以下により一部相殺された。

－商業用不動産、住宅抵当貸付およびリテール取引のポートフォリオのために設定された一括引当金のオーバーレ

イ

 

　信用リスク加重資産に対する一括引当金の割合は、当年度通年中１ベーシス・ポイント上昇し、0.86％となっ

た。この上昇は、当年度通年においてオーストラリアの住宅抵当貸付ポートフォリオに係るモデル変更による信用

リスク加重資産への影響に起因して２ベーシス・ポイントの不利な変動が認識されたにもかかわらず、もたらされ

た。

 

当年度下半期と当年度上半期との比較

貸倒引当金合計は、46百万豪ドル増加して3,489百万豪ドルとなった。

 

個別引当金は、オーストラリアの事業貸付ポートフォリオ全体にわたるワークアウト戦略の成功に加えて、新た

に減損した資産の水準の低下に起因して、57百万豪ドル減少して691百万豪ドルとなった。

 

一括引当金合計は、103百万豪ドル増加し、2,798百万豪ドルであった。この結果は主として、以下の要因に起因

する。

－住宅抵当貸付およびリテール取引のポートフォリオのために設定された一括引当金のオーバーレイ

－法人・機関投資家向け銀行業務における少数の大口エクスポージャーに係る顧客の信用格付の引き下げ
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この結果は、以下により一部相殺された。

－ニュージーランドの酪農業に係るエクスポージャーを含む、貸付ポートフォリオ全体にわたる与信の質の改善の

ための一括引当金の取崩し

－市場変動に起因するデリバティブのポートフォリオのために保有されている一括引当金の減少

 

信用リスク加重資産に対する一括引当金の割合は、当年度下半期中１ベーシス・ポイント上昇し、0.86％となっ

た。この上昇は、当年度下半期においてオーストラリアの住宅抵当貸付ポートフォリオに係るモデル変更による信

用リスク加重資産への影響に起因して２ベーシス・ポイントの不利な変動が認識されたにもかかわらず、もたらさ

れた。

 

90日以上期日経過の貸付金および減損資産総額

 

 
2017年

９月30日現在
（１）

（百万豪ドル）

2017年
３月31日現在

（百万豪ドル）（１）

2016年
９月30日現在

（百万豪ドル）（１）

90日以上期日経過（「DPD」）の貸付金 2,245 2,282 1,975

減損資産総額
(２) 1,724 2,393 2,642

90日以上DPDの貸付金および減損資産総額 3,969 4,675 4,617

 

 
 

2017年

９月30日現在
（１）

2017年

３月31日現在
（１）

2016年

９月30日現在
（１）

貸付金および支払承諾総額に対する90日以上
DPDの貸付金の比率

0.40％ 0.41％ 0.36％

貸付金および支払承諾総額に対する減損資産
総額の比率

0.30％ 0.44％ 0.49％

貸付金および支払承諾総額に対する
90日以上DPDの貸付金および減損資産
総額の比率

0.70％ 0.85％ 0.85％

（１）
情報は継続事業ベースで表示されている。

（２）
減損資産総額は、保有証券ベースで現在損失ではないと評価されている205百万豪ドル（222百万ニュージーランド・ド

ル）（2017年３月：726百万豪ドル（795百万ニュージーランド・ドル）、2016年９月：785百万豪ドル（823百万ニュー

ジーランド・ドル））のニュージーランドの酪農業に係るエクスポージャーを含む。一括引当金はこれらの貸付金のため

に準備されている。

 

当年度と前年度との比較

　当社グループの貸付金および支払承諾総額に対する90日以上DPDの貸付金の比率は、主にオーストラリアの住宅

抵当貸付ポートフォリオにより、４ベーシス・ポイント上昇し、0.40％となった。この結果は、当年度上半期にお

いてニューサウスウェールズ州およびビクトリア州においてみられた増加が以後安定したことに加え、西オースト

ラリア州における鉱業セクターの圧力を含む経済状況を反映した悪化に起因する。
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　当社グループの貸付金および支払承諾総額に対する減損資産総額の比率は、当年度通年において19ベーシス・ポ

イント低下し、0.30％となった。この結果は主に、オーストラリアの貸付ポートフォリオ全体にわたる多数のワー

クアウト戦略の成功によりもたらされた。ニュージーランドの酪農業界の状況の改善も酪農業の減損ポートフォリ

オの減少をもたらし、同ポートフォリオについて現在損失（保有証券ベース）は予想されていない。この結果は、

オーストラリアにおける少数の大口エクスポージャーの減損により一部相殺された。

 

当年度下半期と当年度上半期との比較

　当社グループの貸付金および支払承諾総額に対する90日以上DPDの貸付金の比率は、１ベーシス・ポイント低下

し、0.40％となった。この結果は、事業貸付ポートフォリオの改善によってもたらされたが、西オーストラリア州

において鉱業セクターの圧力を含む経済状況を反映した住宅抵当貸付ポートフォリオの悪化が続いたことにより一

部相殺された。

 

　当社グループの貸付金および支払承諾総額に対する減損資産総額の比率は、14ベーシス・ポイント低下し、

0.30％となった。この低下は主に、ニュージーランドの酪農業界の状況の改善による酪農業の減損ポートフォリオ

の減少によってもたらされ、同ポートフォリオについて現在損失（保有証券ベース）は予想されていない。この結

果は、オーストラリアの貸付ポートフォリオ全体にわたる多数のワークアウト戦略の成功に加えてもたらされた

が、オーストラリアにおける少数の大口エクスポージャーの減損により一部相殺された。

 

資本管理および資金調達

貸借対照表の管理の概観

　当社グループは、バランスシートの健全性に対する継続的なコミットメントに基づき、強力な資本、資金調達お

よび流動性の水準の維持を目指している。これには、以下が含まれる。

－シニア債券市場、劣後債券市場、担保債券およびハイブリッド債券市場にわたる幅広い資金調達方法および資本

の選択肢を利用する適切に分散されたホールセール資金調達ポートフォリオを維持しようと努めていること。

－市況の変化および規制の変更に順応するために当社グループのポジションの評価を今後も継続すること。

 

規制改革

　当社グループは引き続き規制上の変更の対象となる各分野にも注目している。当社グループの資本および資金調

達に影響を及ぼす可能性のある主な改革は、以下を含む。
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連邦政府の金融制度審議会（「FSI」）：

－2017年７月、APRAは、自己資本比率が「疑いなく堅固」であるとみなされるようにするべく資本基準設定のアプ

ローチを変更することを発表した。APRAは、当社を含むオーストラリアの主要銀行が2020年１月１日までに「疑

いなく堅固」という基準を満たすためには普通株式Tier１資本比率が少なくとも10.5％であることが期待される

と通知した。APRAは資本基準の草案の協議を近い将来に予定している。

 

バーゼルIII：

－2017年９月のレバレッジ比率については、当社の2017年９月のピラー３レポートにおいて開示される。最低レバ

レッジ比率はAPRAが今後決定する。

－バーゼル銀行監督委員会（「BCBS」）は、2019年から世界的に実施される予定の修正市場リスク枠組みを発表し

た。APRAは国内の実施は2021年までは予定されていないと通知した。信用評価調整（「CVA」）枠組みについて

は、現在BCBSが協議中である。

－2016年12月、APRAは安定調達比率（「NSFR」）要件を含む修正APRA健全性基準APS210「流動性」を発表した。

2018年１月１日以降、レベル１およびレベル２の双方について少なくとも100％の比率を採用しなければならな

い。

 

総損失吸収力：

－金融安定理事会（「FSB」）は、世界のシステム上重要な銀行（「G-SIB」）に係る総損失吸収力（「TLAC」）基

準を2015年11月に発表した。FSIの推奨に沿って、APRAは新たな国際的慣行に従って損失吸収力の枠組みを実施

する可能性がある。現段階では、APRAは想定されるTLACの実行方法の指針をまだ発表していない。

 

改正バーゼル銀行監督委員会基準：

－BCBSの基準の改正を動かしているテーマには、内部格付（「IRB」）モデルの透明性、一貫性および信頼性の改

善が含まれる。提案の草案には、信用リスクおよびオペレーショナルリスクに関する規制上の自己資本の計算に

ついての標準化されたアプローチの修正、信用リスクに関するIRBアプローチの修正ならびに資本フロアー枠組

みの導入が含まれる。BCBS基準は近い将来に確定することが予定されており、その後APRAがこれに対する反応を

示すと予想されている。

－2016年４月、BCBSは修正後の銀行勘定の金利リスク（「IRRBB」）枠組みを発表した。同修正枠組みは2018年ま

でに世界的に実施される予定である。

 

その他の規制上の変更

その他の主な規制上の変更は以下を含む。

－2017年４月１日、当社グループは、修正レベル２グループ構造に移行したが、当社グループの資本基盤に僅かな

影響しか及ぼさなかった。ナショナル・ウェルス・マネジメント・ホールディングス・リミテッド（「NWMH」）

が直接発行した債券から発生した残りの移行の取り決めは必要ではなくなった。
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－APRAが行った、APRA健全性基準APS120「証券化」の修正は、オリジネーターであるADIによる証券化を簡略化す

る提案と更新されたBCBSの証券化枠組みとを統合させる。修正APS120は2018年１月1日以降発効する。

－APRAが行った、相手方信用リスクに対する標準化されたアプローチ（「SA-CCR」）についての検討により、新た

なAPRA健全性基準APS180「相手方信用リスク」が導入される。これらの要件が適用されるのは早くても2019年１

月である。

－金融コングロマリット・グループ（レベル３枠組み）の監督の非資本構成要素に係るAPRAの基準は、2017年７月

１日以降に発効した。レベル３資本要件はその他の国内外の政策イニシアティブの確定後に決定される予定であ

り、APRAは実行が2019年以降になると通知した。

－2017年３月、RBNZはニュージーランドの銀行の資本要件に関する枠組みの見直しを発表した。見直しは協議の初

期段階にある。RBNZは2018年初頭に見直しを終了する意向を示した。

 

資本管理

　当社グループの資本管理戦略では、適正性、効率性および柔軟性に注力している。自己資本比率の目標は、社内

のリスク評価に基づく資本要件および規制上の要件を超える十分な資本を保有すること、そして資本が当社グルー

プのバランスシート上のリスク選好の範囲内であることを確保することである。このアプローチは、当社グループ

の子会社間で一貫してとられている。

 

　当社グループの自己資本比率運用目標は、バランスシートの健全性を維持するため、外部経済の状況および規制

の見通しに照らして定期的に見直されている。当社グループは2020年１月１日までには「疑いなく堅固」であると

いう新たな資本要件を正しく満たすことができると予想している。

 

自己資本比率

　自己資本比率およびリスク加重資産（「RWA」）は、以下に記載したとおりである。

 

自己資本比率
2017年９月
30日現在
（％）

2017年３月
31日現在
（％）

2016年９月
30日現在
（％）

 
2017年９月対
2016年９月

 

2017年９月対
2017年３月

 

普通株式Tier１資本比率 10.06 10.11 9.77  29 bps (5 bps)

Tier１資本比率 12.41 12.51 12.19  22 bps (10 bps)

総自己資本比率 14.58 14.71 14.14  44 bps (13 bps)
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リスク加重資産
（１）

2017年９月
30日現在

(百万豪ドル)

2017年３月
31日現在

(百万豪ドル)

2016年９月
30日現在

(百万豪ドル)
 

2017年９月対
2016年９月
（％）

2017年９月対
2017年３月
（％）

信用リスク 325,969 317,853 331,510  (1.7) 2.6

市場リスク 7,766 7,001 7,299  6.4 10.9

オペレーショナルリスク 37,575 37,500 37,500  0.2 0.2

銀行勘定の金利リスク
（２） 10,804 12,133 12,136  (11.0) (11.0)

リスク加重資産合計 382,114 374,487 388,445  (1.6) 2.0

（１）
過年度のRWAの数値は、上記で開示されたとおり過去の各報告期間に係る規制自己資本比率の計算に使用されることか

ら、継続事業を反映するため修正再表示されていない。

（２）
IRRBBモデルの修正が2017年９月30日現在の結果に反映されたことにより、同項目の2017年3月現在の結果は10,895百万豪

ドルとなる。

 

当期間中の資本の変動

　2017年９月30日現在の当社グループのCET１比率は、10.1％であった。当年度下半期における自己資本の主要な

変動は、以下を含む。

－26ベーシス・ポイントの上昇をもたらした、配当再投資プランへの参加分を控除した配当金を差し引いた現金収

益

－17ベーシス・ポイントの低下をもたらした、モーゲージのモデル変更

 

配当金および配当再投資プラン（「DRP」）

　当社グループは、自己資本比率および見通しを反映させるために定期的にDRPを調整している。最終配当金は99

豪セントで維持され、当社グループは参加制限なしに1.5％のDRPの割引を提供する。

 

Tier２資本イニシアティブ

　2017年６月19日、当社は634百万豪ドルのNAB劣後債の残高を全額償還した。

 

　また、当社グループは、1986年10月９日に発行された永久劣後債を総額15百万米ドル買い戻し、償却のために提

出した。永久劣後債の額面金額残高は、2017年９月30日現在115百万米ドルである。

 

ピラー３に基づく開示

　自己資本比率およびリスク管理に関する追加的な開示は、APRA健全性基準APS330「公表」により要求される2017

年９月のピラー３レポートにより行われる。

 

資金調達

　当社グループは引き続き資金調達手段を向上させ、多様化させる機会を追求している。
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資金調達指標

　当社グループは、リスク選好の設定およびバランスシートの健全性の計測のために、当社取締役会が承認した一

連の尺度を採用している。当社グループが使用している１つの主要な構造的尺度は、安定資金調達指標

（「SFI」）であり、同指標は、顧客資金調達指標（「CFI」）および中長期資金調達指標（「TFI」）から構成さ

れる。CFIは、顧客預金により調達された当社グループのコア資産の割合を表している。同様に、TFIは、満期まで

の残存期間が12ヵ月超の中長期ホールセール資金調達により調達された当社グループのコア資産の割合を表してい

る。

 

　SFIは、当年度通年にわたり91％から93％に上昇した。TFIは、368億豪ドルの中長期ホールセール資金調達発行

に支えられ当年度通年にわたり23％まで増強された。当年度通年にわたる中長期ホールセール資金調達発行は、中

長期資金調達の満期を超えて実行された。CFIは、預金ポートフォリオの質の改善に注力がなされ、70％まで上昇

した。

 

　当社グループは、2018年１月１日から適用される安定調達比率（「NSFR」）への適合に備えて、当年度通年にわ

たり資金調達プロファイルの管理に注力し続けた。2017年９月30日現在の当社グループのNSFRは108％であった。

 

グループ資金調達指標

 

グループ資金調達指標
2017年

９月30日現在
（％）

2016年
９月30日現在

（％）

2015年

９月30日現在
（１）

（％）

2014年

９月30日現在
（１）

（％）

顧客資金調達指標 70 69 71 70

中長期資金調達指標 23 22 21 20

安定資金調達指標 93 91 92 90

安定調達比率 108 該当なし 該当なし 該当なし

（１）
過去の期間については、非継続事業を除外するための修正再表示をしていない。

 

顧客資金調達

　当社グループの預金は当年度通年にわたり引き続き増加した。当社は、市況、資金調達の要件および顧客関係を

元に安定した確実な預金基盤を育てる預金戦略をとっている。

 

　APRAが発表する銀行業務統計月報は、2017年９月30日終了の12ヶ月間に、当社ではオーストラリアの国内世帯の

預金が5.7％（業界全体の0.9倍）増加し、事業預金（金融会社の預金を除く。）が4.4％（業界全体の0.6倍）増加

し、金融機関の預金が7.0％（業界全体の0.8倍）増加したことを示している。
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中長期ホールセール資金調達

　当年度通年にわたり、全世界の資金調達の状況は、グローバル・イベントによる不安定な時期があったものの、

すべての主要な市場における中長期ホールセール資金調達発行を引き続き促進した。信用スプレッドは、市場が米

国の大統領選までの期間を慎重に監視したことから、当年度開始時に拡大した。選挙後、市況および信用スプレッ

ドは世界的に改善し続けた。現在の市況は適度に安定しているものの、市場は依然として継続的なマクロ経済的リ

スク、地政学的リスクおよび金融リスクの影響を受けやすい状況にある。当社グループは、他の主要銀行とともに

ムーディーズ・インベスター・サービセズによる格付が引き下げられたにもかかわらず（後出「信用格付」を参

照）、引き続き債務に対する投資家の強い需要を見込んでいる。

 

　当社グループは、発行の種類、通貨、投資家の所在地および投資期間が様々な適切に分散された資金調達プロ

ファイルを維持しており、当年度通年にわたり368億豪ドルを調達した。

 

　当社は、267億豪ドルの無担保シニア債券、39億豪ドルの担保付債券（カバードボンドにより構成される。）お

よび13億豪ドルのTier２劣後債を含む319億豪ドルを調達した。BNZは当年度通年にわたり49億豪ドルを調達した。

 

　当年度通年にわたり当社グループが調達した中長期ホールセール資金の加重平均償還期間は、初回の繰上早期償

還日まで約4.8年であった。当社グループの中長期ホールセール資金調達のポートフォリオの加重平均残存償還期

間は、3.4年である。

 

取引類型別中長期ホールセール資金調達

 

取引類型別ホールセール資金調達
2017年９月30日

現在
2017年３月31日

現在
2016年９月30日

現在

シニア債公募（海外） 49％ 54％ 45％

優先債公募（国内） 21％ 12％ 22％

担保付公募（海外） 14％ 20％ 11％

担保付公募（国内） － － 6％

私募 13％ 7％ 10％

劣後債公募 3％ 6％ 5％

劣後債私募
(１) － 1％ 1％

合計 100％ 100％ 100％

（１）
劣後債私募は、当年度通年のホールセール資金調達発行の0.3％を占めていた。
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通貨別中長期ホールセール資金調達

 

通貨別ホールセール資金調達
2017年９月30日

現在
2017年３月31日

現在
2016年９月30日

現在

米ドル 47％ 47％ 44％

豪ドル 24％ 20％ 30％

ユーロ 14％ 17％ 16％

英ポンド 7％ 6％ 1％

日本円 4％ 7％ 1％

その他 4％ 3％ 8％

合計 100％ 100％ 100％

 

短期ホールセール資金調達

　当社グループは、当年度通年にわたり、一貫して国内外の短期ホールセール資金調達市場に参入を続けた。

 

　海外の短期ホールセール資金調達への依存度は、当年度通年にわたり僅かに低下し、資金調達および資本合計の

7.3％であった。

 

　さらに、レポ取引は主に市場および取引活動の支援に利用されている。約定されたレポ取引は、同様の契約条件

を有する売戻条件付契約によって大幅に相殺され、当社の中核業務の資金調達には利用されていない。

 

流動資産のポートフォリオ

　当社グループは、業務を行う様々な地域において、規制要件および内部的要件を満たすため、適切に分散された

質の高い流動資産のポートフォリオを維持している。2017年９月30日現在の流動資産合計の時価は、1,240億豪ド

ル（偶発資産を除く。）であった。これは、2017年３月31日から70億豪ドルの減少、そして2016年９月30日から60

億豪ドルの増加である。

 

　保有流動資産には、2017年９月30日現在1,080億豪ドルの規制流動資産（質の高い流動資産（「HQLA」）および

流動性約定融資枠（「CLF」）適格資産の両方で構成される。）が含まれている。

 

　当社グループはさらに、偶発資産の源泉として、かつCLFを補強するために、住宅ローン債権担保証券

（「RMBS」）のグループ内証券化プールを保有している。2017年９月30日現在保有されている第三者の権利設定の

ないグループ内RMBSは、（適用ある中央銀行による控除後で）440億豪ドルであった。

 

　当社グループのLCRおよびグループ内RMBS（適用規制上の控除後）に算入することのできる流動資産は、2017年

９月30日終了の四半期中平均1,360億豪ドルであった。その結果、平均グループLCRは123％であった。
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信用格付

　当社グループは、格付機関の動向を緊密に監視し、これらの機関と定期的に連絡をとっている。当社グループに

属する会社は、S&Pグローバル・レーティングス（「S&P」）、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（「ムー

ディーズ」）およびフィッチ・レーティングス（「フィッチ」）によって格付を付与されている。

 

　当社グループの現在の長期債務格付は、当社がAA－／Aa3／AA－（S&P／ムーディーズ／フィッチ）、BNZがAA

－／A1／AA－、NWMHがA（S&P）である。

 

　2017年６月19日、ムーディーズは、家計部門のリスクが増加するとの同社の見通しを反映して、オーストラリア

のマクロ・プロファイルを「非常に強い－－」から「強い＋」に修正した。その結果、同社は、オーストラリアの

銀行12行およびそれらの関連会社についてベースライン信用リスク評価およびカウンターパーティー・リスク評価

を修正した。また、ムーディーズは、当社を含むオーストラリアの主要銀行４行の長期格付を引き下げた。当社の

長期格付はAa2からAa3に、ベースライン信用リスク評価はa1からa2に引き下げられた。当社の短期格付はP-1で据

え置かれた。2017年６月19日、ムーディーズは、BNZを含むニュージーランドの主要銀行４行の長期格付を親会社

にあわせてAa3からA1に修正した。

 

　2017年９月４日、S&PはNWMHの長期格付をA+からAに修正し、クレジットウォッチから外した。この変更は、S&P

がウェルス業務における生命保険業務の処分の完了に基づいてNWMHについて立てた見通しを反映している。
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部門別業績の概要

 

2017年９月30日に終了した
事業年度

消費者金融・
資産運用業務
(百万豪ドル)

事業者向け・
プライベート
バンキング業務
(百万豪ドル)

法人・機関投
資家
向け銀行業務
(百万豪ドル)

ニュージーラ
ンド
銀行業務
(百万豪ドル)

コーポレート
機能・その他
業務
(百万豪ドル)

消去
（１）

(百万豪ドル)

当社グループ
の
現金収益
(百万豪ドル)

純利息収益 3,884 5,257 1,972 1,586 467 － 13,166

その他営業収益
（２） 1,597 1,062 1,368 530 198 (26) 4,729

純営業収益 5,481 6,319 3,340 2,116 665 (26) 17,895

営業費用 (2,910) (2,084) (1,236) (827) (604) 26 (7,635)

基礎利益 2,571 4,235 2,104 1,289 61 － 10,260

貸倒引当金繰入額 (267) (180) (37) (67) (259) － (810)

税引前および分配前現金収益／（損
失）

2,304 4,055 2,067 1,222 (198) － 9,450

法人税 (671) (1,214) (532) (340) 47 － (2,710)

分配前現金収益／（損失） 1,633 2,841 1,535 882 (151) － 6,740

分配金 － － － － (98) － (98)

現金収益／（損失） 1,633 2,841 1,535 882 (249) － 6,642

貸借対照表の主要項目（十億豪ド
ル）

      合計

貸付金および支払承諾総額 209.4 193.7 88.0 72.8 1.2 － 565.1

顧客預金 116.3 130.0 97.0 50.7 13.6 － 407.6

（１）
残高には、コーポレート機能・その他業務にて計上および消去されるノーチラスの保険費用が反映されている。

（２）
消費者金融・資産運用業務には、純投資収益が含まれる。
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2016年９月30日に終了した
事業年度

消費者金融・
資産運用業務
(百万豪ドル)

事業者向け・
プライベート
バンキング業務
(百万豪ドル)

法人・機関投
資家
向け銀行業務
(百万豪ドル)

ニュージーラ
ンド
銀行業務
(百万豪ドル)

コーポレート
機能・その他
業務
(百万豪ドル)

消去
（１）

(百万豪ドル)

当社グループ
の
現金収益
(百万豪ドル)

純利息収益 3,709 4,955 1,919 1,496 851 － 12,930

その他営業収益
（２） 1,659 1,048 1,427 533 (113) (51) 4,503

純営業収益 5,368 6,003 3,346 2,029 738 (51) 17,433

営業費用 (2,870) (2,045) (1,298) (806) (470) 51 (7,438)

基礎利益 2,498 3,958 2,048 1,223 268 － 9,995

貸倒引当金繰入額 (282) (140) (217) (116) (45) － (800)

税引前および分配前現金収益 2,216 3,818 1,831 1,107 223 － 9,195

法人税 (651) (1,145) (464) (303) (25) － (2,588)

分配前現金収益 1,565 2,673 1,367 804 198 － 6,607

分配金 － － － － (124) － (124)

現金収益 1,565 2,673 1,367 804 74 － 6,483

貸借対照表の主要項目（十億豪ド
ル）

      合計

貸付金および支払承諾総額 197.8 188.2 87.5 70.6 1.7 － 545.8

顧客預金 110.4 123.5 94.1 48.2 14.3 － 390.5

（１）
残高には、顧客セグメントにて計上され、当社グループレベルで消去されるノーチラスの保険費用が反映されている。

（２）
消費者金融・資産運用業務には、純投資収益が含まれる。
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部門別業績の概要

 

2017年９月30日に終了した
下半期

消費者金融・
資産運用業務
(百万豪ドル)

事業者向け・
プライベート
バンキング業務
(百万豪ドル)

法人・機関投
資家
向け銀行業務
(百万豪ドル)

ニュージーラ
ンド
銀行業務
(百万豪ドル)

コーポレート
機能・その他
業務
(百万豪ドル)

消去
（１）

(百万豪ドル)

当社グループ
の
現金収益
(百万豪ドル)

純利息収益 2,009 2,693 1,019 810 242 － 6,773

その他営業収益
（２） 780 536 607 266 70 (6) 2,253

純営業収益 2,789 3,229 1,626 1,076 312 (6) 9,026

営業費用 (1,445) (1,046) (605) (419) (341) 6 (3,850)

基礎利益／（損失） 1,344 2,183 1,021 657 (29) － 5,176

貸倒引当金繰入額 (105) (82) (23) (29) (177) － (416)

税引前および分配前現金収益／（損
失）

1,239 2,101 998 628 (206) － 4,760

法人税 (370) (628) (254) (175) 64 － (1,363)

分配前現金収益／（損失） 869 1,473 744 453 (142) － 3,397

分配金 － － － － (49) － (49)

現金収益／（損失） 869 1,473 744 453 (191) － 3,348

貸借対照表の主要項目（十億豪ド
ル）

      合計

貸付金および支払承諾総額 209.4 193.7 88.0 72.8 1.2 － 565.1

顧客預金 116.3 130.0 97.0 50.7 13.6 － 407.6

（１）
残高には、コーポレート機能・その他業務にて計上および消去されるノーチラスの保険費用が反映されている。

（２）
消費者金融・資産運用業務には、純投資収益が含まれる。
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2017年３月31日に終了した
上半期

消費者金融・
資産運用業務
(百万豪ドル)

事業者向け・
プライベート
バンキング業務
(百万豪ドル)

法人・機関投
資家
向け銀行業務
(百万豪ドル)

ニュージーラ
ンド
銀行業務
(百万豪ドル)

コーポレート
機能・その他
業務
(百万豪ドル)

消去
（１）

(百万豪ドル)

当社グループ
の
現金収益
(百万豪ドル)

純利息収益 1,875 2,564 953 776 225 － 6,393

その他営業収益
（２） 817 526 761 264 128 (20) 2,476

純営業収益 2,692 3,090 1,714 1,040 353 (20) 8,869

営業費用 (1,465) (1,038) (631) (408) (263) 20 (3,785)

基礎利益 1,227 2,052 1,083 632 90 － 5,084

貸倒引当金繰入額 (162) (98) (14) (38) (82) － (394)

税引前および分配前現金収益 1,065 1,954 1,069 594 8 － 4,690

法人税 (301) (586) (278) (165) (17) － (1,347)

分配前現金収益／（損失） 764 1,368 791 429 (9) － 3,343

分配金 － － － － (49) － (49)

現金収益／（損失） 764 1,368 791 429 (58) － 3,294

貸借対照表の主要項目（十億豪ド
ル）

      合計

貸付金および支払承諾総額 203.0 190.5 85.6 69.7 1.2 － 550.0

顧客預金 112.7 127.0 93.7 48.5 17.7 － 399.6

（１）
残高には、顧客セグメントに計上され、当社グループレベルで消去されるノーチラスの保険費用が反映されている。

（２）
消費者金融・資産運用業務には、純投資収益が含まれる。
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消費者金融・資産運用業務

 

当社およびユー・バンクの消費者金融部門ならびにアドバイス、資産管理および年金業務を行う資産運用部門から

なる。また、同部門は、住宅ローン・ブローカーを含む独立したアドバイザーならびにオーストラリアの自営業ア

ドバイザー、提携アドバイザーおよび有給アドバイザーのファイナンシャル・プランニング・ネットワークへのア

クセスを顧客に提供している。

 

 年度  半期

 
2017年

９月終了

(百万豪ドル)

2016年

９月終了

(百万豪ドル)

2017年

９月終了

対2016年

９月終了

(％)

 

2017年

９月終了

(百万豪ドル)

2017年

３月終了

(百万豪ドル)

2017年

９月終了

対2017年

３月終了

(％)

 

純利息収益 3,884 3,709 4.7  2,009 1,875 7.1  
純投資収益 987 1,031 (4.3) 488 499 (2.2) 
その他営業収益 610 628 (2.9) 292 318 (8.2) 
純営業収益 5,481 5,368 2.1  2,789 2,692 3.6  
営業費用 (2,910) (2,870) 1.4  (1,445) (1,465) (1.4) 
基礎利益 2,571 2,498 2.9  1,344 1,227 9.5  
貸倒引当金繰入額 (267) (282) (5.3)  (105) (162) (35.2) 
税引前現金収益 2,304 2,216 4.0  1,239 1,065 16.3  
法人税 (671) (651) 3.1  (370) (301) 22.9  
現金収益 1,633 1,565 4.3  869 764 13.7  
　         
残高
（十億豪ドル）

      
  

住宅貸付 202.5 190.7 6.2  202.5 195.8 3.4  
その他貸付 6.9 7.1 (2.8) 6.9 7.2 (4.2) 
貸付金および支払承諾総額
合計

209.4 197.8 5.9  209.4 203.0 3.2  

期中平均利付資産 188.0 179.3 4.9  190.5 185.5 2.7  
資産合計 217.6 206.0 5.6  217.6 211.3 3.0  
顧客預金 116.3 110.4 5.3  116.3 112.7 3.2  
リスク加重資産合計 78.2 64.5 21.2  78.2 65.8 18.8  
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パフォーマンス指標        

期中平均資産に対する現金
収益

0.79％ 0.79％ －  0.83％ 0.75％ 8 bps

期中平均リスク加重資産に
対する現金収益（消費者金
融）

1.98％ 2.52％ (54 bps) 2.06％ 1.92％ 14 bps

純利息マージン（消費者金
融）

2.07％ 2.07％ －  2.10％ 2.03％ 7 bps

対収益費用比率（消費者金
融）

50.4％ 51.2％ (80 bps) 49.7％ 51.2％ (150 bps)

対収益費用比率（資産運
用）

64.7％ 62.2％ 250 bps  61.7％ 67.5％ (580 bps)

運用・管理資産（該当時点
における残高）（百万豪ド
ル）

112,935 107,127 5.4  112,935 110,726 2.0

運用・管理資産（平均）
（百万豪ドル）

110,106 105,047 4.8  112,171 108,042 3.8

運用資産（該当時点におけ
る残高）（百万豪ドル）

195,258 184,945 5.6  195,258 194,157 0.6

運用資産（平均）（百万豪
ドル）

192,655 183,338 5.1  195,173 190,136 2.6

運用・管理資産に対する投
資収益の比率（bps）（資産
運用）

62 71 (9 bps) 61 62 (1 bp)

平均運用資産に対する投資
収益の比率（bps）（資産運
用）

16 16 －  15 17 (2 bps)

 

資産の質
2017年

９月30日現在

2017年

３月31日現在

2016年

９月30日現在

貸付金および支払承諾総額に対する90日以上期日経過の資産および減損
資産総額の比率

0.74％ 0.75％ 0.67％

貸付金および支払承諾総額に対する貸倒引当金繰入額の比率（年度換算

ベース）
（１） 0.13％ 0.16％ 0.14％

（１）
2017年９月現在および2016年９月現在の数値は、通年度比率を表しており、2017年３月現在の数値は、年度換算ベースの

半期比率を表している。
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消費者金融・資産運用業務

財務分析

 

当年度と前年度との比較

現金収益は、バランスシートの増大および金利再設定が、事業投資の継続の一方で行われた厳格な経費管理と相

俟って、68百万豪ドルすなわち4.3％増加した。

 

主な変動 主な要因

純利息収益

175百万豪ドル

すなわち4.7％増加

・期中平均利付資産は、住宅貸付の増加により、87億豪ドルすなわち4.9％増加した。

・顧客預金は、定期預金、要求払預金および決済勘定の増加によって、59億豪ドルすな

わち5.3％増加した。

・純利息マージンは、2.07％で安定していた。これは、住宅貸付の金利再設定が競争圧

力および銀行税の影響を含む資金調達コストの増加によって相殺されたためである。

純投資収益

44百万豪ドル

すなわち4.3％減少

・より広範な業界の過去の行動および事業構成が低マージンの商品へ変化したことと一

致した、マイスーパー・プランの移行によるマージンの低下。

・投資市場の成長を要因として、平均運用・管理資産は、51億豪ドルすなわち4.8％増加

し、平均運用資産は93億豪ドルすなわち5.1％増加した。

その他営業収益

18百万豪ドル

すなわち2.9％減少

・関連会社の利益の割当の低下。

営業費用

40百万豪ドル

すなわち1.4％増加

・中核となるバンキング・テクノロジー、モバイル・プラットフォームおよび資産運用

業務への継続的投資。

・顧客のセルフ・サービス・チャネルへの移行による店頭支店取引の削減を含む、生産

性向上による節減および資産運用事業の簡略化による一部の相殺。

貸倒引当金繰入額

15百万豪ドル

すなわち5.3％減少

・前年度に設定された無担保貸付オーバーレイを原因とする減少。

・貸付金および支払承諾総額に対する90日以上期日経過の資産および減損資産総額の比

率は、90日以上期日経過の住宅抵当貸付の増加を反映して、７ベーシス・ポイント増

加して0.74％となった。これは、ビクトリア州、ニューサウスウェールズ州および西

オーストラリア州での90日以上期日経過の資産が増加したことによるものである。こ

の増加は、貸倒引当金繰入額に大きな影響を与えなかった。

リスク加重資産

137億豪ドル

すなわち21.2％増加

・モーゲージのモデル変更と住宅貸付高の増加が相俟って増加した。
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当年度下半期と当年度上半期との比較

現金収益は、住宅貸付ポートフォリオの金利再設定による利益が、厳格な経費管理および貸倒引当金繰入額の減

少と相俟って、105百万豪ドルすなわち13.7％増加した。

 

主な変動 主な要因

純利息収益

134百万豪ドル

すなわち7.1％増加

・期中平均利付資産は、住宅貸付の増加を主因として、50億豪ドルすなわち2.7％増加し

た。

・顧客預金は、要求払預金、決済勘定および定期預金が増加した結果、36億豪ドルすな

わち3.2％増加した。

・純利息マージンは、金利再設定の利益および資金調達コストの減少によって７ベーシ

ス・ポイント増加したが、銀行税の影響によって一部相殺された。

純投資収益

11百万豪ドル

すなわち2.2％減少

・より広範な業界の過去の行動および事業構成が低マージンの商品へ変化したことと一

致した、マイスーパー・プランの移行によるマージンの低下。

・投資市場の成長およびプラスのフローを原因として、平均運用・管理資産は、41億豪

ドルすなわち3.8％増加し、平均運用資産は、50億豪ドルすなわち2.6％増加した。

その他営業収益

26百万豪ドル

すなわち8.2％減少

・インターチェンジ率の変更によるカード収益の減少と相俟った関連会社の利益の割当

の低下。

営業費用

20百万豪ドル

すなわち1.4％減少

・資産運用事業における、投資支出のタイミングおよび構成の変更。

・顧客のセルフ・サービス・チャネルへの移行による店頭支店取引の削減を含む、生産

性向上による節減および資産運用事業の簡略化。

・直接的顧客サービスチームへの継続的投資による一部の相殺。

貸倒引当金繰入額

57百万豪ドル

すなわち35.2％減少

・無担保の貸付ポートフォリオの季節的要因による減少。

・貸付金および支払承諾総額に対する90日以上期日経過の資産および減損資産総額の比

率は、おおむね安定していた。

リスク加重資産

124億豪ドル

すなわち18.8％増加

・モーゲージのモデル変更と住宅貸付高の増加が相俟って増加した。
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消費者金融

 

 年度  半期

 
2017年

９月終了

(百万豪ドル)

2016年

９月終了

(百万豪ドル)

2017年

９月終了

対2016年

９月終了

(％)

 

2017年

９月終了

(百万豪ドル)

2017年

３月終了

(百万豪ドル)

2017年

９月終了

対2017年

３月終了

(％)

 

純利息収益 3,884 3,709 4.7  2,009 1,875 7.1  
その他営業収益 565 560 0.9  281 284 (1.1) 
純営業収益 4,449 4,269 4.2  2,290 2,159 6.1  
営業費用 (2,242) (2,186) 2.6  (1,137) (1,105) 2.9  
基礎利益 2,207 2,083 6.0  1,153 1,054 9.4  
貸倒引当金繰入額 (267) (282) (5.3) (105) (162) (35.2) 
税引前現金収益 1,940 1,801 7.7  1,048 892 17.5  
法人税 (581) (544) 6.8  (313) (268) 16.8  
現金収益 1,359 1,257 8.1  735 624 17.8  
 

資産管理

 

 年度  半期

 
2017年

９月終了

(百万豪ドル)

2016年

９月終了

(百万豪ドル)

2017年

９月終了

対2016年

９月終了

(％)

 

2017年

９月終了

(百万豪ドル)

2017年

３月終了

(百万豪ドル)

2017年

９月終了

対2017年

３月終了

(％)

 

純利息収益 987 1,031 (4.3) 488 499 (2.2) 
その他営業収益 45 68 (33.8) 11 34 (67.6) 
純営業収益 1,032 1,099 (6.1) 499 533 (6.4) 
営業費用 (668) (684) (2.3) (308) (360) (14.4) 
税引前現金収益 364 415 (12.3) 191 173 10.4  
法人税 (90) (107) (15.9) (57) (33) 72.7  
現金収益 274 308 (11.0) 134 140 (4.3) 
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事業者向け・プライベートバンキング業務

 

事業者向け・プライベートバンキング業務は、NABビジネスのフランチャイズを通じて優先中小企業（SME）の顧

客にサービスを提供すること、ならびに農業、健康、政府、教育、コミュニティおよびフランチャイズを含む重要

なセグメントにおける専門的サービスに注力している。当該部門は、NABの零細企業および小規模企業の顧客への

サービス提供も行い、プライベートバンキングおよびJBウェアを含む。

 

 年度  半期

 
2017年

９月終了

(百万豪ドル)

2016年

９月終了

(百万豪ドル)

2017年

９月終了

対2016年

９月終了

(％)

 

2017年

９月終了

(百万豪ドル)

2017年

３月終了

(百万豪ドル)

2017年

９月終了

対2017年

３月終了

(％)

 

純利息収益 5,257 4,955 6.1  2,693 2,564 5.0  
その他営業収益 1,062 1,048 1.3  536 526 1.9  
純営業収益 6,319 6,003 5.3  3,229 3,090 4.5  
営業費用 (2,084) (2,045) 1.9  (1,046) (1,038) 0.8  
基礎利益 4,235 3,958 7.0  2,183 2,052 6.4  
貸倒引当金繰入額 (180) (140) 28.6  (82) (98) (16.3) 
税引前現金収益 4,055 3,818 6.2  2,101 1,954 7.5  
法人税 (1,214) (1,145) 6.0  (628) (586) 7.2  
現金収益 2,841 2,673 6.3  1,473 1,368 7.7  
　         
残高
（十億豪ドル）

        

住宅貸付 90.4 88.0 2.7  90.4 89.7 0.8  
事業貸付 100.0 96.9 3.2  100.0 97.8 2.2  
その他貸付 3.3 3.3 －  3.3 3.0 10.0  
貸付金および支払承諾総額
合計

193.7 188.2 2.9  193.7 190.5 1.7  

期中平均利付資産 182.7 177.3 3.0  184.7 180.8 2.2  
資産合計 192.8 187.2 3.0  192.8 189.8 1.6  
顧客預金 130.0 123.5 5.3  130.0 127.0 2.4  
リスク加重資産合計 112.2 112.1 0.1  112.2 111.1 1.0  
 

パフォーマンス指標        

期中平均資産に対する現金
収益

1.49％ 1.46％ 3 bps  1.53％ 1.46％ 7 bps

期中平均リスク加重資産に
対する現金収益

2.53％ 2.54％ (1 bp)  2.62％ 2.45％ 17 bps

純利息マージン 2.88％ 2.79％ 9 bps  2.91％ 2.84％ 7 bps

対収益費用比率 33.0％ 34.1％ (110 bps)  32.4％ 33.6％ (120 bps)

 

資産の質
2017年

９月30日現在

2017年

３月31日現在

2016年

９月30日現在

貸付金および支払承諾総額に対する90日以上期日経過の資産および減損
資産総額の比率

0.76％ 0.79％ 0.75％

貸付金および支払承諾総額に対する貸倒引当金繰入額の比率（年度換算

ベース）
（１） 0.09％ 0.10％ 0.07％

（１）
2017年９月現在および2016年９月現在の数値は、通年度比率を表しており、2017年３月現在の数値は、年度換算ベースの

半期比率を表している。
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事業者向け・プライベートバンキング業務

財務分析

 

当年度と前年度との比較

現金収益は、貸付ポートフォリオのバランスシートの増大および金利再設定の利益が、事業投資の継続の一方で

行われた厳格な経費管理と相俟って、168百万豪ドルすなわち6.3％増加した。

 

主な変動 主な要因

純利息収益

302百万豪ドル

すなわち6.1％増加

・期中平均利付資産は、NABがその業界の深い専門性および強力な市場ポジションを活用

し続けることで、NABの専門的事業を主因とする住宅貸付および事業貸付の増加によ

り、54億豪ドルすなわち3.0％増加した。

・顧客預金は、主に、要求払企業貯蓄および事業用決済勘定の増加が、預金の質の継続

的重視を反映した定期預金と相俟って、65億豪ドルすなわち5.3％増加した。

・純利息マージンは、貸付において得られた金利再設定の利益および資金調達コストの

減少を主因として、９ベーシス・ポイント上昇した。これは、銀行税の影響によって

一部相殺された。

その他営業収益

14百万豪ドル

すなわち1.3％増加

・貸付手数料の回収率の継続的改善がJBウェア収入の増加と相俟ったことによる貸付手

数料の増加。

・マージンに影響を与える競争圧力を原因とした顧客リスク管理収益の減少。

営業費用

39百万豪ドル

すなわち1.9％増加

・継続的技術投資ならびに関連する減価償却費および償却費によるものであり、デジタ

ル化、調達の節減および事業の簡略化を含む、生産性向上による節減により一部相殺

された。

貸倒引当金繰入額

40百万豪ドル

すなわち28.6％増加

・資産の質は引き続き良好である。

・一括引当金戻入れの増加は、前年度において認識された。

・個別の減損エクスポージャーの数が削減されたことによる、個別引当金繰入額の減

少。

リスク加重資産

１億豪ドル

すなわち0.1％増加

・この増加は、貸付高の増加によるものであり、与信の質の改善およびデータの質の管

理によって相殺された。
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当年度下半期と当年度上半期との比較

現金収益は、貸付ポートフォリオのバランスシートの増大および金利再設定の利益が、厳格な経費管理および安

定した資産の質と相俟って、105百万豪ドルすなわち7.7％増加した。

 

重要な変動 主な要因

純利息収益

129百万豪ドル

すなわち5.0％増加

・期中平均利付資産は、重要な顧客セグメントでの成長ならびに住宅貸付および事業貸

付の増加により、39億豪ドルすなわち2.2％増加した。

・顧客預金は、主に、要求払企業貯蓄および事業用決済勘定の増加が、預金の質の継続

的重視を反映した定期預金と相俟って、30億豪ドルすなわち2.4％増加した。

・純利息マージンは、貸付において得られた金利再設定の利益および資金調達コストの

減少によって、７ベーシス・ポイント上昇した。これは、銀行税の影響によって一部

相殺された。

その他営業収益

10百万豪ドル

すなわち1.9％増加

・住宅貸付および事業貸付にかかる貸付手数料の回収率の改善ならびに貸付高の増加に

よって増加した貸付手数料。

・貸付高の増加を原因とする顧客リスク管理収益の増加。

営業費用

８百万豪ドル

すなわち0.8％増加

・継続的技術投資ならびに関連する減価償却費および償却費によるものであり、デジタ

ル化、調達の節減および事業の簡略化を含む、生産性向上による節減により一部相殺

された。

貸倒引当金繰入額

16百万豪ドル

すなわち16.3％減少

・資産の質は、貸付金および前渡金総額に対する90日以上期日経過の貸付金および減損

資産の比率が、90日以上期日経過の貸付金の改善を反映して３ベーシス・ポイント低

下し0.76％となったことで、安定していた。

・個別減損エクスポージャーの削減による、個別引当金繰入額の減少。

リスク加重資産

11億豪ドル

すなわち1.0％増加

・増加は、貸付高の増加を原因とし、与信の質の改善およびデータの質の管理によって

一部相殺された。
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法人・機関投資家向け銀行業務

 

法人・機関投資家向け銀行業務は、財務および債券市場、限定資本、保管ならびに代替的投資に関連する幅広い

貸付および取引の商品およびサービスを提供する。同部門は、オーストラリアの顧客に、また専門的な産業上の関

係および商品チームを擁する米国、英国およびアジアの支店を通じて世界の顧客にサービスを提供している。

 

 年度  半期

 
2017年

９月終了

(百万豪ドル)

2016年

９月終了

(百万豪ドル)

2017年

９月終了

対2016年

９月終了

(％)

 

2017年

９月終了

(百万豪ドル)

2017年

３月終了

(百万豪ドル)

2017年

９月終了

対2017年

３月終了

(％)

純利息収益 1,972 1,919 2.8  1,019 953 6.9

その他営業収益 1,368 1,427 (4.1) 607 761 (20.2)

純営業収益 3,340 3,346 (0.2) 1,626 1,714 (5.1)

営業費用 (1,236) (1,298) (4.8)  (605) (631) (4.1)

基礎利益 2,104 2,048 2.7  1,021 1,083 (5.7)

貸倒引当金繰入額 (37) (217) (82.9)  (23) (14) 64.3

税引前現金収益 2,067 1,831 12.9  998 1,069 (6.6)

法人税 (532) (464) 14.7  (254) (278) (8.6)

現金収益 1,535 1,367 12.3  744 791 (5.9)

 

純営業収益        

貸付および預金収益 1,986 1,927 3.1  1,012 973 4.0

マーケッツ収益（デリバ
テ ィ ブ の 評 価 調 整 を 除
く。）

903 922 (2.1) 427 476 (10.3)

デリバティブの評価調整
（１）

24 51 (52.9)  (22) 46 大

その他収益 427 446 (4.3) 209 219 (4.6)

純営業収益合計 3,340 3,346 (0.2) 1,626 1,714 (5.1)

（１）
デリバティブの評価調整は、信用評価調整および資金調達評価調整からなる。

 

 年度  半期

 
2017年

９月終了

(百万豪ドル)

2016年

９月終了

(百万豪ドル)

2017年

９月終了

対2016年

９月終了

(％)

 

2017年

９月終了

(百万豪ドル)

2017年

３月終了

(百万豪ドル)

2017年

９月終了

対2017年

３月終了

(％)

残高
（十億豪ドル）

      
 

キャピタル・ファイナンス 26.8 24.8 8.1  26.8 25.5 5.1

事業貸付 58.7 60.0 (2.2) 58.7 57.6 1.9

その他貸付 2.5 2.7 (7.4) 2.5 2.5 -

貸付金および支払承諾総額
合計

88.0 87.5 0.6  88.0 85.6 2.8

期中平均利付資産 239.0 235.9 1.3  242.9 235.1 3.3

資産合計 259.3 257.3 0.8  259.3 258.2 0.4

顧客預金 97.0 94.1 3.1  97.0 93.7 3.5

リスク加重資産合計 114.7 124.3 (7.7) 114.7 114.2 0.4
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パフォーマンス指標        

期中平均資産に対する現金
収益

0.55％ 0.50％ 5 bps  0.53％ 0.58％ (5 bps)

期中平均リスク加重資産に
対する現金収益

1.30％ 1.06％ 24 bps  1.30％ 1.30％ -

純利息マージン 0.83％ 0.81％ 2 bps  0.84％ 0.81％ 3 bps

純利息マージン（マーケッ
ツを除く。）

1.56％ 1.50％ 6 bps  1.58％ 1.53％ 5 bps

対収益費用比率 37.0％ 38.8％ (180 bps) 37.2％ 36.8％ 40 bps

 

資産の質
2017年

９月30日現在

2017年

３月31日現在

2016年

９月30日現在

貸付金および支払承諾総額に対する90日以上期日経過の
資産および減損資産総額の比率

0.34％ 0.53％ 0.77％

貸付金および支払承諾総額に対する貸倒引当金繰入額の

比率（年度換算ベース）
（１） 0.04％ 0.03％ 0.25％

（１）
2017年９月現在および2016年９月現在の数値は、通年度比率を表しており、2017年３月現在の数値は、年度換算ベースの

半期比率を表している。
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法人・機関投資家向け銀行業務

財務分析

当年度と前年度との比較

　現金収益は、営業費用および不良債権の減少を反映して、168百万豪ドルすなわち12.3％増加した。収益は、事

業貸付の増加および資金調達コストの減少が顧客リスク管理商品の売上の減少により相殺されたことにより横ばい

であった。

 

主な変動 主な要因

純利息収益

53百万豪ドル

すなわち2.8％増加

・豪ドル高により、純利息収益は18百万豪ドル減少した。

・貸付金および支払承諾総額は、高マージンのキャピタル・ファイナンス貸付が20億豪

ドルすなわち8.1％増加したことにより、５億豪ドルすなわち0.6％増加した。これ

は、低マージンの機関投資家向けの貸付が13億豪ドル減少したことにより一部相殺さ

れたことを反映したものである。

・顧客預金は、通知預金口座の増加および預金の質への継続的な注力を反映して29億豪

ドルすなわち3.1％増加した。

・その他営業収益の経済的ヘッジの変動により相殺される47百万豪ドルの減少を含む。

・純利息マージン（マーケッツを除く。）は、資金調達コストの減少、および利益重視

のポートフォリオ管理の業績を含む貸付マージンの改善によって、６ベーシス・ポイ

ント上昇し1.56％となったが、銀行税の影響によって一部相殺された。

その他営業収益

59百万豪ドル

すなわち4.1％減少

・豪ドル高により、その他営業収益は38百万豪ドル減少した。

・予想変動率の低下およびデリバティブの評価調整の27百万豪ドルの不利な変動によ

り、顧客リスク管理商品の売上が減少した。

・純利息収益において相殺されたトレーディング収益の経済的ヘッジの変動による47百

万豪ドルの増加を含む。

営業費用

62百万豪ドル

すなわち4.8％減少

・豪ドル高により、営業費用は28百万豪ドル減少した。

・業務を再編成したことによる、生産性向上およびフルタイム相当従業員による節減。

・インフラおよびバックオフィス・サポート・サービスの簡素化。

貸倒引当金繰入額

180百万豪ドル

すなわち82.9％減少

・与信の質の改善、および少数の大口エクスポージャーの減損に関する費用の減少。

リスク加重資産

96億豪ドル

すなわち7.7％減少

・市場および取引事業において行われた利益重視のポートフォリオ管理および資産最適

化イニシアティブ、ならびに為替換算による有利な影響。
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当年度下半期と当年度上半期との比較

現金収益は、取引業績の低下により47百万豪ドルすなわち5.9％減少したが、機関投資家向けの事業貸付による

収益増加および厳格な経費管理と結びついた資金調達コストの減少により一部相殺された。

 

主な変動 主な要因

純利息収益

66百万豪ドル

すなわち6.9％増加

・貸付金および支払承諾総額は、高マージンのキャピタル・ファイナンス貸付の13億豪

ドルの増加および機関投資家向けの貸付の11億豪ドルの増加を反映して24億豪ドルす

なわち2.8％増加した。

・顧客預金は、通知預金口座の増加および預金の質への継続的な注力を反映して33億豪

ドルすなわち3.5％増加した。

・外国為替変動およびその他営業収益の経済的ヘッジにおける相殺の影響はわずかなも

のである。

・純利息マージン（マーケッツを除く。）は、資金調達コストの減少、および利益重視

のポートフォリオ管理の業績を含む貸付マージンの改善によって、５ベーシス・ポイ

ント上昇し1.58％となったが、銀行税の影響によって一部相殺された。

その他営業収益

154百万豪ドル

すなわち20.2％減少

・当年度上半期の堅調な業績と比較して取引業績が低下した。

・ニュージーランドにおけるトレーディング取引関連の評価手法の変更およびヘッジ業

績による、デリバティブの評価調整の不利な変動。

・当年度上半期におけるキャピタル・ファイナンス手数料の増加の認識。

・外国為替変動および純利息収益の経済的ヘッジにおける相殺の影響はわずかなもので

あった。

営業費用

26百万豪ドル

すなわち4.1％減少

・業務を再編成したことによる、生産性向上およびフルタイム相当従業員による節減。

・インフラおよびバックオフィス・サポート・サービスの簡素化。

貸倒引当金繰入額

９百万豪ドル

すなわち64.3％増加

・当年度下半期における少数の大口エクスポージャーに係る顧客信用格付の格下げ。こ

れは、大規模減損の減少により一部相殺された。

リスク加重資産

５億豪ドル

すなわち0.4％増加

・多額の貸付金および前渡金総額に即した成長。これは、利益重視のポートフォリオ管

理により一部相殺された。
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ニュージーランド銀行業務

 

　ニュージーランド銀行業務部門は、「バンク・オブ・ニュージーランド」のブランド名で運営されているニュー

ジーランドにおけるリテール業務、事業金融業務、アグリビジネス業務、法人向け業務、保険フランチャイズ業務

およびマーケッツ・セールス業務からなる。ニュージーランド銀行業務部門には、バンク・オブ・ニュージーラン

ドのマーケッツ部門のトレーディング業務は含まれない。

　数値は現地通貨で表示されている。豪ドル建ての業績は後出表を参照のこと。

 

 年度  半期

 
2017年

９月終了

（百万NZドル）

2016年

９月終了

（百万NZドル）

2017年

９月終了

対2016年

９月終了

（％）

 

2017年

９月終了

（百万NZドル）

2017年

３月終了

（百万NZドル）

2017年

９月終了

対2017年

３月終了

（％）

純利息収益 1,692 1,607 5.3  869 823 5.6

その他営業収益 565 574 (1.6) 285 280 1.8

純営業収益 2,257 2,181 3.5  1,154 1,103 4.6

営業費用 (882) (867) 1.7  (449) (433) 3.7

基礎利益 1,375 1,314 4.6  705 670 5.2

貸倒引当金繰入額 (71) (125) (43.2) (31) (40) (22.5)

税引前現金収益 1,304 1,189 9.7  674 630 7.0

法人税 (363) (325) 11.7  (188) (175) 7.4

現金収益 941 864 8.9  486 455 6.8

　        

残高
（十億NZドル）

       

住宅貸付 37.4 35.1 6.6  37.4 36.2 3.3

事業貸付 40.4 37.7 7.2  40.4 38.7 4.4

その他貸付 1.3 1.3 -  1.3 1.3 -

貸付金および支払承諾
総額

79.1 74.1 6.7  79.1 76.2 3.8

期中平均利付資産 77.7 71.9 8.1  78.6 76.6 2.6

資産合計 82.6 77.5 6.6  82.6 79.8 3.5

顧客預金 55.1 50.5 9.1  55.1 53.0 4.0

リスク加重資産合計 57.8 57.5 0.5  57.8 57.7 0.2

　        

パフォーマンス指標        

期中平均資産に対する
現金収益

1.18％ 1.17％ 1 bp  1.20％ 1.16％ 4 bps

期中平均リスク加重資
産に対する現金収益

1.63％ 1.57％ 6 bps  1.68％ 1.59％ 9 bps

純利息マージン 2.18％ 2.24％ (6 bps) 2.21％ 2.15％ 6 bps

対収益費用比率 39.1％ 39.8％ (70 bps) 38.9％ 39.3％ (40 bps)

フルタイム相当従業員
（該当時点における人
数）

4,732 4,963 (4.7) 4,732 4,788 (1.2)
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市場シェア
（１）

 

 2017年９月30日現在 2017年３月31日現在

住宅貸付 15.6％ 15.6％

アグリビジネス 22.5％ 22.3％

事業貸付 23.8％ 23.5％

リテール預金 18.1％ 17.9％

（１）
出典：３ヵ月でみた加重移動平均に基づくRBNZ2017年９月（ニュージーランドの全銀行で採用されている新たな収集テン

プレートに基づき、RBNZ公表のデータ収集が変更となった。2016年９月とは分類の基礎が異なるため比較ができない。）

 

販売

 

 2017年９月30日現在 2017年３月31日現在 2016年９月30日現在

リテール支店数 158 161 171

ATM台数 549 488 478

インターネットバンキング顧客数（単
位：千人）

757 745 723

 

資産の質

 

 2017年９月30日現在 2017年３月31日現在 2016年９月30日現在

貸付金および支払承諾総額に対する90日以上期日経過の

資産および減損資産総額の比率
（１） 0.79％ 1.61％ 1.69％

貸付金および支払承諾総額に対する貸倒引当金繰入額の

比率（年度換算ベース）
（２） 0.09％ 0.10％ 0.17％

（１）
減損資産総額は、保有証券に基づき現時点で損失ではないと評価されている222百万NZドル（2017年３月現在795百万NZド

ル、2016年９月現在823百万NZドル）のニュージーランド銀行業務の酪農業に係るエクスポージャーを含む。一括引当金は

これらの貸付のために準備されている。

（２）
2017年９月現在および2016年９月現在の数値は、通年度比率を表しており、2017年３月現在の数値は、年度換算ベースの

半期比率を表している。
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ニュージーランド銀行業務

（現地通貨による）財務分析

 

当年度と前年度との比較

　現金収益は、純利息収益の増加および貸倒引当金繰入額の減少の結果として77百万NZドルすなわち8.9％増加し

たが、営業収益の減少および費用の増加により一部相殺された。

 

主な変動 主な要因

純利息収益

85百万NZドル

すなわち5.3％増加

・貸付金および支払承諾総額は、住宅貸付および事業貸付の両方の大幅な成長により５

億NZドルすなわち6.7％増加した。オークランド市場およびブローカー販売経路の成長

は、住宅貸付ポートフォリオの全体的な成長に寄与したが、事業貸付の成長は制度を

上回った。

・顧客預金は、新規預金の成長に伴う資金調達資産の成長の重要性への継続的な注力を

反映して46億NZドルすなわち9.1％増加した。

・純利息マージンは、主に低金利環境および預金の競争的な市場の結果として資本投資

収益が減少したことにより、６ベーシス・ポイント減少した。これは、貸付マージン

の改善によって一部相殺された。

その他営業収益

９百万NZドル

すなわち1.6％減少

・クレジットカードのポートフォリオおよび生命保険事業による収益の減少。

・事業向けインターネットバンキングの顧客に対する料金免除。

・マーチャント業務手数料収入の増加による一部の相殺。

営業費用

15百万NZドル

すなわち1.7％増加

・減価償却費および償却費と結びついた営業担当者の効率化および顧客経験価値の向上

のためのデジタル機能への継続的な投資。これは、事業全体の生産性向上による節減

により一部相殺された。

貸倒引当金繰入額

54百万NZドル

すなわち43.2％減少

・酪農業のポートフォリオの改善。これは、同ポートフォリオのその他のセクターにお

ける一括引当金カバレッジが増加したことにより一部相殺された。

・貸付金および支払承諾総額に対する90日以上期日経過の資産および減損資産総額の水

準は、酪農業に係るエクスポージャーに関連する減損資産総額の顕著な減少を主因と

して、90ベーシス・ポイント減少した。

リスク加重資産

３億NZドル

すなわち0.5％増加

・貸付金および支払承諾総額の増加は、前年と比較して酪農業のポートフォリオが改善

したことにより大幅に相殺された。
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当年度下半期と当年度上半期との比較

現金収益は、収益および貸倒引当金繰入額の改善により31百万NZドルすなわち6.8％増加したが、費用の増加に

より一部相殺された。

 

主な変動 主な要因

純利息収益

46百万NZドル

すなわち5.6％増加

・貸付金および支払承諾総額は、住宅貸付および事業貸付の両方の堅実な成長により29

億NZドルすなわち3.8％増加した。

・顧客預金は、新規預金の成長に伴う資金調達資産の成長の重要性への継続的な注力を

反映して21億NZドルすなわち4.0％増加した。

・純利息マージンは、貸付マージンの改善により６ベーシス・ポイント増加したが、資

本投資収益の減少によって一部相殺された。

その他営業収益

５百万NZドル

すなわち1.8％増加

・マーケッツ・セールス手数料収入の増加。

・運用資産の成長に伴う、資産運用による収益の増加。

・マーチャント業務手数料収入の増加およびクレジットカードのポートフォリオの改

善。

営業費用

16百万NZドル

すなわち3.7％増加

・減価償却費および償却費と結びついた営業担当者の効率化および顧客経験価値の向上

のためのデジタル機能への継続的な投資。これは、事業全体の生産性向上による節減

により一部相殺された。

貸倒引当金繰入額

９百万NZドル

すなわち22.5％減少

・酪農業のポートフォリオの改善。これは、同ポートフォリオのその他のセクターにお

ける一括引当金カバレッジが増加したことにより一部相殺された。

・貸付金および支払承諾総額に対する90日以上期日経過の資産および減損資産総額の水

準は、酪農業に係るエクスポージャーに関連する減損資産総額の顕著な減少を主因と

して、82ベーシス・ポイント減少した。

リスク加重資産

１億NZドル

すなわち0.2％増加

・貸付金および支払承諾総額の増加は、酪農業のポートフォリオが改善したことにより

大幅に相殺された。
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ニュージーランド銀行業務

数値は豪ドルで表示されている。現地通貨建ての数値については前出表を参照のこと。

 

 年度  半期

 
2017年

９月終了

(百万豪ドル)

2016年

９月終了

(百万豪ドル)

2017年

９月終了

対2016年

９月終了

（％)

 

2017年

９月終了

(百万豪ドル)

2017年

３月終了

(百万豪ドル)

2017年

９月終了

対2017年

３月終了

（％)

純利息収益 1,586 1,496 6.0  810 776 4.4

その他営業収益 530 533 (0.6) 266 264 0.8

純営業収益 2,116 2,029 4.3  1,076 1,040 3.5

営業費用 (827) (806) 2.6  (419) (408) 2.7

基礎利益 1,289 1,223 5.4  657 632 4.0

貸倒引当金繰入額 (67) (116) (42.2) (29) (38) (23.7)

税引前現金収益 1,222 1,107 10.4  628 594 5.7

法人税 (340) (303) 12.2  (175) (165) 6.1

現金収益 882 804 9.7  453 429 5.6

 

外国為替相場の変動の影響

 

2017年９月における

プラス/（マイナス）

2016年９月

終了後の年度

(百万豪ドル)

2017年９月終了

対2016年９月終了

(為替変動を除く)（％)

 

2017年３月

終了後の半期

(百万豪ドル)

2017年９月終了

対2017年３月終了

(為替変動を除く)(％）

 

純利息収益 11 5.3  (10) 5.7

その他営業収益 4 (1.3) (3) 1.9

営業費用 (6) 1.9  5 3.9

貸倒引当金繰入額 (1) (43.1) - (23.7)

法人税 (2) 11.6  2 7.3

現金収益 6 9.0  (6) 7.0
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コーポレート機能・その他業務

 

　当社グループの「コーポレート機能」部門には、トレジャリー業務およびその他コーポレート機能の業務をはじ

め、全事業部門を支援する機能が含まれる。トレジャリー業務は、資本管理、バランスシート管理および流動資産

ポートフォリオとともに、当社グループの業務を支援する資本および構造的資金の移動を担当する中央機関として

の役割を務める。その他コーポレート機能業務には、技術・オペレーション業務およびサポート部門が含まれる。

 

 年度  半期

 

 

2017年

９月終了

(百万豪ドル)

2016年

９月終了

(百万豪ドル)

2017年

９月終了

対2016年

９月終了

（％)

 

2017年

９月終了

(百万豪ドル)

2017年

３月終了

(百万豪ドル)

2017年

９月終了

対2017年

３月終了

（％)

純営業収益 665 738 (9.9) 312 353 (11.6)

営業費用 (604) (470) 28.5  (341) (263) 29.7

基礎利益 61 268 (77.2) (29) 90 大

貸倒引当金繰入額 (259) (45) 大  (177) (82) 大

税引前および分配前現
金（損失）／収益

(198) 223 大  (206) 8 大

法人税利益／（費用） 47 (25) 大  64 (17) 大

分配前現金（損失）／
収益

(151) 198 大  (142) (9) 大

分配 (98) (124) (21.0) (49) (49) -

現金（損失）／収益 (249) 74 大  (191) (58) 大

 

財務分析

当年度と前年度との比較

　現金収益は、前年度に対して323百万豪ドル減少した。この減少は、主に、集中管理のもとに認識された人員整

理費用、およびオーストラリアのポートフォリオにおける一括引当金のオーバーレイの増加によるものであった。

 

主な変動 主な要因

純営業収益

73百万豪ドル

すなわち9.9％減少

・主にトレジャリー業務における資本管理、資金調達およびリスク管理業務からの収益

の減少、ならびに2016年度における臨時の資産売却。

営業費用

134百万豪ドル

すなわち28.5％増加

・生産性向上の取組みに関連する人員整理費用の増加。

・規制の修正および弁護士費用のための引当金。

貸倒引当金繰入額

214百万豪ドル増加

・リテール取引、商業用不動産および抵当貸付に密接に関連する一括引当金のオーバー

レイ。

分配

26百万豪ドル

すなわち21.0％減少

・当年度に行われたナショナル・キャピタル・インストルメンツの償還に伴う、当年度

中に保有されていた資本性金融商品の減少。
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当年度下半期と当年度上半期との比較

　現金収益は、当年度上半期比で133百万豪ドル減少した。この減少は、主に、規制に係るコストの増加および

オーストラリアのポートフォリオにおける一括引当金のオーバーレイの増加によるものであった。

 

主な変動 主な要因

純営業収益

41百万豪ドル

すなわち11.6％減少

・トレジャリー業務における資金調達およびリスク管理業務からの収益の減少。

営業費用

78百万豪ドル

すなわち29.7％増加

・生産性向上の取組みに関連する人員整理費用の増加。

・規制の修正および弁護士費用のための引当金。

貸倒引当金繰入額

95百万豪ドル増加

・主に抵当貸付およびリテール取引による一括引当金のオーバーレイの増加。

分配　変動なし ・分配は、当年度下半期を通じて安定していた。
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第４ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

2017年度中、当社グループは設備の更改の必要性から987百万豪ドルの設備投資を行なった。この金額は、

2017事業年度における当社グループの不動産、施設、設備およびソフトウェア購入額である。

 

２ 【主要な設備の状況】

当社グループは、全世界で977の支店および事業者向け銀行業務センターを有している。

当社グループの建物は継続的な維持および改築を受けており、当社グループの現在および予見可能な将来の条

件に適合しかつ十分であると考えられている。

「第３－７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の「投資支出」を参照のこと。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

当社グループは、銀行の支店および関連設備に関する継続的な保守・改修計画を有しており、設備需要を継続

的に見直している。上記２をあわせて参照のこと。
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第５ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

 

(1) 【株式の総数等】(2017年９月30日現在)

①【株式の総数】

 

オーストラリア法上、会社は授権株式資本を持つ必要がなくなった。

 

②【発行済株式】
（１）

 

記名・無記名の別

及び額面・無額面の別
種類 発行数(千株)

上場金融商品

取引所名又は

登録認可金融

商品取引業

協会名

詳細

記名式株式 普通株式 2,685,469
オーストラリア

証券取引所

普通株式（完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら限定のない標

準となる株式である。）

米国預託株式（ADS）（預託機関ま

たは保管機関に預託された当社の

全額払込済普通株式である。ADSを

構成する各全額払込済普通株式に

は、全額払込済普通株式に付され

たものと同じ権利が付されてい

る。）

記名式株式
一部払込済

(0.25豪ドル)株式
43  （１）

記名式株式 自己株式 (9,643)
オーストラリア

証券取引所
当社が支配する株式

記名式株式

ナショナル・インカ

ム・セキュリティー

ズ

20,000
オーストラリア

証券取引所
（２）

記名式株式 信託優先証券 400
ルクセンブルグ

証券取引所
（３）

計 ― 2,696,269 ― ―
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（１）
従業員持株制度における一部払込済株式は発行済であるが上場されていない。

 

（２）
1999年６月29日、当社は、NIS20,000,000株を１株当たり100豪ドルで発行した。NISは、当社がニューヨーク支店を通

じて発行した100豪ドルの全額払込済社債１単位および未払NIS優先株式１株から成るステープル証券である。NIS優先株

式の未払額は、一定の限られた状況(不履行事由の発生等)のもとで支払義務が発生する。NISの各保有者は、四半期ごと

の後払いでオーストラリアの90日銀行手形の利率プラス1.25％に相当する年率で非累積分配金を受領する権利を有する。

APRAの事前の同意によって、当社は社債を１単位当たり100豪ドル(未払分配金がある場合はこれを加算した金額)で償還

し、かかる社債に抱き合わされたNIS優先株式を対価なしで買い戻すか消却することができる。NISには満期日はなく、

オーストラリア証券取引所（「ASX」）に上場している。

 

（３）
2003年９月29日、当社グループは、ナショナル・キャピタル・トラストⅠによる１株当たり1,000英ポンドの信託優先

証券400,000株の発行を通じて、当社のロンドン支店が使用する資金400百万英ポンドを調達した。各信託優先証券につい

ては2018年12月17日まで半年ごとに後払いされる年率5.62％の非累積分配金が付き、その後は５年ごとの各期間に、かか

る期間の開始時における５年物英国国債の指標銘柄の最終利回りに1.93％を加えた利率による非累積分配金が、半年ごと

に後払いされる。信託優先証券はAPRAの事前の同意によって2018年12月17日およびそれ以降の各５年目の応当日に償還可

能であり、その場合１信託優先証券当たり1,000英ポンドに過去６か月間の分配期間の未払分配金を加えた償還価格で償

還される。

 

(2) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債等の行使状況等】

該当なし
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(3) 【発行済株式総数及び資本金の推移】

 

 
発行済株式総数(千株)

（１）

資本金
(単位：百万豪ドル、
カッコ内十億円)

2012年９月30日現在 2,974,762
27,373
(2,374)

期中異動 (405,826)
571
(50)

2013年９月30日現在 2,568,936
27,944
(2,423)

期中異動 (237,557)
436
(38)

2014年９月30日現在 2,331,379
28,380
(2,461)

期中異動 251,902
6,271
(544)

2015年９月30日現在 2,583,281
34,651
(3,005)

期中異動 84,648
△366
(△32)

2016年９月30日現在 2,667,929
34,285
(2,973)

期中異動 28,340
342
(30)

2017年９月30日現在 2,696,269
34,627
(3003)

（１）
1,000株未満四捨五入。

 

（１）
上記の発行済株式および証券数は、従業員持株制度に基づく一部払込済株式を含む。全額払込済発行済株式総数（1000株

未満四捨五入）は、2,696,269株（NIS証券および信託優先証券を含む。）である。「払込資本を構成する発行済証券総

数」は、主に当社グループの連結投資事業により（2016年７月1日の承継ファンド合併まで）保有され、従業員インセン

ティブ制度の要件を充足するために当社グループの被支配会社により信託で保有されている当社の自己株式について調整

されている。株価の変動により発生する値洗い価値の未実現変動、配当収入および当社グループの連結投資事業によって

保有される株式の売却によって発生する実現損益は、法定報告上消去される。
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(4) 【所有者別状況】

2017年10月31日現在、ブラックロック・グループおよびその関連会社は、当社の支配株主であり、

147,042,056株の全額払込済普通株式を保有している。

 

全額払込済普通株式の所有者の状況

 

区分 株主数(名)
株主総数に

対する割合(％)
株式数(株)

株式総数に対する
割合(％)

１株～1,000株 329,157 57.74 126,198,065 4.70

1,001株～5,000株 192,188 33.71 427,500,237 15.92

5,001株～10,000株 30,795 5.40 214,097,502 7.97

10,001株～100,000株 17,472 3.07 356,766,284 13.29

100,001株以上 430 0.08 1,560,908,062 58.12

計 570,042 100.00 2,685,470,150 100.00

市場性を有する単位
(500豪ドル)未満

14,130  92,397  

 

(5) 【大株主の状況】

2017年10月31日現在、下記が普通株式名簿上で発行済普通株式の１％超を保有している主要株主７社であ

る。

 

氏名または名称 住所
所有普通株式数

(株)

発行済普通株式
総数に対する
割合(％)

HSBCカストディ・ノミニーズ（オーストラリア）
リミテッド

ニューサウスウェールズ州
シドニー

638,988,106 23.79

JPモルガン・ノミニーズ・オーストラリア・リミ
テッド

ニューサウスウェールズ州
シドニー

319,495,521 11.90

シティコープ・ノミニーズ・ピーティーワイ・リ
ミテッド

ビクトリア州メルボルン 155,591,328 5.79

ナショナル・ノミニーズ・リミテッド ビクトリア州メルボルン 116,541,888 4.34

BNPパリバ・ノミニーズ・ピーティーワイ・リミ
テッド

ニューサウスウェールズ州
ロイヤル・エクスチェンジ

60,215,855 2.24

BNPパリバ・ノムズ・ピーティーワイ・リミテッ
ド

ニューサウスウェールズ州
ロイヤル・エクスチェンジ

34,302,411 1.28

シティコープ・ノミニーズ・ピーティーワイ・リ
ミテッド（コロニアル・ファースト・ステート投
資勘定）

ビクトリア州メルボルン 29,490,468 1.10

合計  1,354,625,577 50.44
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２ 【配当政策】

普通株式に対する配当金

取締役会は、2017年12月13日に支払われるべき最終配当として、全額払込済普通株式１株当たり99豪セント(100

パーセント税額控除対象)とすると決定した。支払予定額は、約2,659百万豪ドルに上る。当社グループは、自己

資本比率および見通しを反映するため、配当再投資プラン（DRP）を定期的に調整している。当社グループは、

参加枠の上限なく、DRPに1.5％の割引を提供する予定である。

前事業年度末以降に支払われた配当は以下の通りである。

●　2016年９月30日終了の事業年度の最終配当として全額払込済普通株式１株当たり99豪セント（100パーセ

ント税額控除対象）が2016年12月13日に支払われた。支払額は2,630百万豪ドルであった。

●　2017年９月30日終了の事業年度の中間配当として全額払込済普通株式１株当たり99豪セント（100パーセ

ント税額控除対象）が2017年７月５日に支払われた。支払額は2,649百万豪ドルであった。

現在までに支払済および決定済の配当金に関する情報は、「第６－１　財務書類」の注記29「配当金および分

配金」に含まれている。

これらの適格配当に対する税額控除の割合は、現行のオーストラリア法人税率が30％であることを反映して、

オーストラリアの税額控除30％となる。

オーストラリアの課税上、将来の配当金に対する税額控除対象の範囲は、オーストラリアの所得税の対象とな

る当社グループの利益の割合および今後のオーストラリアの事業税制度における変更を含む数多くの要因に左右

される。
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３ 【株価の推移】

ASXにおける当社普通株式の株価の推移は下記のとおりである
(1)

。

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

 

９月30日に終了した年度

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

最高（豪ドル） 35.45 37.07 39.15 31.61 34.09

最低（豪ドル） 22.97 31.90 29.15 23.82 25.14

 

(2) 【当該事業年度中最近６月間の月別最高・最低株価】

 

 

2017年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（豪ドル） 34.00 34.09 30.41 31.05 31.47 31.53

最低（豪ドル） 32.30 29.22 29.00 29.32 29.66 29.83

 

（１）
当社普通株式は、2006年９月10日に東京証券取引所から上場廃止された。

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

 96/424



４ 【役員の状況】

本報告書提出日現在在職中の（または当年度中に在職していた）当社取締役に関する詳細、ならびに各取締役

の資質、経験ならびにその他の取締役職および利害関係については下記の通りである。

取締役会は、各取締役が当社の責務を完璧に果たすため十分な時間と労力を費やす能力を有していることを条

件に、各取締役が幅広いガバナンスの役職への関与により利益を得、当該活動を支援することを承認している。

会長は、指名・ガバナンス委員会の助力を得て、各取締役のその他のコミットメントを考慮に入れた上で、当社

での責務を果たすために各取締役が十分な時間と労力を費やす能力を有していると判断した。

 

役職名 氏名 年齢 主要略歴

所有株式の

種類及び

その数

(2017年

11月14日

現在)

非 業 務

執 行 取

締 役 、

会長

ケネス・R・ヘン

リー博士

(Dr. Kenneth R

Henry) ［男性］

59 在職期間：2011年11月から取締役。2015年12月から会長。取

締役会指名・ガバナンス委員会の会長。

 

独立/非独立取締役の別：独立取締役

 

技能・経験：経済、政策および規制、ガバナンスならびに

リーダーシップの分野で30年以上の経験を有する。ヘンリー

博士は、2001年から2011年までトレジャリー部門の秘書役を

務めた。2011年６月から2012年11月まで、首相の特別アドバ

イザーを務め、アジアの世紀におけるオーストラリア白書を

促進する責任を負っていた。オーストラリア準備銀行の理事

会、税務審議会、金融規制者委員会およびオーストラリアの

インフラ委員会の元メンバーであり、ハワード政権の課税タ

スクフォース（「ニュー・タックス・システム」、1997年-

1998年）およびラッド政権により委託されたオーストラリア

のフューチャー・タックス・システム・レビュー（「ヘン

リー・タックス・レビュー」）（2008年-2009年）のどちらも

議長を務めていた。同氏は、2007年に豪コンパニオン勲章を

受章し、2001年にセンテナリー・メダルを受章した。当社の

先住民諮問グループの共同議長である。

 

上場会社の取締役職：

ASXリミテッド（2013年２月から）

 

ヘンリー博士のその他の取締役職および利害関係には、

サー・ローランド・ウィルソン・ファウンデーション（委員

長）、ケープ・ヨーク・パートナーシップ、オーストラリア

経済開発委員会（理事）、プロジェクト・リーダーシップの

ためのジョン・グリル・センターの諮問委員会およびオース

トラリア・中国　シニア・ビジネスリーダーズ・フォーラム

が含まれる。

普通株式

10,360株

 

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

 97/424



 

役職名 氏名 年齢 主要略歴

所有株式の

種類及び

その数

(2017年

11月14日

現在)

グ ル ー

プ 最 高

経 営 責

任 者 兼

マ ネ ー

ジ ン

グ ・

デ ィ レ

クター

アンドリュー・

G・ソーバーン氏

(Mr. Andrew G

Thorburn) ［男性］

52 在職期間：2014年８月から取締役。

 

独立/非独立取締役の別：非独立取締役

 

技能・経験：銀行業務および金融の分野で30年超の勤務経験

を有する。ソーバーン氏は、2005年１月にリテール・バンキ

ング業務部門長として当社に入社し、2008年にバンク・オ

ブ・ニュージーランド（BNZ）のマネージング・ディレクター

兼CEOに任命され、2009年１月に当社のグループ業務執行役員

委員会に加入した。2014年８月、同氏はグループ最高経営責

任者兼マネージング・ディレクターとしての現在の役職に任

命された。ソーバーン氏は、オーストラリア銀行協会の会長

を務めた。会長としての任期は2017年12月に終了した。

普通株式

165,124株

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

 98/424



 

役職名 氏名 年齢 主要略歴

所有株式の

種類及び

その数

(2017年

11月14日

現在)

非 業 務

執 行 取

締役

デイヴィッド・

H・アームストロ

ング氏

(Mr. David H

Armstrong) ［男性］

59 在職期間：2014年８月から取締役。取締役会監査委員会の会

長およびリスク委員会の委員。

 

独立/非独立取締役の別：独立取締役

 

技能・経験：プライスウォーターハウス・クーパーズ

（「PwC」）のパートナーを含む、専門的なサービス分野で30

年超の経験を有する。アームストロング氏は、銀行業務およ

びキャピタル・マーケット、不動産およびインフラに関する

相当の知識ならびに理解を有しており、業界が直面する報

告、規制およびリスクに関する問題に精通している。

 

アームストロング氏のその他の取締役職および利害関係に

は、ジョージ国際保健研究所、オペラ・オーストラリア・

キャピタル・ファンド・リミテッド、オーストラリア博物館

およびリザード・アイランド・リーフ・リサーチ・ファウン

デーションが含まれる。

普通株式

10,480株

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

 99/424



 

役職名 氏名 年齢 主要略歴

所有株式の

種類及び

その数

(2017年

11月14日

現在)

非 業 務

執 行 取

締役

フィリップ・W・

クロニカン氏

(Mr. Philip W

Chronican) ［男性］

61 在職期間：2016年５月から取締役。取締役会リスク委員会の

会長および報酬委員会の委員。BNZ（当社の子会社）の取締

役。

 

独立/非独立取締役の別：独立取締役

 

技能・経験：オーストラリアおよびニュージーランドの銀行

および融資業務において35年以上の経験を有する。クロニカ

ン氏は、最近の幹部職としては、オーストラリア・アンド・

ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド

（ANZ）のオーストラリア部門の責任者を務め、特にANZのリ

テールおよび商業事業の責任者であった。ANZに入社する以前

は、ウェストパック・バンキング・コーポレーション（ウェ

ストパック）において長期の勤務経験を有し、ウェストパッ

クでは、ウェストパック・インスティチューショナル・バン

クのグループ業務執行役員および最高財務責任者を含む幹部

役職を務め、主要なオーストラリアの銀行の幹部の一人とし

て評判を確立した。同氏は、M&A活動および合併後の統合の幅

広い経験を有している。さらに、銀行業務におけるさらなる

透明性および倫理の向上ならびに労働力の多様性の推進にお

いて積極的かつ公的な役割を担ってきた。

 

クロニカン氏のその他の取締役職には、ニューサウスウェー

ルズ州トレジャリー・コーポレーション（TCorp）（会長）、

JDRFオーストラリアおよびバンキング・アンド・ファイナン

ス・オースが含まれる。

普通株式

31,000株

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

100/424



 

役職名 氏名 年齢 主要略歴

所有株式の

種類及び

その数

(2017年

11月14日

現在)

非 業 務

執 行 取

締役

ピーユシュ・K・

グプタ氏

(Mr. Peeyush K

Gupta) ［男性］

58 在職期間：2014年11月から取締役。取締役会リスク、報酬お

よび指名・ガバナンス委員会の委員。一部のNABウェルスおよ

びBNZ子会社の取締役。

 

独立/非独立取締役の別：独立取締役

 

技能・経験：資産活用の分野で30年超の経験を有する。グプ

タ氏は、フィナンシャル・アドバイスから機関投資家のポー

トフォリオ管理を扱う有数の資産活用会社であり、AXAにより

買収されたIPACセキュリティーズの共同創業者かつ初代CEOで

ある。同氏は、1990年代より多数の企業、非営利団体、トラ

スティーおよび責任会社の取締役会において取締役を務めた

経験があるため、広範なコーポレート・ガバナンスの経験を

有する。

 

上場会社の取締役職：

リンク・アドミニストレーション・ホールディングス・リミ

テッド（リンク・グループ）（2016年11月から）

チャーター・ホール・ウェール・リミテッド（2016年５月か

ら）

 

グプタ氏のその他の取締役職には、インシュアランス・アン

ド・ケア・NSW（iCare）、スペシャル・ブロードキャスティ

ング・サービス・コーポレーションおよびチャーター・ホー

ル・ディレクト・プロパティ・マネジメント・リミテッド

（会長）が含まれる。

普通株式

7,480株

 

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

101/424



 

役職名 氏名 年齢 主要略歴

所有株式の

種類及び

その数

(2017年

11月14日

現在)

非 業 務

執 行 取

締役

アン・J・ラブ

リッジ氏

(Ms. Anne J

Loveridge) ［女性］

 

56 在職期間：2015年12月から取締役。取締役会報酬委員会の会

長および指名・ガバナンス委員会の委員。

 

独立/非独立取締役の別：独立取締役

 

技能・経験：PwCにおいて金融サービス業務の分野で30年超の

経験を有する。同業務においてラブリッジ氏は、銀行、不動

産、プライベート・エクイティおよび資産運用セクターの幅

広い顧客を有していた。同氏は、財務・規制上の報告、リス

ク管理、統制およびコンプライアンス体制に関する幅広い知

識を有している。PwC在職中、同氏はPwCオーストラリアの副

会長を含む様々な指導的立場を担い、財務成績、リスクおよ

び品質の問題、従業員およびパートナーの開発、報酬ならび

に多様性のプログラムを管理していた。

 

上場会社の取締役職

nibホールディングス・リミテッド（2017年２月から）

プラチナ・アセット・マネジメント・リミテッド（2016年９

月から）

 

ラブリッジ氏のその他の取締役職および利害関係には、ザ・

ベル・シェイクスピア・カンパニー・リミテッド（会長）お

よび国際会計士連盟（IFAC）の指名委員会が含まれる。

普通株式

10,000株

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

102/424



 

役職名 氏名 年齢 主要略歴

所有株式の

種類及び

その数

(2017年

11月14日

現在)

非 業 務

執 行 取

締役

ジェラルディー

ン・C・マクブラ

イド氏

(Ms. Geraldine C

McBride) ［女性］

56 在職期間：2014年３月から取締役。取締役会監査委員会の委

員。

 

独立/非独立取締役の別：独立取締役

 

技能・経験：27年を超える技術業界および国際ビジネスの経

験を有する。世界的なソフトウェア会社であるSAPの北米法人

の元代表取締役であり、アジア太平洋地域および日本のSAPに

おいて役員を務める一方で、デルおよびIBMでも役職に就いて

いた。

 

マクブライド氏はマイウェーブの創業者兼CEOである。マイ

ウェーブは企業向けの人工知能を基礎にした技術プラット

フォームを開発するIT企業である。

 

上場会社の取締役職：

スカイ・ネットワーク・テレヴィジョン・リミテッド（2013

年８月から）

フィッシャー・アンド・パイケル・ヘルスケア・コーポレー

ション・リミテッド（2013年７月から）

普通株式

5,960株

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

103/424



 

役職名 氏名 年齢 主要略歴

所有株式の

種類及び

その数

(2017年

11月14日

現在)

非 業 務

執 行 取

締役

ダグラス・A・

マッケイ氏

(Mr. Doug A

McKay) ［男性］

62 在職期間：2016年２月から取締役。取締役会監査および指

名・ガバナンス委員会の委員。BNZ（当社の子会社）の会長。

 

独立/非独立取締役の別：独立取締役

 

技能・経験：

上級職として30年超の商業および営業の経験を有し、マーケ

ティングおよびプライベート・エクイティでの経験も有して

いる。オークランド・カウンシル、ライオン・ネイサン、

カーター・ホルト・ハーベイ、グッドマン・フィールダー、

シーフォードおよびインディペンデント・リカーを含む、主

要なトランス・タスマン企業においてCEOやマネージング・

ディレクターの役職についていたため、ニュージーランドお

よびオーストラリアの市場に深い理解を持っている。

 

上場会社の取締役職：

ジェネシス・エナジー・リミテッド（2014年６月から）

ライマン・ヘルスケア・リミテッドの元取締役（2014年９月

から2017年７月まで）

 

マッケイ氏のその他の取締役職および利害関係には、エデ

ン・パーク・トラスト（会長）ならびにIAGニュージーラン

ド・リミテッドおよびその親会社が含まれる。

普通株式

10,000株

 

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

104/424



 

役職名 氏名 年齢 主要略歴

所有株式の

種類及び

その数

(2017年

11月14日

現在)

非 業 務

執 行 取

締役

アン・C・シェ

リー氏

(Ms. Ann C

Sherry) ［女性］

63 在職期間：2017年11月から取締役。取締役会報酬委員会の委

員。

 

独立/非独立取締役の別：独立取締役

 

技能・経験：

オーストラリアおよびニュージーランドの銀行業、観光業お

よび運送業界において役職を務めた20年超の経験、また、政

府および公共サービスにおいての多くの経験も有する。シェ

リー氏は、現在、オーストラレーシア最大のクルーズ船事業

者である、カーニバル・オーストラリアの経営執行役会長を

務めており、同社には2007年に入社した。カーニバル・オー

ストラリアに入社する以前は、ウェストパックにて12年間の

経験があり、ウェストパック・ニュージーランドのCEO、メル

ボルン銀行のCEOおよびピープル・アンド・パフォーマンスの

グループ業務執行役員を含む執行役員の職を務めた。最近ま

で、同氏はINGグループ（アムステルダム）の監査役会に所属

しており、INGディレクト（オーストラリア）の取締役を務め

ていた。同氏は、2004年にオーストラリア勲章を授与され

た。

 

上場会社の取締役職：

シドニー空港（2014年５月から）

 

シェリー氏のその他の取締役職および利害関係には、パラ

ディアム・グループ、ケープ・ヨーク・パートナーシップ、

ミュージアム・オブ・コンテンポラリーアート、インフラス

トラクチャー・ヴィクトリア、オーストラリアラグビー連

盟、トランス・タスマン・ビジネス協議会のANZリーダーシッ

プ・フォーラム（オーストラリア会長）およびツーリズム・

アンド・トランスポート・フォーラムが含まれる。

普通株式

7,831株

 

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

105/424



 

役職名 氏名 年齢 主要略歴

所有株式の

種類及び

その数

(2017年

11月14日

現在)

非 業 務

執 行 取

締役

アンソニー・KT

・ユエン氏

(Mr. Anthony K T

Yuen) ［男性］

67 在職期間：2010年３月から取締役。取締役会監査およびリス

ク委員会の委員。

 

独立/非独立取締役の別：独立取締役

 

技能・経験：国際銀行・金融業界において40年を越える経験

を有する。2006年にロイヤル・バンク・オブ・スコットラン

ド・ピーエルシーの代理としてバンク・オブ・チャイナの戦

略的投資運用の役割を担う前は、バンク・オブ・アメリカ・

コーポレーション、ナショナル・ウェストミンスター・バン

ク・ピーエルシーおよびザ・ロイヤル・バンク・オブ・ス

コットランド・ピーエルシーでアジア一帯の責任を担う上級

執行役員であった。

 

ユエン氏のその他の利害関係には、香港赤十字社の委員会お

よびABF・ホンコン・ボンド・インデックス・ファンドの委員

会が含まれる。

普通株式

12,464株

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

106/424



取締役会の変更

シェリー氏は、2017年11月に取締役会に任命された。

シーガル氏およびギルバート氏は、2016年12月に取締役会を退任した。

 

役職名 氏名 年齢 主要略歴

所有株式の

種類及び

その数

(2017年

９月30日

現在)

非 業 務

執 行 取

締役

ジリアン・S・

シーガル氏

(Ms. Jillian S

Segal) ［女性］

62 在職期間：2004年９月から2016年12月まで取締役。

 

独立/非独立取締役の別：独立取締役

 

技能・経験：弁護士および規制当局の担当者として20年を超

える経験を有する。1997年から2002年までASICのコミッショ

ナーであり、2000年から2002年までASICの副議長であった。

2002年から2004年までバンキング・アンド・ファイナンシャ

ル・サービシズ・オンブズマン・ボードの議長を務めた。そ

れ以前は、アレン・アレン・アンド・ヘムズレーの環境・法

人担当パートナー兼コンサルタントを務めた経験があり、

ニューヨークのデイビス・ポーク・アンド・ウォードウェル

に勤務した。

 

上場会社の取締役職：

ASXリミテッドの元取締役（2003年７月から2015年９月まで）

普通株式

17,184株

 

 

役職名 氏名 年齢 主要略歴

所有株式の

種類及び

その数

(2017年

９月30日

現在)

非 業 務

執 行 取

締役

ダニエル・T・ギ

ルバート氏

(Mr. Daniel T

Gilbert) ［男性］

65 在職期間：2004年９月から2016年12月まで取締役。

 
独立/非独立取締役の別：独立取締役

 
技能・経験：商法の分野で40年超の経験を有する。1988年に

共同設立した企業法務系法律事務所ギルバート・アンド・ト

ビンのマネージング・パートナーである。

普通株式

20,726株

 

 

 

次へ
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報酬報告書

 

セクション1－概要

 

1.1　事業業績を報酬支給結果にリンクさせること

 

当社の目的 オーストラリアを前進させる勇敢な人々を支援すること

当社の展望 オーストラリアおよびニュージーランドにおける最も尊敬される銀行になること

達成方法 以下の戦略によって達成する：

－顧客を支持者に変えること

－同じ価値基準を持った関係者のチームを通じて好業績の環境を作ること

－魅力的な利益を生み出すこと

－適正な利益率のために適正な管理を行って、正しいリスクをとることで、適切な行為を行

うこと

 

業績結果

 

-14

優先顧客セグメント・

ネットプロモータースコア
（１）

2016年８月から2017年８月に

かけて１ポイントの増加、

オーストラリアの

主要銀行の中で第２位

59％

従業員参加意欲スコア
（２）

世界的なベンチマークの

上位４分の１である67％と

比較して

20.1％

株主総利益率（TSR）

オーストラリアの

主要銀行の中で、第１位

14.0％

現金株主資本利益率

（現金ROE）
（３）（４）

2016年度から30ベーシス・

ポイントの減少

66.42億豪ドル

現金収益
（３）（４）

2016年度から2.5％の増加

14.7％

総割当株主資本利益率（ROTAE）

計画を上回った

 

リスク管理

●　リスク管理における優先課題の持続的な進展ならびにリスクおよびコンプライアンスの問題の改善を通して、

取締役会が承認したリスク選好に照らした全体の業績を改善した。

●　コミュニティーおよび規制機関の期待に添うため、当社グループの水準向上に絶え間なく取り組むという継続

的ニーズを特定した。

 

これは上級役員に何をもたらしたか

●　グループSTIプール額は、財務目標の達成、収益の質および質的結果についての取締役会の検討に基づき、

90％にて形成された。

●　グループCEOの年間報奨の支給結果は、最大STI機会の49％（2016年度：69％）であった。

●　上級執行役員（グループCEOを除く。）について、年間報奨の支給結果は、平均で最大STI機会の49％（2016年

度：平均62％）であった。

●　2017年度に検査される2012年度LTIは権利確定せず、上級執行役員が受領した額はなかった。
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●　グループCEOの2017年度に実現した報酬額は、4.1百万豪ドル（2016年度：4.1百万豪ドル）であった。

●　その他の上級執行役員について、2017年度の実現した平均報酬額は、1.8百万豪ドル（2016年度：平均1.7百万

豪ドル）であった。

 

その他の結果

●　2017年度の年次見直しの結果、グループCEO及び上級執行役員の固定報酬に増額はなかった。見直し後、最近

発表された最高顧客担当役員－事業者向け・プライベートバンキング業務の任命について、報酬の増額が取締

役会によって承認された。

●　グループCEOのLTI割当方法は、2017年度の付与について、公正価値から額面価額へと変更された。

●　グループCEOの最大STI機会について、2018年度から、固定報酬の175％から150％に削減される。

●　非業務執行取締役の取締役会報酬または委員会報酬について増額はなかった。

 

（１）
ネットプロモーター®およびNPS®は登録商標であり、ネットプロモータースコアおよびネットプロモーターシステム

は、ベイン・アンド・カンパニー、サトメトリックス・システムズおよびフレッド・ライクヘルドの登録商標である。

優先顧客セグメント・ネットプロモータースコア（「NPS」）とは、当社の定義された住宅所有者および投資家、ならび

に小規模企業（0.1百万豪ドル以上５百万豪ドル未満）および中規模企業（５百万豪ドル以上50百万豪ドル未満）から成

る４つの優先顧客セグメントのNPSの単純平均である。優先顧客セグメントのNPSデータは、2017年８月31日現在のロ

イ・モーガン・リサーチおよびDBM BFSM・リサーチによる６ヶ月の移動平均に基づいている。グループCEOおよび上級執

行役員の2017年度NPSの目標および業績は、2016年８月から2017年８月の期間中に測定された。

（２）
エーオンヒューイットにより実施された2017年度従業員の参画意欲調査。参加意欲スコアは、強力な支持者であり

（SAY）、当社へのコミットメントを示し（STAY）、自発的な努力を行う（STRIVE）当社の従業員の割合を示している。

（３）
情報は、継続事業ベースで表示されている。

（４）
現金収益は、当社の基本的業績をよりよく反映するために当社が適切と考える項目について調整を加えた、継続事業

からの当社株主に帰属する当期純利益として定義され、「第６－１　財務書類」の注記６「1株当たり利益」は、基本的

な１株当たり利益の計算の詳細を示している。当社株主に帰属する法定当期純利益の詳細については「第６－１　財務

書類」を、現金収益と当社株主に帰属する法定当期純利益の調整については「第６－１　財務書類」の注記２「セグメ

ント情報」を参照のこと。
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1.2　役員の報酬体制の変更概要

　2017年度中、取締役会は、当社グループの役員の報酬体制の重大な見直しを実施し、能力の高い人物を招致・保

持し、当社の戦略の達成と報酬を関連付け、持続可能な長期的成績を奨励するという目的に照らして体系の評価を

行った。当該プロセスの一部として、委員会は、株主および議決権行使助言会社を含む様々な利害関係者と協働し

た。これらの協議後、取締役会は、透明性および簡潔性の点における改善のための重要な分野をいくつか特定し、

数多くの変更を承認した。

 

当社の変更 当社のアプローチ 時期

グループCEOの最

大報酬機会の削

減

取締役会は、2017年度中、グループCEOの報酬の見直しを行い、以下の通り決定

した。

固定報酬：変更なし。

STI：2018年度以降、最大STI機会を固定報酬の175％から150％に削減。公正価値

による計算法での割当を継続。

LTI：LTIについて、固定報酬の130％である最大付与価額に基づく、額面価額に

よる割当（５日間の加重平均株価を使用）。配当同等支払い
（１）

は権利確定し

たLTIに対して付与される。

グループCEOの最大潜在的機会は、今後２年間にわたって推定合計2.59百万豪ド

ル削減される（権利確定したLTIに対する配当同等支払いを除く。）。STIおよび

LTIの変更は、全体の報酬が公正かつ市場競争能力のあるものであることを確実

にする一方で、グループCEOの最大機会を削減する。

2017年度／

2018年度

グループCEOに対

するLTI業績連動

型新株引受権の

割当について、

額面価額に移行

グループCEOの2017年度LTI付与は、業績連動型新株引受権の数の決定において、

公正価値ではなく額面価額を使用する。LTI付与の詳細および業績連動型新株引

受権の数は、2017年度総会招集通知および本報告書（セクション6.7を参照のこ

と。）に記載されている。

グループCEOのLTI最大額面価額は、固定報酬の130％（2.99百万豪ドル）に設定

されている。当該報酬の一部が権利確定した場合、グループCEOは、当該報酬の

権利確定した部分について、配当同等支払い
（１）

も受領する。配当同等支払い

を含めることは、CEOの報酬を付与期間中の株主の体験と強く連携させる。

その他の上級執行役員については、公正価値による割当方法が使用されるが、

2016年度に付与されたLTI業績連動型新株引受権の数に対して適用された条件と

同じ上限の対象となる（セクション6.2を参照のこと。）。

2017年度

STIおよびLTI価

値の透明性の改

善

上級執行役員のSTIおよびLTI業績連動型新株引受権の数は、2017年10月上旬に決

定され、本報告書に含まれている（セクション6.7を参照のこと。）。

グループCEOのSTIおよびLTI業績連動型新株引受権の数およびその計算方法につ

いては、2017年度総会招集通知および本報告書（セクション6.7を参照のこ

と。）に含まれている。

2017年度

成績の透明性の

改善

本報告書には、上級執行役員の2017年度成績についてのより詳細な情報が含まれ

ている（セクション4.3(b)を参照のこと。）。

2017年度

（１）
権利確定することがあるLTI業績連動型新株引受権に相当する数の株式をグループCEOが保有していた場合に、2017年10

月１日からLTI制限期間終了時（2021年12月）までの期間中にグループCEOに支払われるであろう配当金（当該配当に適用

された株主帰属方式による税額控除の価値に対する支払いを含む。）の総額に相当する現金額。配当同等支払いは、2017

年10月１日からLTI制限期間終了時までの期間中に、当社株式に関連するボーナス、ライツ・イシュー、集約および再構成

のために調整される可能性がある。
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1.3　実現報酬

　下表は、2017年度中、上級執行役員であった間に上級執行役員が受領した（または受領する資格を有していた）

実現報酬を示す自主的な法令外の開示である。示される額は、固定報酬、2017年度STIに基づき支払われる現金

STI、権利確定した前年度の繰延STIおよび当年度中に権利確定したその他の株式報酬である。株式報酬の価値は、

権利確定日における当社株式の株価の終値を用いて計算されている。全金額が会計基準に従って作成されているわ

けではなく、この情報は、会計基準に従って権利確定および未確定の報酬の費用を示している法定報酬表（セク

ション6.1）と異なる。

 

 固定報酬
（１）

現金STI
（２）

当年度中
権利確定した

繰延STI
（３）

当年度中の株式

関連金額
（４）

その他の報酬
当年度中に
実現した
報酬合計

氏名 （豪ドル） （豪ドル） （豪ドル） （豪ドル） （豪ドル） （豪ドル）

業務執行取締役       

A.G.ソーバーン 2,287,372 977,500 798,872 798 － 4,064,542

その他の上級執行役員       

M.B.ベアード（年度の一
部）

558,239 227,754 － － － 785,993

A.J.ケーヒル 1,237,316 510,000 392,871 36,398 － 2,176,585

S.J. クック（年度の一
部）

394,400 92,779 － － － 487,179

A.D.ゴール 1,509,601 331,500 254,877 － － 2,095,978

A.P.ハガー 1,218,999 480,000 489,209 633,897 － 2,822,105

A.J.ヒーリー 1,001,052 582,075 337,925 970 － 1,922,022

G.A.レノン 1,022,299 425,000 251,894 13,750 － 1,712,943

A.メンティス 1,193,388 660,000 369,691 36,398 － 2,259,477

L.N.マーフィー 943,567 340,000 － 357,293 － 1,640,860

P.F. ライト（年度の一

部）
（５） 876,777 552,500 － － 1,130,533 2,559,810

元上級執行役員       

C.A.カーヴァー（年度の
一部）

373,796 472,555 － 1,052,623 － 1,898,974

M.R.ローランス（年度の
一部）

335,985 235,002 230,520 21,076 － 822,583

（１）
固定報酬には、現金給与、非金銭給付の現金価値、およびセクション6.1の法定報酬表と一致した年金額が含まれる。

（２）
2017年度について受領されたSTIの現金部分は、オーストラリアでは2017年11月15日に、ニュージーランドでは2017年

11月30日に支払われた。当該金額は、対象となる現職の上級執行役員およびグループCEOに提供される予定のSTIの50％

を反映している。当該金額は、対象となる元上級執行役員に提供される予定のSTIの75％を反映している。2017年度につ

いてのSTIの残余部分は繰り延べられる。

（３）
2016年12月および2016年11月にそれぞれ完全に権利確定した2014年度第２トランシェおよび2015年度第１トランシェ

STIプログラムに係るSTI繰延額。

（４）
2017年度中、上級執行役員の職務に就いていた間に上級執行役員に提供された株式関連金額。これには、2017年度中

に権利確定した過年度の株式ベースのプログラム（（３）において言及される繰延STI株式を除く。）が含まれる。マー

フィー氏およびカーヴァー氏について示される金額には雇用開始株式が、ハガー氏についての金額には、当年度中に権

利確定した留任株式が含まれる。2017年度中に権利確定したLTIはない。権利未確定の株式報酬について2017年度中に上

級執行役員が受領した配当も含まれている。当該金額は、2016年度の最終配当金99豪セント（2016年11月９日を基準日

とする）および2017年度の中間配当金99豪セント（2017年５月18日を基準日とする）について計算されている。両方の

配当金は完全に税額控除されている。

（５）
当社に入社したことで失権した同氏の前雇用者からの報酬を補うため、ライト氏は、2017年５月の雇用開始時に支払

われた605,950米ドル（801,627豪ドル）の雇用開始株式及び2017年９月に支払われた分割払いの第二回目である260,000

米ドル（328,906豪ドル）を受領した。ライト氏の雇用開始報酬に関する全詳細は、セクション6.4に記載されている。
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セクション2－主要経営陣

 

(a)　2017年度主要経営陣

　主要経営陣（KMP）は、当社および当社グループ双方の活動を計画、指図および管理する権限と責任を有する当

社の取締役兼当社グループの従業員である。下表は、2016年度中のKMPを示している。

 
非業務執行取締役

会長
ケネス・R・ヘンリー

デイビッド・H・アームストロング

フィリップ・W・クロニカン

ピーユシュ・K・グプタ

アン・J・ラブリッジ

ジェラルディーン・C・マクブライド

ダグラス・A・マッケイ

アンソニー・K・T・ユエン

ダニエル・T・ギルバート（2016年12月16日退任）

ジリアン・S・シーガル（2016年12月16日退任）

 

上級執行役員

業務執行取締役兼グループ最高経営責任者（グループCEO）

アンドリュー・G・ソーバーン

最高顧客担当役員－法人・機関投資家向銀行業務

キャスリン・A・カーヴァー（2017年４月20日までの代理)

マイケル・B・ベアード（2017年４月21日以降）

最高執行責任者

アントニー・J・ケーヒル

最高法務・商務担当カウンシル

シャロン・J・クック（2017年４月18日以降）

最高リスク管理担当役員

A・デイビッド・ゴール

最高顧客担当役員－消費者金融・資産運用業務

アンドリュー・P・ハガー

バンク・オブ・ニュージーランドの最高経営責任者

アンソニー・J・ヒーリー

最高財務責任者

ゲイリー・A・レノン

最高顧客担当役員－事業者向け・プライベートバンキング業務

アンジェラ・メンティス

最高人事担当役員

ロレーン・N・マーフィー

最高技術・オペレーション担当役員

マシュー・R・ローランス（2017年４月25日までの代理）

パトリック・F・ライト（2017年４月26日以降）

 

(b)　2017年９月30日以降のKMPの変更

　アン・シェリー氏が2017年11月8日付で取締役会に属する非業務執行取締役として任命された。シェリー氏は、

報酬委員会の委員を務める予定である。
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セクション3－執行役員の報酬戦略および体制

 

3.1　当社グループのリスク管理および戦略へのアプローチを支える報酬方針

　当社グループの報酬方針は、持続可能な顧客、株主および事業の結果を生み出すための正しい行いを奨励する強

力な文化を築くことで、当社の戦略を支えるよう設計されている。不適正なリスクの負担または好ましくない行動

が示された際に適用される適切な結果によって再強化される。

 

当社の目的 オーストラリアを前進させる勇敢な人々を支援すること

当社の展望 オーストラリアおよびニュージーランドにおける最も尊敬される銀行になること

当社の報酬方針は、当社のビジョンを支えるよう設計されている：

－顧客営業成果の不振を助長することなく、会社の業績向上のために、能力の高い人物を招致、保持し、報酬を与

えること

－当社の証券の所有を通じて、上級執行役員および株主の利害を一致させること

－管轄地域の報酬規制、当社グループの多様性、包摂および賃金平等に対するコミットメントを遵守すること
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固定報酬 STI LTI

当社の戦略および当社グループの業

績を達成するため、能力の高いチー

ムを招致・保持し、報酬を与えるこ

と

 

●　現金および給付（年金を含む）

●　役職の複雑性および責任、能

力、経験および知識、事業およ

び個人の業績、市場内外での役

職の相関性を考慮して設定

●　上級執行役員の報酬の調整は、

上級執行役員に市場競争力がな

い場合にのみ実施され、年間の

生活費調整のためには実施され

ない。

●　市場データには、当社の主要な

競合他社を含む、18社のASX上

場会社からなる同業グループが

含まれる。

当社の戦略および株主のための成果

の達成を年間報奨と一致させること

 

最大機会

●　2017年度は、全上級執行役員に

ついて、固定報酬の175％

●　2018年度は、グループCEOにつ

いて、固定報酬の150％

 

割当方法

●　全上級執行役員について、公正

価値を使用

 

グループ業績

●　現金収益（40％）／現金ROE

（30％）／ROTAE（30％）

●　リスク管理、株主の期待および

財務成績の質に基づいて調整

 

個人業績

●　４つの均等加重目標：顧客、リ

スク、財務および戦略

●　行動制御基準：黄色(Amber)は

STIを25％削減し、赤色(Red)は

STIをゼロに削減し、過年度の

権利未確定STIは失権する。

●　示された価値基準および行動

 

STI報酬

●　STIの結果は、0％から最大機会

を超える範囲で変動する。

●　50％は現金で付与され、50％は

繰延べられた上で、業績連動型

新株引受権として付与される。

●　繰延STIは、役務および業績に

関する条件が満たされた場合に

のみ、取締役会の裁量によって

権利確定する。

持続可能かつ長期的な業績を促進す

ること

 

最大機会

●　固定報酬の130％（グループ

CEO）

●　固定報酬の100％（大部分の上

級執行役員）

●　固定報酬の70％（最高リスク管

理担当役員および最高法務・商

務担当カウンシル）

 

割当方法

●　グループCEOは額面価額を基準

とする（従前は公正価値）。

●　その他の上級執行役員について

は公正価値を基準とし、業績連

動型新株引受権の割当数を制限

する方針に従う（セクション

6.2を参照のこと）。

 

LTI業績

●　４年間の業績期間

●　測定基準：相対的現金ROEの増

加（50％）および相対的TSR

（50％）

●　行動制御基準：黄色(Amber)は

LTIを25％削減し、赤色(Red)は

LTIをゼロに削減し、過年度の

権利未確定STIは失権する。

 

LTI報酬

●　LTIの結果は、割当価値の0％か

ら100％の範囲で変動する。

●　100％が業績連動型新株引受権

として付与される。

●　グループCEO：2017年10月１日

から制限期間終了時（2021年12

月）までの期間について権利確

定したLTIに係る配当相当支払

い

●　LTIは、業績に関する条件が満

たされた場合にのみ、取締役会

の裁量によって権利確定する。

株式保有の必須条件

上級執行役員は、KMPとしての雇用開始から５年間にわたり、下記に相当する数量に達するまで、当社株式を蓄

積・保持する義務を負う。

●　グループCEOについては、固定報酬の２倍

●　その他上級執行役員については、固定報酬の１倍
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　上級執行役員の報酬は、当該年度の報酬と当社グループの長期的な結果をリンクさせるため、４年間にわたって

支払われる構造になっている。2017年度上級執行役員に付与されるアットリスク報酬は、関連する業績および役務

の条件の達成を条件として、2021年12月までの様々な時期に付与される。

　グループCEOについて、変動報酬（最大機会）の69％は繰り延べられ、その他の上級執行役員については、変動

報酬（最大機会）の68％から70％が公正価値に基づいて繰り延べられる。

 

3.2　業績奨励するための報酬の構造

　アットリスク報酬の構成要素の加重比率は、取締役会の成果報酬へのコミットメントを反映している。セクショ

ン４は、STIおよびLTIに基づく業績指標に対する2017年度の成績、およびこれが2017事業年度の報酬結果にどのよ

うな影響を与えたかについて記載している。

　最高リスク管理担当役員および最高法務・商務担当カウンシルは、当社グループおよび従業員の財務実績および

リスク実績の監督において重要な役割を担っている。これらの役職について設定された報酬の構造は、その他の上

級執行役員よりも固定報酬の割合を高め、当該役職の変動報酬のSTI構成部分よりもLTIにより重きを置くことを通

じて、これらの責務を認識し、同役職に要求される独立性を支える構造となっている。

 

3.3　報酬制度のガバナンス

●　行動基準：変動報酬はすべて、当社の行動規範（当社の行動規範はwww.nab.com.au/about-us/corporate-

governance/national-australia-bank-limited-code-of-conductにてオンライン閲覧可能。）に従う。

●　雇用の終了：役員が辞任した場合、権利未確定のSTIおよびLTIは、取締役会が別段の決定をする場合を除き、

通常すべて失効または失権する。留保される権利未確定のSTIおよびLTIはすべて、引き続き当初の業績基準お

よび予定表の対象となる。

●　マルスおよび取締役会の裁量：取締役会は、法律を遵守した上で、適切な場合には、変動報酬を下方修正する

かまたはゼロとする絶対的な裁量を有する。これには、繰延STIおよびLTI報酬の受領権を変更することが含ま

れる。取締役会は、当社グループの財務実績、事業リスクの管理、株主の期待および財務実績の質を検討する

ことがある。マルスおよび取締役会の裁量は、状況に応じて、当社グループ全体、各部門、役職および／また

は個人に適用されることがある。

●　インサイダー取引およびヘッジ方針：取締役および従業員は、ヘッジによって株式報酬の価値を保護すること

を禁止されている。詳細は、グループ証券取引方針（www.nab.com.au/content/dam/nabrwd/About-Us/group-

securitiestrading-policy-nabgroup-version.pdfにてオンライン閲覧可能）にて入手可能である。

●　支配権の変更：取締役会は通常、支配権の変更事由が発生した際に、権利未確定の株式の取り扱いを決定する

裁量権を有する。
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セクション４－業績および報酬支給結果

 

4.1　財務実績

　下表は、過去５年間に関する当社グループの年次業績を示している。当該表は、期間中の配当金の支払、株価の

変動およびその他の資本調整を考慮に入れた当社グループ業績の株主価値への影響を示している。

 
財務実績基準 報酬体制との連動 2017 2016 2015 2014 2013

１株当たり基本的利益

（豪セント）
（１）  228.2 242.4 271.7 214.1 225.9

現金収益（百万豪ドル）
（１）

グループSTIプール額；
LTI ROE成長指標

6,642 6,483 6,222 5,055 5,747

１株当たり配当金支払い額
（豪ドル）

LTI相対TSR指標 1.98 1.98 1.98 1.96 1.83

期首当社株価（豪ドル） LTI相対TSR指標 27.87 29.98 32.54 34.32 25.49

期末当社株価（豪ドル） LTI相対TSR指標 31.50 27.87 29.98 32.54 34.32

年間の完全TSR LTI相対TSR指標 20.1％ （0.7％) （2.0％) 0.4％ 42.9％

（１）
情報は、継続事業ベースで表示されている。

 

4.2　顧客を支持者に変える

　当社は、ネットプロモーターシステム
（１）

によって測定される顧客からの支援の改善に注力している。業績

は、当社の優先顧客セグメントのネットプロモータースコア（NPS）を使用して、その他の主要な銀行と対照して

測定される。ネットプロモーターシステムは、当社グループ全体に顧客中心の強力な文化を発展させるために使用

されており、上級執行役員の業績評価およびSTIの決定に使用される指標の一つである（セクション4.3(b)参

照）。

 

（１）
ネットプロモーター®およびNPS®は登録商標であり、ネットプロモータースコアおよびネットプロモーターシステム

は、ベイン・アンド・カンパニー、サトメトリックス・システムズおよびフレッド・ライクヘルドの登録商標である。

優先顧客セグメント・ネットプロモータースコア（「NPS」）とは、当社の定義された住宅所有者および投資家、ならび

に小規模企業（0.1百万豪ドル以上５百万豪ドル未満）および中規模企業（５百万豪ドル以上50百万豪ドル未満）から成

る４つの優先顧客セグメントのNPSの単純平均である。優先顧客セグメントのNPSデータは、2017年８月31日現在のロ

イ・モーガン・リサーチおよびDBM BFSM・リサーチによる６ヶ月の移動平均に基づいている。
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4.3　STI支給結果

(a)STIに資金を提供するプールの形成

プールは、３つの財務指標（現金収益（40％）、現金ROE（40％）およびROTAE（30％））に照らした当社グルー

プの達成度に基づいて資金供給される。当社グループの報酬の構成についての方針は、大多数の従業員に変動報酬

の構成要素（STIを含む）を提供する。報酬委員会は、取締役会のリスク委員会と協議して、当社グループの事業

リスクの管理、株主の期待および財務成績の質を反映した定性的オーバーレイを考慮した上で、当社グループの

STIプールの規模を取締役会に推奨する。取締役会は、当社グループのSTIプールが、当社グループの当年度中の業

績に適切に一致し、またこれを反映していることを確実にするための絶対的な裁量を有する。当社グループの財務

実績がプール額を形成するのに十分なものでなかった年度においては、STIプールは利用不可能であり、過年度に

おいて、プール額は、当社グループの業績と一致するように設定されてきた。

2017年度、すべての資金提供方法が達成された。取締役会は、財務実績の質、リスク管理、規制順守、顧客営業

成果、株主利益、多様性および従業員の参画意欲について取締役会が考慮した結果に基づき、2017年度のSTIプー

ルの規模を90％に設定する裁量を行使した。2017年度のプール額は現金収益の6.1％であり、約29,400名の従業

員、グループCEOおよび上級執行役員に分配される。

 

(b)個人の支給結果

個人の業績は、達成内容および達成方法に基づいて、総合的に評価される。これには、当社の戦略の達成を助け

る目標、個人の役職についての期待、ならびに当社の価値基準および行動の実行の達成が含まれる。

当社の価値基準は、展望および戦略的目標の達成の重要な一部分である。

 

 
当社の価値基準を実践する

優秀な人材
 

顧客への

情熱

共に

勝利する

勇敢で

あること

 
人々への

敬意

正しい

ことをする
 

 

全体的な業績は、５段階評価尺度を使用して評価される。

 

業績の結果 ディスクリプター

５－極めて優れている 役職の中核的義務を達成し、かつ目標、価値基準および行動について極めて優れてい

た。

４－高度に達成 役職の中核的義務を達成し、かつ目標、価値基準および行動について高い成績を収め

た。

３－達成 役職の中核的義務を達成し、かつすべての目標、価値基準および行動を達成した。

２－一部達成 役職の中核的義務を達成し、かつ目標、価値基準および行動を一部達成した。

１－未達成 役職の中核的義務を達成せず、または目標、価値基準および行動の大半を達成しなかっ

た。
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以下は、取締役会による2017年度の上級執行役員の業績の評価の要約である。

 

カテゴリー 方法および結果
上級執行役員に与えられた

2017年度の成績の範囲

顧客

（25％）

●　当社は、－14のスコアで（2016年８月から2017年８月）、

優先顧客セグメントNPSにおいて第２位であった。基準とな

るスコアは－15で、目標値は＋３の改善であった。当社

は、2017年度のストレッチ目標を一部達成した（当社の優

先顧客セグメントNPSスコアは－13まで改善し、当社のラン

クは2017年９月末現在第１位まで改善した）。

●　当社グループは、顧客からのフィードバックを利用して顧

客のエンド・トゥー・エンド体験を再設計することに取り

組んでいる。2017年度中に実現された結果の例は以下の通

り。

●　NABラブズのデジタル能力の改良および

Realestate.com.au.等の関係者との革新的パートナー

シップの形成

●　シンプルなニーズを持つ事業者顧客のための新たな10分

間のデジタル・オンボーディング

●　申込時間を７分間に削減した、より早く、簡易になった

エブリデー・アカウンツへの申込プロセス

●　顧客が退職の選択肢をより理解できるように簡素化され

たデジタル年金ポータル

一部達成

リスク

（25％）

●　当社グループは引き続き、数多くの規制当局によるの捜査

の対象となる。当年度中、潜在的および実際に発生したコ

ンプライアンス違反の事例も存在した。調査は進行中だ

が、結果はまだ完全に解決または目標状態まで修正されて

いない。

●　事業の簡素化および強力な支配を備えた環境により、リス

ク構成およびオペレーショナルリスクの見通しが改善され

た。これは引き続き注力分野となる。

●　当社グループのリスク管理体制の重要な要素、特に与信管

理、健全性要件の遵守および行動義務が強化された。

●　信用リスク、市場リスク、バランスシートおよび流動性リ

スク管理のリスク選好と対照して、業績は好調であった。

●　法令遵守リスク管理の多数の側面での改善にも関わらず、

期待値および法令遵守義務が増加し、当該リスクおよび管

理体制は、更なる改善および投資を必要とする。

一部達成～達成

財務

（25％）

●　現金収益は、2017年度6,642百万豪ドルであり、2016年度と

比較して2.5％の増加であった。これは、貸付高の増加およ

び金利再設定による純利息収益の増加によるものであり、

主に事業への継続的投資による営業費用の増加（生産性向

上による節減控除後）によって一部相殺された。貸倒引当

金繰入額は、一括引当金オーバーレイの増加によって微増

した。

●　収益は、貸付高の増加および金利再設定による純利息収益

の増加を主因として、2017年度2.7％増加した。

達成～高度に達成
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 ●　費用は、技術投資の継続ならびに関連する減価償却費およ

び償却費の増加、人員整理費用の増加、年間給与の増加の

影響により、2.6％増加した。これらの項目は、人員の再

編、デジタル化、および第三者に係る支出の減少を含む生

産性向上からの利益により、一部相殺された。

●　現金ROEは、2016年度と比較して、30ベーシス・ポイント減

少して14.0％になった。当社が高い競争能力を持っている

高利益の事業ラインに、引き続き当社のポートフォリオを

移行させた。

 

 ●　当社グループは、2017年度中、十分な資本力を維持してお

り、普通株式Tier1（CET1）目標比率である8.75％から

9.25％を上回っており、2017年９月30日現在のCET１比率

は、10.06％であった。

 

 

戦 略 お よ び

リーダーシッ

プ

（25％）

●　自動化およびオペレーショナル・エクセレンスを通じた業

務の簡素化および合理化に注力する一方で、生産性および

効率性を戦略的に推進した結果、当年度中301百万豪ドルの

生産性向上による節減を達成した。

●　その他の主要銀行と対照したTSR順位は第１位であり、2017

事業年度の目標順位である第３位を上回っていた。

●　当社グループの持続可能な顧客中心の文化を強化する、当

社グループの目的の進展、明瞭化および実施

●　正しい顧客営業成果をサポートし、セジウィック・レ

ビューの提案に合わせるための報奨の再形成

●　2017年度性別多様性指標の５つのうち４つを達成した。

●　59％の従業員参画意欲スコアは、当社の目標である上位４

分の１に入る成績（67％）を下回った
（１）

。上位４分の１

の基準は、当社従業員のリーダーによる個々のコーチ、コ

ミュニケーションおよび指導の方法、キャリアおよび開

発、ならびに企業責任に対するコミットメントを含む、数

多くの分野で達成された。

●　デジタル化および革新による製品およびサービスの継続的

改良は以下を含む。

●　クイックビズ無担保ローンの適格基準を拡大し、より多

くの小規模企業の顧客が素早く資金調達できるようにす

る。

●　メルボルンのスタートアップ企業であるメディパス・ソ

リューションとのパートナーシップによる、当社グルー

プの次世代HICAPSソリューションの開始

●　承認された第三者デベロッパーが顧客により統合された

体験を提供するためにNABとデータを共有する機会を与え

る、アプリケーション・プログラミング・インター

フェース・デベロッパー・ポータルの開始

達成～高度に達成

  付与された最大機会に

対する割合

 全体のSTI支給結果： グループCEO：49％

  その他の上級執行役員：

33％～66％

（１）
エーオンヒューイットにより実施された2017年度従業員の参画意欲調査。参加意欲スコアは、強力な支持者であり

（SAY）、当社へのコミットメントを示し（STAY）、自発的な努力を行う（STRIVE）当社の従業員の割合を示している。
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すべての上級執行役員は、行動制御基準の緑色(Green)で、当社の価値基準および彼らの役職に期待される行動を

示した、と評価された。全体的な個人の業績結果は、「達成」から「高度に達成」までに及んだ。下表は、公正価

値に基づく上級執行役員の2017年のSTI支給結果を示している。セクション6.7は、繰延STI報酬の割当時点の公正

価値および額面価額についての詳細を記載している。

 

 STI最大値
（１）

STI最大値に
対する実質
STIの割合

実質STI 現金STI
（２）

繰延STI

（約１年）
（３）

繰延STI

（約２年）
（４）

氏名 （豪ドル） ％ （豪ドル） （豪ドル） （豪ドル） （豪ドル）

業務執行取締役       

A.G.ソーバーン 4,025,000 49 1,955,000 977,500 488,750 488,750

その他の上級執行役員       

M.B.ベアード（年度の一
部）

937,808 49 455,506 227,754 113,876 113,876

A.J.ケーヒル 2,100,000 49 1,020,000 510,000 255,000 255,000

S.J. クック（年度の一
部）

382,027 49 185,557 92,779 46,389 46,389

A.D.ゴール 1,365,000 49 663,000 331,500 165,750 165,750

A.P.ハガー 2,100,000 46 960,000 480,000 240,000 240,000

A.J.ヒーリー 1,771,532 66 1,164,149 582,075 291,037 291,037

G.A.レノン 1,750,000 49 850,000 425,000 212,500 212,500

A.メンティス 2,100,000 63 1,320,000 660,000 330,000 330,000

L.N.マーフィー 1,400,000 49 680,000 340,000 170,000 170,000

P.F. ライト（年度の一
部）

2,275,000 49 1,105,000 552,500 276,250 276,250

元上級執行役員       

C.A.カーヴァー（年度の
一部）

1,489,266 42 630,074 472,555 157,519 －

M.R.ローレンス（年度の
一部）

958,438 33 313,336 235,002 78,334 －

（１）
グループSTIプールが最大レベルで支給され、個人が最高成績を得た場合に与えられる、STI最大可能額。

（２）
当該金額は、資格のある現上級執行役員およびグループCEOに支給されるSTIの50％を示している。当該金額は、資格の

ある元上級執行役員に支給されるSTIの75％を示している。2017年度に関して受領されたSTIの現金部分は、オーストラリ

アでは2017年11月15日に、ニュージーランドでは2017年11月30日に支払われた。

（３）
当該金額は、資格のある上級執行役員およびグループCEOに支給されるSTIの25％を示している。当該金額は、2017年12

月に割り当てられ2018年11月まで制限を受ける業績連動型新株引受権または（元上級執行役員に対しては）株式で支給さ

れる。

（４）
当該金額は、資格のある現上級執行役員およびグループCEOに支給されるSTIの25％を示している。当該金額は、2017年

12月に割り当てられ2019年11月まで制限を受ける業績連動型新株引受権で支給される。

 

　繰延STIは、現上級執行役員およびグループCEOに対しては業績連動型新株引受権で、元上級執行役員に対しては

株式で支給される。繰延STIは、役務および業績に関する条件が満たされない場合、または取締役会の裁量によっ

て、制限を受け、または全部もしくは一部が失効することがある。
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4.4　LTI支給結果

　下表は、2017年度中に検証された2012年度LTI報酬のLTI業績基準と対照して当社グループの業績を示したもので

ある。当該報酬は、２つのTSR業績基準を有する。両基準に関する権利確定は、２つのTSR同業グループと対照した

当社のTSR結果に基づいている。権利確定スケジュールは、直線スケールの百分位数の50にて50％が権利確定し、

百分位数の75にて100％が権利確定する。業績基準が達成されなかったため、権利確定した2012年度LTIはなかっ

た。業績連動型新株引受権は、５年間の業績期間（2012年11月12日から2017年11月12日）について、2017年11月に

最終検証を受けた。

　2012 年 度 に つ い て 付 与 さ れ た LTI 報 酬 の 詳 細 は 、 当 社 の 2012 年 度 年 次 財 務 報 告 書

（www.nab.com.au/annualreportsでオンライン閲覧可能）に含まれる当社の2012年度報酬報告書に記載されてい

る。

 

業績基準 業績期間 百分位数順位
権利確定した
権利の割合
（％）

失効した
権利の割合
（％）

残存する
権利の割合
（％）

S&P/ASX50と比較した

TSR（50％）
（１）

2012年11月12日から
2016年11月12日 42位 － － 100

上位金融サービス会社と
比 較 し た TSR（50％）
（２）

2012年11月12日から
2016年11月12日 29位 － － 100

（１）
この業績基準の同業グループは、オーストラリアで時価総額が上位50位以内に入る会社で構成されるスタンダード・ア

ンド・プアーズ（S&P）/ASX時価総額インデックスである。

（２）
この業績基準の同業グループは、AMPリミテッド、オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グルー

プ・リミテッド、バンク・オブ・クイーンズランド・リミテッド、ベンディゴ・アンド・アデレード・バンク・リミテッ

ド、コモンウェルス・バンク・オブ・オーストラリア、サンコープ・グループ・リミテッドおよびウェストパック・バン

キング・コーポレーションである。
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セクション5－報酬ガバナンス

 

報酬委員会は、長期的な株主利益を増進し、強力な文化を育み、かつ地域的な規制要件および世界的な規制のト

レンドに沿った報酬の方針・慣行について、見直し、評価および取締役会に対する提言を行う責任を負う。当委員

会は、その責務の遂行において、顧客および当社が業務を行うコミュニティーを含む、その他の利害関係者の利益

を考慮に入れている。

報酬ガバナンス体制は、下図の通りである。

 

株主   

当社取締役会   

↓  ↓   

リスク委員会  報酬委員会  外部報酬アドバイザー

●　当社のリスクを監視

することにより取締

役会を補佐する。

●　当社全体においてリ

スクを重視する企業

文化を推進する。

●　報酬委員会と協働し

て報酬支給結果に影

響を与える可能性の

あるリスク問題の見

直しを行う。

 

→

←

委員

●　アン・ラブリッジ（委員長）

●　フィリップ・クロニカン

●　ピーユシュ・グプタ

役割および責務

●　当社報酬の方針・慣行を監視する

ことにより取締役会を補佐する。

●　報酬委員会の責務は、同委員会の

憲章

（https://www.nab.com.au/about-

us/corporate-govemanceでオンラ

イン閲覧可能）に概略されてい

る。

←

KPMG－3dcは、報酬に関する決定に

ついて報酬委員会を補佐する情報を

提供し、取締役会に提言を行う。

KPMG－3dcは、2017年度、報酬に関

する提言を行わなかった。

  ↑   

  経営陣   

  経営情報および報酬に影響を与える可

能性のある財務の健全性およびリスク

事項についての助言を提供する。

CROは、リスク調整報酬対策について検

討される会議へ参加する義務を負う。

  

 

　委員会の報酬に関する決定は、リスク選好体系に照らした当社グループの財務実績の評価に基づいている。2017

年度の活動は以下を含む。

●　事業および規制要件との一致を維持するためのグローバルな報酬政策の見直し

●　当社グループのリスク管理体制、望まれる文化、行動規範または価値基準と矛盾する行動、および報奨の結果

への影響を対象にした、リスク管理および結果管理の定期的な監視を行い、経営陣に問題行動について確実に

対処させること

●　当社グループの上級執行役員の報酬体制およびグループCEOの報酬の変更の見直しの開始
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●　リスク管理体制および取締役会が承認したリスク好選に照らして当社グループの財務成績の全体的な健全性を

評価し、グループCEO、CROおよびCFOから報酬委員会に提供される正式な年度末報告書を精査すること。これ

には、当社グループの全体的なリスク構成、健全性要件の遵守、違反および事件、上申の適時性、ならびに事

件および違反の管理についての検討が含まれる。結果の見直しを行うため、報酬委員会および取締役会のリス

ク委員会の協同会議が開催された。結果を踏まえて、報酬委員会は2017年度の当社グループの全体的な報奨の

結果を提案した。

●　個人のリスク実績の評価および上級執行役員の報奨の結果への影響の検討、ならびに上級執行役員の報奨およ

び報酬の結果についての取締役会への提言を行うこと

●　リスク、コンプライアンス、内部監査、財務コントロールの従業員および当社グループの財務の健全性に影響

を与えうる活動を行うその他の特定されている役職につき、全体の報奨および報酬の結果を見直し、取締役会

に提言を行うこと

●　ABAリテール・バンキング報酬調査の提言に関連する実施および移行のアプローチを監視すること

 

セクション6－執行役員の報酬の詳細な開示

　本セクションは、グループCEOおよび上級執行役員のすべての報酬関連項目について詳述している。

 

6.1　法定報酬

　下表は、要求される表の見出しおよび定義を用いてオーストラリア会計基準およびオーストラリア連邦2001年会

社法第300A条に従い作成された。下表は、年度中、上級執行役員であった間に提供された役務に対して支払われた

かまたは付与された報酬の各構成要素の内容および金額の詳細を示している（年度終了後に支払われる年度中の業

績に関するSTIの額を含む。）。同表は、2017年度に認識された報酬についての法定外の自主的開示であるセク

ション1.3の認識報酬表とは異なる。
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　下記の報酬・給付に加え、当社は、役員としての上級執行役員全員を被保険者とする保険契約の保険料を支払っ

た。同保険料からの利益を個人間で配分することは不可能である。通常の商慣行に従い、保険契約は、支払われた

保険料の詳細を開示することを禁止している。

 
  短期手当 退職後手当  株式による給付   

  

現金

給与
（１） 現金STI

（２）
非金銭

給付
（３） 年金

（４）

その他の

長期手当

（５）
株式

（６）
権利

（７）
その他

支払額
（８） 合計

（９）

氏名  豪ドル 豪ドル 豪ドル 豪ドル 豪ドル 豪ドル 豪ドル 豪ドル 豪ドル

業務執行取締役           

A.G.ソーバーン
2017年 2,216,311 977,500 2,534 30,646 37,881 42 3,366,164 － 6,631,078

2016年 2,362,779 1,380,000 3,021 37,967 37,832 253 2,887,815 － 6,709,667

その他の上級執行役員           

M.B.ベアード（年度の一
部）

2017年 535,766 227,754 6,931 13,358 2,184 － 100,852 － 886,845

A.J.ケーヒル
2017年 1,190,793 510,000 11,545 20,756 14,222 258,508 1,099,387 － 3,105,211

2016年 1,028,323 600,000 18,947 21,246 12,710 26,205 882,560 － 2,589,991

S.J.クック（年度の一部） 2017年 375,843 92,779 4,691 12,383 1,483 － 44,995 － 532,174

A.D.ゴール
2017年 1,229,156 331,500 231,723 27,862 20,860 － 822,379 － 2,663,480

2016年 1,204,456 432,000 243,026 31,849 17,558 － 669,414 － 2,598,303

A.P.ハガー
2017年 1,154,125 480,000 24,863 20,756 19,255 217,661 1,540,183 － 3,456,843

2016年 1,043,257 660,000 65,367 21,072 17,558 818,731 1,456,083 － 4,082,068

A.J.ヒーリー
2017年 897,146 582,075 20,475 70,411 13,020 946 1,183,827 － 2,767,900

2016年 894,030 486,777 11,224 67,686 9,149 935 908,721 － 2,378,522

G.A.レノン
2017年 981,472 425,000 5,479 20,756 14,592 73,809 711,212 － 2,232,320

2016年 502,412 274,809 3,045 12,508 7,241 99,752 254,128 － 1,153,895

A.メンティス
2017年 1,100,800 660,000 52,419 20,756 19,413 258,508 1,150,227 － 3,262,123

2016年 1,108,671 600,000 40,359 21,246 19,308 26,205 868,285 － 2,684,074

L.N.マーフィー
2017年 752,193 340,000 165,534 21,000 4,840 313,090 441,885 － 2,038,542

2016年 419,916 650,000 179,718 16,603 1,934 421,832 114,466 － 1,804,469

P.F.ライト（年度の一部） 2017年 647,019 552,500 227,465 － 2,293 － 159,946 2,796,294 4,385,517

元上級執行役員           

C.A.カーヴァー（年度の一
部）

2017年 358,361 472,555 － 13,510 1,925 739,796 － － 1,586,147
2016年 118,959 133,325 － 1,760 581 260,796 － － 515,421

C.M.ドラモンド（年度の一
部）

2016年 598,239 － 2,495 7,729 3,990 71,776 (784,609) － (100,380)

M.J.ヒーリー（年度の一
部）

2016年 674,401 704,008 5,661 18,582 11,397 － 845,034 631,801 2,890,884

M.R.ローランス（年度の一
部）

2017年 316,390 235,002 55 13,493 6,047 304,437 43,750 － 919,174
2016年 45,500 36,870 7 1,402 672 37,692 7,140 － 129,283

R.A.メルローズ（年度の一
部）

2016年 32,790 21,069 486 1,839 449 13,821 5,274 － 75,728

R.M.ロバーツ（年度の一
部）

2016年 796,646 828,244 11,409 18,321 27,726 218 551,692 1,353,187 3,587,443

G.R.スレーター（年度の一
部）

2016年 897,729 819,962 5,639 18,147 15,292 － 1,165,925 1,077,395 4,000,089

上級執行役員合計 2017年 11,755,375 5,886,665 753,714 285,687 158,015 2,166,797 10,664,807 2,796,294 34,467,354

上級執行役員合計 2016年 11,728,108 7,627,064 590,404 297,957 183,397 1,778,216 9,831,928 3,062,383 35,099,457
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（１）
現金給与、現金手当および年度中に発生したが消化されなかった年次有給休暇等の短期有給休暇を含む。

（２）
2017年度に関して受領されたSTIの現金部分は、オーストラリアでは2017年11月15日、ニュージーランドでは2017年11

月30日に支払われる予定である。金額は、適格な現上級執行役員およびグループCEOに提供されるSTIの50％を反映して

いる。金額は、上級執行役員を務め、その前任の役職に係る報酬に関する取り決めに引き続き準拠していた適格な元上

級執行役員に提供されるSTIの75％を反映している。2016年度に関して受領されたSTIの現金部分は、従前に開示されて

いたとおりに、調整なしで、2017年度中にすべての上級執行役員に対し全額支払われた。

（３）
自動車手当、駐車場、移転コストおよびその他の給付を含む。海外赴任者に対しては、健康基金給付および個人的な

タックスアドバイスの提供を含むことがある。関連する付加給付税を含む。

（４）
当社による年金に対する拠出および固定報酬の給与繰延を利用した従業員の割当を含む。ニュージーランドに拠点を

置く者に対しては、年金に対する拠出を行う必要はないが、かかる拠出は固定報酬の一部として行うことができる。

（５）
年度中に発生したが消化されていない永年勤続休暇を含む。永年勤続休暇は、年金数理計算に従い毎年発生するもの

として認識される。

（６）
株式報酬について各年の報酬に含まれる額は、権利確定期間にわたって定額法で償却された付与日における公正価値

である。2017年の表示金額には、下記のとおり、従業員プログラムに基づき割り当てられた株式を含む。

a)　2013年12月、2014年12月、2016年３月および2016年12月に付与され、2017年12月に付与が予定される通常の従業員株

式は、該当のオファーの時において適格な上級執行役員に対する株式である。株式は３年間の制限期間の後に権利確

定する。ニュージーランドにおいては、株式は、退職時を含む失権に関する条件が付されている。

b)　2015年の業績について2016年３月に付与され、2016年11月まで制限を受けていた繰延STI株式、2016年の業績について

2017年２月に付与され、2017年11月まで制限を受けていた繰延STI株式、および2017年の業績について2018年２月に付

与され、2018年11月まで制限を受ける予定の繰延STI株式で、業績および勤務に関する条件が付されている。

c)　2016年５月にハガー氏に付与された留任株式。当該株式は、約８ヵ月間の制限が付されており、主要プロジェクトの

成果の達成条件および勤務条件が付されていた。当該付与は2017年１月に全額権利確定した。

d)　前任の役職での業績に対して2016年３月にローランス氏およびレノン氏に付与されたカスタマー・アドボカシー報奨

株式。当該株式は2017年12月まで制限され、2017年度のNPS目標値の達成条件および勤務条件が付されている（これら

は完全に達成された。）。2017年２月にカーヴァー氏およびローランス氏に付与されたカスタマー・アドボカシー報

奨株式。当該株式は2018年12月まで制限され、2018年度のNPS目標値の達成条件および勤務条件が付されている。

e)　2016年３月にカーヴァー氏に分配された雇用開始株式は、2017年１月に39％が全額権利確定し、2018年１月に32％が

権利確定する予定であり、業績基準および役務基準が付されている。残りの29％は2016年７月に権利確定し、カー

ヴァー氏が上級執行役員になる前に全額費用計上されたため、除外されている。

f)　2016年５月にマーフィー氏に分配された雇用開始株式は、2016年９月に35％が権利確定し、2017年９月に32.5％が権

利確定し、2018年９月に32.5％が権利確定予定であり、業績基準および役務基準が付されている。

g)　2016年８月にケーヒル氏およびメンティス氏に付与された留任株式は、約24ヵ月間制限される。株式は、業績および

勤務に関する条件が付されている。

h)　2016年８月にカーヴァー氏に付与され、2016年10月にローランス氏に付与された制限株式報奨は、約12ヵ月間制限さ

れた。当該株式は、2017年７月にカーヴァー氏に全額権利確定し、2017年８月にローランス氏に全額権利確定した。

株式は、業績および勤務に関する条件が付されていた。
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（７）
各年の報酬に含まれる業績連動型新株引受権の額は、予想権利確定期間にわたって定額法で償却された付与日におけ

る公正価値である。2017年の表示金額には、下記の従業員プログラムに基づき割り当てられた業績連動型新株引受権を

含む。

a)　2014年の業績について2015年２月に付与され、2015年の業績について2016年３月に付与され、2016年の業績について

2017年２月に付与され、2017年の業績について2017年12月に付与が予定されている繰延STI業績連動型新株引受権。当

該業績連動型新株引受権は、各付与の半分には業績年度末より約14ヵ月間、残りの半分には業績年度末より約26ヵ月

間の制限を付した上で付与される。

b)　当社グループのLTIプログラムに基づき、2012年12月、2013年12月、2014年12月（グループCEOについては2015年２

月）、2015年12月（グループCEOについては2016年３月）、2016年12月（グループCEOについては2017年２月）および

2017年12月に付与されるLTI業績連動型新株引受権。

（８）
ライト氏は、当社に入社したことにより失権した以前の雇用主からの報酬の補償として、2017年５月３日に現金で支

払われた801,627豪ドルの雇用開始報酬および2017年９月６日に現金で支払われた328,906豪ドルの雇用開始報酬を受領

した。残額については、2018年３月に717,042豪ドル、2019年３月に607,629豪ドルおよび2020年３月に341,091豪ドルが

現金で支払われる予定である。会計基準に従って、ライト氏の雇用開始報酬の全額が2017年に費用計上された。表示の

金額を決定するため、2017年９月30日現在の為替レートが使用されている。ヒーリー氏、ロバーツ氏およびスレーター

氏について表示されている2016年の金額は、2016年９月30日付の当社の雇用終了に係る退職金である（詳細は、2016年

度の報酬報告書を参照のこと。）。

（９）
業績ベースの報酬に関連した2017年の報酬総額の割合は、ソーバーン氏が66％、ベアード氏が37％、ケーヒル氏が

60％、クック氏が26％、ゴール氏が43％、ハガー氏が65％、ヒーリー氏が64％、レノン氏が54％、メンティス氏が

63％、マーフィー氏が54％、ライト氏が16％、カーヴァー氏が76％、およびローランス氏が63％であった。

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

126/424



6.2　2017年度に関して付与されるLTI

上級執行役員（株主の承認を条件としてグループCEOを含む。）は、2017年12月にLTI業績連動型新株引受権を付

与される。LTI報酬の主な特徴は、以下のとおりである。

 

 第１トランシェ－現金ROE増加 第２トランシェ－相対TSR

業績基準 報酬の50％は、現金ROE増加に左右される。

当社の現金ROE増加は、以下の同業グループと

比較して順位付けされる。

・オーストラリア・アンド・ニュージーラン

ド・バンキング・グループ・リミテッド

（ANZ）

・コモンウェルス・バンク・オブ・オーストラ

リア（CBA）

・ウェストパック・バンキング・コーポレー

ション（WBC）

（ROE同業グループ）

現金ROEの変動は、（最初の期間である）2017

年の財務報告年度の現金ROEと当業績期間にわ

たる業績期間の平均現金ROEとを比較して計算

される。

報酬の50％は、以下の金融サービス同業グルー

プと比較した相対TSR業績に左右される。

・オーストラリア・アンド・ニュージーラン

ド・バンキング・グループ・リミテッド

・コモンウェルス・バンク・オブ・オーストラ

リア

・ウェストパック・バンキング・コーポレー

ション

・AMPリミテッド

・バンク・オブ・クイーンズランド・リミテッ

ド

・ベンディゴ・アンド・アデレイド・バンク・

リミテッド

・サンコープ・グループ・リミテッド

（TSR同業グループ）

TSRは、業績期間の開始日から終了日まで（両

日を含む。）の30日間の売買高加重平均株価に

基づいて独立外部コンサルタントが計算する。

業績期間 2018年から2021年までの財務報告年度。（ROE

計測期間）

2017年11月14日から2021年11月14日まで

権利確定

スケジュール

権利確定は、ROE同業グループと比較した当社

の現金ROE増加の順位に基づいている。第４位

＝０％、第３位＝25％、第２位＝50％、第１位

＝100％

権利確定は、TSR同業グループと比較した当社

のTSR業績に基づく。定額法で百分位数の50

（または中央値）で50％権利確定、百分位数の

75で100％権利確定

証券 業績連動型新株引受権。

グループCEOは、権利確定する業績連動型新株引受権に係る配当同等支払い
（１）

を受領する。

付与する業績

連動型新株引

受権の数の決

定

割り当てられる業績連動型新株引受権の数は、各執行役員の最大LTI機会（セクション3.1を参

照。）に左右される。

グループCEO

LTI機会は、2017年９月25日から９月29日までの加重平均株価（「WASP」）により除算される。

その他の上級執行役員

最大LTI機会（セクション3.1を参照。）の50％は第１トランシェの公正価値により除算され、

LTI機会の50％は第２トランシェの公正価値により除算される。

グループCEO（2017年度の定時株主総会における株主の承認を要する。）およびその他の上級執

行役員に付与される公正価値および業績連動型新株引受権の実際の数は、セクション6.7に詳述

されている。

最大WASP割引

率の制限

2016年度と同様、公正価値による割当方法に基づいて上級執行役員に割り当てられる業績連動型

新株引受権の総数を制限する方針が適用されている。当該方針は、付与されるLTI業績連動型新

株引受権の数を決定する際に適用する最大割引率を以下のとおり制限している。

・LTI報酬の第１トランシェについてはWASPの25％

・LTI報酬の第２トランシェについてはWASPの50％

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

127/424



 

 その後、LTI報酬の各トランシェに付与される業績連動型新株引受権の数を決定するために使用

される価格は、以下のうち数値の大きい一方である。

・該当するトランシェについて上記において説明されたWASP計算法

・該当するトランシェの公正価値

第１トランシェが内部業績基準と結びついており第２トランシェが市場業績基準と結びついてい

ることにより、公正価値の仮定とそのデータとが異なるため、最大割引率はトランシェ毎に異な

る。

（１）
グループCEOが、権利確定する可能性のあるLTI業績連動型新株引受権と同等の株式数を2017年10月１日からLTI制限期

間の終了時（2021年12月）までの間に保有していた場合に、グループCEOに支払われる配当（配当に適用される株主帰属

方式による税額控除額の支払いを含む。）総額と同等の現金額。配当同等支払いは、2017年10月１日からLTI制限期間終

了時までの期間中に、当社株式に関連するボーナス、ライツ・イシュー、集約および再構成のために調整される可能性

がある。

 

報酬委員会は、2016年における本業績基準の導入に起因する不測の事態が発生していないことを確保するため

に、当社および同業グループの現金ROEの計算に関連する指針および推定を注意深く監視している。各銀行の業績

発表において開示された公表現金ROEは、業績基準の評価の起点として使用される。報酬委員会が調整を検討する

際に、以下の原則が採用された。

●　調整は、事業の基本的業績を反映しておらず臨時または特定項目として個別的に開示される項目に限定され

る。

●　項目は、公表業績において容易に特定できなければならない。

●　長期株主手当についてなされた決定については、短期的な影響（例えば、収益率の低い事業の売却による損

失）が調整されるべきである。

●　調整は、最初の期間（すなわち2017年の通年の事業年度）とROE計測期間とで異なる扱いを受ける場合があ

る。最初の期間の調整については、最初の期間の基準値が一貫した基準で報告されていることを確保すること

が求められる場合がある。

●　重要性の閾値は、すべての潜在的な調整に適用される。

 

上記の基準に合致するすべての潜在的な調整に質的評価が適用される。これは、ROE同業グループ内の調整の一

貫性や、調整が権利確定の結果に影響するか否かといった要因の検討を含む。提案された重要な現金ROE指針の調

整の審査、また、当該指針が上記の原則に即しているか、また正確に計算されているかについての報酬委員会への

助言は、外部の企業が担当する。

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

128/424



6.3　2016年度に関するLTI

2016年12月（グループCEOに対しては2017年２月）に割り当てられたLTI報酬に関して、報酬委員会は、当社およ

びROE同業グループ各社について以下の現金ROEの最初の期間を承認した。

 

銀行

開示

された

現金ROE

最初の期間

（2016事業年度）の

調整現金ROE

調整の詳細

NAB 14.3％ 14.3％ ・調整なし

ANZ 10.3％ 12.1％ ・2016年度の現金収益は、ANZが開示し、性質上「臨時」であると考

えられる４項目について、989百万豪ドル調整された。

・ソフトウェアの償却（389百万豪ドル）

・AM銀行への少額投資の簿価の減損（260百万豪ドル）。これは、

天津銀行の持分の売却による利益（29百万豪ドル）によって一部

相殺された。

・信用評価調整手法の変更（168百万豪ドル）

・機関投資家向けおよびウェルス事業の簡素化、アジア・リテール

およびパシフィックの再編成、ならびにオーストラリア、ニュー

ジーランドおよびグループ・センターにおけるデジタル化のため

の再編成費用（201百万豪ドル）

CBA 16.5％ 16.5％ ・調整なし

WBC 14.0％ 14.0％ ・調整なし

 

取締役会は、公正かつ合理的な時間的比較を確保するために開示された現金ROEを調整することに関して、絶対

的な裁量権を有する。

 

6.4　当年度中に付与されたその他報酬

当年度中、最高技術・オペレーション担当役員のパトリック・ライト氏の当社での雇用が開始された。ライト氏

は、バークレイカードの最高技術・オペレーション担当役員として大勢の従業員を主導したグローバルな経験を有

する。彼は、大手金融サービス企業の大規模な変革の促進や、ペースが速く競争が盛んであり規制の大きい市場に

おける革新について、広範かつ実証済みの経験を有する。当社グループの事業改革に際して、ライト氏は、当社グ

ループの戦略の遂行における重要人物であり、顧客およびバンカーのために効率を向上させ、その経験価値をより

簡素かつ容易にするための簡素化、デジタル化および自動化のアジェンダを主導する。

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

129/424



「リーダーシップ、能力および人材の卓越性で名を上げる」という当社の目標に沿って、また、この役割を果た

すために必要な技能および経験がオーストラリアでは手に入らなかったため、当社は国際市場に着目した。取締役

会は、競争力のある報酬パッケージを提供するため、ライト氏の雇用開始の取り決めの一環として、以前の雇用主

から受領する権利を有していたが離職の際に失権してしまう未払いの報奨金を買収するための2.136百万米ドルの

現金支払いを承認した。ライト氏の雇用開始報酬は、ライト氏が当社入社のために放棄した権利の金額および時期

に関して合意された。第１回分割払いの605,950米ドル（801,627豪ドル）は雇用開始後に支払われ、第２回分割払

いの260,000米ドル（328,906豪ドル）は2017年９月に支払われた。報酬の残りの部分は、今後３年間にわたって支

払われる（2018年３月に546,572米ドル、2019年３月に463,171米ドル、2020年３月に260,000米ドル）。

 

6.5　株式および業績連動型新株引受権の価値

　下表は、2017年度中に各上級執行役員に対して付与され、失効し、または権利確定した株式および業績連動型新

株引受権の価値を示している。表示されている価値は、通常当年度よりも長い権利確定期間にわたり費用計上され

る勘定価値全額を表している。上級執行役員は、2017年度中に権利確定し、行使された業績連動型新株引受権に対

して支払いを行わなかった。業績連動型新株引受権の行使の際に交付された株式数は１対１である。行使された株

式について未払いの金銭はない。報酬が付与された後、これらの報酬またはその他の報酬の条件に変更はない。

 

　2017年度に割り当てられた報酬については、株式または権利確定の可能性のある業績連動型新株引受権の最大数

が、各上級執行役員について記載されている。株式報酬の最大額は、権利確定時における当社の株価により決定さ

れる株式または業績連動型新株引受権の株式数である。業績連動型新株引受権の最低株式数および株式報酬の価額

は、当該株式がすべて失効した場合はゼロとなる。
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氏名

 
付与数

（１） 付与日 失効数

権利
確定数

（２）

付与
豪ドル

失効
豪ドル

権利確定
豪ドル

業務執行取締役         

A.G.ソーバーン 通常従業員株式 26 2013年12月11日 － 26 － － 884

 繰延STI引受権 2,223 2015年２月18日 － 2,223 － － 64,978

 繰延STI引受権 25,720 2016年３月９日 － 25,720 － － 659,975

 LTI引受権 170,794 2017年２月22日 － － 2,989,988 － －

 繰延STI引受権 58,865 2017年２月22日 － － 1,379,980 － －

その他の
上級執行役員

        

A.J.ケーヒル 繰延STI引受権 2,002 2015年２月18日 － 2,002 － － 58,518

 繰延STI引受権 11,692 2016年３月９日 － 11,692 － － 300,017

 LTI引受権 57,123 2016年12月14日 － － 1,000,016 － －

 繰延STI引受権 25,595 2017年２月22日 － － 600,027 － －

A.D.ゴール 繰延STI引受権 2,951 2015年２月18日 － 2,951 － － 86,258

 繰延STI引受権 5,846 2016年３月９日 － 5,846 － － 150,008

 LTI引受権 45,699 2016年12月14日 － － 800,024 － －

 繰延STI引受権 18,429 2017年２月22日 － － 432,033 － －

A.P.ハガー 繰延STI引受権 4,106 2015年２月18日 － 4,106 － － 120,018

 繰延STI引受権 12,861 2016年３月９日 － 12,861 － － 330,013

 留任株式 20,022 2016年５月11日 － 20,022 － － 550,004

 LTI引受権 62,836 2016年12月14日 － － 1,100,033 － －

 繰延STI引受権 28,154 2017年２月22日 － － 660,017 － －

A.J.ヒーリー 通常従業員株式 26 2013年12月11日 － 26 － － 884

 繰延STI引受権 2,857 2015年２月18日 － 2,857 － － 83,510

 繰延STI引受権 8,862 2016年３月９日 － 8,862 － － 227,399

 通常従業員株式 34 2016年12月14日 － － 992 － －

 LTI引受権 57,421 2016年12月14日 － － 1,005,238 － －

 繰延STI引受権 21,118 2017年２月22日 － － 495,072 － －

G.A.レノン 繰延STI引受権 2,936 2015年２月18日 － 2,936 － － 85,819

 繰延STI株式 5,757 2016年３月９日 － 5,757 － － 143,004

 LTI引受権 57,123 2016年12月14日 － － 1,000,016 － －

 繰延STI引受権 21,330 2017年２月22日 － － 500,042 － －

A.メンティス 繰延STI引受権 3,080 2015年２月18日 － 3,080 － － 90,028

 繰延STI引受権 9,743 2016年３月９日 － 9,743 － － 250,005

 LTI引受権 57,123 2016年12月14日 － － 1,000,016 － －

 繰延STI引受権 25,595 2017年２月22日 － － 600,027 － －

L.N.マーフィー 雇用開始株式 10,011 2016年５月11日 － 10,011 － － 275,002

 LTI引受権 39,987 2016年12月14日 － － 700,028 － －

 繰延STI引受権 14,930 2017年２月22日 － － 350,006 － －

元上級執行役員         

C.A.カーヴァー 雇用開始株式 31,603 2016年３月15日 － 31,603 － － 785,019

 制限株式 9,192 2016年８月24日 － 9,192 － － 250,022

 通常従業員株式 34 2016年12月14日 － － 992 － －

 繰延STI株式 7,340 2017年２月22日 － － 192,602 － －

 
カスタマー・アド
ボカシー報奨株式

4,778 2017年２月22日 － － 150,029 － －

M.R.ローランス 繰延STI引受権 1,802 2015年２月18日 － 1,802 － － 52,672

 繰延STI株式 6,200 2016年３月９日 － 6,200 － － 154,008

 制限株式 9,010 2016年10月28日 － 9,010 250,028 － 250,028

 通常従業員株式 34 2016年12月14日 － － 992 － －

 繰延STI株式 6,136 2017年２月22日 － － 161,009 － －

 
カスタマー・アド
ボカシー報奨株式

4,778 2017年２月22日 － － 150,029 － －
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（１）
2017年度中、以下の証券が付与された。

a)　2016年12月にヒーリー氏、カーヴァー氏およびローランス氏に付与された通常従業員株式。当該株式は、３年間の制

限期間の後に権利確定する（ニュージーランドでは、当該株式は、離職を含む失権条件が課される。）。

b)　当社グループのLTIプログラムに従って2016年12月および2017年２月に上級執行役員に付与されたLTI引受権のうち

ソーバーン氏に対するもの。報酬の公正価値総額は、上記の表に開示されている。各LTIトランシェに対する公正価値

はセクション6.6に記載されている。LTI報酬の額面は、2016年12月５日から12月９日（同日を含む。）の５取引日間

にオーストラリア証券取引所で当社株式が取引された加重平均株価（「WASP」）に基づき29.17豪ドルであった。上級

執行役員に割り当てられるLTI引受権の数を制限するという取締役会の方針に従って第１トランシェについて最大WASP

割引率（公正価値21.65豪ドル）および第２トランシェについて14.59豪ドル（公正価値10.67豪ドル）を適用した結

果、上級執行役員に付与された業績連動型新株引受権の価額は21.88豪ドルであった。

c)　2017年２月における繰延STI引受権および株式の付与（2016年度に関する。）。業績連動型新株引受権の付与は、その

半数については当該業績年度終了後約14ヵ月間制限され、残りの半数については当該業績年度終了後約26ヵ月間制限

される。繰延STI株式は、その25％に関しては当該業績年度終了後約14ヵ月間制限された状態で元上級執行役員に付与

される。

d)　2016年10月にローランス氏に付与された制限株式は、約12ヵ月間制限される。当該株式は、業績および勤務に関する

条件に服する。

e)　2017年２月にカーヴァー氏およびローランス氏に付与されたカスタマー・アドボカシー報奨株式。当該株式は、2018

年12月まで制限され、2018年度のNPS目標値の達成条件および勤務に関する条件が付されている。

（２）
2017年度中、以下の証券が権利確定した。

a)　2013年12月にソーバーン氏およびヒーリー氏に付与された通常従業員株式の全部が、2016年12月に権利確定。

b)　2015年２月に付与された2014年第２トランシェ繰延STI引受権の全部が、2016年12月に権利確定。

c)　2016年３月に付与された2015年第１トランシェ繰延STI引受権および株式の全部が、2016年11月に権利確定。

d)　2016年５月にハガー氏に付与された留任株式の全部が、2017年１月に権利確定。当該株式は、約８ヵ月間制限され、

主要なプロジェクトの成果および勤務に関する条件の達成に左右されていたが、すべて充足された。

e)　2016年３月にカーヴァー氏に付与された第２トランシェ雇用開始株式のうち、39％が2017年１月に全額権利確定し、

32％が2018年１月に権利確定する予定であり、業績基準および役務基準に服する。残りの29％は、カーヴァー氏が上

級執行役員となる前の2016年７月に権利確定した。

f)　2016年８月にカーヴァー氏に割り当てられた制限株式は2017年７月に、2016年10月にローランス氏に割り当てられた

制限株式は2017年８月にそれぞれ全額が権利確定した。当該株式は、業績および勤務に関する条件に服していた。

g)　2016年５月にマーフィー氏に割り当てられた第２トランシェ雇用開始報酬株式の全部が、2017年９月に権利確定。
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6.6　株式報酬の価額の決定

　株式および業績連動型新株引受権の公正価値（付与日時点）について、2017年度中に上級執行役員に付与された

ものが以下に示されている。公正価値の決定においては、当該付与が内部の業績基準と市場ベースの業績基準のう

ちどちらを有しているか、当社株価の予想変動性、無リスクの利率、および付与の有効期間中の当社株式の予想配

当利回り等の要因が考慮される。これにより、同日に付与された報酬の公正価値が異なる可能性がある。

 

　株式および業績連動型新株引受権の付与日時点の公正価値は、権利確定期間にわたり定額法で償却されており、

法定会計要件に従って各上級執行役員についての開示された報酬に含まれる。当年度中業績連動型オプションは付

与されなかった。2017年度中に付与された株式および業績連動型新株引受権の行使価格は、ゼロとされている。

 
  株式   業績連動型新株引受権

 付与日 公正価値 制限期間末

WASP
（額面）

（１）
公正価値

最大WASP

割引額

（２）
行使期間

割当の種類  豪ドル  豪ドル 豪ドル 豪ドル 始期 終期
（３）

制限株式
（４） 2016年10月28日 27.75 2017年８月31日      

通常従業員株式 2016年12月14日 29.17 2019年12月14日      

長期報奨
（５） 2016年12月14日   29.17 21.65 21.88 2020年12月20日 2021年３月15日

長期報奨
（６） 2016年12月14日   29.17 10.67 14.59 2020年12月20日 2021年３月15日

繰延短期報奨 2017年２月22日   26.24 24.34  2017年11月16日 2018年２月16日

繰延短期報奨 2017年２月22日   26.24 22.61  2018年11月16日 2019年２月16日

繰延短期報奨 2017年２月22日 26.24 2017年11月16日      

長 期 報 奨
（５）

（７）
2017年２月22日   29.17 21.65 21.88 2020年12月20日 2021年３月15日

長 期 報 奨
（６）

（７）
2017年２月22日   29.17 10.67 14.59 2020年12月20日 2021年３月15日

カスタマー・ア
ドボカシー報奨
（８）

2017年２月22日 31.40 2018年12月20日      

（１）
額面価額は、公正価値を決定するために用いた５日間加重平均株価（付与時点）である。

（２）
最大WASP割引額は、各上級執行役員に割り当てられる業績連動型新株引受権の数を決定するために用いた単価であ

る。セクション6.2において詳述されている。

（３）
各割当業績連動型新株引受権の行使期間末は、失効日でもある。

（４）
ローランス氏に対する2016年度および2017年度中のKMPとしての選任に関して、制限株式がローランス氏に付与され

た。当該株式は、業績および勤務に関する条件に服する。

（５）
2016年度のLTI現金ROE増加業績基準に関連する。

（６）
2016年度のLTI相対TSR業績基準に関連する。

（７）
グループCEOのLTI割当は、2016年12月の定時株主総会において株主に承認された。

（８）
カーヴァー氏およびローランス氏は、カスタマー・アドボカシー報奨に基づく株式を受け取った。当該株式は、NPS目

標値の達成条件および勤務条件に服する。
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6.7　2018年度中に付与される繰延STIおよびLTI報酬額

　当社は、2017年度の定時株主総会後、2017年12月に、上級執行役員（株主の承認を条件としてグループCEOを含

む。）に繰延STIおよびLTI業績連動型新株引受権を付与することを予定している。各上級執行役員に割り当てられ

る繰延STI引受権およびLTI業績連動型新株引受権（グループCEOのLTI業績連動型新株引受権を除く。）の数は、

2017年９月25日から９月29日までの５日間WASPを使用して計算される。グループCEOに割り当てられるLTI業績連動

型新株引受権の数は、2017年９月25日から９月29日までの５日間WASP（または額面価額）を使用して計算される。

割当の詳細は、以下のとおりである。

 
 

付与予定日
WASP

（額面）
（１） 公正価値

最大WASP

割引額
（２） 行使期間

割当の種類  豪ドル 豪ドル 豪ドル 始期 終期
（３）

グループCEO：長期報奨
（４） 2017年12月19日 31.39 該当なし 該当なし 2021年12月20日 2022年３月15日

長期報奨－第１トランシェ
（５） 2017年12月19日 31.39 23.55 23.54 2021年12月20日 2022年３月15日

長期報奨－第２トランシェ
（６） 2017年12月19日 31.39 12.88 15.70 2021年12月20日 2022年３月15日

繰延短期報奨－第１トランシェ
（７） 2017年12月19日 31.39 29.07 該当なし 2018年11月15日 2019年２月15日

繰延短期報奨－第２トランシェ
（７） 2017年12月19日 31.39 27.16 該当なし 2019年11月15日 2020年２月15日

（１）
額面価額は、2017年９月25日から９月29日までの５日間加重平均株価である。これは、公正価値を決定するために使

用されている。

（２）
最大WASP割引額は、各上級執行役員に割り当てられる業績連動型新株引受権の数を決定するために用いた単価であ

る。セクション6.2において詳述されている。

（３）
各割当業績連動型新株引受権の行使期間末は、失効日でもある。

（４）
（2017年12月の定時株主総会における株主の承認を条件として）グループCEOに付与されるLTI業績連動型新株引受権

の数は、額面価額に基づいている。

（５）
現金ROE増加業績基準に関してその他の上級執行役員に付与されるLTI業績連動型新株引受権の数は、公正価値に基づ

いている。

（６）
相対TSR業績基準に関してその他の上級執行役員に付与されるLTI業績連動型新株引受権の数は、最大WASP割引額に基

づいている。

（７）
その他の上級執行役員に付与される繰延STI引受権の数は、公正価値に基づいている。
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2017年12月に各上級執行役員（株主の承認を条件としてグループCEOを含む。）に割り当てられる繰延STIおよび

LTI業績連動型新株引受権の数、ならびに2017年９月25日から９月29日までの５日間WASPに基づく当該上級執行役

員の公正価値合計および額面価額合計は、以下のとおりである。

 
 

割当の種類 引受権
（１）

の数 付与公正価値合計 付与額面価額合計

氏名   豪ドル 豪ドル

業務執行取締役     

A.G.ソーバーン 繰延STI 34,807 977,469 1,092,592

 LTI 95,252 該当なし 2,989,960

その他の
上級執行役員

    

M.B.ベアード 繰延STI 8,111 227,778 254,604

 LTI 63,695 1,092,242 1,999,386

A.J.ケーヒル 繰延STI 18,161 510,007 570,074

 LTI 63,695 1,092,242 1,999,386

S.J.クック 繰延STI 3,304 92,785 103,713

 LTI 29,725 509,724 933,068

A.D.ゴール 繰延STI 11,805 331,515 370,559

 LTI 48,302 828,285 1,516,200

A.P.ハガー 繰延STI 17,093 480,015 536,549

 LTI 63,695 1,092,242 1,999,386

A.J.ヒーリー 繰延STI 20,720 581,870 650,401

 LTI 53,710 921,019 1,685,957

G.A.レノン 繰延STI 15,135 425,029 475,088

 LTI 53,080 910,216 1,666,181

A.メンティス 繰延STI 23,503 660,024 737,759

 LTI 63,695 1,092,242 1,999,386

L.N.マーフィー 繰延STI 12,108 340,023 380,070

 LTI 42,464 728,177 1,332,945

P.F.ライト 繰延STI 19,675 552,524 617,598

 LTI 69,003 1,183,261 2,166,004

（１）
2017年12月に上級執行役員およびグループCEO（株主の承認を要する。）に付与される。

 

各上級執行役員への報酬の実際の価額は、業績基準に対する達成の度合い、それに対応して権利確定する報酬の

割合、および権利確定時点（繰延STIについては2018年11月および2019年11月、LTIに関しては2021年12月）の当社

の株価に左右される。報酬が権利確定しない場合、繰延STIおよびLTIの最低価格は０豪ドルであり、最高価格は、

上表の付与額面価額合計であるが、権利確定時点の当社の株価に左右される。
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6.8　業績連動型新株引受権の保有数

業績連動型オプションおよび業績連動型新株引受権ともにグループCEOまたはその他の上級執行役員の関連当事

者には付与されていない。現在、グループCEOまたはその他の上級執行役員が保有する業績連動型オプションは存

在しない。2017年９月30日現在、グループCEOまたはその他の上級執行役員の保有する業績連動型新株引受権のう

ち権利が確定しているが行使が不可能なものはなかった。

 

氏名  
期首

残高
（１）  

報酬としての
期中付与数

 期中行使数  
期中失効・
期限切れ数

 
期末

残高
（２）  

期中
権利確定数

 

権利が確定
している
行使可能数
期末残高

業務執行取締役               

A.G.ソーバーン  679,958  229,659  (27,943) －  881,674  27,943  －

その他の
上級執行役員

              

A.J.ケーヒル  164,968  82,718  (13,694) －  233,992  13,694  －

A.D.ゴール  138,986  64,128  (8,797) －  194,317  8,797  －

A.P.ハガー  339,895  90,990  (16,967) －  413,918  16,967  －

A.J.ヒーリー  193,543  78,539  (11,719) －  260,363  11,719  －

G.A.レノン  51,799  78,453  (2,936) －  127,316  2,936  －

A.メンティス  165,223  82,718  (12,823) －  235,118  12,823  －

L.N.マーフィー  －  54,917  －  －  54,917  －  －

元上級執行役員               

M.R.ローランス  32,583  －  (1,802) －  30,781  1,802  －

（１）
残高は個人がKMPとなる前に付与された業績連動型新株引受権を含む場合がある。2017年度中にKMPとなった上級執行

役員については、KMPとなった日時点の残高を示している。

（２）
元上級執行役員については、KMPでなくなった日時点の残高を示している。

 

6.9　上級執行役員の株式保有

当社および当社グループの各上級執行役員またはその関連当事者（その近親者、あるいは上級執行役員またはそ

の近親者が支配するか、共同支配するか、または重要な影響力を有する会社）が（直接および名目上）保有してい

た当社の株式数は、以下のとおりである。

 

氏名  
期首

残高数
（１）  

報酬としての
期中付与数

 

業績連動型
新株引受権の
行使による
期中受領数

 
その他の
期中変動数

 
期末

残高数
（２）

業務執行取締役           

A.G.ソーバーン  117,990  －  27,943  9,191  155,124

その他の上級執行役員           

A.J.ケーヒル  58,146  －  13,694  (40,883) 30,957

A.D.ゴール  91,269  －  8,797  (8,797) 91,269

A.P.ハガー  139,009  －  16,967  (130,000) 25,976

A.J.ヒーリー  30,889  34  11,719  －  42,642

G.A.レノン  48,829  －  2,936  －  51,765

A.メンティス  35,441  －  12,823  －  48,264

L.N.マーフィー  30,944  －  －  1,128  32,072

元上級執行役員           

C.A.カーヴァー  66,963  12,152  －  (31,603) 47,512

M.R.ローランス  53,833  19,958  1,802  －  75,593

（１）
残高は個人がKMPとなる前に保有した株式を含む場合がある。2017年度中にKMPとなった上級執行役員については、KMP

となった日時点の残高を示している。

（２）
元上級執行役員については、KMPでなくなった日時点の残高を示している。
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　株式報酬を除く資本性金融商品が関係する当社および当社グループの上級執行役員またはその関連当事者との保

有または取引は、この他にない。

 

6.10　上級執行役員の契約条件

　上級執行役員全員は、固定期間なしの契約に基づき雇用されている。下表は、2017年９月30日時点で上級執行役

員であった各人の役職および契約条件を示している。

 

氏名 役職

退職の取り決め
（１）

通知期間
(週間) 退職金

（２）

上級
執行役員

当社 豪ドル

業務執行取締役     

A.G.ソーバーン グループ最高経営責任者 26 26 1,045,455

その他の上級執行役員     

M.B.ベアード 最高顧客担当役員－法人・機関投資家向け銀行業務 1 26 545,455

A.J.ケーヒル 最高執行責任者 4 26 545,455

S.J.クック 最高法務・商務担当カウンシル 1 26 363,636

A.D.ゴール 最高リスク管理担当役員 12 26 590,909

A.P.ハガー 最高顧客担当役員－消費者金融・資産運用業務 4 26 545,455

A.J.ヒーリー バンク・オブ・ニュージーランドの最高経営責任者 13 13 253,076

G.A.レノン 最高財務責任者 4 26 454,545

A.メンティス 最高顧客担当役員－事業者向け・プライベートバンキング業務 4 26 545,455

L.N.マーフィー 最高人事担当役員 2 26 363,636

P.F.ライト 最高技術・オペレーション担当役員 1 26 590,909

（１）
雇用は、上級執行役員または当社のいずれかが、関係する通知を行うことにより終了させることができる。最近の従

業員通知期間は、当社が精力的な後継者育成計画を実施している際に過剰に退職金を支払わない旨の商務上の決定を反

映している。

（２）
当社の通知期間に現行の年間固定報酬または総合報酬パッケージ（TRP）（固定報酬から雇用主年金を控除したもの）

を乗じて計算される。退職金は、当社が通知を行った上で理由なく上級執行役員の雇用契約を終了させた場合および通

知に代わり支払いを行った場合に法律に従い支払われる。退職金は辞任、雇用契約の即時終了または業績不振の際は通

常支払われないが、取締役会は例外的な決定を行うことができる。退職の際の株式および業績連動型新株引受権の留保

または失権は、適用のある法律および取締役会の裁量を含む各付与の条件により左右される。記載金額は、当社が通知

を行った場合に上級執行役員の現行の固定報酬またはTRPに基づいて支払われるべき退職金である。価額は、留保されう

る株式保有の価値または退職時に支払われる他の法的支払は含まない。

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

137/424



セクション7－非業務執行取締役の報酬

 

7.1　報酬方針およびプール

非業務執行取締役は、取締役会の業務への貢献を反映する報酬を受領する。適用ある場合は、取締役会委員会、

被支配会社の取締役会および社内諮問委員会への参加に対して追加的な報酬が支払われる。報酬には年金に対する

当社の強制積立が含まれる。独立性を確保するため、非業務執行取締役に対して成果報酬またはインセンティブ報

酬は支払われていない。

 

非業務執行取締役の合計報酬プール限度額は、2008年２月に行われた当社の定時株主総会にて承認されたとお

り、年間4.5百万豪ドルである。

 

非業務執行取締役の報酬は、通常年に一度見直されるが、かかる見直しには他の主要なオーストラリア企業の取

締役に支払われる報酬レベルとの比較も含まれる。2017年の報酬見直しの結果、取締役会は、非業務執行取締役へ

の取締役会報酬または委員会報酬を増額しないことを決定した。

 

　下表は、取締役会会長および取締役会のメンバーである非業務執行取締役ならびに取締役会委員会に参加する非

業務執行取締役に支払われた年間報酬額を示している。

 

 
会長

（豪ドル：年額）
非業務執行取締役
（豪ドル：年額）

取締役会 790,000 230,000

監査委員会 65,000 32,500

リスク委員会 60,000 30,000

報酬委員会 55,000 27,500

指名・ガバナンス委員会
（１） － 10,000

（１）
取締役会は、指名・ガバナンス委員会への報酬を2016年12月17日付で設定した。取締役会会長の報酬は、ヘンリー博

士の指名・ガバナンス委員会委員長への就任を含む。
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7.2　法定報酬

　2017事業年度に関して非業務執行取締役に支払われた報酬は以下のとおりである。

 
 短期報酬 退職後手当  

（単位：豪ドル）  
現金による給与

および報酬
(１) 老齢退職年金

(２) 合計

氏名     

非業務執行取締役     

K.R.ヘンリー（会長） 2017 770,276 19,724 790,000

 2016 670,213 19,385 689,598

D.H.アームストロング 2017 304,746 19,724 324,470

 2016 316,467 35,077 351,544

P.W.クロニカン
（３） 2017 403,904 19,724 423,628

 2016 110,731 9,061 119,792

P.K.グプタ
（４） 2017 629,841 19,724 649,565

 2016 623,025 19,269 642,294

A.J.ラブリッジ 2017 275,276 19,724 295,000

 2016 182,821 39,904 222,725

G.C.マクブライド 2017 235,882 19,724 255,606

 2016 223,115 19,385 242,500

D.A.マッケイ
（５） 2017 358,572 146,166 504,738

 2016 296,327 33,793 330,120

A.K.T.ユエン 2017 286,393 6,107 292,500

 2016 284,041 5,959 290,000

元非業務執行取締役     

D.T.ギルバート（年度の一部） 2017 55,551 4,904 60,455

 2016 297,115 19,385 316,500

J.S.シーガル（年度の一部） 2017 56,081 4,904 60,985

 2016 278,740 19,385 298,125

M.A.チェイニー（年度の一部） 2016 159,774 4,827 164,601

P.J.リッゾ（年度の一部） 2016 58,463 9,133 67,596

合計 2017 3,376,522 280,425 3,656,947

合計 2016 3,500,832 234,563 3,735,395

（１）
非業務執行取締役としてのその役職、義務および責任に関係した現金受領報酬を示しており、取締役会、取締役会委

員会および被支配会社の取締役会への出席を含む。2017年度中、非業務執行取締役に非金銭給付の提供はなされなかっ

た。

（２）
年金に対する当社の強制積立を反映し、適用ある場合は、当社が非業務執行取締役の選択により報酬の支払いに代え

て行った追加的年金拠出を含む。

（３）
クロニカン氏は、バンク・オブ・ニュージーランドの取締役としての取締役報酬をニュージーランド・ドルで受領し

た。

（４）
グプタ氏は、多数のNABグループ子会社の取締役としての取締役報酬を受領した。

（５）
マッケイ氏は、バンク・オブ・ニュージーランドの会長としての取締役報酬をニュージーランド・ドルで受領した。

 

7.3　最低株式保有方針

非業務執行取締役は、任命から５年以内に非業務執行取締役の年間基本報酬に相当する額の当社普通株式を保有

することを求められる。最低株式保有要件を満たすためには、非業務執行取締役は以下の要件を満たさなければな

らない。

●　任命から６ヵ月以内に当社普通株式を少なくとも2,000株保有していること

●　最低株式保有要件を満たすまで各年度の非業務執行取締役の年間基本報酬の少なくとも20％に相当する当社普

通株式を取得すること
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7.4　非業務執行取締役の株式保有

当社および当社グループの各非業務執行取締役またはその関連当事者（その近親者、あるいは非業務執行取締役

またはその近親者が支配するか、共同支配するか、または重要な影響力を有する会社）が（直接および名目上）保

有していた当社の株式数は、以下のとおりである。業績連動型オプションおよび業績連動型新株引受権は、非業務

執行取締役またはその関連当事者に対し一切付与されない。

 

氏名 期首残高数
（１） 取得数

その他の
期中変動数 期末残高数

（２）

非業務執行取締役     

K.R.ヘンリー 6,860 1,500 － 8,360

D.H.アームストロング 13,419 346 － 13,765

P.W.クロニカン 30,000 － － 30,000

P.K.グプタ 6,480 － － 6,480

A.J.ラブリッジ 9,000 － － 9,000

G.C.マクブライド 3,960 1,000 － 4,960

D.A.マッケイ 2,000 6,000 － 8,000

A.K.T.ユエン 10,464 － － 10,464

元非業務執行取締役     

D.T.ギルバート 20,726 － － 20,726

J.S.シーガル 17,184 － － 17,184

（１）
残高は個人がKMPとなる前に保有した株式を含む場合がある。2017年度中にKMPとなった非業務執行役員については、

KMPとなった日時点の残高を示している。

（２）
元非業務執行取締役については、KMPでなくなった日時点での残高を示している。

 

7.5　その他の資本性金融商品の保有数

株式報酬を除く資本性金融商品が関係する非業務執行取締役またはその関連当事者ならびに当社および当社グ

ループとの保有および取引は、下記のとおりである。

 

ナショナル・インカム・セキュリティーズ  期首残高数
（１）  期中変動数  期末残高数

（２）

非業務執行取締役       
P.W.クロニカン  982  －  982

元非業務執行取締役       

D.T.ギルバート  1,253  －  1,253

J.S.シーガル  180  －  180

（１）
事業年度の初日（2016年10月１日）またはKMPとなった日の残高。

（２）
事業年度の末日（2017年９月30日）またはKMPでなくなった日の残高。
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セクション8－貸付金およびその他の取引

 

8.1　貸付金

当社取締役への貸付は、独立第三者間取引と同等の条件で、通常の業務の過程において行われている。当社およ

び当社グループのその他のKMPへの貸付は、当社グループのその他の従業員が通常利用可能な貸付と同様の取引条

件で行うことができる。当社および当社グループのKMPへの貸付は、オーストラリア連邦2001年会社法を含む適用

される法律および規制により制限を受ける場合がある。

 

KMPおよび関連当事者の貸付金総額
（１）

 

当社および当社グループ  
期首

残高
（１）

利息
請求額

利息
未請求額

償却額
期末

残高
（２）

KMP 通常 18,097,274 447,281 － － 16,551,449

 従業員向 2,746,455 89,485 － － 1,994,890

その他関連当事者
（３） 通常 44,637,384 557,161 － － 42,924,465

 従業員向 － － － － －

（１）
事業年度の初日（2016年10月１日）またはKMPとなった日の残高。

（２）
事業年度の末日（2017年９月30日）またはKMPでなくなった日の残高。

（３）
KMPの関連当事者（これにはKMPの近親者あるいはKMPもしくはその近親者が支配するか、共同支配するか、または重要

な影響力を有する会社が含まれる。）を含む。
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2017年度において、貸付金の総額が100,000豪ドルを超えたことのあるKMPおよびその関連当事者
（１）

 

 取引条件
期首

残高
（１）

利息

請求額
（２）

利息
未請求額

償却額
期末残高
（３）

期中の
KMPの最高

借入額
（４）

当社および
当社グループ

 豪ドル 豪ドル 豪ドル 豪ドル 豪ドル 豪ドル

業務執行取締役        

A.G.ソーバーン 従業員向 1,840 21 － － 3,203 31,956

 通常 － 9,977 － － －  

その他の上級執行役員        

M.B.ベアード 従業員向 25,086 644 － － 1,702  

 通常 4,565,000 92,625 － － 4,520,806 3,847,872

A.J.ケーヒル 従業員向 1,480,642 47,432 － － 980,000  

 通常 1,937,800 57,386 － － 594,092 3,457,034

S.J.クック 通常 16,902 16,393 － － 1,215,250 1,286,266

A.D.ゴール 通常 6,140,733 208,847 － － 5,966,992 2,606,446

A.J.ヒーリー 通常 2,080,834 92,010 － － 1,963,221 23,952

G.A.レノン 従業員向 1,206,947 41,389 － － 988,759 1,231,947

 通常 6,233 20 － － 5,367  

A.メンティス 従業員向 12,319 － － － 14,283  

 通常 2,881,467 120,224 － － 2,050,826 2,586,134

L.N.マーフィー 従業員向 19,621 － － － 2,375  

 通常 2,696,538 88,970 － － 2,453,479 2,736,538

非業務執行取締役        

G.C.マクブライド 通常 1,182,060 27,944 － － 1,151,661 1,211,992

元上級執行役員        

C.A.カーヴァー 通常 － 18,246 － － 2,393,343 529,559

M.R.ローランス 通常 2,908,159 50,147 － － 2,880,053 2,945,376

元非業務執行取締役        

D.T.ギルバート
（５） 通常 38,306,793 221,479 － － 34,252,740 450,000

（１）
事業年度の初日（2016年10月１日）またはKMPとなった日の残高。

（２）
利息請求額には、利息相殺融資の影響を含む場合がある。

（３）
事業年度の末日（2017年９月30日）またはKMPでなくなった日の残高。

（４）
2017年度中の当該KMPの最高借入総額を示す。本表におけるすべての他の項目は当該KMPおよびその関連当事者に関係す

るものである。

（５）
ギルバート氏本人に対してではなく、同氏が重要な影響力を有する個人および会社（ギルバート・アンド・トビン法律

事務所を含む。）に対する事業貸付金を含む。これに加え、当社グループは、ギルバート・アンド・トビン法律事務所

に合計13百万豪ドルを上限とする銀行保証を提供した。当該貸付金および保証は独立第三者間の取引における貸付金お

よび保証と同等の条件で提供されている。

 

（１）
年度末の当社および当社グループのKMPへの貸付金は、９月30日時点の計算書残高の見積額である場合があ

る。2016年度末に見積が使われていた場合には、2017年度の期首残高は、実際の期首残高を反映しており、そ

れゆえ過年度の期末残高と異なる場合がある。一部の残高は、追加の関係当事者への貸付金を含めるため修正

再表示されている。
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8.2　その他の取引

KMPおよびその関連当事者らの幾人かは時折、当社グループが管理、関係または支配しているファンドに投資を

行う。KMPおよびその関連当事者らのすべてのかかる取引は、独立第三者間の取引と同等の条件でなされている。

 

KMPとのその他すべての取引は、独立第三者間の取引と同等の条件で締結されている。これらの取引には通常、

金融および投資サービスが関係しており、これには移転により経済的な利益も不利益も受けないことを確保する適

格国際受託者に対するサービスが含まれる。KMPおよびその関連当事者らに発生したすべてのかかる取引は、些末

または国内向けの性質を有していた。そのため、取引は、報酬報告書の読者が希少資源の配分に関する決定および

その評価を行うに際しほぼまたは全く重要でないとみなされる場合、事実上些末であるといえる。取引は、個人向

け世帯活動に関係する場合、事実上国内取引であるといえる。
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５ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

 

本項における以下の記載は、オンライン（http://www.nab.com.au/about-us/corporate-governance）で閲覧可

能な、当社の2017年度コーポレート・ガバナンス・ステートメントからの抜粋を必要に応じて修正したものであ

る。詳細は、当社の2017年度コーポレート・ガバナンス・ステートメントを参照のこと。

 

2017年度コーポレート・ガバナンス・ステートメント

 

当社は謹んで当社の2017年度コーポレート・ガバナンス・ステートメント（「本ステートメント」）を提示す

る。本ステートメントは、コーポレート・ガバナンスに対する当社のアプローチならびに当社が設定しているコー

ポレート・ガバナンスの慣行および取り決めを記載している。

 

当社はオーストラリアおよびニュージーランドにおいて最も尊敬される銀行になるという展望を有しており、当

社の目的はオーストラリアを前進させる勇敢な人々を支援することである。当社の５つの組織的価値は、当社の従

業員が顧客および株主のために持続的に業界トップの成果を提供できるような強い文化を養うために、引き続き当

社の取締役会および経営幹部リーダーを導き、動機付ける。

 

当社のコーポレート・ガバナンスの慣行は、長期的な持続可能性に不可欠な材料として効果的な意思決定方法お

よび説明責任の土台を提供する。2017年度中、当社は再びダウ・ジョーンズのサステナビリティ・インデックスに

よる世界的業界リーダーの中にランク付けされ、100社中93位であった。

 

 当社の多様性および包摂の計画および目的の概要が本ステートメントに記載されている。

 

当社では、利害関係者全員との開かれた、適切なタイミングでの、透明性の高いコミュニケーションが尊重され

ている。当社は、利害関係者の尊敬を得るにはこのようなコミュニケーションが役立つことを知っている。

 

当社は、インベスター・リレーションズ・プログラムの下、以下を含む数多くの方法で株主および投資家と関

わっている。

 

●　主要な事情および関心事項に関する会長からの公開状を含む書面および電子的手段による直接のコミュニケー

ション

●　当社の方針およびガバナンスの慣行を含む、当社ウェブサイト上での当社に関する情報の提供
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●　定期的な最新取引情報、財務成績および財務報告、ASXの発表およびプレスリリース、投資家向け説明（全て

当社ウェブサイトの株主センター（Shareholder Centre）およびメディア（Media)のセクションで閲覧可能で

ある。）

●　市場への重要な説明および会議のウェブ放送

●　当社のウェブサイト上ですべての関連株主情報にアクセスできるようにする当社の投資家関係のモバイルアプ

リ

 

当社は、関心事項または懸念事項について当社が理解し、これらに対処するための支援として、定時株主総会

（「定時株主総会」）に先立ち、改めて株主から質問を募る。今後の定時株主総会の場所は、より多くの株主によ

る定時株主総会への参加を可能とするために、引き続きオーストラリアの全州都を巡回する。

 

株主は、何時でも（定時株主総会前を含む。）、郵便、電話、電子メールでまたはコンピューターシェア・イン

ベスター・センターを通じて当社または当社の株式登録機関と連絡をとることができる。株主の多くは、当社およ

びコンピューターシェアとの通信を電子的に行うことを選択している。

 

当社は、ASXコーポレート・ガバナンス原則および勧告の第３版を遵守している。本ステートメントは当社（取

締役会）の承認を受けたものであり、2017年９月30日時点のものである。

 

当社のアペンディックス4G（本ステートメントにおける開示事項とASXコーポレート・ガバナンス原則および勧

告との照合表）は、当社のウェブサイト（www.nab.com.au）で閲覧可能である。

 

本ステートメントにおいて2017年度とは、2017年９月30日に終了した年度を意味する。別段表示された場合を除

き、当社グループとは、NABリミテッドおよびその被支配会社を意味する。

 

当社の2017年度財務諸表に関連して、取締役会は最高経営責任者（「CEO」）および最高財務責任者（「CFO」）

から以下の共同宣言を受領した。

 

●　その判断において、当社の財務記録が2001年（連邦）会社法に従い適正に維持されていること

●　その判断において、財務諸表および注記が適切な会計基準に従っており、かつ当社グループの財務状況および

財務実績の真正かつ公正な見解を示していること、ならびに

●　その意見が健全なリスク管理体制および有効に機能している内部統制に基づいて形成されたこと
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　当社グループが経済リスク、環境リスクおよび社会的持続可能性リスクにさらされていることならびに当社グ

ループがどのようにこれらのリスクを管理しているかまたは管理しようとしているかについての詳細な情報は、

「第３－４　事業等のリスク」に記載されている。

 

株主
株主

▲

取締役会
当社取締役会

 

取締役会

監査委員会
 

取締役会リスク

委員会
 

取締役会

報酬委員会
 

取締役会指名・

ガバナンス委員会

▲

経営陣
最高経営責任者

 

エグゼクティブ・リーダーシップおよび経営委員会

取締役会は一定の権限を取締役会に留保するとともに、当社グループの業務の日々の運営に関する権限および責

任を最高経営責任者に委任している。当社の経営業務は取締役会の指図に従い最高経営責任者によってまたはその

監督の下で行われている。取締役会と経営陣との関係は、当社のウェブサイト内のコーポレート・ガバナンスのセ

クションで閲覧可能な取締役会憲章に詳述されている。当社のガバナンスの枠組は、同枠組内での具体的な委任と

ともに積極的に管理され、定期的に見直され、再確認される。

組織的価値

顧客への情熱
 

共に勝利すること
 

勇敢であること
 

人々への敬意
 

正しいことをする
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取締役会

 

本ステートメントの日付現在、当社取締役会は、会長を含む独立非業務執行取締役８名および最高経営責任者で

構成されている。取締役会は、当社の業務のために戦略的方向性を示し、持続可能な価値の創設を通じて当社の株

主の利益を代表している。

 

当社の会長であるケン・ヘンリー博士（独立非業務執行取締役）が取締役会を先導すること、取締役会が高い

コーポレート・ガバナンス基準に従って運営されておりかつ取締役会憲章に基づき義務を果たしていることに対し

て責任を負っている。取締役会憲章は、当社のウェブサイトのコーポレート・ガバナンスのセクションで閲覧可能

である。当社の取締役に関する更なる情報については、「第５－４　役員の状況」を参照のこと。

 

取締役会の機能および責任

 

取締役会の役割および責務は、取締役会または取締役会委員会に特別に留保された事項を含み、当社ウェブサイ

トのコーポレート・ガバナンスのセクションで閲覧可能な取締役会憲章に記載されている。取締役会の役割および

責務の一部を以下に記載する。

 

利害関係者の利益

●　当社の顧客、従業員および当社グループが業務を営む地域社会を含む他の利害関係者の利益を考慮して、長期

的な株主利益を増加させること

●　堅実な業績、行動、透明性および説明責任を重視する姿勢を保つこと

●　コーポレート・ガバナンスおよび企業の責任を見直し、監視すること

 

戦略

●　企業戦略・計画の見直し、承認および監視を行うこと

●　資本構成および配当政策に関する決定を行うこと

●　主要な投資・戦略的取組みの見直し、承認および監視を行うこと

 

文化および行動

●　持続可能な結果をもたらすための強い文化を育てること

●　当社の文化、評判および倫理基準を監視し、感化を与えること

 

業績

●　事業成績を見直すこと

●　予算を監視すること
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対外報告の完全性

●　監査委員会の指導の下で、会計および財務に関する記録・書類の完全性を維持するために制定されているプロ

セス、統制および手続を見直し、監視すること

●　当社による株主および規制当局に対する報告（客観的、包括的、事実に基づくかつタイムリーな情報を当社の

有価証券が上場されている市場に提供することを含む。）を見直し、監視すること

 

リスク管理およびコンプライアンス

●　リスク委員会の指導の下で、リスクの管理および枠組、リスク構成および健全性規制・基準その他の規制要件

の遵守手続を見直し、監視すること

●　与信の質を適正に維持するための手続を監督すること

●　現在進行中の主要な規制当局との適切な対話を継続すること

●　気候変動および気候変動リスクに対する当社のアプローチを監督すること

 

役員の見直しおよび後継者育成計画

●　主要な役員の選任および報酬を承認し、役員の後継者育成計画および多様性を監視し、見直すこと

●　グループCEOおよび上級経営陣の業績を見直し、監視すること

 

取締役会の業績

取締役は、取締役会の会議および委員会の会合に十分に準備し、出席し、および参加すること、また、現場視察

に参加することが期待される。2017年度中の取締役会会議の回数および各取締役の出席状況は、「第５－４　役員

の状況」に記載されている。取締役は年度を通して様々な管轄の主要な規制当局者とも会議を行う。

 

　取締役会は、取締役会、取締役会委員会および各取締役の業績および有効性を毎年１回、評価する。各取締役

は、会長と個別に面接する。取締役会の各委員会の業績は、まず各委員会において議論および検討され、その後、

取締役会の年次評価の一環として検討される。2017年度に関する取締役会、取締役会委員会および各取締役の年次

業績評価はこの手続に従って実施されている。

 

　取締役会の業務の側面を見直し、取締役会の全体的有効性を高めるための継続的な改善過程を支援するため、外

部の専門家を必要に応じて用いる。外部の専門家を用いた場合は、定量的分析および定性的分析を行った評価結果

が取りまとめられ、報告書が会長に提出される。

 

当該評価結果全体および様々な要検討事項ならびに諸施策の提言を記載した外部専門家の報告書は、議論のため

に取締役会に提出される。

 

　この手続は、取締役会がその機能を果たし、意思決定機関として継続して有効性を発揮するのを支援するための

ものである。
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秘書役

　グループ秘書役は、取締役会に助言し、これを補佐し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の運営について責

任を担い、会長を通じて取締役会および取締役会委員会の正常な機能に関するすべての事項について取締役会に説

明する責任を負う。グループ秘書役は、ガバナンス事項について取締役会に助言し、取締役会および取締役会委員

会の憲章および手続の遵守を確保する責任を負う。

 

秘書役全員の就任および退任は、取締役会によって決定される。各秘書役の詳細は、「第５－４　役員の状況」

に記載している。

 

取締役会の構成、多様性および業績

 

取締役会は、効率性の持続に必要なスキル、経験および多様性の組み合わせが常に適切であるよう取締役会の構

成を積極的に見直している。

 

当社の取締役会の構成は以下の一定の原則に基づき決定される。

 

●　取締役会は意思決定を効率的に行えるよう適切な規模とする。

●　取締役会は独立非業務執行取締役がその過半数を占めなければならない。

●　取締役会は経歴が様々であり、幅広い専門知識、技能および経験を有する取締役により構成されるべきであ

り、これには当社の業務にとって適切な技能および経験を十分に有することが含まれる。

●　取締役会会長は、独立非業務執行取締役でなければならず、過去３年間において当社の業務執行役員または

CEOであってはならない。

 

当社は、APRA健全性基準CPS520の要件を満たす取締役会の承認を受けた適格性方針を有しており、同方針は、当

社の取締役、上級経営陣の一部および担当監査人がその役割を果たすための適切な技能、経験および知識を有して

いるか否かについて毎年評価を受けることを要求する。また、これらの者は、誠実かつ公明正大に行為したことを

立証できなければならない。

 

取締役会は、指名・ガバナンス委員会の支援を得て、取締役の現在の業務量を見直し、考慮に入れた上で、各取

締役が当社の取締役として期待される職務を引き受ける余裕が十分にあると結論づけた。

 

新任取締役は次の定時株主総会において株主により選出されるために立候補しなければならない。

 

さらに、当社の定款は、毎定時株主総会において、再選によらずに最低３年間在任しているかまたは就任後３度

目の定時株主総会を過ぎた後も在任している（いずれか長い方の期間）非業務執行取締役は、退任しなければなら

ず、また再選に立候補する資格を有すると定めている。
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　各定時株主総会に先立ち、取締役会は選任および再選に立候補する予定の各取締役の業績を評価し、適切な各取

締役について再選または選任に賛成票を投じるよう株主に推奨するか否かを決定する。

 

　当社の2017年度の定時株主総会招集通知には、選任または再選に立候補している取締役の選任または再選の賛否

の判断に適切な当社が所有する重要な情報がすべて記載されている。

 

　当社の現在の取締役に関する更なる情報は、「第５－４　役員の状況」に記載されている。

 

取締役会の能力マトリクス

　取締役会指名・ガバナンス委員会は、各取締役の技能・経験および取締役会の総合的な能力を評価するために、

マトリクスを用いて取締役の構成を毎年見直している。この毎年の見直しの結果は、当社の事業運営および戦略な

らびに多様性の利点の観点から検討される。

 

見直しの結果は、その後、取締役会の後継者育成計画に組み込まれ、新取締役の選任に考慮される。

 

　取締役会に欠員が出ると見込まれる場合は、指名・ガバナンス委員会が要求される技能および経験を評価し、必

要に応じて外部のコンサルタントを使って適切な候補者を挙げる。最も適任な候補者は適格性評価を含む適切な検

査が行われた後に取締役会により任命され、次回の定時株主総会において株主により選任される。当社は、各取締

役の正式な任命状を出しており、ここには当該取締役の任命の主要な条件が記載されている。

 

　また、当社の上級執行役員も書面で雇用契約を締結しており、同契約は任命の主要な条件を記載している。当社

の報酬体制に関する詳細（非業務執行取締役、業務執行取締役およびその他の上級執行役員の報酬に関する当社の

方針および慣行を含む。）は、「第５－４　役員の状況」に記載されている
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　以下の能力マトリクスは、取締役会の責務と現在の取締役会の能力構成との連関を示している。取締役会は、こ

の構成により経験および専門知識の適切な集合ならびに当社による効果的な統制、監督および戦略的リーダーシッ

プのための幅広い意見および見解がもたらされると考えている。

 

能力マトリクス

　取締役会は、当社の複数の利害関係者の利益を考慮の上、各自独立した思考に基づく対等の精神をもって運営さ

れている。

 

技能・経験 説明 全体
１

銀行業および財務サービスの

経験

財務サービス業界の重要な要素（銀行業および株式・債券市場を含

む。）における当社以外での経験。規制環境に関する深い知識。助言者

の役割を含む。

強

リーダーシップおよび商業感

覚

上級執行役員レベルでの相当期間の任務において獲得したスキル。優れ

た結果の提供、複雑な業務の運営、複雑なプロジェクトおよび案件の主

導、職場文化の主導を含む。

強

金融感覚 財務諸表の十分な理解および大規模なビジネスの財務実績の推進力（財

務管理の有効性を評価できる能力を含む。）。

強

リスク管理 業務に影響を及ぼす可能性のあるリスクを予想及び評価した経験。これ

らのリスクを健全なリスクの枠組の構築および監督を行うことで認識お

よび管理すること。法令遵守リスクおよび規制上の関係の管理の経験を

含む。

強

戦略 戦略的方向性の展開、設定および実行の経験。成長および変革をもたら

し、明確な戦略と向き合って実行した経験。

強

ガバナンス 上場会社での経験、最高のガバナンスの基準での幅広い経験およびコ

ミットメント、ならびにガバナンスの枠組、方針およびプロセスの設定

および監督の経験。

強

技術およびデジタル 大規模なビジネスにおける主に技術面での経験（デジタル変革およびイ

ノベーションへの適応を含む。）。

中

人材および報酬 従業員の能力の構築、高い手腕の執行役員を惹きつけ、保持する報酬体

制の設定、ならびに多様性および包摂の促進の経験。

強

１
マネージング・ディレクターとしてのCEOを含む。
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取締役の独立性

　取締役全員は取締役会の審議において独立の立場から束縛なく判断を示すことを期待されている。

 

独立取締役であるためには、取締役は、取締役会での検討事項に独自の判断を行い当社および株主一般の最善の

利益のために行為する取締役の能力に重大な影響を与える可能性のある（または重大な影響を与えると合理的に認

識される）利害関係、立場、連携または関係にとらわれないようにしなければならない。取締役の重大な利益の記

録は保管され、定期的に各取締役によって見直される。取締役が当社と取引を行う別の会社または企業に携わる場

合は、かかる取引は独立当事者間の立場で通常の取引条件でなされなければならない。

 

　独立性の判定を支援するため、各非業務執行取締役は取締役会に対してすべての関連情報を年次開示することを

求められる。

 

取締役会は、ASXのコーポレート・ガバナンスの原則および勧告に概要が示された要因を考慮して各取締役の独

立性を検討する。取締役会は2017年度について、非業務執行取締役が全員独立性を有しており、そのため、2017年

度において取締役会の過半数は独立非業務執行取締役で構成されていたと判断した。経営から独立した取締役会の

運営の確保を更に支えるため、非業務執行取締役は、経営陣の出席しない定例の取締役会および委員会の各会合を

開いている。

 

　取締役の在任期間は、取締役会が取締役の独立性を評価するにあたり考慮する要素であるが、決定的な要素では

ない。目安としては、大半の取締役は、10年間取締役を務めた後は再選に立候補しない。しかし、取締役会は、取

締役が10年間の在任期間が過ぎても引き続き価値ある専門知識、独立的な判断および当社の最善の利益のために行

為する能力をもたらすと判断することがある。

 

　取締役会は、2017年度中に取締役を務めた各非業務執行取締役が役柄および判断において独立性を保っており、

独立取締役としての役割を果たす能力を損なう可能性のある経営陣（またはその他）との関係を築いていないこと

に納得している。

 

利益の相反

　取締役は当社の利益と相反し、または相反するように見えるいかなる行為、立場または利益も避けることが求め

られる。これは取締役全員が継続的かつ積極的に考慮すべき問題であり、当社の業務に関する事項に重大な個人的

利益を有する取締役は、他の取締役に当該利益について通知しなければならない。
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　会社法および当社の定款は双方とも、審議される事項に重大な個人的利益を有する取締役は、一定の状況に該当

する場合を除いて、同事項が審議される間は取締役会会議に出席できず、また同事項について議決権行使できない

旨規定している。会社法および当社定款がこれらの例外を認めても、当社のコーポレート・ガバナンス基準は、潜

在的利益相反が発生する場合、関係取締役が関連ある取締役会の書類の写しを受領せず、当該事項が審議されてい

る間は取締役会会議に出席しないよう命じている。このように、当該取締役は審議に参加せず、取締役会の他の構

成員に対して影響力を及ぼすことはない。

 

取締役に重大な利益の相反があって解決できない場合には、当該取締役は辞任の申し出を求められる。

 

取締役への就任および継続的教育

　各新任取締役は、オリエンテーション・プログラムの提供を受ける。同プログラムには、当社の戦略的計画、リ

スク管理戦略および枠組、重要な財務上・会計上・リスク管理上の問題、コンプライアンス・プログラム、当社の

業績管理構造、内部・外部の監査制度、行動規範、バリューズ（価値基準）（当社グループの企業文化の基礎を提

供する）ならびに取締役の権利、義務および責任についての業務執行役員および経営陣との討議、説明会および研

修会等がある。

 

経営陣は、当社グループの業務およびこれに影響を及ぼしているかまたは及ぼす可能性のある要因に関する追加

的な説明や個別指導を定期的に行っている。社内外の発表者、経営陣とのワークショップならびに現場視察および

研修旅行を通じて取締役会に対する継続的教育が行われている。また、取締役は時事問題についても自ら最新情報

を入手していることが望ましいとされる。

 

経営陣との接触および独立専門家によるアドバイスを利用する権利

　取締役は、会長、CEOまたはグループ秘書役を通じて経営陣と完全かつ自由に接触することができる。経営陣に

よる取締役会および取締役会委員会の会合における通常のプレゼンテーションに加え、取締役は、特定の問題につ

いて経営陣から要点の説明を求めることができる。取締役会はまた、適切な場合は当社の他の従業員や外部アドバ

イザーに相談することによって追加情報を求める。

 

　各取締役は、書面によるガイドラインに基づき、会長の事前承認を得た上で当社の費用で独立専門家によるアド

バイスを求めることができる。取締役会は責務を果たすために調査を実施するかまたは指図することができ、当社

の費用で義務の履行のために随時必要とみなす法律上、会計上その他のサービスを利用することができる。
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取締役および業務執行取締役の株式保有の要件

　当社の定款は、取締役が就任から６ヶ月以内に最低2,000株の全額払込済当社株式を保有しなければならない旨

規定している。取締役会は、非業務執行取締役に任命から５年以内に取締役の年間基本報酬に相当する価額の株式

の保有を義務づける追加的な方針を採用した。取締役が保有する当社株式の詳細は、「第５－４　役員の状況」に

記載している。

 

最低株式保有要件がCEO（固定報酬の２倍）およびエグゼクティブ・リーダーシップ・チームのメンバー（各々

の固定報酬の１倍に相当する額）についても設定されており、在職期間中これを維持しなければならない。エグゼ

クティブ・リーダーシップ・チームに新たに任命された者は、開始から５年間の間に最低株式保有要件を積み重ね

なければならない。

 

取締役会委員会

 

　取締役会は、その責務の履行を補佐させるために、業務およびガバナンスの特定の分野に注力する４つの常設委

員会を設立した。

 

　各委員会の憲章が取締役会によって採択されており、当社のウェブサイトのコーポレート・ガバナンスのセク

ションで閲覧可能である。委員会の委員長は取締役会会長と定期的に会合を開く。取締役会は委員会の各会議の議

事録の写しおよび年度中に各委員会によって行われた活動の年次報告書を受領する。2017年度中に取締役会および

取締役会常駐委員会が開いた会議の回数、取締役の出席回数ならびに資格および経験の詳細は、「第５－４　役員

の状況」に記載している。
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 リスク委員会 監査委員会 報酬委員会 指名・ガバナンス委員会

役割および責務 当社のリスク構成およびリ

スク管理を、取締役会が承

認するリスク選好報告書の

観点から監視することなら

びに現在および将来のリス

ク選好および特定のリスク

またはリスク管理の慣行に

関して取締役会に提言を行

うこと

 

当社のリスク管理体制およ

びコンプライアンス・管理

システムの実施および運営

を監督すること

 

シナリオ分析および感応度

分析を含む当社グループの

リスク・ポートフォリオの

ストレステストを監督する

こと

 

当社が直面する重大なリス

クの緩和のための経営陣の

計画を見直すこと

 

経営陣によるリスクを重視

する企業文化の推進および

経営陣によるリスクと見返

りとのバランスの確立を監

督すること

当社の会計・財務諸表、財

務上、法定上および規制上

の報告プロセス、ならびに

税務上のリスクの管理体制

の一貫性を監督すること

 

当社の財政状態および業績

の真実かつ公正な見解を提

供するために会計基準を遵

守すること

 

内部監査機能を監視し、お

よび見直すこと。外部監査

人を監視し、および報酬を

与えること

 

NABのグループ内部告発者保

護方針・制度を監督するこ

と

当社の報酬の方針および慣

行を規制環境および会社・

個人の業績向上の観点から

見直し、および評価するこ

と

 

報奨制度の計画、特定の個

人の報酬その他の報酬に関

する事項に関し、見直しお

よび推奨を行うこと

 

上級執行役員の採用、留任

および解任に関する方針な

らびに支払を検討すること

 

報酬関連の健全性基準その

他の規制要件の遵守を監督

すること

技能、多様性、経験および

専門知識の適切な構成が維

持されるよう、取締役会の

規模および構成を見直すこ

と（後継者育成計画を含

む。）

 

取締役の任命、再選および

解任について提言を行うこ

と

 

取締役会の業績の評価を行

うこと

 

取締役の専門的能力開発を

見直すこと

 

コーポレート・ガバナンス

原則・方針を見直すこと

構成の条件 最小独立非業務執行取締役

数：３名

最小独立非業務執行取締役

数：３名

最小独立非業務執行取締役

数：３名

最小独立非業務執行取締役

数：３名

 
委員１名は監査委員会委員

を兼任することとする。

委員１名はリスク委員会委

員を兼任することとする。

委員１名はリスク委員会委

員を兼任することとする。

取締役会会長が指名・ガバ

ナンス委員会委員長であ

る。

 
委員１名は報酬委員会委員

を兼任することとする。

取締役会会長は監査委員会

委員に就任できないものと

する。

  

委員 フィリップ・クロニカン

（委員長）

デイヴィッド・アームスト

ロング（委員長）

アン・ラブリッジ

（委員長）
ケン・ヘンリー（委員長）

 
デイヴィッド・アームスト

ロング

ジェラルディーン・マクブ

ライド
フィリップ・クロニカン ピーユシュ・グプタ

 ピーユシュ・グプタ ダグ・マッケイ ピーユシュ・グプタ アン・ラブリッジ

 アンソニー・ユエン アンソニー・ユエン  ダグ・マッケイ

常設の資本・資金調達小委員会は、特定の当社の資本・資金調達活動に関して委託された権限を行使する。同小委員会は、CFO、監査委員会委員長また

はリスク委員会委員長のいずれかのうち１名および非業務執行取締役１名（監査員会委員長またはリスク委員会委員長でも可。）の計２名で構成され

る。取締役会はまた、責務の遂行をサポートする小委員会を随時設立する。

2017年度中、指名委員会は指名・ガバナンス委員会に改称され、責務が拡大されて当社のコーポレート・ガバナンス原則・方針の見直しが含まれること

となった。CEOおよび経営陣の後継者育成計画は、同計画に対する責任を取締役会レベルで保持するために、指名・ガバナンス委員会の担当範囲から外

された。
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2017年度中の委員会の主要な活動

 

リスク委員会 監査委員会 報酬委員会 指名・ガバナンス委員会
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主要なリスクおよびリスク

管理戦略を見直し、取締役

会に推奨すること

 

当社の2017年度リスク選好

報告書を見直すこと

 

当社の自己資本充実度評価

プロセスを見直すこと

 

与信ポートフォリオおよび

資産の質の重要な見直しを

継続すること

 

内部統制およびリスク管理

体制の有効性に関する経営

陣による発表および内部監

査部門による保証を見直す

こと

 

当社のリスク管理機能に配

分された資源を監督するこ

と

 

主要な子会社の取締役会リ

スク委員会の会議の議事録

および最新情報を見直すこ

と

 

2017年度中、リスク委員会

は、14回の会合（監査委員

会との２回の合同会議およ

び報酬委員会との２回の合

同会議を含む。）を開い

た。

 

最高リスク管理担当役員

（「CRO」）および当社グ

ループの外部監査人である

アーンスト・アンド・ヤン

グ（「EY」）の上級代表者

および内部監査部門は、予

定されていたリスク委員会

のすべての会議に出席し

た。

重要な会計処理、財務報

告その他経営陣、内部監

査部門および外部監査人

が提起した事項を見直す

こと

 

売却の会計処理、コンダ

クトリスク関連の引当金

および貸倒引当金に関す

る分野を含む重要な会計

方針および会計判断の分

野を検討し、取締役会に

提言を行うこと

 

当社の財務諸表の正確性

および重大な事業リスク

の効率的な管理に関する

経営陣による証明および

保証ならびに内部監査部

門によるリスク管理体制

の遵守および有効性に関

する証明および保証を見

直すこと

 

当社の半期・年次財務諸

表の採択について見直

し、取締役会に提言を行

うこと

 

外部監査人および内部監

査部門のために2017年度

の監査計画の範囲を見直

すことならびに監査人が

年間を通して行った監査

業務を監督すること

 

外部監査人および内部監

査部門の業務遂行および

独立性（独立性要件が充

足されていたとする当該

監査人による保証を含

む。）を見直すこと

 

経営陣の同席なく内部監

査部門、外部監査人の主

要パートナーおよび内部

監査部門の戦略的パート

ナー（KPMG）と個別に会

議を持つこと

 

主要な子会社の取締役会

監査委員会の会議の議事

録および最新情報を見直

すこと

 

2017年度中、監査委員会

は、12回の会合（リスク

委員会との２回の合同会

議および取締役会との２

CEOおよびその他の上級執

行役員の報酬給付契約

（2017年度の長期報奨制

度に基づく報酬価額を含

む。）を見直し、取締役

会に提言を行うこと

 

株主価値を増加させるた

めに構築された業績およ

びリスクの基準に基づき

上級執行役員に支払われ

るべき報償金（長期報奨

制度を含む。）を見直

し、取締役会に提言を行

うこと

 

当社全体にわたり規制当

局により要求されている

カテゴリーに属する者お

よび非業務執行取締役の

報酬の報酬構造を見直

し、取締役会に提言を行

うこと

 

報酬報告書を見直すこと

 

金融業界における報酬に

関する市場動向および利

害関係者の見解に加え、

報酬に関する世界的な規

制改革および立法改革を

監視すること

 

当社の報酬体制について

検討するために規制当局

と会合を行うこと

 

業務執行取締役の解任を

監視すること

 

年金保証義務を監督する

こと

 

長期報奨計画を含む従業

員持株制度および割当の

権利確定を見直し、承認

し、決定すること

 

当社の結果管理体制を監

督し、基準以下の業績お

よび報酬支給結果に対す

る影響を管理すること

 

子会社の非業務執行取締

役の報酬を承認すること

 

2017年度中、報酬委員会

は、13回の会合（リスク

技能、多様性および専門

知識の適切な構成（後継

者育成計画を含む。）が

維持されるよう、取締役

会の規模および構成を見

直すこと

 

取締役会および会長の必

要かつ望ましい能力を評

価すること

 

当社の効率的かつ慎重な

経営のために必要な幅広

い技能を取締役および上

級経営陣が有しているか

否かを判断するため、取

締役会と併せて取締役お

よび上級経営陣が有して

いる集合的技能を検討す

ること

 

取締役会、取締役会委員

会および取締役の業績の

評価を行うこと

 

取締役の任命および再選

について取締役会に提言

（ 多 様 性 の 考 慮 を 含

む。）を行うこと

 

取締役の独立性の継続に

ついて取締役会に提言を

行うこと

 

子会社の取締役会の構成

について非業務執行取締

役とともに見直すこと

 

指名・ガバナンス委員会

は、2017年度中４回の会

合を開いた。
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回の合同会議を含む。）

を開いた。

 

EYの上級代表者および内

部監査部門は、予定され

ていたすべての会議に出

席した。

委員会との２回の合同会

議を含む。）を開いた。

 

CROは報酬委員会の会議への出席が常時可能であり、報酬委員会委員長は、リスク調整報酬対策に特有の問題が検

討される場合は、CROに報酬委員会の会議への出席をとりわけ要請する。

当社の報酬体制に関する情報は、「第５－４　役員の状況」の報酬報告書に記載されている。

 

保証および管理

 

当社取締役会は、当社の財務諸表および開示情報が完全かつ正確であるかを判断するために、経営陣が提供する

情報に依拠する。外部監査人であるEYは、独立した客観的な保証を提供する。

 

CEO、CFO、グループ財務・開発担当業務執行ジェネラル・マネジャー、CRO、最高法務・商務担当カウンシル、

法務担当ジェネラル・カウンシル、内部監査担当業務執行ジェネラル・マネジャーおよび外部監査人は、通常の報

告経路を経ることなく、監査委員会に直接接触することができる。その他の従業員は、「第５－５　コーポレー

ト・ガバナンスの状況等」の「行動規範」のセクションに記載されたとおり内部告発者保護制度を通じて監査委員

会に接触できる。
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外部監査人

監査委員会は、必要な場合は株主の承認を得て、外部監査人の選定、評価、報酬および交代について責任を担っ

ている。監査委員会は外部監査関係を監督し、EYと定期的に会合を持ち、現行の外部監査取り決めの適正性につ

き、とりわけ有効性、実績および独立性に重点を置いて見直しを行なう。

 

当社は、監査人の独立性が損なわれるかまたは損なわれると考えられる場合は、外部監査人の現在もしくは過去

のパートナー、プリンシパル、株主もしくは専門従業員またはその家族を雇用せず、または子会社の取締役会もし

くは経営体に任命しない。

 

監査委員会はグループ外部監査人独立性方針を採択している。同方針は外部監査人により提供されるすべての監

査・非監査業務について事前承認を要求している。監査委員会は外部監査人が提供する各種業務の年間報酬につい

て上限を設けることができ、これらの業務に承認を与える権限を委任することができる。かかる委任された権限の

行使は少なくとも年に２回監査委員会に報告される。監査委員会が別段の承認を行わない限り、ある年度において

非監査業務の提供について支払われた報酬は、当該年度中に監査業務について支払われた報酬を超えてはならな

い。

 

EYが当社に提供する非監査業務およびかかる業務に関して支払済みであるかまたは支払うべき報酬の詳細は、

「第５－５　(2)監査報酬の内容等」および「第６－１　財務書類」の注記38「外部監査人に対する報酬」に記載

されている。

 

外部監査人は、定時株主総会に出席し、監査の実行および監査報告書の内容に関する株主からの質問に応答す

る。５年連続で当社の監査に深く関わったEYの担当者の交代を求める法律に従い、2017年度の監査完了後、EYの担

当者が交代する。

 

内部監査

内部監査部門の役割は、当社のリスク管理体制および内部統制環境の適切性および有効性に関する分析および独

立の評価を行うことである。内部監査部門は、業務の引受に必要な場合はすべての人、記録およびシステムに完全

にかつ無制限に接触することができる。

 

監査委員会は、内部監査担当業務執行ジェネラル・マネジャーの任命、業績および解任について取締役会に対し

て勧告を行う。監査委員会は、内部監査部門の業務および業績を監視し、内部監査部門が引き続き経営陣から独立

しているか、そして十分な資金供給と予算手当を受けているかを評価する。

 

内部監査部門および外部監査人は、別個の独立機関として機能し、運営され、報告を行う。
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リスク管理

　当社のリスク管理のアカウンタビリティー・モデルは、「３本の防衛線」を中心に構築されている。「３本の防

衛線」は、３本合わせて、全防衛線にわたるリスク管理のアカウンタビリティーの明瞭性をもたらし、組織全体に

わたる効果的なリスク管理の土台として機能する。

 

第一の防衛線－ビジネスリーダーはリスクを管理し、統制が行われており、プロセスに従っていることを保証

し、当社のリスク選好の範囲内で業務を行い、意思決定においてリスクからの観点が含まれることを保証する。

 

第二の防衛線－リスク管理チームは、リスク管理体制を構築および維持し、独立して監督を行い、取締役会およ

び執行役員に見識を与える。

 

第三の防衛線－内部監査部門は、リスク・管理体制について独立した保証を提供する。

 

　取締役会は、リスク委員会および執行役員を通じて当社におけるリスクを重視する企業文化の認識を推進し、経

営陣によるリスクと見返りとの好ましいバランスの確立を支援している。CROは、重要なリスク分類の最新情報を

含む定期的な報告をリスク委員会に行っており、また予定されている会議以外にリスク委員会委員長と定期的に会

合を開く。2017年度において、各主要子会社の委員長は現に存する問題および課題を検討し、分かち合うために、

会合を開いた。リスク委員会の委員は、一定の法域において規制当局とも会合を開いた。

 

　リスク委員会は、当社のリスク管理体制および内部コンプライアンス・管理システムの実施および運営を監視す

ることにより、取締役会が同リスク管理体制を少なくとも年に一度見直すにあたって支援している。2017年度の当

社のリスク管理体制の見直しは、このプロセスに従って行われた。

 

当社のリスク監視および重大な事業リスクの管理に関するより詳細な事項は、2017年度アニュアル・レビューお

よび当社グループのウェブサイトのコーポレート・ガバナンスのセクションで閲覧可能である。
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政策的枠組および行動規範

 

　当社はオーストラリア国内および海外の双方で当社の人員に厳格な倫理指針の遵守を要求する行動規範を有して

いる。

 

行動規範は、当社の一貫性に対する信頼を維持するために、当社の法的義務のみならず、当社の利害関係者の合

理的な期待をも考慮している。行動規範は当社グループの全従業員および取締役、ならびに当社のために働くすべ

ての人々（請負業者およびコンサルタントを含む。）に適用される。

 

2017年４月、改正行動規範が導入された。行動規範は、引き続き個人の行動、誠実さ、品位および公平性ならび

に詐欺および腐敗の防止を対象とする。行動規範は現在では、当社のバリューズ（価値基準）も重視しており、こ

れには正しい決定を行い、当社の組織において尊敬および信頼関係を構築する方法で行動することの重要性が含ま

れる。

 

行動規範のいくつかの分野が修正された。とりわけ重要なのは、当社の新たな独自のフェアコール・サービスの

導入である。同サービスを通じて当社のあらゆる者の行動に関する懸念を報告できる。この方法によって、開示を

行う者を当社が支援し、保護することが明確にされる。

 

当社の最新行動規範は、当社のウェブサイトのコーポレート・ガバナンスのセクションで閲覧可能である。

 

継続開示

　会社法およびASX上場規程により、当社有価証券の価格または価値に重大な影響を及ぼすと予想される事項を速

やかに市場に開示することが求められている。さらに当社は、当社に影響を及ぼす主な動きをすべて株主に知らせ

るという方針をとっている。

 

　当社は、継続開示義務の遵守をガイドラインおよび手続で補完された詳細なグループ開示・外部コミュニケー

ション方針の適用を通じて管理する。これらは合わせて当社の有価証券の市場の一体性および市場の効率性を維持

し、遵守に関する責任を上級執行役員レベルに帰属させる。開示が要求される可能性のある重要な事項はすべて速

やかに当社の業務執行役員から構成される開示委員会に報告され、これらの業務執行役員は、開示に関する評価お

よび判断を下すためにその他の上級執行役員または取締役会に対して当該事項について相談することがある。
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　適切である場合は、最も重要なまたは重大な開示については取締役会と協議される。エグゼクティブ・リーダー

シップ・チームの構成員全員が、最高法務・商務担当カウンシルおよび／またはグループ秘書役に対して開示すべ

き事項を報告する責任を負う。日常的な事務連絡については、グループ秘書役が開示委員会の承認を得ることなく

行う。開示委員会は、取締役会に対して、当該年度中に行った活動および決定事項について毎年報告する。

 

上申および内部告発者保護

　当社は、当社の従業員、取締役または役員による詐欺、汚職行為、贈収賄、好ましくない行為、法律・規則の不

遵守または疑わしい会計・監査を容認しない。当社は、経営陣および取締役会に対して日常業務または経営上の懸

念事項の上申から重大な財政的・企業文化的・評判の上申に至るまで幅広い異議申立の上申および事件の通報を推

進する明確かつ確固たる手続および文化を有している。

 

当社グループの内部告発者保護制度は、リーダーと従業員との間の通常のコミュニケーション経路を補完する。

不正行為に関する懸念は、外部のフェアコール・サービスを通じて、選択した経路でまたは電子メールで直接提起

できる。フェアコール・サービスはKPMGによって運営されており、当社従業員その他同サービスの利用者で開示を

行う者のために安全かつ秘密の守られた報告経路を提供する。

 

　当社の人員は、違法な、容認できないもしくは不適切な行動に関わる事項または当社の収益性、評判、ガバナン

スもしくは規制コンプライアンスに重大な影響を及ぼす可能性があると考える事項を上申することを奨励されてい

る。当社は、容認できないかまたは望ましくない行為を明るみに出す者を保護するために、これらの者に対する報

復行動をとる者について解雇に繋がる可能性のある懲戒処分を含むあらゆる合理的な措置をとる。

 

当社有価証券の取引の制限

当社のグループ証券取引方針は、特定の停止期間中における取締役、役員その他一部の従業員による当社有価証

券の取引を制限している。

 

当社の全ての従業員および契約社員が、権利未確定の自己の報酬の要素に関してデリバティブを使用することを

禁じられている。

 

さらに、主要経営陣の一員およびこれらと緊密な関係を有する者は、デリバティブの使用その他の方法により、

権利確定していないまたは権利確定したものの未だ失権に関する条項の適用がある報酬の要素に関してヘッジ取引

を行う契約を結ぶことを禁じられている。詳細については、「第５－４　役員の状況」を参照のこと。

 

グループ証券取引方針は、当社のウェブサイトのコーポレート・ガバナンスのセクションで閲覧可能である。
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政治献金

2017年度中、当社は政府のいずれのレベルに関しても政治献金を行わなかった。グループ政治献金方針は、当社

グループのウェブサイトのコーポレート・ガバナンスのセクションで閲覧可能である。

 

企業責任

 

当社は、企業責任（「CR」）を当社の戦略の実行、地域社会の成功の支援、オーストラリアおよびニュージーラ

ンドで最も尊敬される銀行になるという当社の構想の達成において重要な要素であると考えている。これは、当社

が当社の顧客、従業員、株主および当社が業務を行う地域社会に長期的価値をもたらすためにリスクおよび機会を

評価し、均衡を図っていることを意味する。

 

当社は慈善活動、企業責任および（特に）価値観の共有を含む幅広い手段および手法を適用することによってこ

れを行っており、社会および環境に関する課題に対処するために当社の銀行としての中核的な資産および専門知識

を利用している。

 

当社は、当社の利害関係者にとって最も重要である環境、社会およびガバナンス（「ESG」）のテーマを特定

し、優先するために、毎年マテリアリティアセスメントを行っており、当社が最大の影響をもたらす場を確立して

いる。このアセスメントのプロセスは、当社の2017年度サステナビリティ・レポートに詳述されている。

 

CRは、以下を通じて当社グループ全体に根付いている。

 

●　既存のおよび新たな重要事項について当社に通知するために利害関係者と関わり、相互に有益な解決策を当社

に生み出させ、戦略的方向性の決定を支援すること

●　明確な目標を設定しており、適切な方針、手続および活動を定めており、進捗状況の計測および報告を含んで

いるCR戦略を実行すること

●　CRが確実に取締役会、執行役員および従業員によって理解されるように、CR管理を統合し、ガバナンス構造お

よび社内コミュニケーションにおいて報告を行うこと

●　３つの主要な社会的にインパクトのある分野であり、当社グループがプラスの影響を与えるのに適切な金融包

摂、社会的一体性、環境保全の分野に注力すること

 

取締役会は少なくとも年に２回CRおよびESGのリスクについて、そして場合に応じてその他CR関連事項につい

て、最新情報の提供を受けている。
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　当社は、利害関係者との間で、対話を生み、当社のCR戦略、活動および評判に対するフィードバックを得、当社

が直面する重大な問題に対する当社の理解を深めるために引き続き連携を行っている。当社の連携には、社会的、

環境的背景をもつ様々なリーダーとの非公式の連携と当社の正式な先住民諮問グループ（「IAG」）（当社と先住

民およびトレス海峡諸島民との関わりならびに当社の調整実行計画について戦略的指導を行っている。）との組み

合わせが含まれる。当社グループの会長であるケン・ヘンリーがIAGの共同会長を務めている。

 

　当社の利害関係者の当社の報告に対する信頼度を高めるために、当社の外部監査人は2017年度アニュアル・レ

ビューおよび2017年度サステナビリティ・レポートに記載された主要な基準について限定的な保証を行い、当社が

2017年度アニュアル・レビューにおいて重要なテーマを特定し、報告したことについて限定的な水準の保証を行っ

た。さらに、KPMGは、オーストラリア国家温室効果ガスおよびエネルギーに関する報告制度の下での当社の報告

データ（スコープ１およびスコープ２温室効果ガス排出量）について合理的な保証を行うとともに、その他の基準

について限定的な保証を行った。当社の2017年度サステナビリティ・レポートおよびEYおよびKPMGによる完全保証

報告書は、当社のウェブサイトのコーポレート・ガバナンスのセクションで閲覧可能である。

 

奴隷制および人身売買

　2017年度中、当社は2015年（英国）現代奴隷法に基づきかつ当社の人権方針に従い現代奴隷・人身売買報告書を

発表した。当社は、当社の重要なサプライチェーンとの関係におけるリスクを管理するために、供給業者サステナ

ビリティ・プログラムを設置している。

 

多様性および包摂

 

　当社は、顧客および営業を行う地域社会を代表する、包摂の文化および多様性に富む職場に注力している。当社

では個人の違いが高く評価され、尊重される。2016年９月、取締役会は2017年度-2020年度の全社的多様性・包摂

戦略（「多様性・包摂戦略」）を承認した。2017年８月、取締役会は最新の多様性・包摂方針を承認した。

 

　多様性・包括戦略は、影響力の強い統合的なアプローチをとるために、事業戦略と明確に平行して進められ、当

社の人材戦略の主要な柱を利用している。同戦略の最優先事項は、包摂である。同戦略の３つの原則は、男女平等

（１）
、ライフステージの平等ならびにレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびイン

ターセックス（「LGBTI」）の包摂である。さらに当社は、文化の包摂および当社の職員および顧客にとっての利

用可能性の向上に引き続き注力する。これらの原則は主要な実現要素であるリーダーシップ、柔軟性および当社の

従業員主導の人的資源グループによって支えられている。
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当社のエグゼクティブ・リーダーシップ・チームは、この戦略の実行に対して直接的な説明責任を負っており、

思考の多様性を奨励し、生産性を高め、積極的に関与する優秀な人員を支援する包括的な文化の促進に注力し続け

ている。取締役会は、当社の上級執行役員から定期的に多様性・包摂に関する最新情報を受領する。

 

2017年５月、全社的多様性・包摂運営委員会が設立された。当社の最高法務・商務担当カウンシルおよびCFOに

率いられた同委員会は、当社における包摂について意見を述べ、平等性を妨げる可能性のある障壁を取り除く。同

委員会には各事業分野を代表する上級職員および従業員主導の人的資源グループが参加している。

 

　男女平等は引き続き当社の主要な優先課題である。2017年９月、当社は「トゥワーズ2020、アワ－・ロード・

トゥ・ジェンダー・イクオリティ」を立ち上げ、2020年までにエグゼクティブ・リーダーシップ・チーム以下全レ

ベルにおいて男女平等を実現しようと取り組んでいる。

 

当社は、2016年４月１日から2017年３月31日までの期間について、2012年（連邦）男女雇用平等法に基づく報告

要件を満たし、男女平等雇用機関から2016年度エンプロイヤー・フォー・チョイス・フォー・ジェンダー・イクオ

リティとして表彰された。当社はまた、2014年職場の男女平等（最低基準）文書に定められている男女平等指数に

関する最低基準を満たした。

 

　当社は多様性および包摂に関する規制要件の充足に注力しており、ASXコーポレート・ガバナンス原則および勧

告に関して2017年９月30日に終了した事業年度の多様性に関する以下の開示を行う。

 

多様性・包摂方針（ASX勧告1.5aおよび1.5b）

　グループ多様性・包摂方針は、当社グループのウェブサイト（www.nab.com.au）のコーポレート・ガバナンスの

セクションで閲覧可能である。

 

数値目標および進展（ASX勧告1.5c）

　当社取締役会がグループ多様性・包摂方針に従い設定した2017年度の性別多様性基準を達成するための当社の数

値目標および達成への当社の進捗状況は、下記のとおりである。

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

165/424



2017年度の当社の目標：

　表１－2017事業年度の数値目標および進展

 

 2016事業年度の
実質女性比率
(2016年９月
30日現在)

2017事業年度の
目標女性比率

2017事業年度の
実質女性比率
(2017年９月
30日現在)

当社取締役会

－業務執行取締役を含む
（１）

27％ － 22％

当社取締役会

－非業務執行取締役
（１）

30％ 30％ 25％

当社グループ子会社の取締役会 39％ 35％ 39％

経営幹部
（２） 38％ 35％ 39％

オーストラリアの人材数
（３）（４）（５） 54％ 50％ 59％

オーストラリアのグラジュエート・プログラム

による採用
（６）

43％ 50％ 56％

全組織 54％ － 54％

（１）
目標は、欠員状況および状況が許す限り当社取締役会における女性の非業務執行取締役の人数を増やすこと

であり、2017事業年度までに女性比率を少なくとも30％とすることを目標としている。2017年11月のアン・

シェリーの取締役就任により、当社取締役会の女性比率は、業務執行取締役を含むと30％に上昇し、非業務執

行取締役の33％となる。
（２）

2017事業年度の数値目標については、経営幹部のポジション（上級執行役員のポジションとも言う。）と

は、エグゼクティブ・リーダーシップ・チームのメンバー、エグゼクティブ・リーダーシップ・チームのメン

バーに直属する役員およびこれらの者に直属する役員が有するポジションのことである。これらの職種の監督

下にあるサポート職（例えば、エグゼクティブ・マネジャーやエグゼクティブ・アシスタント）は、本データ

には含まれていない。2017年９月30日現在、グループ・エグゼクティブ・リーダーシップ・チームにおける女

性の割合は27％であった。
（３）

オーストラリアの人材数には、根拠に基づく基準に照らして客観的に評価され、成長の見込みのある者とし

て各部門のリーダーシップ・チームにより選任された従業員が含まれる。昨年度において当社は、人材につい

て、形式的な評価を行わずに根拠に基づく基準に照らした識別に基づいて報告した。
（４）

エグゼクティブ・リーダーシップ・チーム直属の役員全員について評価がなされ、人材選択の決定が行われ

た。２部門が評価および下位層（ELT直属の者の監督下にある者）の人材選択を完了しており、残りの部門は

今後15ヵ月間にわたりこの層に関するこのような評価・選択に参加する。第５グループの人材の完全な人数は

2018年１月までに判明する予定である。
（５）

2017年９月30日現在のオーストラリアの人材数は、評価の流れおよび人材の選択に起因して、人数のごく一

部のみを反映しており、今後12ヵ月間の人数を最終的に反映するものと解釈してはならない。
（６）

2017年９月30日現在、当社の2018グラジュエート・プログラムに基づくポジションを受諾した新卒者の56％

が女性であった。

 

当社取締役会は、向こう３事業年度（2018事業年度、2019事業年度および2020事業年度）における性別多様性の

達成に関する新たな数値目標を承認した。これらの新たな数値目標は、当社の最新のグループ多様性・包摂方針に

従い設定されており、以下に示したとおりである。
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2018事業年度、2019事業年度および2020事業年度の数値目標を設定するにあたり、当社は数値目標が適用される

役職およびレベルを変更した。特に、当社の新たな数値目標は現在、４つの異なる経営職および非経営職のレベル

（「経営幹部」、「上級経営陣」、「経営職」および「非経営職」）に適用されており、これらの各レベルは現

在、当社の報酬価格帯を参照して定められている。過年度において（上記の2017年度の数値目標を含む。）、当社

は異なる基準に基づき役職およびレベルを定めた。当社は最上級レベルおよびその他のレベルの役職に就いている

女性の人数に関する透明性を高めるために細かいアプローチをとっている。

 

2020年度の当社の目標：

表２－2018事業年度、2019事業年度および2020事業年度の数値目標

 

数値目標
（７） 2017事業年度の

実質女性比率
(2017年９月
30日現在)

2018事業年度
の目標女性比率

2019事業年度
の目標女性比率

2020事業年度
の目標女性比率

当社取締役会

－非業務執行取締役
（８）

25％ － － 30％

当社グループ子会社の取締役会 39％ － － 40％

     

経営幹部（第６・第７給与グループ）
（９）

31％ 35％ 37％ 40％

上級経営陣（第５給与グループ）
（10）

30％ 34％ 37％ 40％

     

経営陣（第４給与グループ） 38％ － － 40％－60％

非経営職（第１－第３給与グループ） 59％ － － 40％－60％

オーストラリアの人材数
（11）（12）

（13）

59％ 50％ 50％ 50％

オーストラリアのグラジュエート・プ

ログラムによる採用
（14）

56％ 50％ 50％ 50％

全組織 54％ － － 40％－60％

（７）
これらの目標は、全社的目標であり、稼働従業員および非稼働従業員を含むが、有期契約社員および臨時雇

用者を含まない。非稼働従業員とは、90日間を超えて特定の種類の休みを取得している従業員をいう。
（８）

目標は、欠員状況および状況が許す限り当社取締役会における女性の非業務執行取締役の人数を増やすこと

であり、2020事業年度までに女性比率を少なくとも30％とすることを目標としている。2017年11月のアン・

シェリーの取締役就任により、女性比率は33％に引き上げられる。
（９）

2018事業年度、2019事業年度および2020事業年度の数値目標について採用された「経営幹部」の定義は、

2017事業年度の数値目標について採用された（上記表１において定義された）定義とは異なる。2018事業年

度、2019事業年度および2020事業年度の数値目標については、経営幹部は、当社グループの第６および第７報

酬価格帯（別名給与グループ）に属する全従業員である。
（10）

2018事業年度、2019事業年度および2020事業年度の数値目標について採用された「上級経営陣」の定義は、

当社グループの第５報酬価格帯（別名給与グループ）に属する全従業員である。
（11）

オーストラリアの人材数には、根拠に基づく基準に照らして客観的に評価され、成長の見込みのある者とし

て各部門のリーダーシップ・チームにより選任された従業員が含まれる。昨年度において当社は、人材につい

て、形式的な評価を行わずに根拠に基づく基準に照らした識別に基づいて報告した。
（12）

エグゼクティブ・リーダーシップ・チーム直属の役員全員について評価がなされ、人材選択の決定が行われ

た。２部門が評価および下位層（ELT直属の者の監督下にある者）の人材選択を完了しており、残りの部門は

今後15ヵ月間にわたりこの層に関するこのような活動に参加する。第５グループの人材の完全な人数は2018年

１月までに判明する予定である。
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（13）
2017年９月30日現在のオーストラリアの人材数は、評価の流れおよび人材の選択に起因して、人数のごく一

部のみを反映しており、今後12ヵ月間の人数を最終的に反映するものと解釈してはならない。
（14）

2017年９月30日現在、当社の2018グラジュエート・プログラムに基づくポジションを受諾した新卒者の56％

が女性であった。

 

2017事業年度中に行われた性別多様性に関する当社グループの計画および賞は、以下を含む。

 

トゥワーズ2020：アワ－・ロード・トゥ・ジェンダー・イクオリティ：当社グループは2020年までにすべてのレ

ベルにおいて男女平等を達成することを約束した。この約束に沿って、当社グループは「トゥワーズ2020：アワ

－・ロード・トゥ・ジェンダー・イクオリティ」を発表した。同文書は、男女平等当社が約束したことおよび当社

が予定する男女平等への到達法を明確に示すものである。

 

変革の男性代表：2015年４月、当社グループのグループCEOは、拡大している変革の男性代表戦略の連合に加入

した。加入にあたり、グループCEOは、男女平等を促進するための措置を講じることを個人的に約束した。2017年

において、グループCEOは女性の経済的保障を改善させる当社の措置の後援者である。

 

チャンピオンニング・ユー：当社グループのグループCEOは、変革の男性代表として、業績の高い上級職の女性

向けの６ヵ月間体験プログラムであるチャンピオンニング・ユーを立ち上げた。同プログラムは、同僚の声に耳を

傾け、学び、スポンサーシップを通じてこれらの女性のキャリア形成を支援する機会を提供した。

 

ブレークスルー・プログラム：2017年に開始した「ブレークスルー」シリーズのプログラムは、女性従業員に上

級職に転換するための技能、知識および手段をさらに授けることをねらいとしている。

 

エクィリープによる世界的な評価：当社は、全世界で職場における男女平等の進展を加速させることを目指す組

織であるエクィリープによる2017ジェンダー・イクオリティ・グローバル・レポートで世界第３位となった。当社

は上位20位に入ったオーストラリアの３組織の一つである。

 

NAB AFL女性大会：2016年末、当社およびAFLは３年契約を発表した。同契約の下、当社は新たに設けられたNAB

AFL女性大会のネーミングライツのスポンサーを務めている。

 

NABボード・レディ・プログラム：上級職の女性は、NABボード・レディ・プログラムを通じて当社子会社および

非営利組織の取締役会に参加することを積極的に奨められる。同プログラムは、技能と願望を有すると認められた

女性に当社グループ会社の取締役となるための教育を行い、心構えをさせることを目的としており、女性が取締役

会におけるポジション獲得に成功するために必要な研修・教育を提供することにより能力と自信を育むことに注力

している。
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NABソーシャルボンド（男女平等）：2017年３月、当社は職場における男女平等の促進を特に目的とすする初の

ソーシャルボンドを発表した。このソーシャルボンドにより、機関投資家は女性および平等を積極的に擁護する

オーストラリアの組織に資金を向けることが可能になる。2017年９月、当社はグローバル・キャピタル・サステナ

ブル・アンド・レスポンシブル・キャピタル・マーケッツ・アワーズにおいて2017年アジア・パシフィック・グ

リーン／SRIボンド・ディール・オブ・ザ・イヤーを受賞した。

 

ナブトレード・チャリティ・トレーディング・デー：2017年４月19日、ナブトレードは、仲介手数料全額を女性

と子供に対する暴力の追放を支援するルーク・バティ基金に寄付した。この種のものとしては世界初であるナブト

レードのチャリティ・トレーディング・デーは、投資家に対して、地域社会に真の違いをもたらす組織を支援する

革新的な方法をもたらした。このイベントを通じて総額100,000豪ドルが寄付され、チャリティ・トレーディン

グ・デーは毎年の開催が予定されている。

 

パネルに関する誓約：当社のリーダーは、「パネルに関する誓約」を立てている。当社の人員がパネルまたは会

議への関与または出資を要請された場合は常に女性の参加を確保するために主催者が行っている努力について尋ね

ることを誓約した。

 

人材の獲得：当社は、すべての管理職の最終選考に残る者について、出身が社内または社外であるかにかかわら

ず、女性の比率が少なくとも40％であること、そして可能な場合は採用の決定が男女双方から成る面接パネルに

よってなされることを確保するように努めている。

 

さらに、2017年度中に行われた当社グループのより広範な包摂計画は、以下を含む。

 

ダイバーシティ・カウンシル・オーストラリア－年次討論会：当社は、ダイバーシティ・カウンシル・オースト

ラリア（「DCA」）の主要な多様性イベントである年次討論会の主要なスポンサーであった。同討論会はDCAにとっ

て主要な資金調達源であり、DCAはあらゆる次元での多様性に関する専門家の助言を通じて会員への支援を続ける

ことが可能となる。

 

2017-2018アクセシビリティ・アクション・プラン：当社は、2016年の国際障がい者デーに合わせて2017－2018

アクセシビリティ・アクション・プランを開始した。同プランは、当社の従業員、顧客および地域社会にとっての

利用可能性の継続的な向上に対する当社の貢献を示している。

 

ニューヨーク従業員人的資源グループの形成：2017年３月、当社のニューヨーク支店は、個々人の多様性および

独自性の受け入れに注力した従業員人的資源グループであるニューヨーク・カルチャー・クラブを設立した。
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オーストラリアの職場における平等指数（「AWEI」）賞：AWEIは、LGBTIの職場での包摂計画が組織文化に及ぼ

す全般的影響を測定することを目的とした全国的な指数を提供する。2017年、当社はブロンズのステータスを獲得

した。

 

　チャンピオンズ・フォー・チェンジ：BNZのCEOであるアンソニー・ヒーリーは、チャンピオンズ・フォー・チェ

ンジ、とりわけフレックスタイム制によるワークストリームへの貢献を続けた。同計画は、所属する組織内での多

様性および包摂の価値の向上に注力しているニュージーランドの公共・民間部門のCEOおよび会長達を団結させ

る。

 

ダイバーシティ・カウンシル・オーストラリア－フューチャー・フレックス：当社は、ダイバーシティ・カウン

シル・オーストラリアのフューチャー・フレックス研究プロジェクトに協賛することおよび事例研究に参加するこ

とにより、柔軟性のある働き方に対する注力を強化した。

 

調整実行計画（「RAP」）： 当社グループの2015年度-2017年度のRAPは、先住民の成功を共に祝しており、包括

的な社会およびよりよき将来を共に作り上げるためにアボリジニおよびトレス海峡諸島民ならびに顧客および地域

社会と長期的に連携している。当社は雇用、金融包摂、事業パートナーシップおよび文化的理解・リーダーシップ

の向上の４つの計画分野で達成９周年を迎えた。当社は200名超の先住系オーストラリア人を雇用しており、2008

年以降、グッド・シェパード・マイクロファイナンスと連携して25,000名超の先住系オーストラリア人に対して安

全かつ手頃なマイクロファイナンスの商品およびサービスの形で20百万豪ドル超の利用を可能にした。当社のアプ

ローチは長期的なエンゲージメントおよびパートナーシップ、大幅な改善ならびに報告における透明性に基づいて

築き上げられている。2017年９月、当社はRAPの最初の３年間を終えた。当社はこれまでの進歩を振り返り、当社

が将来の計画をまとめるにあたり違いをもたらし続けることのできる機会を見いだしている。

 

男女平等雇用機関－フレックスタイム制のケーススタディ：当社は、男女平等雇用機関のケーススタディ・シ

リーズへの参加を通じて、引き続き知識の共有およびフレックスタイム制に対するコミットメントを示した。

 

(１)
男女平等の定義は、男女いずれかが40％から60％を占めていることであり、当社の新入社員から執行役員に至

るまで対象となる。
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(2)【監査報酬の内容等】

①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】

　監査業務は、財務諸表の作成が義務付けられている被支配会社を含む当社グループおよび当社の連結財務諸表の

監査または見直しから構成されている。

 

　報告期間中に行われた監査業務ではない業務はすべて非監査業務である。これらの業務には監査関連業務その他

一切の業務が含まれる。

 

監査関連業務は、従来外部監査人により行われてきた保証および関連業務から構成され、これらには、(i)有価

証券の募集に関連する引受会社へのコンフォートレターの提供、(ii)法津、規則または規制上の遵守義務により要

求される規制業務、ならびに(iii)法定外監査を含む非規制業務、買収に関連する会計コンサルティングおよび監

査、内部統制の見直し、法律または規則により要求されない証明業務ならびに財務会計・報告基準に関するコンサ

ルティングが含まれる。

 

その他はすべて、監査業務または監査関連業務のいずれでもない業務である。

 

 
当連結会計年度 前連結会計年度

監査報酬 監査関連報酬 その他の報酬 監査報酬 監査関連報酬 その他の報酬

 (千豪ドル) (千豪ドル) (千豪ドル) (千豪ドル) (千豪ドル) (千豪ドル)

提出会社
9,270

(803,894千円)
3,955

(342,978千円)
1,771

(153,581千円)
9,602

(832,685千円)
3,749

(325,113千円)
742

(64,346千円)

連結子会社
5,187

(449,817千円)
2,214

(191,998千円)
307

(26,623千円)
6,742

(584,666千円)
3,099

(268,745千円)
1,059

(91,836千円)

計
14,457

(1,253,711千円)
6,169

(534,976千円)
2,078

(180,204千円)
16,344

(1,417,352千円)
6,848

(593,859千円)
1,801

(156,183千円)

注：報酬は、物品サービス税、付加価値税またはこれらに相当する税を含まない。
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②【その他重要な報酬の内容】

　該当なし。

 

③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　監査関連報酬に係る業務については、上記①を参照のこと。

 

④【監査報酬の決定方針】

　監査委員会は、必要な場合は株主の承認を得て、外部監査人の選定、評価、報酬および（適切な場合は）交代に

ついて責任を担っている。

 

　監査委員会は、外部監査人が提供する各監査業務または非監査業務について年間報酬額の上限を設定できる。監

査委員会が別段の承認を行う場合を除き、ある事業年度中に非監査業務の提供について外部監査人に対して支払わ

れたかまたは支払われるべき報酬は、当該年度中に監査業務について外部監査人に支払われたかまたは支払われる

べき報酬を超えてはならない。

 

　監査委員会の事前承認の方針および手続の説明は、「第５－５　(1)コーポレート・ガバナンスの状況」に記載

されている。
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第６ 【経理の状況】

当社グループの財務報告書は、2001年会社法（連邦法）、オーストラリア会計基準およびオーストラリア会計基

準審議会（以下「AASB」という）解釈指針に準拠して作成されている。

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッドの財務諸表および当社グループの連結財務諸表は、AASBが公

表しているオーストラリア会計基準および国際会計基準審議会（以下「IASB」という）が公表している国際財務報

告基準（以下「IFRS」という）に準拠している。なお、当社および当社グループの英文財務諸表はASICに提出さ

れ、ASICで公衆の縦覧に供されている他、当社のウェブサイトであるwww.nabgroup.comにて入手可能である。

本書記載の日本文の財務書類は、上記の当社および当社グループの英文財務諸表を翻訳したものであり、「財務

諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第131条第１項の規定に従って作成さ

れている。日本およびオーストラリアにおいて一般に公正妥当と認められている会計原則または会計慣行の主要な

差異は、「４ 日豪の会計原則および会計慣行の相違」に記載されている。

2017年および2016年９月30日をもって終了した事業年度に関する当社の英文財務諸表および当社グループの英文

連結財務諸表は外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定されている外国

監査法人等をいう。）であるアーンスト・アンド・ヤングから監査を受け、金融商品取引法第193条の２第１項第

１号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けている。

当社および当社グループの英文財務諸表は豪ドルで表示されているが、日本文財務書類には便宜上主要な計数に

ついての円換算額を併記している。日本円への換算は、2017年11月14日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客

電信直物売買相場の仲値１豪ドル＝86.72円によっている。なお、主要な計数についての円換算額および「２ 主な

資産・負債および収支の内容」から「４ 日豪の会計原則および会計慣行の相違」に説明されている事項に関する

記載は、当社および当社グループの英文財務諸表には含まれておらず、当該事項における英文財務諸表への参照事

項を除き、会計監査の対象になっていない。
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１ 【財務書類】

(1) 損益計算書

 
  当社グループ 当社

９月30日終了事業年度  2017年
(1)

2016年
(1) 2017年 2016年

 注記

百万

豪ドル 百万円

百万

豪ドル 百万円

百万

豪ドル 百万円

百万

豪ドル 百万円

受取利息 ３ 27,403 2,376,388 27,629 2,395,987 26,101 2,263,479 26,724 2,317,505

支払利息 ３ (14,221) (1,233,245) (14,699) (1,274,697) (16,467) (1,428,018) (17,211) (1,492,538)

純利息収益  13,182 1,143,143 12,930 1,121,290 9,634 835,460 9,513 824,967

その他収益 ４ 4,842 419,898 5,192 450,250 5,023 435,595 5,798 502,803

営業費用 ５ (8,539) (740,502) (8,331) (722,464) (7,207) (624,991) (12,323) (1,068,651)

貸倒引当金繰入額 ５ (824) (71,457) (813) (70,503) (731) (63,392) (702) (60,877)

税引前利益  8,661 751,082 8,978 778,572 6,719 582,672 2,286 198,242

法人税 ７ (2,480) (215,066) (2,553) (221,396) (1,744) (151,240) (1,767) (153,234)

継続事業からの当期純利益  6,181 536,016 6,425 557,176 4,975 431,432 519 45,008

非継続事業からの当期純損失 41 (893) (77,441) (6,068) (526,217) - - - -

当期純利益  5,288 458,575 357 30,959 4,975 431,432 519 45,008

非支配持分に帰属する利益  3 260 5 434 - - - -

当社の株主に帰属する純利益  5,285 458,315 352 30,525 4,975 431,432 519 45,008

  豪セント 円 豪セント 円     

基本的１株当たり利益 ６ 194.7 169 8.8 8     

希薄化後１株当たり利益 ６ 189.1 164 15.5 13     

継続事業からの基本的１株当たり利益 ６ 228.2 198 242.4 210     

継続事業からの希薄化後１株当たり利益 ６ 220.1 191 232.7 202     

(1) 情報は継続事業ベースで表示している。

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

174/424



(2) 包括利益計算書

 
  当社グループ 当社

９月30日終了事業年度  2017年
(1)

2016年
(1) 2017年 2016年

 注記

百万

豪ドル 百万円

百万

豪ドル 百万円

百万

豪ドル 百万円

百万

豪ドル 百万円

継続事業からの当期純利益  6,181 536,016 6,425 557,176 4,975 431,432 519 45,008

その他の包括利益          

純損益に振り替えられない項目          

公正価値で測定の指定を受けた金融負債の

公正価値の変動のうち当社グループの自

己の信用リスクに起因する変動額  11 954 (113) (9,799) 55 4,770 (131) (11,360)

土地および建物の再評価差額金  1 87 (1) (87) - - - -

その他の払込資本の為替換算調整額  4 347 (183) (15,870) - - - -

その他の包括利益を通じて公正価値で測定

する資本性金融商品積立金：          

再評価損  (1) (87) (51) (4,423) (8) (694) (52) (4,509)

資本へ直接振り替えられた項目に係る法人

税  31 2,688 23 1,995 22 1,908 10 867

純損益に振り替えられない項目合計  46 3,989 (325) (28,184) 69 5,984 (173) (15,003)

純損益に振り替えられ得る項目          

キャッシュ・フロー・ヘッジ：          

キャッシュ・フロー・ヘッジ手段に係る

（損失）／利益  (115) (9,973) 38 3,295 (70) (6,070) 76 6,591

損益計算書に振り替えられた損失／（利

益）  1 87 (6) (520) 1 87 (6) (520)

外貨換算積立金：          

在外営業活動体の為替換算調整額（ヘッ

ジ部分を除く）  (273) (23,675) 249 21,593 (32) (2,775) (49) (4,249)

在外営業活動体の処分に伴う損益計算書

への振替  (10) (867) - - - - - -

その他の包括利益を通じて公正価値で測定

する負債性金融商品積立金:          

再評価益  25 2,168 14 1,214 25 2,168 14 1,214

損益計算書に振り替えられた売却益  (3) (260) (16) (1,388) (3) (260) (16) (1,388)

その他の包括利益を通じて公正価値で測

定する負債性金融商品に係る貸倒引当

金の変動額  (1) (87) 4 347 (1) (87) 4 347

資本へ直接振り替えられた項目に係る法人

税  17 1,474 22 1,908 5 434 41 3,556

純損益に振り替えられ得る項目の合計  (359) (31,132) 305 26,450 (75) (6,504) 64 5,550

当期その他の包括利益（法人税控除後）  (313) (27,143) (20) (1,734) (6) (520) (109) (9,452)

継続事業からの当期包括利益合計  5,868 508,873 6,405 555,442 4,969 430,912 410 35,555

非継続事業からの当期純損失 41 (893) (77,441) (6,068) (526,217) - - - -

非継続事業からの当期その他の包括利益

（法人税控除後）  - - 979 84,899 - - - -

当期包括利益合計  4,975 431,432 1,316 114,124 4,969 430,912 410 35,555

当社の株主への帰属  4,972 431,172 1,311 113,690 4,969 430,912 410 35,555

非支配持分への帰属  3 260 5 434 - - - -

(1) 情報は継続事業ベースで表示している。
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(3) 貸借対照表

 
  当社グループ 当社

９月30日現在  2017年 2016年 2017年 2016年

 注記

百万

豪ドル 百万円

百万

豪ドル 百万円

百万

豪ドル 百万円

百万

豪ドル 百万円

資産          

現金および流動資産 10 43,826 3,800,591 30,630 2,656,234 42,152 3,655,421 28,717 2,490,338

他の銀行に対する債権 10 37,066 3,214,364 45,236 3,922,866 35,030 3,037,802 43,359 3,760,092

売買目的デリバティブ
(1) 11 29,137 2,526,761 43,146 3,741,621 30,383 2,634,814 42,467 3,682,738

売買目的有価証券 12 50,954 4,418,731 45,971 3,986,605 45,637 3,957,641 41,513 3,600,007

その他の包括利益を通じて公正価値で測定

する負債性金融商品 13 42,131 3,653,600 40,689 3,528,550 42,029 3,644,755 40,580 3,519,098

公正価値で測定するその他の金融資産 14 16,058 1,392,550 21,496 1,864,133 11,825 1,025,464 14,831 1,286,144

ヘッジ目的デリバティブ
(1) 15 3,892 337,514 6,741 584,580 3,816 330,924 6,319 547,984

貸出金 16 540,125 46,839,640 510,045 44,231,102 468,277 40,608,981 441,321 38,271,357

支払承諾見返  6,786 588,482 12,205 1,058,418 6,786 588,482 12,205 1,058,418

有形固定資産  1,315 114,037 1,423 123,403 476 41,279 520 45,094

被支配会社に対する債権  - - - - 109,163 9,466,615 119,414 10,355,582

被支配会社への投資 31 - - - - 8,673 752,123 9,493 823,233

のれんおよびその他の無形資産 22 5,601 485,719 5,302 459,789 2,361 204,746 2,093 181,505

繰延税金資産 9 1,988 172,399 1,925 166,936 1,242 107,706 1,172 101,636

その他の資産
(1)(2) 23 9,446 819,157 11,901 1,032,055 6,666 578,076 9,395 814,734

資産合計  788,325 68,363,544 776,710 67,356,291 814,516 70,634,828 813,399 70,537,961

負債          

他の銀行に対する債務 10 36,683 3,181,150 43,903 3,807,268 35,201 3,052,631 42,649 3,698,521

売買目的デリバティブ
(1) 11 27,187 2,357,657 41,559 3,603,996 27,065 2,347,077 38,901 3,373,495

公正価値で測定するその他の金融負債 18 29,631 2,569,600 33,224 2,881,185 5,930 514,250 5,408 468,982

ヘッジ目的デリバティブ
(1) 15 1,674 145,169 3,402 295,021 3,859 334,652 6,701 581,111

預金およびその他の借入金 19 500,604 43,412,379 459,714 39,866,398 450,010 39,024,867 416,241 36,096,420

当期未払税金 8 230 19,946 297 25,756 71 6,157 248 21,507

引当金 24 1,961 170,058 1,432 124,183 1,734 150,372 1,157 100,335

被支配会社に対する債務  - - - - 107,601 9,331,159 117,399 10,180,841

社債、ノートおよび劣後債 20 124,871 10,828,813 127,942 11,095,130 121,315 10,520,437 123,226 10,686,159

その他の発行負債 21 6,187 536,537 6,248 541,827 6,187 536,537 6,248 541,827

その他の負債
(1) 25 7,980 692,026 7,674 665,489 6,942 602,010 6,669 578,336

負債合計  737,008 63,913,334 725,395 62,906,254 765,915 66,420,149 764,847 66,327,532

純資産  51,317 4,450,210 51,315 4,450,037 48,601 4,214,679 48,552 4,210,429

資本          

払込資本 26 34,627 3,002,853 34,285 2,973,195 32,866 2,850,140 32,524 2,820,481

積立金 27 237 20,553 629 54,547 190 16,477 309 26,796

利益剰余金 28 16,442 1,425,850 16,378 1,420,300 15,545 1,348,062 15,719 1,363,152

資本合計（親会社持分）  51,306 4,449,256 51,292 4,448,042 48,601 4,214,679 48,552 4,210,429

被支配会社の非支配持分  11 954 23 1,995 - - - -

資本合計  51,317 4,450,210 51,315 4,450,037 48,601 4,214,679 48,552 4,210,429

(1) 2016事業年度の比較情報は、特定のデリバティブ資産およびデリバティブ負債に係る経過利息の表示方法の変更を反映するために修正再表示して

いる。現在、当該経過利息はデリバティブ資産およびデリバティブ負債の項目に表示される（従前はその他の資産およびその他の負債に計上）。

(2) 2016事業年度の比較情報は、生命保険事業に関連する投資がその他の資産に再分類されたのを受けて、修正再表示している。
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(4) キャッシュ・フロー計算書

 
  当社グループ 当社

９月30日終了事業年度
(1)  2017年 2016年 2017年 2016年

 注記

百万

豪ドル 百万円

百万

豪ドル 百万円

百万

豪ドル 百万円

百万

豪ドル 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー          

利息受取額  27,176 2,356,703 28,338 2,457,471 25,761 2,233,994 26,795 2,323,662

利息支払額  (14,315) (1,241,397) (15,592) (1,352,138) (16,459) (1,427,324) (17,413) (1,510,055)

配当金受取額  36 3,122 21 1,821 2,035 176,475 2,264 196,334

生命保険:          

保険料およびその他収益受取額  76 6,591 9,426 817,423 - - - -

投資収益受取額  5 434 1,797 155,836 - - - -

保険金および手数料支払額  (42) (3,642) (9,490) (822,973) - - - -

トレーディング収益の正味（支払）／受取

額  (3,198) (277,331) (3,351) (290,599) (2,471) (214,285) (1,583) (137,278)

その他の営業収益受取額  4,388 380,527 3,956 343,064 2,029 175,955 2,318 201,017

営業費用支払額  (7,868) (682,313) (10,543) (914,289) (5,858) (508,006) (6,490) (562,813)

法人税支払額  (2,544) (220,616) (3,148) (272,995) (1,825) (158,264) (2,812) (243,857)

営業資産および負債の変動考慮前の営業活

動によりもたらされたキャッシュ・フ

ロー  3,714 322,078 1,414 122,622 3,212 278,545 3,079 267,011

キャッシュ・フローの変動から生じる営業

資産および負債の変動          

以下の資産の純(増)／減額：          

中央銀行および他の監督当局への預金  281 24,368 681 59,056 281 24,368 696 60,357

売買目的有価証券  (6,488) (562,639) (4,197) (363,964) (5,677) (492,309) (3,554) (308,203)

公正価値で測定の指定を受けたその他の

金融資産  4,762 412,961 6,839 593,078 2,678 232,236 5,186 449,730

貸出金  (33,401) (2,896,535) (45,882) (3,978,887) (27,714) (2,403,358) (30,861) (2,676,266)

支払承諾見返  5,438 471,583 7,249 628,633 5,436 471,410 7,243 628,113

その他の資産  1,041 90,276 957 82,991 1,695 146,990 265 22,981

以下の負債の純増／(減)額：          

預金およびその他の借入金  43,430 3,766,250 37,920 3,288,422 34,796 3,017,509 28,199 2,445,417

公正価値で測定の指定を受けたその他の

金融負債
(2)  (6,575) (570,184) 300 26,016 (46) (3,989) (958) (83,078)

その他の負債  (1,721) (149,245) 3,548 307,683 (1,850) (160,432) 1,219 105,712

生命保険資産および負債の純変動  (1) (87) (480) (41,626) - - - -

他の銀行(に対する融資)／からの受取の純

額  (902) (78,221) 2,521 218,621 (881) (76,400) 2,747 238,220

デリバティブ資産および負債の純変動  3,639 315,574 3,590 311,325 2,632 228,247 759 65,820

キャッシュ・フローの変動から生じる営業

資産および負債の変動  9,503 824,100 13,046 1,131,349 11,350 984,272 10,941 948,804

営業活動によりもたらされたキャッシュ純

額 30(a) 13,217 1,146,178 14,460 1,253,971 14,562 1,262,817 14,020 1,215,814
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投資活動によるキャッシュ・フロー          

その他の包括利益を通じて公正価値で測定

する負債性金融商品の投資の変動          

購入  (23,392) (2,028,554) (20,077) (1,741,077) (23,337) (2,023,785) (19,959) (1,730,844)

処分および満期償還による収入  21,633 1,876,014 21,088 1,828,751 21,573 1,870,811 20,855 1,808,546

その他の負債および資本性金融商品の変動          

購入  (4) (347) (2,007) (174,047) (7) (607) (1,876) (162,687)

処分および満期償還による収入  172 14,916 3,631 314,880 - - 3,626 314,447

被支配会社に対する債権の純変動  - - - - 311 26,970 2,841 246,372

被支配会社の株式の純変動  - - - - 688 59,663 (695) (60,270)

被支配会社の購入および企業結合（取得し

た現金控除後）  - - (2) (173) - - - -

被支配会社の売却による収入（処分された

現金控除後）  2,255 195,554 (11,780) (1,021,562) 2,206 191,304 642 55,674

関連会社およびジョイント・ベンチャーの

売却による収入（処分された現金控除

後）  37 3,209 - - - - - -

有形固定資産およびソフトウェアの購入  (1,028) (89,148) (875) (75,880) (739) (64,086) (594) (51,512)

有形固定資産およびソフトウェアの売却に

よる収入（売却費用控除後）  14 1,214 52 4,509 (1) (87) 8 694

投資活動により（使用された）／もたらさ

れたキャッシュ純額  (313) (27,143) (9,970) (864,598) 694 60,184 4,848 420,419

財務活動によるキャッシュ・フロー          

社債、ノートおよび劣後債の返済
(2)  (32,426) (2,811,983) (29,543) (2,561,969) (29,868) (2,590,153) (26,427) (2,291,749)

社債、ノートおよび劣後債の発行による収

入（発行費用控除後）
(2)  37,318 3,236,217 43,521 3,774,141 32,438 2,813,023 36,884 3,198,580

その他の払込資本の返済（返済費用控除

後）  (400) (34,688) - - (400) (34,688) - -

その他の負債の発行による収入（発行費用

控除後）  - - 111 9,626 - - 667 57,842

その他の発行負債の返済  (73) (6,331) - - (73) (6,331) - -

配当金および分配金支払額（配当金再投資

プランを除く）  (4,750) (411,920) (4,593) (398,305) (4,707) (408,191) (4,633) (401,774)

財務活動により（使用された）／もたらさ

れたキャッシュ純額  (331) (28,704) 9,496 823,493 (2,610) (226,339) 6,491 562,900

現金および現金同等物の純増額  12,573 1,090,331 13,986 1,212,866 12,646 1,096,661 25,359 2,199,132

現金および現金同等物の期首残高  27,960 2,424,691 20,528 1,780,188 24,850 2,154,992 1,970 170,838

外貨建現金残高に対する為替レート変動の

影響額  (733) (63,566) (6,554) (568,363) (665) (57,669) (2,479) (214,979)

現金および現金同等物の期末残高 30(b) 39,800 3,451,456 27,960 2,424,691 36,831 3,193,984 24,850 2,154,992

(1) キャッシュ・フロー計算書は、当社グループが当該事業の支配を喪失した日までの期間についての非継続事業のキャッシュ・フローおよび当該事

業の売却に直接関連する支配喪失後のキャッシュ・フローを含む。これらのキャッシュ・フローの詳細は、注記41「非継続事業」に記載してい

る。

(2) 公正価値で測定する社債、ノートおよび劣後債に関連するキャッシュ・フローで2016年９月30日終了事業年度に発生したものは、「公正価値で測

定の指定を受けたその他の金融負債」から「社債、ノートおよび劣後債の返済／社債、ノートおよび劣後債の発行による収入」に再分類されてい

る。
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(5) 持分変動計算書

 

 払込資本
(1)

積立金
(2)

利益剰余金
(3) 合計

被支配会社の

非支配持分 資本合計

当社グループ 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

2016年９月30日終了事業年度       

2015年10月１日現在残高 34,651 (362) 21,205 55,494 19 55,513

継続事業からの当期純利益 - - 6,420 6,420 5 6,425

非継続事業からの当期純損失 - - (6,068) (6,068) - (6,068)

継続事業からの当期その他の包括利益 - 96 (116) (20) - (20)

非継続事業からの当期その他の包括利益 - 955 24 979 - 979

当期包括利益合計 - 1,051 260 1,311 5 1,316

株主との取引（資本直入処理）：       

株主による拠出金および株主への分配金       

普通株式の発行 596 - - 596 - 596

生命保険事業に関連する自己株式の調整
(4) 1,517 - - 1,517 - 1,517

利益剰余金からの／（への）振替 - (91) 91 - - -

株式報酬積立金からの振替 166 (166) - - - -

株式報酬 - 203 - 203 - 203

支払配当金 - - (5,060) (5,060) (5) (5,065)

その他の資本性金融商品に係る分配金 - - (124) (124) - (124)

CYBGの会社分割に伴う資本の分配 (2,645) - - (2,645) - (2,645)

非継続事業の投資引き揚げに伴う取崩し - (6) 6 - - -

所有者持分の変動
(5)       

被支配会社の非支配持分の変動 - - - - 4 4

2016年９月30日現在残高 34,285 629 16,378 51,292 23 51,315

2017年９月30日終了事業年度       

継続事業からの当期純利益 - - 6,178 6,178 3 6,181

非継続事業からの当期純損失 - - (893) (893) - (893)

継続事業からの当期その他の包括利益 - (356) 43 (313) - (313)

当期包括利益合計 - (356) 5,328 4,972 3 4,975

株主との取引（資本直入処理）:       

株主による拠出金および株主への分配金       

普通株式の発行 569 - - 569 - 569

ナショナル・キャピタル・インストルメンツ

の償還
(6) (397) - (3) (400) - (400)

利益剰余金からの／（への）振替 - (53) 53 - - -

株式報酬積立金からの振替 170 (170)  -  -

株式報酬 - 187 - 187 - 187

支払配当金 - - (5,216) (5,216) (5) (5,221)

その他の資本性金融商品に係る分配金 - - (98) (98) - (98)

所有者持分の変動
(5)       

被支配会社の非支配持分の変動 - - - - (10) (10)

2017年９月30日現在残高 34,627 237 16,442 51,306 11 51,317

(1) 詳細については注記26「払込資本」を参照。

(2) 詳細については注記27「積立金」を参照。

(3) 詳細については注記28「利益剰余金」を参照。

(4) ウェルスの生命保険事業が従前に保有していた当社株式に関連する。同事業はもはや当社グループの被支配会社によって保有されていない。

(5) 支配の喪失とならない被支配会社の所有者持分の変動。

(6) ナショナル・キャピタル・インストルメンツは2016年10月４日に全額が償還された。
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 払込資本
(1)

積立金
(2)

利益剰余金
(3) 合計

被支配会社の

非支配持分 資本合計

当社グループ 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

2016年９月30日終了事業年度       

2015年10月１日現在残高 3,004,935 (31,393) 1,838,898 4,812,440 1,648 4,814,087

継続事業からの当期純利益 - - 556,742 556,742 434 557,176

非継続事業からの当期純損失 - - (526,217) (526,217) - (526,217)

継続事業からの当期その他の包括利益 - 8,325 (10,060) (1,734) - (1,734)

非継続事業からの当期その他の包括利益 - 82,818 2,081 84,899 - 84,899

当期包括利益合計 - 91,143 22,547 113,690 434 114,124

株主との取引（資本直入処理）：       

株主による拠出金および株主への分配金       

普通株式の発行 51,685 - - 51,685 - 51,685

生命保険事業に関連する自己株式の調整
(4) 131,554 - - 131,554 - 131,554

利益剰余金からの／（への）振替 - (7,892) 7,892 - - -

株式報酬積立金からの振替 14,396 (14,396) - - - -

株式報酬 - 17,604 - 17,604 - 17,604

支払配当金 - - (438,803) (438,803) (434) (439,237)

その他の資本性金融商品に係る分配金 - - (10,753) (10,753) - (10,753)

CYBGの会社分割に伴う資本の分配 (229,374) - - (229,374) - (229,374)

非継続事業の投資引き揚げに伴う取崩し - (520) 520 - - -

所有者持分の変動
(5)       

被支配会社の非支配持分の変動 - - - - 347 347

2016年９月30日現在残高 2,973,195 54,547 1,420,300 4,448,042 1,995 4,450,037

2017年９月30日終了事業年度       

継続事業からの当期純利益 - - 535,756 535,756 260 536,016

非継続事業からの当期純損失 - - (77,441) (77,441) - (77,441)

継続事業からの当期その他の包括利益 - (30,872) 3,729 (27,143) - (27,143)

当期包括利益合計 - (30,872) 462,044 431,172 260 431,432

株主との取引（資本直入処理）：       

株主による拠出金および株主への分配金       

普通株式の発行 49,344 - - 49,344 - 49,344

ナショナル・キャピタル・インストルメンツ

の償還
(6) (34,428) - (260) (34,688) - (34,688)

利益剰余金からの／（への）振替 - (4,596) 4,596 - - -

株式報酬積立金からの振替 14,742 (14,742)  -  -

株式報酬 - 16,217 - 16,217 - 16,217

支払配当金 - - (452,332) (452,332) (434) (452,765)

その他の資本性金融商品に係る分配金 - - (8,499) (8,499) - (8,499)

所有者持分の変動
(5)       

被支配会社の非支配持分の変動 - - - - (867) (867)

2017年９月30日現在残高 3,002,853 20,553 1,425,850 4,449,256 954 4,450,210

(1) 詳細については注記26「払込資本」を参照。

(2) 詳細については注記27「積立金」を参照。

(3) 詳細については注記28「利益剰余金」を参照。

(4) ウェルスの生命保険事業が従前に保有していた当社株式に関連する。同事業はもはや当社グループの被支配会社によって保有されていない。

(5) 支配の喪失とならない被支配会社の所有者持分の変動。

(6) ナショナル・キャピタル・インストルメンツは2016年10月４日に全額が償還された。

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

180/424



 

 払込資本
(1)

積立金
(2)

利益剰余金
(3) 資本合計

当社 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

2016年９月30日終了事業年度     

2015年10月１日現在残高 34,407 340 20,470 55,217

継続事業からの当期純利益 - - 519 519

当期その他の包括利益 - 22 (131) (109)

当期包括利益合計 - 22 388 410

株主との取引（資本直入処理）：     

株主による拠出金および株主への分配金     

普通株式の発行 596 - - 596

利益剰余金からの／（への）振替 - (90) 90 -

株式報酬積立金からの振替 166 (166) - -

CYBGの会社分割に伴う資本の分配 (2,645) - - (2,645)

株式報酬 - 203 - 203

支払配当金 - - (5,161) (5,161)

その他の資本性金融商品に係る分配金 - - (68) (68)

2016年９月30日現在残高 32,524 309 15,719 48,552

2017年９月30日終了事業年度     

継続事業からの当期純利益 - - 4,975 4,975

継続事業からの当期その他の包括利益 - (83) 77 (6)

当期包括利益合計 - (83) 5,052 4,969

株主との取引（資本直入処理）：     

株主による拠出金および株主への分配金     

普通株式の発行 569 - - 569

ナショナル・キャピタル・インストルメンツ

の償還
(4) (397) - (3) (400)

利益剰余金からの／（への）振替 - (53) 53 -

株式報酬積立金からの振替 170 (170)  -

株式報酬 - 187 - 187

支払配当金 - - (5,216) (5,216)

その他の資本性金融商品に係る分配金 - - (60) (60)

2017年９月30日現在残高 32,866 190 15,545 48,601

(1) 詳細については注記26「払込資本」を参照。

(2) 詳細については注記27「積立金」を参照。

(3) 詳細については注記28「利益剰余金」を参照。

(4) ナショナル・キャピタル・インストルメンツは2016年10月４日に全額が償還された。
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 払込資本
(1)

積立金
(2)

利益剰余金
(3) 資本合計

当社 百万円 百万円 百万円 百万円

2016年９月30日終了事業年度     

2015年10月１日現在残高 2,983,775 29,485 1,775,158 4,788,418

継続事業からの当期純利益 - - 45,008 45,008

当期その他の包括利益 - 1,908 (11,360) (9,452)

当期包括利益合計 - 1,908 33,647 35,555

株主との取引（資本直入処理）：     

株主による拠出金および株主への分配金     

普通株式の発行 51,685 - - 51,685

株主との取引（資本直入処理）： - (7,805) 7,805 -

株式報酬積立金からの振替 14,396 (14,396) - -

CYBGの会社分割に伴う資本の分配 (229,374) - - (229,374)

株式報酬 - 17,604 - 17,604

支払配当金 - - (447,562) (447,562)

その他の資本性金融商品に係る分配金 - - (5,897) (5,897)

2016年９月30日現在残高 2,820,481 26,796 1,363,152 4,210,429

2017年９月30日終了事業年度     

継続事業からの当期純利益 - - 431,432 431,432

継続事業からの当期その他の包括利益 - (7,198) 6,677 (520)

当期包括利益合計 - (7,198) 438,109 430,912

株主との取引（資本直入処理）：     

株主による拠出金および株主への分配金     

普通株式の発行 49,344 - - 49,344

ナショナル・キャピタル・インストルメンツ

の償還
(4) (34,428) - (260) (34,688)

利益剰余金からの／（への）振替 - (4,596) 4,596 -

株式報酬積立金からの振替 14,742 (14,742)  -

株式報酬 - 16,217 - 16,217

支払配当金 - - (452,332) (452,332)

その他の資本性金融商品に係る分配金 - - (5,203) (5,203)

2017年９月30日現在残高 2,850,140 16,477 1,348,062 4,214,679

(1) 詳細については注記26「払込資本」を参照。

(2) 詳細については注記27「積立金」を参照。

(3) 詳細については注記28「利益剰余金」を参照。

(4) ナショナル・キャピタル・インストルメンツは2016年10月４日に全額が償還された。
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財務書類に対する注記

１　重要な会計方針

2017年９月30日終了事業年度のナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド（以下「当社」、その

被支配会社と合わせて以下「当社グループ」）の財務報告書の発行は、2017年11月14日の取締役の決議に

従って承認された。当社グループの取締役は当該財務報告書の修正および再発行を行う権限を有している。

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッドは、オーストラリアに設立されオーストラリアに法定

住所を有する営利目的株式会社であり、その株式はオーストラリア証券取引所に上場されている。

 

(a) 作成の基礎

この一般的な目的の財務報告書は、2001年会社法（連邦法）ならびにオーストラリア会計基準審議会

（AASB）が公表している会計基準および解釈指針の要件に準拠して作成されている。財務報告書は、関連す

る会計基準が要求または許容する公正価値の測定の適用により修正された取得原価主義に基づき作成されて

いる。別段の記載のない限り、これらの会計方針は表示されている全期間について当社グループ全体で一貫

して適用されている。

財務諸表を作成するにあたっては、資産、負債、収益および費用の報告額、ならびに偶発債務の開示額に

影響を与える特定の重要な会計上の見積りおよび仮定を用いる必要がある。高度の判断または複雑性に関わ

る分野、あるいは仮定が当社グループにとって重要な分野については、後出注記１(h)「重要な会計上の仮

定および見積り」において説明している。

別段の記載のない限り、比較情報は当年度の表示変更と一致させるために修正再表示されている。非継続

事業の業績は、損益計算書および包括利益計算書に区分して表示され、比較情報はしかるべく修正再表示さ

れている。貸借対照表は修正再表示されていない。詳細については注記41「非継続事業」を参照。本財務報

告書で使用されている主要な用語の一部は、用語集（訳注：本書には含まれていない）で定義されている。

特定の財務報告項目についての会計方針は、それぞれの注記に開示されている。その他の重要な会計方針

ならびに重要な会計上の仮定および見積りは後述のとおりである。

 

(b) 準拠表明

当社および当社グループの財務報告書は、AASBが公表しているオーストラリア会計基準および国際会計基

準審議会（以下「IASB」）が公表している国際財務報告基準（以下「IFRS」）に準拠している。

オーストラリア金融サービス免許の保有者としての義務を遵守するために、当社グループは、本財務報告

書に当社の個別財務諸表も含めているが、これは2010年７月26日付のオーストラリア証券・投資委員会通達

10/654により認められている。
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(c) 公表されたが発効していない新規の会計基準

公表されたが発効していない以下の新規のオーストラリア会計基準は、本財務報告書の作成に際して適用

されていない。

AASB第15号「顧客との契約から生じる収益」は、単一の原則に基づく５つのステップから構成される収益

認識モデルを導入し、顧客に対する義務履行が充足された時点で収益を認識する概念を取り入れている。当

会計基準の潜在的な影響については未だ評価を行っている段階にある。当該会計基準は2018年10月１日まで

適用されない。

AASB第16号「リース」は、借主について会計処理を大幅に変更し、すべてのリース（一定の例外があ

る。）を現行AASB第117号「リース」のもとでのファイナンス・リースと同様の方法で貸借対照表に認識す

ることを要求する。貸主についての会計処理は、AASB第117号のまま不変である。当会計基準の潜在的な影

響については未だ評価を行っている段階にある。当該会計基準は2019年10月１日まで適用されない。

発効していないその他の現行会計基準への改訂は、当社グループの財務報告書に重要な影響をもたらすも

のとは見込まれていない。

 

(d) 金額の端数処理

ASICコーポレーションズ・インストルメント2016/191に準拠して、特に記載のない限り、すべての金額は

百万豪ドル単位に四捨五入されている。

 

(e) 表示通貨

すべての金額は、別途記載のない限り豪ドルで表示されている。

 

(f) 外貨換算

(ⅰ) 機能通貨および表示通貨

各グループ企業の財務諸表に含まれている項目は、企業が営業活動を行っている主たる経済環境の通貨

（以下「機能通貨」）を用いて測定されている。連結財務報告書は、当社の機能通貨であり表示通貨である

豪ドルで表示されている。

当社グループの在外営業活動体の換算に関する当社グループの方針の詳細については、注記27「積立金」

を参照。

 

(ⅱ) 取引および残高

外貨建取引は取引日の実勢為替レートにより機能通貨に換算される。当該取引の決済、および外貨建ての

貨幣性資産・負債の期末レートでの換算から生じる為替換算損益は、通常、損益計算書に認識される。非貨

幣性項目は、資産または負債の当初認識日の為替レートを用いて換算される。
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(g) 金融商品

当社グループは、2014事業年度にAASB第９号「金融商品」(2014)を早期適用した。当社グループは、AASB

第139号「金融商品：認識および測定」に基づくヘッジ会計要件を引き続き適用するためAASB第９号に基づ

く会計方針の選択を行った。

(ⅰ) 金融商品の分類

当社グループは、金融資産を以下の測定区分に分類している。

● 　（その他の包括利益または純損益のいずれかを通じて）公正価値で測定する金融資産

● 　償却原価で測定する金融資産

いずれに分類されるかは、金融資産を管理する当社グループの事業モデルおよび当該金融資産のキャッ

シュ・フローの契約条件により決まる。

当社グループは、金融負債を償却原価で測定する区分に分類する（注記19「預金およびその他の借入

金」、注記20「社債、ノートおよび劣後債」、注記21「その他の発行負債」ならびに注記25「その他の負

債」を参照）。ただし、純損益を通じて公正価値で測定すると当社グループが指定した負債、またはデリバ

ティブ負債のように、純損益を通じて公正価値で測定することを当社グループが要求される負債は除かれ

る。

 

(ⅱ) 償却原価で測定する金融資産

負債性金融商品

負債性金融商品への投資は、次の条件がともに満たされる場合には、償却原価で測定される。

● 　契約条件により、元本および元本残高に対する利息の支払いのみであるキャッシュ・フローが所定

の日に生じる。

● 　契約上のキャッシュ・フローを回収するために保有することによって目的が達成される事業モデル

の中で保有されている。

これらの負債性金融商品は、当初、公正価値に取引の直接費用を加えた価値で認識され、その後は償却原

価で測定される。信用減損の測定は、後出注記１(ⅵ）「金融資産の減損」に記載される三段階の予想信用

損失モデルに基づく。償却原価で測定する金融資産は、注記10「現金および現金同等物」、注記16「貸出

金」および注記23「その他の資産」に含まれている。

 

(ⅲ) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

負債性金融商品

負債性金融商品への投資は、次の条件がともに満たされる場合には、その他の包括利益を通じて公正価値

で測定される。

● 　契約条件により、元本および元本残高に対する利息の支払いのみであるキャッシュ・フローが所定

の日に生じる。

● 　契約上のキャッシュ・フローの回収と金融資産の売却の両方によって目的が達成される事業モデル

の中で保有されている。
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これらの負債性金融商品は、当初、公正価値に取引の直接費用を加えた価値で認識され、その後も、公正

価値で測定される。公正価値の変動による利得および損失は資本の独立項目の一つとしてその他の包括利益

に計上される。減損損失の計上または戻入れ、利息収益および為替差益または差損は純損益に認識される。

処分時に、その他の包括利益にこれまで計上されていた累積利得または損失は、資本から損益計算書に振り

替えられる。注記13「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品」を参照。

信用減損の測定は、償却原価で測定する金融資産に適用される三段階の予想信用損失モデルに基づく。予

想信用損失モデルについては、後出注記１(ⅵ)「金融資産の減損」に記載している。

 

資本性金融商品

売買目的保有に該当せず、またAASB第３号「企業結合」が適用される企業結合において当社グループが認

識する条件付対価にも該当しない資本性金融商品への投資は、経営陣により撤回不能の選択が行われた場合

に、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される。

その他の包括利益に計上された金額は、その後に純損益には振り替えられない。かかる投資に対する配当

金は、当該配当金が明らかに投資費用の一部の回収に相当する場合を除いて純損益に認識する。注記23「そ

の他の資産」を参照。

 

(ⅳ) 純損益を通じて公正価値で測定する項目

純損益を通じて公正価値で測定する項目は以下のものからなる。

● 　売買目的で保有される項目

● 　当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定すると指定された項目

● 　元本および利息の支払いのみではない契約上の条件を有する負債性金融商品

純損益を通じて公正価値で保有される金融商品は当初、公正価値で認識され、取引費用は発生時に損益計

算書に認識される。その後も、これらの金融商品は公正価値で測定され、公正価値の利得または損失は発生

時に損益計算書に認識される。

金融資産が公正価値で測定される場合には、カウンターパーティの信用力を反映させるために信用評価調

整が含められ、信用リスクの変動に伴う公正価値の変動を表す。

 

売買目的で保有される金融商品

金融商品で主に短期の売却または買戻しを目的として取得または負担したもの、合同管理される金融商品

のポートフォリオの一部を構成し、短期間での利益獲得目的であるという裏付けがあるもの、またはヘッジ

関係の要件を満たさないデリバティブは、売買目的に分類される。

売買目的デリバティブおよび売買目的有価証券は、売買目的保有に分類され、公正価値で計上される。注

記11「売買目的デリバティブおよびヘッジ目的デリバティブ資産および負債」ならびに注記12「売買目的有

価証券」を参照。
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純損益を通じて公正価値で測定すると指定された金融商品

当初認識時に金融商品は純損益を通じて公正価値で測定の指定を受けることがある。金融資産について

は、このように指定することが、そうでなければ異なる基準に基づき金融資産または金融負債を測定するこ

とに伴い発生し得る測定・認識の不一致を除去または大幅に低減する（会計上のミスマッチを解消する）場

合に限り、金融資産は純損益を通じて公正価値で測定の指定を受けることができる。注記14「公正価値で測

定するその他の金融資産」を参照。

金融負債について純損益を通じて公正価値で測定の指定を受けることができるのは、その指定により会計

上のミスマッチを除去または大幅に低減する場合または以下の場合である。

・ 　主契約に１つ以上の組込デリバティブが含まれている場合。

・ 　金融資産・金融負債の管理および運用成績の評価が文書化されたリスク管理または投資戦略に従い

公正価値に基づき行われている場合。

金融負債が純損益を通じて公正価値で測定の指定を受けた場合には、当社グループの自己の信用の質の変

動に起因する公正価値の変動は観察可能な市場金利を上回る信用スプレッドの変動を決定することにより算

定され、その他の包括利益に区分して表示される。注記18「公正価値で測定するその他の金融負債」を参

照。

 

(ⅴ) デリバティブ金融商品およびヘッジ会計

デリバティブ金融商品とは、当該価額が一つまたは複数の基礎商品の価格、指数またはその他の変数から

派生する契約をいい、一般的にはスワップ、金利先渡契約、先物およびオプションなどの金融商品からな

る。

すべてのデリバティブは、貸借対照表において公正価値で認識される。有効なヘッジ関係として指定さ

れ、ヘッジ目的デリバティブとして分類されている場合を除き、すべてのデリバティブは売買目的に分類さ

れる。デリバティブの帳簿価額は契約期間を通じて公正価値で再測定される。デリバティブは公正価値が正

の時は資産に、負の時は負債に計上される。

デリバティブの公正価値に係る損益についての認識方法は、当該デリバティブがヘッジ手段として指定さ

れているかどうかによって異なり、指定されている場合には、ヘッジ対象項目の性質に左右される。注記11

「売買目的デリバティブ資産および負債」ならびに注記15「ヘッジ会計（ヘッジ目的デリバティブ資産およ

び負債を含む）」を参照。

 

(ⅵ) 金融資産の減損

当社グループは、純損益を通じて公正価値で測定されない次の区分の金融資産の予想信用損失（ECL）の

測定に三段階のアプローチを適用する。

● 　償却原価およびその他の包括利益を通じて公正価値で測定される負債性金融商品

● 　貸出予約

● 　金融保証契約
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ECLは株式投資については認識されない。

当初認識以降、信用リスクの変動に応じて、金融資産は次の三つのステージをたどる。

ステージ１：12ヵ月のECL

当社グループは、当初認識以降、信用リスクが著しく増加していない場合であって取引日時点で信用

減損状態にない信用エクスポージャーについては、集合的にECLを評価する。すなわち、当該エクス

ポージャーについては、当社グループは、全期間のECLのうち向こう12ヵ月以内に発生する可能性のあ

る債務不履行事象に関連する部分を一括貸倒引当金として計上する。当社グループは、ステージ１にお

いては、見積将来キャッシュ・フローに悪影響を与えるであろう一つまたは複数の事象の兆候がないた

め、エクスポージャーについての個別評価は行わない。

ステージ２：全期間のECL（信用減損なし）

当社グループは、当初認識以降、信用リスクが著しく増加しているが信用減損がない信用エクスポー

ジャーについては、集合的にECLを評価する。すなわち、当該エクスポージャーについては、当社グ

ループは、全期間の（すなわち当該金融資産の残存期間を反映）ECLを一括貸倒引当金として計上す

る。当社グループは、信用リスクの増加は、それ自体が将来キャッシュ・フローに悪影響を与え得る事

象ではないため、ステージ１と同様、ステージ２のエクスポージャーについての個別評価は行わない。

ステージ３：全期間のECL（信用減損あり）

当社グループは、金融資産の見積将来キャッシュ・フローに悪影響を与える一つまたは複数の事象が

の発生の有無に基づき、信用減損状態にあると評価される当該エクスポージャーについてのECLを集合

的にも個別的にも特定する。信用減損が発生したエクスポージャーについては、全期間のECLを一括貸

倒引当金または個別貸倒引当金として計上し、利息収益は帳簿価額総額ではなく（貸倒引当金控除後

の）償却原価に実効金利を適用することにより計算される。

 

減損ステージの決定

各報告日に当社グループは、当該報告日時点から予想残存期間にわたる債務不履行発生リスクと当初認識

日時点から予想残存期間にわたる債務不履行発生リスクを比較することにより、当該信用エクスポージャー

について当初認識以降に信用リスクが著しく増加しているかどうかを評価する。この目的のために当社グ

ループは、過大なコストや労力を掛けずに利用可能な、関連性を有する合理的な裏付け情報を考慮に入れ

る。これには定量的、定性的情報が含まれ、また将来の見通しに関する分析も含まれる。注記34「財務リス

ク管理」を参照。
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信用エクスポージャーは、資産の質が悪化するに連れてECLステージを移動する。その後の期間に資産の

質が改善し、以前に評価された取引日以降の信用リスクの著しい悪化が逆方向に転じた場合は、全期間の

ECLに等しい金額の貸倒引当金から12ヵ月のECLに等しい金額の貸倒引当金へと戻入が行われる。取引日以降

に著しく悪化しなかった信用エクスポージャー、は信用リスクが低いと見なされ、これらの金融資産の貸倒

引当金は12ヵ月のECLに基づく。資産が回収不能とされた場合、関連貸倒引当金を充当して償却する。必要

なすべての手続が完了し、損失が確定した段階で当該資産は償却される。従前に償却され、その後に回収さ

れた金額は、損益計算書上で当該費用金額を減額する。

当社グループは、個別ベースまたは集合ベースに、金融資産の信用リスクが著しく増加したか否かを評価

する。集合的なベースでの減損評価のために、金融商品の類型、信用リスクの格付、当初認識日、満期まで

の残存期間、業種、借入人所在地および他の関連要素を勘案した信用リスクの共通の特性に基づき金融資産

はグループに分けられる。

 

ECLの測定

ECLは客観的な発生確率で加重平均した予想損失の見積りから導き出されるが、以下のように測定され

る。

● 　報告日時点において信用減損状態にない金融資産：当該金融資産の予想残存期間にわたり発生する

すべての回収不足額を実効金利で割り引いた現在価値として測定される。回収不足額は当社グループ

に支払われるべき契約上のすべてのキャッシュ・フローと当社グループが受け取ると見込まれる

キャッシュ・フローの差額をいう。

● 　報告日時点において信用減損状態にある金融資産：帳簿価額総額と将来の見積キャッシュ・フロー

を実効金利で割り引いた現在価値の差額として測定される。

● 　未使用の貸出予約：当該予約が実行された場合に当社グループに支払われるべき契約上のキャッ

シュ・フローと当社グループが受け取ることが見込まれるキャシュ・フローの差額の現在価値として

測定される。

● 　金融保証契約：金融保証先に補償する予想支払額から当社グループが回収することが見込まれる金

額を控除した金額として測定される。

将来の見通しに関する情報の使用を含む当社グループのECL計算法の詳細については、注記34「財務リス

ク管理」における「金融資産の信用の質」の項を参照。貸付金の条件変更がECL測定に及ぼす影響の詳細に

ついては注記17「貸倒引当金」を参照。

ECLは損益計算書の貸倒引当金勘定を用いて認識される。その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

負債性金融商品の場合については、ECLの測定は償却原価で測定する金融資産に適用される三段階のアプ

ローチに基づく。当社グループは引当金の繰入れを純損益に認識し、対応金額をその他の包括利益に認識す

る。貸借対照表上の当該資産の帳簿価額は減額されない。

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

189/424



(ⅶ) 金融商品の認識および認識中止

金融資産または金融負債は、当社グループが金融商品の契約当事者となった時点（通常取引日）で貸借対

照表に認識される。貸付金および債権は、借入人に現金が供与された（または支払われた）時点で認識され

る。

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、当初、公正価値で認識される。その他のすべての金融資

産は、当初、公正価値に取引の直接費用を加えた価値で認識される。

当社グループは、資産からの契約上のキャッシュ・フローが消滅するか、または所有に伴うリスクおよび

経済価値が実質的にすべて譲渡される取引において当該金融資産の契約上のキャッシュ・フローを受け取る

権利を譲渡する場合は、当該金融資産の認識を中止する。譲渡された金融資産のうち当社グループが創出ま

たは留保する持分は、別個の資産または負債として認識される。

金融負債は、当社グループが債務を履行した場合、または契約が解除もしくは終了した場合に貸借対照表

上の認識が中止される。

 

(ⅷ) 相殺

金融資産および負債は、当社グループがそれらの金額を相殺する法的権利を有し、かつ純額で決済する

か、または資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図がある場合に相殺され、純額が貸借対照表に表示

される。注記34「財務リスク管理―金融資産および負債の相殺」を参照。

 

(h) 重要な会計上の仮定および見積り

当社グループの会計方針の適用にあたり、判断、見積りおよび仮定を用いることが必要となる。異なる仮

定または見積りが適用された場合には、価額に違いが発生し、当社グループの純資産および収益に影響を与

える可能性がある。

各報告日時点における仮定は、当該時点における最善の見積りに基づいている。当社グループでは、信頼

性をもって見積りを測定するための内部統制システムを整備しているが、実際の金額はかかる見積りと異な

る可能性がある。見積りおよび基礎となる仮定は継続的に見直されている。会計上の見積りの変更は、見積

りを変更した期間および影響を受ける将来の期間にわたり認識される。

判断、見積りおよび仮定の適用により最も影響される会計方針は以下に記述するとおりである。

 

(ⅰ) 公正価値測定

金融商品の相当の部分が公正価値で貸借対照表に計上されている。

公正価値は、測定日に市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却することで受け取るであろう価

格または負債を移転するために支払うであろう価格である。

金融資産または負債が、その分類により公正価値での測定が要求され、それが可能な場合、公正価値は、

当社グループが直ちにアクセスできる最も有利で活発な市場で公表されている買値または売値を参照して算

定される。必要に応じて、信用リスクの調整も公正価値に反映される。
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活発な市場で相場が公表されている金融負債の正味未決済残高の公正価値は現在の売値を用いて、また金

融資産の場合は買値を用いて、これらに保有あるいは発行している金融商品の単位数を乗じたものになる。

特定の資産または負債に活発な市場が存在しない場合、当社グループは一定の評価技法を用いて公正価値

を決定するが、この評価技法には、直近の独立第三者間取引で入手した取引価格、割引キャッシュ・フロー

分析、オプション価格モデル、および報告日現在における市況およびリスクに基づくその他の評価技法が含

まれる。このような評価技法を用いることにより、公正価値は、観察可能な市場のインプットを最大限に利

用し、企業特有のインプットにできるだけ依拠しない評価技法を用いて見積ることが可能である。

金融商品の当初認識時の公正価値についての最適な証拠は取引価格（授受した対価の公正価値など）であ

る。ただし、当該商品の公正価値が、同じ商品（修正やリパッケージしていないもの）に関する他の観察可

能な最近の市場取引との比較、あるいは観察可能な市場からのデータのみを変数に用いた評価技法により裏

付けられる場合はこの限りでない。そのような証拠が存在する場合、当社グループは当初認識時（取引当

日）に取引価格と公正価値との差額を損益に認識する。

 

(ⅱ) 貸出金の減損計上

貸出金について減損損失を決定する場合、将来キャッシュ・フローの金額および時期の見積りに経営陣の

判断が要求される。当該キャッシュ・フローを見積るにあたり当社グループは貸出先の財務状況および担保

の正味実現可能価額を判断する。これらの見積りは将来の見通しに関する情報を含む様々な要因についての

仮定に基づいており、実際の結果は異なる可能性があるため減損引当金が将来的に変更される場合もある。

減損の一括評価においては貸付金ポートフォリオのデータ（与信の質、延滞発生状況、与信の利用状況、

融資担保比率など）、リスクの集中状況および経済データ（失業率、不動産価格指標、カントリー・リスク

および様々な企業グループの業績を含む）が勘案される。貸出金の減損損失の詳細は、注記17「貸倒引当

金」に開示されている。

 

(ⅲ) のれん

取得した事業の資産および負債の公正価値の決定には、経営陣の判断が求められる。のれんは処分される

事業と存続する事業の相対的な価値の比率に基づき処分される事業に配分されるが、これにも経営陣の判断

が求められる。公正価値が異なれば、のれんの金額、買収における買収後の業績、処分の場合には売却損に

違いがもたらされる。

のれんは年次で減損評価されるが、のれんが減損している兆候が存在する場合にはより頻繁に減損評価が

実施される。使用価値を計算するために用いる適切なキャッシュ・フローおよび割引率の決定は主観的であ

る。減損の有無の決定に適用される仮定は、注記22「のれんおよびその他の無形資産」に概説されている。
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(ⅳ) 貸出金減損以外の引当金

従業員給付引当金、事業再編費用引当金および訴訟損失引当金をはじめとする将来の一連の債務について

引当金が設定されている。一部の引当金に関しては、様々な事象によりもたらされると思われる事態および

将来の見積キャッシュ・フローについて重要な判断が求められる。これらの引当金の測定には、取引の最終

結果についての経営陣による判断が求められる。１年以上先に発生することが見込まれる支払は、現在の金

利水準および当該引当金に固有のリスクの双方を反映する金利で割引かれる。

当社グループ内の会社は、営業上の行為から生じるその時々の訴訟手続において被告となることがある。

当社グループ内の会社に対する現在のおよび潜在的な請求ならびに訴訟手続について偶発債務が存在する。

必要に応じて引当金が計上されている。偶発債務の潜在的な債務総額を正確に評価することはできない。詳

細については注記32「偶発債務および与信コミットメント」を参照。

 

(ⅴ) CYBGへの支払義務に対する引当金

CYBGの会社分割に関する取決めの一環として、当社およびCYBGは金融行動損害賠償証書を締結した。同証

書に基づいて、当社は、一定の制限を条件に、過去の特定の金融行動に係る債務についての損害補償（以下

「キャップ付損害賠償」）を11億15百万英ポンドの上限（以下「賠償限度額」）まで提供することに同意し

た。キャップ付損害賠償は、特定の費用および債務（規制当局により課せられる罰金を含む）に対する経済

的プロテクションをCYBGに提供する。

当社グループが認識した引当金は、過去の経験、将来の動向についての見積り、業界内の比較および判断

の行使を総合して導いた様々な仮定に基づいている。これらの仮定にはリスクおよび不確定性が残ってお

り、したがって損害賠償請求および関連費用の最終的コストにはリスクと不確定性が残る。詳細については

注記32「偶発債務および与信コミットメント」を参照。

 

(i) 非継続事業

非継続事業は、すでに処分されたかまたは売却目的保有に分類された当社グループの構成単位で、独立の

主要な事業分野もしくは営業地域を表すかまたは独立の主要な事業分野もしくは営業地域を処分する統一さ

れた計画の一部をいう。非継続事業の業績は損益計算書および包括利益計算書に区分して表示される。詳細

については注記41「非継続事業」を参照。
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＜財務業績に関連する注記＞

 

２　セグメント情報

当社グループの報告対象セグメントとは、異なる商品・サービスの提供に従事しているか、それとも異な

る地域において同様の商品・サービスの提供に従事している事業ユニットをいう。各事業は、それぞれが業

務を展開する経済、競争および規制環境のために特有のサービスに焦点を当てた戦略が必要であるため、個

別に管理される。

2016年８月１日から実施された組織再編に伴い、現在、当社グループの事業は、以下の報告対象セグメン

トから構成されている。「消費者金融・資産運用業務」、「事業者向け・プライベートバンキング業務」、

「法人・機関投資家向け銀行業務」および「ニュージーランド銀行業務」。なお当社グループの情報と一致

させる目的で「コーポレート機能・その他業務」を本注記に含めている。当社グループは現金収益を基準に

報告対象セグメントの業績を評価している（現金収益については後出該当箇所を参照）。

 

主要顧客

当社グループの収益の10％を超える収益をもたらす単一顧客はいない。

 

報告対象セグメント

 

2017年９月30日終了事業

年度
(3)

消費者金

融・資産運

用業務

百万豪ドル

事業者向

け・プライ

ベートバン

キング業務

百万豪ドル

法人・機関

投資家向け

銀行業務

百万豪ドル

ニュージー

ランド銀行

業務

百万豪ドル

コーポレー

ト機能・そ

の他業務
(1)

(2)

百万豪ドル

消去

百万豪ドル

当社

グループの

現金収益

百万豪ドル

純利息収益 3,884 5,257 1,972 1,586 467 - 13,166

その他の収益 1,597 1,062 1,368 530 198 (26) 4,729

純営業収益 5,481 6,319 3,340 2,116 665 (26) 17,895

営業費用 (2,910) (2,084) (1,236) (827) (604) 26 (7,635)

基礎収益 2,571 4,235 2,104 1,289 61 - 10,260

貸倒引当金繰入 (267) (180) (37) (67) (259) - (810)

税引前および分配前現金

収益／(損失) 2,304 4,055 2,067 1,222 (198) - 9,450

法人税 (671) (1,214) (532) (340) 47 - (2,710)

分配前現金収益／(損失) 1,633 2,841 1,535 882 (151) - 6,740

分配金 - - - - (98) - (98)

現金収益／(損失) 1,633 2,841 1,535 882 (249) - 6,642

(1) コーポレート機能・その他業務には、財務、NAB UK CRE、テクノロジー・オペレーションおよびその他の支援ユニットが含まれる。

(2) 残高はノーティラス保険会社の保険料収益を反映しているが、当該収益は全額がコーポレート機能・その他業務に計上され、かつ消去さ

れている。

(3) 情報は継続事業ベースで表示している。

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

193/424



 

2016年９月30日終了事業

年度
(3)

消費者金

融・資産運

用業務

百万豪ドル

事業者向

け・プライ

ベートバン

キング業務

百万豪ドル

法人・機関

投資家向け

銀行業務

百万豪ドル

ニュージー

ランド銀行

業務

百万豪ドル

コーポレー

ト機能・そ

の他業務
(1)

百万豪ドル

消去
(2)

百万豪ドル

当社

グループの

現金収益

百万豪ドル

純利息収益 3,709 4,955 1,919 1,496 851 - 12,930

その他の収益 1,659 1,048 1,427 533 (113) (51) 4,503

純営業収益 5,368 6,003 3,346 2,029 738 (51) 17,433

営業費用 (2,870) (2,045) (1,298) (806) (470) 51 (7,438)

基礎収益 2,498 3,958 2,048 1,223 268 - 9,995

貸倒引当金繰入 (282) (140) (217) (116) (45) - (800)

税引前および分配前現金

収益／(損失) 2,216 3,818 1,831 1,107 223 - 9,195

法人税 (651) (1,145) (464) (303) (25) - (2,588)

分配前現金収益／(損失) 1,565 2,673 1,367 804 198 - 6,607

分配金 - - - - (124) - (124)

現金金収益／(損失) 1,565 2,673 1,367 804 74 - 6,483

(1) コーポレート機能・その他業務には、財務、NAB UK CRE、テクノロジー・オペレーションおよびその他の支援ユニットが含まれる。

(2) 残高はノーティラス保険会社の保険料収益を含む。当該収益は顧客セグメントに計上されるが、グループ・レベルでは消去されている。

(3) 情報は継続事業ベースで表示している。

 

報告対象セグメント資産

消費者金

融・資産運

用業務

 (1)

百万豪ドル

事業者向

け・プライ

ベートバン

キング業務

百万豪ドル

法人・機関

投資家向け

銀行業務

百万豪ドル

ニュージー

ランド銀行

業務

百万豪ドル

コーポレー

ト機能・そ

の他業務
(2)

(3)

百万豪ドル

消去

百万豪ドル

当社グルー

プの資産

百万豪ドル

2017年９月30 日 217,567 192,848 259,297 76,055 97,981 (55,423) 788,325

2016年９月30日 206,016 187,200 257,303 73,916 103,265 (50,990) 776,710

(1) 消費者金融・資産運用業務セグメントの資産合計には、持分法適用先のMLCリミテッドに対する投資549百万（2016年度：550百万豪ドル）

が含まれる。MLCリミテッドに対する投資の詳細については、注記31「子会社および他の企業への関与」を参照。

(2) コーポレート機能・その他業務には、財務、NAB UK CRE、テクノロジー・オペレーションおよびその他の支援ユニットが含まれる。

(3) コーポレート機能・その他業務の資産合計は、特定のデリバティブに係る未収利息の表示方法の変更を反映するために修正再表示してい

る。
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報告対象セグメント情報と法定上の業績の調整

以下の表は、現金収益基準で作成された上記のセグメント表の情報を財務報告書に表示された関連法定情

報に調整したものである。報告対象セグメントの合計に加えて、現金収益基準には報告対象セグメントとし

ての基準を満たさないセグメントおよびグループ間消去が含まれている。ウェルス関連の純額調整は、現金

収益基準で作成したNABウェルス事業の損益計算書を法定損益計算書の科目にしかるべく組み直したことに

伴う調整値を示す。

 
 当社グループ

 20176年
(1)

2016年
(1)

 百万豪ドル 百万豪ドル

純利息収益   

現金収益基準の純利息収益 13,166 12,930

公正価値およびヘッジの非有効部分 (21) -

ウェルス関連の調整、純額 37 -

法定基準の純利息収益 13,182 12,930

その他収益   

現金収益基準のその他収益合計
(2)

4,729 4,503

ウェルス関連の調整、純額 817 801

自己株式 - 68

公正価値およびヘッジの非有効部分 (692) (141)

生命保険事業の利益に対する20％の持分
(3)

- (39)

取得無形資産の償却 (12) -

法定基準のその他収益 4,842 5,192

営業費用   

現金収益基準の営業費用
(2)

7,635 7,438

ウェルス関連の調整、純額 849 801

取得無形資産の償却 55 92

法定基準の営業費用 8,539 8,331

貸倒引当金繰入額   

現金収益基準の貸倒引当金繰入額 810 800

公正価値で測定する貸出金の公正価値の調整 14 13

法定基準の貸倒引当金繰入額 824 813

法人税   

現金収益基準の法人税 2,710 2,588

非現金収益項目の法人税還付／（費用）：   

ウェルス関連の調整、純額 2 (5)

自己株式 - 7

公正価値およびヘッジの非有効部分 (227) (28)

取得無形資産の償却 (5) (9)

法定基準の法人税 2,480 2,553

 

現金収益   

当社グループの現金収益
(2)

6,642 6,483

非現金収益項目（税引後）：   

分配金 98 124

自己株式 - 61

公正価値およびヘッジの非有効部分 (500) (126)

生命保険事業の利益に対する20％の持分
(3)

- (39)

取得無形資産の償却 (62) (83)

非継続事業に帰属する当期純損失 (893) (6,068)

当社の株主に帰属する当期純利益 5,285 352

(1) 情報は継続事業ベースで表示している。

(2) 消去および分配金を含む。

(3) 2016年10月１日以降は法定基準の利益に含まれる。
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地域別情報

当社グループは、オーストラリア（当社の法定所在地）、ヨーロッパ、ニュージーランド、米国、および

アジア各地で事業を展開している。収益および非流動資産の配賦は、取引が記帳されている地域に基づいて

行われている。

 
 当社グループ

 収益
(1)

非流動資産
(2)

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

オーストラリア 14,966 15,218 10,283 10,642

ニュージーランド 2,176 2,105 677 625

その他海外 939 845 45 59

地域間消去前の合計 18,081 18,168 11,005 11,326

地域間項目の消去 (57) (46) - -

合計 18,024 18,122 11,005 11,326

(1) 情報は継続事業ベースで表示している。

(2) 非流動資産は報告日から12ヵ月超で回収が予測される金額を含む資産を指す。これらの資産には金融商品、繰延税金資産、退職後給付資

産は含まれない。

 

現金収益について

現金収益は、IFRSの評価尺度ではないが、当社、投資業界および同様の事業ポートフォリオを有する当社

のオーストラリアの同業他社が使用する主要財務業績指標である。現金収益は当社グループの基本的業績で

あると当社が考えるものをよりよく反映しているため、当社は現金収益を社内管理報告にも使用している。

現金収益は、当社株主に帰属する法定当期純利益に含まれる非継続事業とその他の項目を除外して計算され

ている。現金収益は、当社グループのキャッシュ・フロー、資金調達状況または流動性状況を示すことを意

図しているものではなく、またキャッシュ・フロー計算書に表示される金額を意図しているものでもない。

現金収益は、法定の財務指標ではなく、またオーストラリア会計基準に従って表示されておらず、オースト

ラリア監査基準に従った監査またはレビューはされていない。

現金収益は、当社グループの基本的業績をよりよく反映するために当社が適切と考える項目について調整

を加えた、継続事業からの当社株主に帰属する当期純利益として定義される。2017年９月30日に終了した事

業年度の現金収益は、以下について調整が加えられた。

●　分配金

●　公正価値およびヘッジの非有効部分

●　取得無形資産の償却

 

非現金収益項目

分配金

ハイブリット資本性金融商品の分配金は、現金収益との関連においては費用として、法定報告上では資本

の減少（配当金）として扱われる。その他の資本性金融商品の分配金は、注記29「配当金および分配金」に

記載されている。2017年９月期事業年度における当項目の影響で現金収益は98百万豪ドル押し下げられてい

る。
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公正価値およびヘッジの非有効部分

公正価値およびヘッジの非有効部分は、法定利益の変動要因となるが、取引期間全体では収益に対して中

立的であるため現金収益から除外される。本項目は、リスク管理目的の売買目的デリバティブに係る公正価

値の変動、ヘッジ関係を指定された資産、負債およびデリバティブに係る公正価値の変動、ならびに公正価

値で測定すると指定された資産および負債に係る公正価値の変動から発生する。

2017年９月期事業年度では、公正価値およびヘッジの非有効部分に起因して法定利益は727百万豪ドル

（税引後：500百万豪ドル）減少した。この主因は、当社グループの長期資金調達用の負債発行をヘッジす

る目的で利用したデリバティブが金利、為替レートおよび通貨間のスプレッドにおける不利な変動に影響さ

れて時価評価に損失が生じたこと、ならびに公正価値で測定すると指定された資産および負債の時価評価が

現在の市況を反映して変動したことである。

 

取得無形資産の償却

取得無形資産の償却は、経営管理契約および保有契約などの被支配会社および関連会社の取得から発生す

る無形資産の償却を表している。2017年９月期事業年度では、取得無形資産の償却に起因して法定利益は67

百万豪ドル（税引後：62百万豪ドル）減少した。

 

３　純利息収益

 
 当社グループ 当社

 2017年
(1)

2016年
(1)

2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

受取利息     

他の銀行に対する債権 590 585 544 525

市場性のある負債証券 2,226 2,097 2,096 1,952

貸出金
(2)

23,330 23,486 18,864 19,138

支払承諾見返 419 770 419 770

被支配会社に対する債権 - - 3,435 3,700

その他の受取利息 838 691 743 639

受取利息合計 27,403 27,629 26,101 26,724

支払利息     

他の銀行に対する債務 559 646 543 621

預金およびその他の借入金
(3)

8,229 8,733 7,031 7,499

社債、ノートおよび劣後債
(4)(5)

4,464 4,516 3,734 3,813

被支配会社に対する債務 - - 4,214 4,434

銀行税 94 - 94 -

その他の発行負債
(5)

233 265 233 260

その他の支払利息 642 539 618 584

支払利息合計 14,221 14,699 16,467 17,211

純利息収益 13,182 12,930 9,634 9,513

(1) 情報は継続事業ベースで表示している。

(2) 当社グループについて1,193百万豪ドル（2016年：1,383百万豪ドル）および当社について934百万豪ドル（2016年：1,028百万豪ドル）の

公正価値で会計処理されている貸出金に係る受取利息が含まれる。

(3) 当社グループについて164百万豪ドル（2016年：224百万豪ドル）および当社についてゼロ豪ドル（2016年：ゼロ豪ドル）の公正価値で会

計処理されている預金およびその他の借入金に係る支払利息が含まれる。

(4) 当社グループについて734百万豪ドル（2016年：530百万豪ドル）および当社について128百万豪ドル（2016年：155百万豪ドル）の公正価

値で会計処理されている社債、ノートおよび劣後債に係る支払利息が含まれる。

(5) 2016年９月30日終了年度について、従前には社債、ノートおよび劣後債に分類されていた一部の金額がその他の発行負債に再分類され

た。
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受取利息および支払利息

受取利息および支払利息は、実効金利法により損益計算書に認識される。実効金利法は、金融資産または

金融負債の実効利率によって償却費用を計算する方法である。実効利率は、金融商品の予想残存期間（適切

な場合はより短い期間）にわたる将来の見積キャッシュ・フローを金融資産または負債の正味帳簿価額割り

引く利率である。

金融商品の実効金利の一体部分を構成する手数料および費用は、実効金利法により認識され、対象基礎金

融商品が金融資産か負債か（例えば貸付組成手数料）により受取利息または支払利息に計上される。

支払利息は銀行税の費用を含む。同税は、2017年主要銀行税法に基づき、負債合計が1,000億豪ドル超の

公認預金受入機関に対して課せられ、2017年７月１日から実施された。

売買目的有価証券の受取利息または支払利息は、純利息収益に計上される。特定の状況においては、経済

的ヘッジとみなされる売買目的デリバティブに起因する受取利息または支払利息は、当該売買目的デリバ

ティブの公正価値の変動としてではなく純利息収益で認識する。

純損益を通じて公正価値で測定の指定を受けた金融資産および負債ならびにそのヘッジ手段に係る受取利

息および支払利息は、ともに純利息収益で認識する。
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４　その他収益

 
 当社グループ 当社

 2017年
(1)

2016年
(1)

2017年 2016年

 

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

投資および保険純収益     

保険契約負債の変動 - (2,861) - -

外部ユニット保有者に対する負債の変動 - (1,015) - -

投資収益
(2)

- 4,037 - -

手数料収入
(3)

- 433 - -

投資および保険純収益合計 - 594 - -

公正価値で測定する金融商品に係る純利益     

売買目的有価証券 (821) 1,275 (818) 1,263

売買目的デリバティブ 2,135 (275) 2,650 80

ヘッジ関係に指定された資産、負債およびデリバティブ
(4)

(680) (82) (646) 358

公正価値で測定の指定を受けた資産および負債 (225) (187) (164) (147)

その他 143 96 150 72

公正価値で測定する金融商品に係る純利益合計 552 827 1,172 1,626

その他営業収益     

受取配当金     

被支配会社 - - 2,005 2,199

その他の会社 27 21 30 65

投資、貸付金、有形固定資産およびその他の資産の売却益／(損) 36 52 (6) 52

銀行手数料 943 871 784 727

送金手数料 584 596 444 466

報酬および手数料 2,162 1,696 372 446

投資管理報酬 280 255 - -

その他収益
(2)

258 280 222 217

その他営業収益合計 4,290 3,771 3,851 4,172

その他収益合計 4,842 5,192 5,023 5,798

(1) 情報は継続事業ベースで表示している。

(2) 当社グループについては、2016年７月１日までの生命保険投資契約の変動の影響を含む。同日に承継ファンド合併が実施され、関連の投

資資産および投資契約負債が連結から除外された。

(3) 承継ファンド合併後、関連の投資資産および投資契約負債の手数料収入は、その他営業収益の報酬および手数料の中に計上されている。

(4) ヘッジ関係に指定されたヘッジの非有効部分およびヘッジ会計が適用されていない経済的ヘッジを表わしている。

 

公正価値で測定する金融商品に係る純利益

公正価値で測定する金融商品に係る純利益は、以下の公正価値の変動より構成される。

●　売買目的デリバティブ

●　売買目的有価証券

●　ヘッジ関係に指定されている資産、負債およびデリバティブ

●　純損益を通じて公正価値で測定の指定を受けたその他の金融資産および負債

一般に売買目的デリバティブに係る純利益には、受取利息および支払利息を含むデリバティブの公正価値

におけるすべての変動が計上される。ただし、経済的ヘッジとみなされる特定の売買目的デリバティブは除

かれる（注記３「純利息収益」を参照）。

売買目的有価証券の純利益は、純利息収益に別個に認識される受取利息または支払利息を除いた当該金融

商品の公正価値のすべての変動を認識する。
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ヘッジ関係に指定された資産、負債およびデリバティブに係る純利益は、公正価値ヘッジの関係にある

ヘッジ対象とヘッジ目的デリバティブの双方の公正価値の変動（利息部分を除く）と、公正価値ヘッジと

キャッシュ・フロー・ヘッジ双方のヘッジの非有効部分を計上する。

純損益を通じて公正価値で測定する指定を受けたその他の金融資産および負債に係る純利益は、純損益を

通じて公正価値で測定する指定を受けた当該項目の公正価値の変動（利息部分を除く）を計上する。公正価

値で測定する指定を受けた金融負債の公正価値の変動のうち当社グループの自己の信用リスクに起因する変

動はその他の包括利益に別個に表示される。

 

受取配当金

受取配当金は、当社グループが配当金を受け取る権利が確定した時点で発生主義により損益計算書に計上

される。

 

報酬および手数料

実効金利の計算に含まれない限り、報酬および手数料はサービスが提供されたとき、あるいは関連する取

引が完了した時点で発生主義により認識する。継続的なサービスの提供について課される手数料（例：既存

の融資枠の維持管理）は、当該サービスが提供される期間にわたり収益として認識する。

未実行の融資枠に係る確約手数料は、確約期間にわたり収益として認識する。

当社グループが代理人としての資格により行為する場合は、収益は当社グループによる報酬および手数料

の純額として認識される。

投資ファンドに関連する資産運用報酬はサービスが提供される期間にわたり認識される。長期間にわたり

継続的に提供されるウェルス・マネジメント、ファイナンシャル・プラニングおよびカストディ・サービス

からの収益の認識にも同様の原則が適用される。
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５　営業費用

 
 当社グループ 当社

 2017年
(1)

2016年
(1)

2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

人件費     

給与および関連経費
(2)

3,252 3,344 2,488 2,515

退職年金費用 ― 確定拠出制度
(2)

258 267 230 230

業績連動型報酬
(3)

    

現金
(2)

395 445 274 283

株式報酬 187 197 160 177

業績連動型報酬合計 582 642 434 460

その他の人件費
(2)

326 278 247 242

人件費合計 4,418 4,531 3,399 3,447

施設関連費     

オペレーティング・リース賃借料 442 404 464 446

その他の費用 85 89 68 70

施設関連費合計 527 493 532 516

一般費     

支払報酬および手数料
(2)

611 501 31 46

有形固定資産の減価償却費 305 274 151 126

無形資産の償却費 429 347 325 243

広告およびマーケティング費 187 196 163 151

オペレーショナルリスク事由による損失の引当金繰入額
(4)

182 48 973 793

通信費、郵送費および事務用品費 204 272 169 198

コンピューター機器およびソフトウェア 651 621 614 586

データ通信および処理費 80 89 45 51

専門家報酬 503 500 373 367

有形固定資産およびその他の資産の処分損 9 8 1 1

減損損失繰入認識額
(5)

20 6 129 1,137

被支配会社の処分損
(6)

- - - 4,433

その他の費用 413 445 302 228

一般管理費合計 3,594 3,307 3,276 8,360

営業費用合計 8,539 8,331 7,207 12,323

貸倒引当金繰入額
(7)

    

貸出金 824 813 731 702

貸倒引当金繰入額合計 824 813 731 702

(1) 情報は継続事業ベースで表示している。

(2) 比較情報は、2017年度に行った表示方法の変更に一致させるために修正再表示している。すなわち「給与および関連経費」、「退職年金

費用―確定拠出制度」、「業績連動型報酬―現金」、「その他の人件費」および「支払報酬および手数料」の費目間の再配分を反映して

いる。

(3) 業績連動型報酬には、権利確定期間にわたり費用計上される繰延報酬が含まれる。各年度の業績連動型報酬には、過去の期間の過大／不

足の調整分も含まれるが、貸借対照表日後の取締役会報酬委員会による決定の影響を含まない。当該過不足は次年度の財務諸表に反映さ

れる。

(4) 当社のオペレーショナルリスク事由による損失の引当金繰入額には、当社グループ・レベルでは非継続事業に含まれる金融行動損害賠償

証書に関連する引当金が含まれる。詳細については注記41「非継続事業」を参照。

(5) 当社の2016年度の繰入額には、当社グループ・レベルでは消去されているナショナル・ウェルス・マネジメント・ホールディングスの減

損が含まれる。

(6) 当社の2016年度の繰入額には、CYBGグループの売却損およびその他の関連費用が含まれる。

(7) 貸倒引当金繰入額の認識に関する当社グループの方針の詳細については注記17「貸倒引当金」を参照。

 

営業費用は対象サービスが提供された時点または資産を費消もしくは負債を負担した期間にわたり認識さ

れる。
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年次有給休暇、永年勤続有給休暇およびその他の従業員給付

サービスの提供から12ヵ月以内に支払または決済される予定の賃金および給与、年次有給休暇ならびにそ

の他の従業員給付金は、当該債務が決済される際に当社グループが支払う予定の報酬率を用いて名目金額で

測定される。永年勤続有給休暇の従業員給付権は、退職、休暇取得および将来の昇給についての計算基礎を

含む年金数理計算を用いて発生主義で負債計上される。

負債は、従業員が過去に提供したサービスによる金額に関する現在の法的または推定的支払債務を当社グ

ループが有しており、信頼性をもってその債務を見積ることができる場合に、短期現金賞与に基づく支払予

定額で認識される。報告日から12ヵ月以内に支払または決済される予定がないその他のすべての従業員給付

金は、すべて将来の純キャッシュ・フローの現在価値で測定される。従業員退職手当は、当社グループが、

通常の退職日より前に雇用を終了する、または希望退職を推奨する提案により退職手当を支給する正式で詳

細な計画を、現実的に撤回する可能性なしに明確に確約した場合に費用計上される。希望退職に係る退職手

当は、当社グループが希望退職の提案を行い、その提案が受け入れられる可能性が高く、信頼性をもって受

諾の数を見積ることができる場合に費用計上される。

確定拠出制度は固定額の拠出を受けるもので、当該制度への拠出債務は発生時に損益計算書に費用として

認識される。前払拠出額は、現金の払い戻しあるいは将来の支払額の減少につながる場合には資産として認

識される。

従業員給付に関連する引当金の詳細については注記24「引当金」を参照。

 

施設関連費

オペレーティング・リース賃借料は、リース期間にわたって定額法で損益計算書に費用計上される。リー

ス期間終了前にオペレーティング・リースを終了した場合、違約金として賃貸人に支払った金額は、リース

契約を終了した期間に損益計算書に費用として計上される。受領したリース・インセンティブは、リース期

間にわたってリース費用総額を構成する一体部分として認識される。

オペレーティング・リースに基づく当社グループの将来の最低リース支払額の詳細については注記33「オ

ペレーティング・リース」を参照。

 

オペレーショナルリスク事由による損失

オペレーショナルリスク事由による損失は、貸出金の未回収元本残高に直接関係を有さない特定の訴訟か

ら発生する損失ならびに偽造、不正行為、および事務上の問題点の訂正から生じる損失を含む非与信事項に

係る損失である。当社グループのオペレーショナルリスク事由による損失引当金の詳細については注記24

「引当金」を参照。
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減価償却および償却

自由保有土地を除く有形固定資産は、当社グループにとっての見積耐用年数に見合う料率の定額法を用い

て減価償却される。主な有形固定資産の年間減価償却率は、以下のとおりである。

●　建物 ― 3.3％

●　器具・備品およびその他の設備 ― 10％から20％

●　車両 ― 20％

●　PC ― 33.3％

●　その他のデータ処理機器 ― 20％から33.3％

●　建物附属設備は、耐用年数またはリースの残存期間のいずれか短い方の期間にわたり定額法で減価償

却される。

資産計上したソフトウェアの費用およびその他の無形資産は体系的な基準に基づいて予想耐用年数にわた

り定額法で償却される。特定の無形資産クラスの耐用年数の詳細については注記22「のれんおよびその他の

無形資産」を参照。

 

６　１株当たり利益

 
 当社グループ

 2017年 2016年

 基本的 希薄化後 基本的 希薄化後

利益（百万豪ドル）     

当社株主に帰属する当期純利益 5,285 5,285 352 352

その他の資本性金融商品に係る分配金 (98) (98) (124) (124)

潜在的希薄化調整（税引後）     

転換社債に係る支払利息 - 126 - 75

転換優先株式に係る支払利息 - 119 - 130

調整後利益 5,187 5,432 228 433

非継続事業からの当社株主に帰属する当期純損失
(1)

(893) (893) (6,068) (6,068)

継続事業からの調整後利益
(2)

6,080 6,325 6,296 6,501

加重平均普通株式（千株）     

加重平均普通株式（自己株式を除く） 2,664,511 2,664,511 2,596,957 2,596,957

潜在的希薄化加重平均普通株式     

業績連動型オプションおよび業績連動型新株引受権 - 4,687 - 4,735

一部払込普通株式 - 29 - 32

従業員株式制度 - 5,375 - 8,587

転換社債 - 92,866 - 63,689

転換優先株式 - 105,605 - 119,686

加重平均普通株式合計 2,664,511 2,873,073 2,596,957 2,793,686

当社株主に帰属する１株当たり利益（豪セント） 194.7 189.1 8.8 15.5

継続事業からの１株当たり利益（豪セント） 228.2 220.1 242.4 232.7

非継続事業からの１株当たり利益（豪セント） (33.5) (31.1) (233.7) (217.2)

(1) 詳細については注記41「非継続事業」を参照。

(2) 情報は継続事業ベースで表示している。

 

2017年９月30日から本財務報告書の完成日までに、普通株式への重要な転換、買取請求または引受、ある

いは潜在的普通株式の発行はなかった。

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

203/424



＜法人税に関連する注記＞

 

７　法人税

法人税費用（または還付）とは各法域における適用税率に基づく当事業年度の課税所得に対して繰延税金

資産および負債の変動の調整を加えた支払税金額（または還付税金額）をいう。法人税費用は、当該法人税

がその他の包括利益に直接認識される項目に関連する場合（その場合には法人税費用は包括利益計算書で認

識される）を除き損益計算書で認識される。取引に付随する税金は、取引時に損益計算書で認識される。

研究開発費関連の税額控除は、当該費用の内容に応じて、関連する資産または営業費用の減額として計上

する。

 
 当社グループ 当社

 2017年
(1)

2016年
(1)

2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

法人税     

当期税金 2,573 2,766 1,818 1,856

繰延税金 (93) (213) (74) (89)

法人税合計 2,480 2,553 1,744 1,767

(1) 情報は継続事業ベースで表示している。

 

損益計算書上の法人税と会計上の税引前利益に基づく計算上の法人税額との調整

 
 当社グループ 当社

 2017年
(1)

2016年
(1)

2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

税引前利益 8,661 8.978 6,719 2,286

税率30％での計算上の法人税額 2,598 2,693 2,016 686

損金算入／（課税）されない金額の税効果：加

算／（減算）：     

課税される海外収益 7 4 4 4

外国税率差異 (43) (36) (16) (20)

税効果を伴わない損失 11 42 11 42

課税されない海外支店収益 (78) (65) (78) (65)

過年度における引当金（過大）／不足計上額 (17) (26) (13) (18)

オフショア・バンキング・ユニットの収益 (62) (56) (53) (46)

税率の変更に伴う繰延税金残高の修正再表示 1 4 1 4

自己株式の調整 - (14) - -

損金算入されないハイブリッド分配金 70 58 70 58

受取配当金の調整 - - (352) (433)

その他
(2)

(7) (51) 154 1,555

法人税合計 2,480 2,553 1,744 1,767

(1) 情報は継続事業ベースで表示している。

(2) 当社の調整で「その他」として開示されている項目は主にCYBG関連の売却損（2016年９月30日終了事業年度について）およびその他の恒

久的調整である。これらは税務上それぞれ損金算入されない／課税されない。
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連結納税

当社グループおよび当社グループのオーストラリア所在の完全所有子会社は、2002年10月１日より連結納

税グループを形成しており、同日より単一企業として課税されている。この連結納税グループの代表企業

は、ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッドである。

連結納税グループ内の企業における一時差異から生じた当期法人税費用／還付および繰延税金資産および

負債は、「グループ割当」アプローチに基づき、連結納税グループ内の企業の個別財務諸表に認識されてい

る。

子会社における当期未払税金（または当期未収還付税金）および未使用の税務上の欠損金に係る繰延税金

資産は、連結納税グループの代表企業が引き受け、納税資金協定に基づき連結納税グループの他の企業に対

する債務（または債権）として認識される。当社は、引受金額と納税資金協定に基づく債権／債務との差額

を、子会社への資本拠出額または子会社からの分配額として認識している。

連結納税グループ内の企業は、納税額に関する連結納税グループ内の企業の資金調達義務を規定する納税

資金協定を締結している。当期未払税金の納税資金を調達するための拠出金の拠出義務は納税資金協定に

従って発生する。

 

物品およびサービス税

収益、費用および資産は、発生した税金が関係する税務当局から還付されない場合を除き、物品および

サービス税またはその他の付加価値税を控除後の金額で認識される。税金が還付されない場合には、その税

額は費用または資産の取得費用の一部として認識される。

債権および債務は、税込金額で表示されている。関係する税務当局から還付を受けるまたは支払う税金の

純額は、その他の資産またはその他の負債に含まれる。キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書

に総額で含まれている。投資活動および財務活動から生じるキャッシュ・フローの税金部分で、関係する税

務当局から還付を受けるまたは支払うものについては、営業活動によるキャッシュ・フローに分類される。

 

８　当期未払税金

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

当期未払税金 230 297 71 248

当期未払税金合計 230 297 71 248

 

当期未払税金は、報告日に施行されているか、あるいは実質的に施行されている税率を用いて計算した当

事業年度の課税所得に対する見積税金支払額、および過年度の未払税金に対する調整額である。
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９　繰延税金資産および負債

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

繰延税金資産     

個別貸倒引当金 223 248 166 173

一括貸倒引当金 742 713 625 606

従業員給付 250 263 225 238

税務上の欠損金 76 76 68 74

資金調達ビークルの未実現再評価益 531 528 - -

その他 470 426 374 324

繰延税金資産合計 2,292 2,254 1,458 1,415

相殺規定に基づき繰延税金負債と相殺された繰延税

金資産 (304) (329) (216) (243)

正味繰延税金資産 1,988 1,925 1,242 1,172

繰延税金負債     

無形資産 8 8 - -

減価償却費 148 196 80 148

確定給付年金制度債務 10 10 6 6

その他 138 115 130 89

繰延税金負債合計 304 329 216 243

相殺規定に基づき繰延税金資産と相殺された繰延税

金負債 (304) (329) (216) (243)

正味繰延税金負債 - - - -

 

繰延税金資産および負債は、資産および負債の税務上の金額と帳簿価額との差額から生じる一時差異に対

して認識される。繰延法人税は、報告日に施行されているか、あるいは実質的に施行されている税率（およ

び法律）であって、かつ関連する繰延税金資産が実現するか、あるいは繰延税金負債が決済される時に適用

されると予想されるものを用いて算定する。

繰延税金資産は、一時差異、未使用の税務上欠損金、未使用の税額控除について、これらが利用可能とな

る課税所得が将来発生する可能性が高い場合にのみ認識される。繰延税金資産は各報告日に見直され、関連

する税金軽減効果の実現可能性がもはや高くはなくなった範囲で減額される。

当期税金資産を当期未払税金と相殺する法的強制力があり、かつ当期税金資産と当期未払税金が同一の納

税主体に対して同一の税務当局により課税される法人税に関係している場合、あるいは異なる納税主体で

あっても当期未払税金と当期税金資産とを純額ベースで決済する意図がある、またはその税金資産と税金負

債の実現が同時に行われる場合に、繰延税金資産と繰延税金負債は相殺される。

 

資産計上されなかった繰延税金資産

以下の項目に関する繰延税金資産は、税控除の実現可能性が低いため、資産計上されていない。

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

キャピタル・ゲイン税損失 1,131 1,143 1,131 1,143

法人税の欠損金 478 444 478 444
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＜金融資産・負債に関連する注記＞

 

10　現金および現金同等物

現金および現金同等物は、確定金額の現金に容易に換金可能で価値変動リスクが僅少の短期かつ流動性の

高い純額ベースの投資から構成される。これらは投資等の目的ではなく、短期的な現金支払確約に応ずる目

的で保有されている。キャッシュ・フロー計算書上、現金および現金同等物には、現金ならびに３ヵ月以内

に確定金額の現金に容易に換金可能な流動資産および他の銀行に対する債権（売戻条件付契約および短期政

府証券を含む。ただし他の銀行に対する債務額は控除される）を含む。

現金および現金同等物の調整の詳細については、注記30「キャッシュ・フロー計算書に対する注記」を参

照。

 

売戻条件付契約および有価証券借入契約

売戻条件付契約（すなわち売戻条件付購入有価証券）は、担保付貸付金として計上される。売却価格と買

戻価格の差額は利息として扱い、実効金利法により契約の期間を通じて未収計上される。それらの金額は通

常、「他の銀行に対する債権」または「現金および流動資産」に分類される。借り入れた有価証券は財務諸

表に認識されないが、その有価証券を第三者に売却した場合には、購入および売却取引が計上され、損益は

トレーディング収益に含まれる。借り入れた有価証券の返還義務は公正価値で計上される。

「現金および流動資産」ならびに「他の銀行に対する債権」に含まれる売戻条件付契約および有価証券借

入契約の一部として、当社グループは売却または再担保することが可能な有価証券を受け入れている。売戻

条件付きで受け入れた有価証券は、通常、信用の高い政府機関、金融機関または企業の発行した有価証券か

ら構成される。したがって、受け入れた有価証券の公正価値は、主に報告日時点の公表市場価格に基づくレ

ベル１（注記35「金融商品の公正価値」に定義されるレベル１の公正価値ヒエラルキー）または金融機関も

しくは企業が発行した各種有価証券の場合は観察可能な市場インプットに基づくレベル２を基礎としてい

る。2017年９月30日現在の当該条件に基づく当社グループの受入有価証券の公正価値は48,785百万豪ドル

（2016年：37,534百万豪ドル）であり、当社の受入有価証券の公正価値は47,926百万豪ドル（2016年：

36,771百万豪ドル）である。このうち、当社グループについての32,489百万豪ドル（2016年：25,426百万豪

ドル）および当社についての32,305百万豪ドル（2016年：25,343百万豪ドル）は、財務活動に関連して、あ

るいは空売り取引に基づく契約を履行するために第三者に売却または再担保されている。

担保に供された有価証券が売却された場合、当社グループは、等価の有価証券の返還義務を有する。空売

り取引についての有価証券の返還に係る負債は「公正価値で測定するその他の金融負債」（注記18「公正価

値で測定するその他の金融負債」）に含まれている。当該取引は、通常の貸付業務および有価証券借入業務

に適用される一般的かつ慣習的な条件に基づいて行われている。
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買戻条件付契約

当社グループが買戻条件付契約（すなわち買戻条件付売却有価証券）を行った場合、当該有価証券はそれ

ぞれの貸借対照表上に引き続き計上される。カウンターパーティに対する負債は、当該カウンターパーティ

に応じて、他の銀行に対する債務、預金、その他の借入金に適宜含まれる。カウンターパーティに貸し付け

た有価証券も貸借対照表上の各分類に引き続き計上される。

 

他の銀行に対する債権および債務

他の銀行に対する債権には、貸付金、中央銀行およびその他の規制当局預け金ならびに他の銀行に対する

決済口座残高が含まれる。他の銀行に対する債権は、公正価値に取引の直接費用を加えた価額で当初認識さ

れ、その後は償却原価で測定される。

他の銀行に対する債務には、他の銀行からの預金、買戻条件付契約および決済口座残高が含まれる。他の

銀行に対する債務は、公正価値から取引の直接費用を控除した価額で当初認識され、その後は償却原価で測

定される。

 

現金および流動資産

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

硬貨、紙幣および銀行預金 1,162 1,024 1,035 895

売戻条件付購入有価証券 40,766 28,219 40,627 27,762

その他（受取手形および送金為替を含む） 1,898 1,387 490 60

現金および流動資産合計 43,826 30,630 42,152 28,717

 

他の銀行に対する債権

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

中央銀行およびその他の規制当局
(1) 22,219 26,320 20,916 24,955

その他の銀行
(1) 14,847 18,916 14,114 18,404

他の銀行に対する債権合計 37,066 45,236 35,030 43,359

(1) 2016年９月30日現在の売戻条件付購入有価証券は、「中央銀行およびその他の規制当局」から「その他の銀行」に再分類された。

 

他の銀行に対する債務

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

中央銀行およびその他の規制当局
(1) 15,103 17,812 15,103 17,812

その他の銀行
(1) 21,580 26,091 20,098 24,837

他の銀行に対する債務合計 36,683 43,903 35,201 42,649

(1) 2016年９月30日現在の買戻条件付売却有価証券は、「中央銀行およびその他の規制当局」から「その他の銀行」に再分類された。

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

208/424



11　売買目的デリバティブ資産および負債

当社グループは為替、金利関連サービスおよび与信関連契約を通じて顧客のニーズを満たすことを目的と

して、様々なデリバティブ金融商品のトレーディング・ポジションを保有し、主に市場において活動してい

る。さらに、当社グループは、自己勘定でポジションをとり、キャピタル・マーケット商品を保有してい

る。デリバティブ（有効なヘッジ手段として具体的に指定されているものを除く）は、売買目的保有に分類

される。したがって売買目的保有の分類には、様々な事由からヘッジ会計の適格基準を満たしていない、リ

スク管理目的で使用されるデリバティブが含まれる。売買目的として分類されたデリバティブの帳簿価額

は、当該契約期間を通じて公正価値で再測定される。デリバティブは公正価値が正の時は資産に、負の時は

負債に計上される。

 
 当社グループ 当社

 資産 負債 資産 負債 資産 負債 資産 負債

 2017年 2017年 2016年
(1)

2016年
(1)

2017年 2017年 2016 年
(1)

2016年
(1)

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

為替関連契約         

直物および先渡契

約 4,388 4,128 4,656 4,720 4,106 3,790 4,305 4,336

通貨スワップ 9,384 9,789 13,112 13,383 9,696 9,941 14,096 13,760

オプション／ス

ワップション

― 買い 50 - 132 51 49 43 127 141

オプション／ス

ワップション

― 売り 19 63 52 213 19 20 52 125

為替関連契約合計 13,841 13,980 17,952 18,367 13,870 13,794 18,580 18,362

金利関連契約         

金利先渡契約 1 2 10 11 1 2 9 11

スワップ 14,386 12,262 23,075 21,137 15,599 12,322 21,764 18,481

先物
(2)

- - 682 766 - - 682 766

オプション／スワ

プション-買い 267 204 344 123 267 204 343 123

オプション／スワ

プション-売り 333 383 484 623 333 383 484 623

金利関連契約合計 14,987 12,851 24,595 22,660 16,200 12,911 23,282 20,004

信用デリバティブ 77 126 142 144 82 131 145 147

コモディティ・デ

リバティブ 169 168 177 164 170 167 177 164

その他のデリバ

ティブ 63 62 280 224 61 62 283 224

売買目的金融商品

合計 29,137 27,187 43,146 41,559 30,383 27,065 42,467 38,901

(1) 比較情報は、特定のデリバティブ資産および負債に係る経過利息の表示方法の変更を反映するために修正再表示している。現在、当該経

過利息はデリバティブ資産および負債の項目に表示される（従前はその他の資産および負債に計上）。

(2) 2017年９月30日現在、当社グループは変動証拠金の授受を上場デリバティブの決済として計上している。比較情報は修正再表示されてい

ない。
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12　売買目的有価証券

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

政府発行の債券、ノートおよび有価証券 27,816 21,247 24,802 18,225

準政府機関発行の債券、ノートおよび有価証券 5,079 4,523 4,303 4,037

企業／金融機関発行の債券、ノートおよび有価証券 17,996 19,096 16,468 18,188

その他の債券、ノートおよび有価証券 63 1,105 64 1,063

売買目的有価証券合計 50,954 45,971 45,637 41,513

 

13　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

政府発行の債券、ノートおよび有価証券 2,927 2,562 2,927 2,562

準政府機関発行の債券、ノートおよび有価証券 20,915 21,186 20,915 21,186

企業／金融機関発行の債券、ノートおよび有価証券 7,951 8,793 7,876 8,700

その他の債券、ノートおよび有価証券 10,338 8,148 10,311 8,132

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品合計 42,131 40,689 42,029 40,580

 

14　公正価値で測定するその他の金融資産

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

公正価値で測定する貸付金 14,596 19,864 10,926 14,560

公正価値で測定するその他の金融資産 1,462 1,632 899 271

公正価値で測定するその他の金融資産合計 16,058 21,496 11,825 14,831

 

貸付金

純損益を通じて公正価値で測定するその他の金融資産（当初認識時にそのような指定を受けたもの）に含

まれる貸付金の最大信用エクスポージャー（未使用の与信枠を除く）は、当社グループについては14,596百

万豪ドル（2016年：19,864百万豪ドル）であり、当社については10,926百万豪ドル（2016年：14,560百万豪

ドル）であった。信用リスクの変動に起因する貸付金の公正価値の変動累計額は、当社グループについては

116百万豪ドルの損失（2016年：148百万豪ドルの損失）であり、当社については90百万豪ドルの損失（2016

年：103百万豪ドルの損失）であった。当年度における変動額は、当社グループについては32百万豪ドルの

利得（2016年：174百万豪ドルの利得）であり、当社については13百万豪ドルの利得（2016年：96百万豪ド

ルの利得）であった。
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15　ヘッジ会計（ヘッジ目的デリバティブ資産および負債を含む）

当社グループの企業は、リスク管理目的で締結した特定のデリバティブを次のいずれかに指定する。

● 認識済みの資産・負債または発生する可能性が高い予定取引に帰属し、発生する可能性が高い将来

キャッシュ・フローのヘッジ（キャッシュ・フロー・ヘッジ）

● 認識済みの資産・負債または確定契約の公正価値のヘッジ（公正価値ヘッジ）

● 在外営業活動体への純投資ヘッジ

リスク管理目的で利用したデリバティブのうち様々な理由でヘッジ会計の適格基準を充足しないものは売

買目的デリバティブに含められる。

下表はヘッジ目的デリバティブ資産および負債について指定されたヘッジ関係の類型別に示したものであ

る。

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年
(1)

2017年 2016年
(1)

 資産 負債 資産 負債 資産 負債 資産 負債

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

キ ャ ッ シ ュ フ

ロー・ヘッジ

目 的 デ リ バ

ティブ 160 115 461 306 152 115 299 271

公正価値ヘッジ目

的デリバティ

ブ 3,732 1,542 6,278 3,092 3,664 3,727 6,020 6,426

在外営業活動体へ

の純投資ヘッ

ジ目的デリバ

ティブ - 17 2 4 - 17 - 4

ヘッジ目的デリバ

ティブ合計 3,892 1,674 6,741 3,402 3,816 3,859 6,319 6,701

(1) 比較情報は、特定のデリバティブ資産および負債に係る経過利息の表示方法の変更を反映するために修正再表示している。現在、当該経

過利息はデリバティブ資産および負債の項目に表示される（従前はその他の資産および負債に計上）。

 

当社グループは、AASB第139号「金融商品：認識および測定」に基づくヘッジ会計要件を適用するため

AASB第９号「金融商品」に基づく会計方針の選択を行った。ヘッジ会計を適用するための要件の一環とし

て、当社グループはヘッジ関係の当初時点において、ヘッジ手段とヘッジ対象の関係、ヘッジされるリス

ク、ヘッジ取引の実行に際しての当社グループのリスク管理目標および戦略、ならびに当該ヘッジ取引の存

続期間中を通じての有効性の測定方法について文書化する。さらに当社グループは、ヘッジ開始時点および

その後も継続して、ヘッジ取引に利用されているヘッジ手段がヘッジ対象の公正価値あるいはキャッシュ・

フローの変動を極めて有効に相殺しているかどうかを評価して文書化する。当社グループは、ヘッジ開始時

点においてヘッジの有効性の見込みを測定するとともに、ヘッジ関係について、ヘッジ期間を通して、過去

から現時点までと将来にわたって測定する。
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(a) キャッシュ・フロー・ヘッジ

当社グループの事業は、当社グループの貸借対照表の価格再設定構造に応じて金利変動リスクにさらされ

る。デリバティブは、既存のまたは予想される金利リスクを管理する目的で保有されている。あるデリバ

ティブは特定のエクスポージャーを管理するために一対一をベースに締結され、他のデリバティブは、資産

ポートフォリオ、または資産・負債ポートフォリオから発生するネット・エクスポージャーのようなポート

フォリオのエクスポージャーから生じる金利リスクを考慮した上で締結される。利用されるデリバティブが

ヘッジ会計に適格である場合、適格でなければ損益を通じて公正価値で測定されるはずの当該デリバティブ

に付随する損益の変動を管理するために、当該デリバティブは、可能な限りにおいてキャッシュ・フロー・

ヘッジ関係に指定される。このためには、適格資産または負債の特定とヘッジ会計の適用を受けるデリバ

ティブの指定が必要である。キャッシュ・フロー・ヘッジ会計は、変動金利の資産および負債に係る基準金

利から生じる金利リスクに起因する、発生の可能性が高い予想将来キャッシュ・フローの変動をヘッジする

ためにデリバティブの指定を伴う。

キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定され適格と認められたデリバティブの公正価値における変動のう

ち、有効部分に関連する変動は資本の部のキャッシュ・フロー・ヘッジ積立金に計上される。非有効部分に

関連する損益は直ちに損益計算書に認識される。資本に計上された累積金額は、ヘッジ対象（例えば、ヘッ

ジ対象の予想変動キャッシュ・フロー）が損益計算書に影響を与える期間に損益計算書に振り替えられる。

ヘッジ手段が契約期間終了となるか売却された場合、またはヘッジ会計の要件をもはや満たさなくなった

場合に、その時点で資本に計上されている累積損益は引き続き資本に計上され、予定取引が最終的に損益計

算書に認識される時に損益計算書に認識される。予定取引の発生がもはや予想されない場合には、当該時点

で資本に計上されている累積損益は直ちに損益計算書に振り替えられる。

ヘッジの有効性をテストし、ヘッジ比率を設定するために用いる方法として、回帰分析、および一部の

ポートフォリオについてのヘッジ関係については、当該ポートフォリオから生じる予想金利キャッシュ・フ

ローがヘッジ手段の予想キャッシュ・フローを上回ることを確保するための比較が用いられる。キャッ

シュ・フロー・ヘッジの非有効部分の主たる潜在的な発生原因は、ヘッジ対象とヘッジ手段の条件面でのミ

スマッチ（例えば、金利の再設定時期の頻度とタイミング）である。

キャッシュ・フロー・ヘッジ関係に指定されているデリバティブの帳簿価額は次のとおりである。

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年
(1)

2017年 2016年
(1)

 資産 負債 資産 負債 資産 負債 資産 負債

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

金利スワップ 160 115 461 306 152 115 299 271

(1) 比較情報は、経過利息の表示方法の変更を反映するために修正再表示している。現在、当該経過利息はヘッジ目的デリバティブ資産およ

びヘッジ目的デリバティブ負債の項目に表示される（従前はその他の資産およびその他の負債に計上）。
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次表はキャッシュ・フロー・ヘッジ関係に指定されているデリバティブの想定元本を当該デリバティブの

満期帯別に示す。

 
 2017年 2016年

 0～3ヵ月 3～12ヵ月 1～5年 5年超 合計 0～3ヵ月 3～12ヵ月 1～5年 5年超 合計

当社グループ

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

金利スワップ           

固定支払 11,797 19,486 44,921 1,450 77,654 10,330 6,426 21,388 1,583 39,727

固定受取 12,895 33,999 29,599 817 77,310 48,390 17,707 24,289 372 90,758

その他の金利デ

リバティブ
(1)

          

固定支払 6,291 8,000 3,198 - 17,489 5,379 7,448 1,970 - 14,797

固定受取 5,547 7,300 2,331 - 15,178 3,904 5,325 2,295 - 11,524

 

 2017年 2016年

 0～3ヵ月 3～12ヵ月 1～5年 5年超 合計 0～3ヵ月 3～12ヵ月 1～5年 5年超 合計

当社

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

金利スワップ           

固定支払 11,584 18,978 41,238 1,352 73,152 10,187 6,326 19,324 1,454 37,291

固定受取 12,676 33,145 26,014 766 72,601 47,839 16,821 20,588 335 85,583

その他の金利デ

リバティブ
(1)

          

固定支払 2,927 5,985 3,060 - 11,972 3,241 4,465 1,970 - 9,676

固定受取 2,000 3,950 2,193 - 8,143 2,668 3,330 2,200 - 8,198

(1) その他の金利デリバティブは金利先物および金利先渡契約を含む。その他の金利デリバティブの帳簿価額は１百万豪ドル未満である。

 

当社グループおよび当社について１百万豪ドルの損失（2016年：６百万豪ドルの利得）がキャッシュ・フ

ロー・ヘッジ関係に係るヘッジ非有効部分に関連して損益計算書のその他収益に計上された。

ヘッジ会計がもはや適用されないヘッジ関係に係るキャッシュ・フロー・ヘッジ積立金の残高はない。
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(b) 公正価値ヘッジ

デリバティブは、既存のおよび予想される金利リスクを管理する目的で、特に固定金利の資産および負債

のエクスポージャーを変動金利にスワップするために保有されている。さらに、固定金利の資産および負債

が外貨建ての場合、付随する為替リスクを管理するために利用される。当社グループは、固定金利の外貨か

ら変動金利の米ドルまたは変動金利の豪ドルにスワップする通貨スワップを金利リスクおよび為替リスクの

両方について単一のヘッジ関係に指定することもあれば、またデリバティブの組み合わせ（金利スワップと

通貨スワップの組み合わせのような）を用いて金利スワップにヘッジ会計を適用し、通貨スワップを売買目

的デリバティブに含めることもある。また、金利リスクと為替リスクの両方がひとつのヘッジ関係により

ヘッジされるため、金利リスクだけの場合、もしくは金利リスクと為替リスクの異なるリスク・カテゴリー

の組み合わせの場合かは、これらの開示では区別されていない。当社グループは、通常、固定金利の資産お

よび負債の公正価値の変動に対するエクスポージャーを当該指標金利についてヘッジを掛けている。

デリバティブは、特定のエクスポージャーを管理するために、以下のような場合に一対一のベースで締結

されている。

● その他の包括利益を通じて公正価値で測定する区分に分類される、固定金利の準政府機関発行の債

券、ノートおよび有価証券についての金利リスク。

● その他の期限付貸付金から受領すべき固定金利についての金利リスク。

● 固定金利の社債、ノートおよび劣後債についての金利リスクまたは金利と為替の両方のリスク。これ

らのヘッジに関連しているのは、カバードボンドの発行により調達して被支配会社に貸し出した金額

であって被支配会社から支払われるべき金額についての当社レベルでの公正価値のヘッジである。

さらにデリバティブは、ポートフォリオのエクスポージャー、すなわちニュージーランドにおいて組成さ

れた固定金利の住宅ローンから支払われるべき金額から生じる金利リスクを管理するために締結されてい

る。固定金利の住宅ローンのポートフォリオ構成は、期限前返済、新規案件の組成および満期到来に伴い変

動することから当該ポートフォリオの公正価値ヘッジのためにはダイナミックなプロセスが用いられてい

る。ヘッジ関係は頻繁に中断し、通常、週次ベースで指定変更される。本注記では、固定金利住宅ローンの

ヘッジ金額は比較的安定しているため、当該ポートフォリオのヘッジ関係について記載する。ダイナミック

なヘッジ戦略を牽引しているのは、ポートフォリオ構成の変動とヘッジの有効性実績の最大化に向けての願

望である。

公正価値ヘッジとして指定され適格と認められたデリバティブの、当初指定後の公正価値の変動は、ヘッ

ジされたリスクに起因するヘッジ対象資産または負債の公正価値の変動とともに、損益計算書に計上され

る。ヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象の公正価値の変動は、ヘッジ対象資産または負債の帳簿価額

に対して調整される。
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ヘッジ手段が契約期間終了となるか売却された場合、またはヘッジ会計の基準をもはや満たさなくなった

場合、ヘッジ対象の帳簿価額への調整は、実効金利ベースで償却され、損益計算書に計上される。ヘッジ対

象の貸借対照表における認識が中止された場合、資産または負債の帳簿価額への調整は、直ちに損益計算書

に振り替えられる。

ヘッジの有効性をテストし、ヘッジ比率を設定するために回帰分析および累積ドル・オフセット（訳注：

公正価値の累積額オフセット）が用いられる。公正価値ヘッジの非有効部分の主たる潜在的な発生原因は次の

とおりである。

● 通貨スワップの評価に内在するが、外国通貨で表示されるヘッジ対象に内在していない通貨ベーシ

ス。通貨ベーシスは一方の通貨の借入について課される他方の通貨に対する流動性プレミアムを言

い、時間と共に変化し、通貨スワップの公正価値に影響を与える。

● ヘッジ対象についてマージン込みの出来上がり金利（基準金利部分ではなく）がヘッジ関係に含めら

れている場合におけるマージンの変動。

● ヘッジ対象とヘッジ手段についてのミスマッチ（例えば、金利の再設定時期の頻度およびタイミン

グ）。

● ヘッジ対象の住宅ローンの期限前返済。

公正価値ヘッジの関係に指定されているデリバティブの帳簿価額は次のとおりである。

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年
(1)

2017年 2016年
(1)

 資産 負債 資産 負債 資産 負債 資産 負債

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

金利スワップ 256 756 925 2,160 227 782 825 2,045

通貨スワップ 3,476 786 5,353 932 3,437 2,945 5,195 4,381

公正価値ヘッジ目

的デリバティ

ブ合計 3,732 1,542 6,278 3,092 3,664 3,727 6,020 6,426

(1) 比較情報は、経過利息の表示方法の変更を反映するために修正再表示している。現在、当該経過利息はヘッジ目的デリバティブ資産およ

びヘッジ目的デリバティブ負債に表示される（従前はその他の資産およびその他の負債に計上）。

 

次表はキャッシュ・フロー・ヘッジ関係に指定されているデリバティブの想定元本を当該デリバティブの

満期帯別に示す。

 
 2017年 2016年

 0～3ヵ月 3～12ヵ月 1～5年 5年超 合計 0～3ヵ月 3～12ヵ月 1～5年 5年超 合計

当社グループ

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

金利スワップ           

固定支払 1,620 4,143 15,193 9,981 30,937 1,715 9,101 12,844 8,800 32,460

固定受取 1,982 7,457 46,348 13,810 69,597 664 9,868 37,130 13,487 61,149

外 貨 建 エ ク ス

ポージャー・

ヘッジ目的通

貨スワップ
(1)

          

米ドル - 2,232 3,284 - 5,516 - 3,423 5,727 - 9,150

ユーロ - - 4,131 5,213 9,344 - - 1,099 8,002 9,101

英ポンド 1,026 599 1,710 428 3,763 - - 2,291 1,438 3,729

その他 169 235 1,513 995 2,912 - 97 1,281 1,589 2,967
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 2017年 2016年

 0～3ヵ月 3～12ヵ月 1～5年 5年超 合計 0～3ヵ月 3～12ヵ月 1～5年 5年超 合計

当社

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

百万豪

ドル

金利スワップ           

固定支払 35 180 14,265 9,949 24,429 - 4,103 12,337 10,300 26,740

固定受取 1,913 3,013 43,436 13,810 62,172 60 8,420 35,206 12,384 56,070

外 貨 建 エ ク ス

ポージャー・

ヘッジ目的通

貨スワップ
(1)

          

米ドル - 4,463 6,472 - 10,935 - 6,706 11,290 - 17,996

ユーロ - - 5,257 7,408 12,665 - - 2,199 10,155 12,354

英ポンド 1,026 599 1,710 855 4,190 - - 2,291 1,860 4,151

その他 169 235 1,854 1,580 3,838 - 97 1,281 2,542 3,920

(1) 通貨スワップの想定元本は、ヘッジ対象の通貨を９月30日時点の直物相場で換算して算定している。

 

公正価値ヘッジ関係に指定された通貨スワップの主要通貨の平均最終交換レートは次のとおりである。

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

米ドル: 豪ドル 1.034 1.026 1.036 1.027

ユーロ: 米ドル 1.372 1.372 1.372 1.372

ユーロ: 豪ドル 1.350 1.350 1.329 1.329

英ポンド: 米ドル 1.655 1.655 1.655 1.655

英ポンド: 豪ドル 1.725 1.725 1.700 1.700
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公正価値ヘッジ関係にあるヘッジ対象の帳簿価額およびこれらの帳簿金額に含まれる公正価値ヘッジ調整

額の累積額は次のとおりである。

 
 当社グループ 当社

 帳簿価額

公正価値

ヘッジ

調整額 帳簿価額

公正価値

ヘッジ

調整額 帳簿価額

公正価値

ヘッジ

調整額 帳簿価額

公正価値

ヘッジ

調整額

 2017年 2017年 2016年 2016年 2017年 2017年 2016年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

その他の包括利益

を通じて公正

価値で測定す

る負債性金融

商品         

準政府機関発

行の債券、

社債、ノー

トおよび有

価証券
(1)

17,796 - 17,986 - 17,796 - 17,986 -

貸出金         

住宅ローン
(2)

12,875 38 14,072 139 - - - -

その他の期限

付貸付金
(3)

1,577 (12) 1,111 37 1,577 (12) 1,111 37

 14,452 26 15,183 176 1,577 (12) 1,111 37

被支配会社に対す

る債権
(4)

- - - - 13,022 593 16,832 1,028

社債、ノートおよ

び劣後債
(5)(6)

        

ミ デ ィ ア ム

タームノー

ト 46,109 293 40,384 1,526 46,109 293 40,384 1,526

カバードボン

ド 21,303 567 21,351 1,178 12,996 593 16,802 1,028

劣後ミディア

ム タ ー ム

ノート 2,081 155 1,854 296 2,081 155 1,854 296

 69,493 1,015 63,589 3,000 61,186 1,041 59,040 2,850

(1) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品の帳簿価額は公正価値ヘッジの調整額を含まない。これはヘッジ対象資産

が公正価値で測定されるためである。累積額はヘッジ関係の会計処理でその他の包括利益から損益計算書に最終的に振り替えられる。

(2) ポートフォリオの公正価値ヘッジ関係にある住宅ローンの帳簿価額は概算であり、当該ローンの元本と公正価値ヘッジの調整額の合計を

示す。

(3) 当社グループおよび当社のその他の期限付貸付金の帳簿価額は、貸借対照表において1,572百万豪ドル（2016年：1,108百万豪ドル）の貸

出金および５百万豪ドル（2016年：３百万豪ドル）のその他の資産項目中の未収利息として表示されている。

(4) 被支配会社に対する債権の帳簿価額は、貸借対照表において12,939百万豪ドル（2016年：16,731百万豪ドル）の被支配会社に対する債権

および83百万豪ドル（2016年：101百万豪ドル）のその他の資産項目中の未収利息として表示されている。

(5) 社債、ノートおよび劣後債の帳簿価額は、貸借対照表において、当社グループについて68,984百万豪ドル（2016年：63,126百万豪ド

ル）、当社について60,715百万豪ドル（2016年度：58,595百万豪ドル）の社債、ノートおよび劣後債ならびに当社グループについて509百

万豪ドル（2016年：463百万豪ドル）、当社について471百万豪ドル（2016年：445百万豪ドル）のその他の負債項目中の未払利息として表

示されている。

(6) 社債、ノートおよび劣後債の帳簿価額に含まれる公正価値ヘッジの調整額の累積額は、ヘッジ損益の調整が停止されたヘッジ対象に関連

している累積額として当社グループについて309百万豪ドル（2016年：492百万豪ドル）、当社について287百万豪ドル（2016年：492百万

豪ドル）を含む。
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公正価値ヘッジに由来して以下の公正価値の変動がもたらされ、当該期間中のヘッジの非有効部分を認識

する基礎として用いられた。

 
 当社グループ 当社

 2017年
(1)

2016年
(1)

2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

ヘッジ手段に係る損失 (2,566) (2,304) (2,008) (1,552)

ヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象の利益 1,887 2,217 1,363 1,434

損益計算書に認識されたヘッジの非有効部分
(2)(3)

(679) (87) (645) (118)

(1) 情報は継続事業ベースで表示している。

(2) ヘッジの非有効部分は、損益計算書のその他収益に計上された。

(3) ヘッジ関係に指定されたヘッジの非有効部分およびヘッジ会計が適用されていない経済的ヘッジを表している。

 

(c) 在外営業活動体に対する純投資のヘッジ

外国通貨のエクスポージャーは、当社の機能通貨と異なる機能通貨の支店および子会社に対する純投資か

ら発生する。リスクは在外営業活動体と当社の各機能通貨間の直物為替レートの変動から生じる。ある在外

営業活動体への投資が本来的に期限がないと認められる場合には、外国通貨に対するエクスポージャーを

ヘッジしないのが当社グループの方針である。当社グループは、在外営業活動体への投資が、例えば非中核

的か、投資を引き揚げる候補先であるような特定の状況においては、ヘッジ取引を実行する。

在外営業活動体に対する純投資のヘッジは、キャッシュ・フロー・ヘッジと同様の方法で会計処理され

る。ヘッジ手段に関する損益のうち有効部分に関連する損益は資本内の外貨換算積立金に計上され、非有効

部分に関連する損益は直ちに損益計算書に認識される。資本に計上された累積損益は在外営業活動体が処分

された時点で損益計算書に振り替えられる。

在外営業活動体に対する純投資のヘッジ取引においてヘッジ手段として指定される項目は、当該在外営業

事業体の機能通貨建ての負債と為替先渡契約である。ヘッジの有効性は、直物相場の変動に起因する当該負

債の帳簿価額もしくは当該デリバティブの公正価値の変動を、直物相場の変動に起因する当該在外営業活動

体に対する投資の変動と比較することにより評価される。在外営業活動体は、当該負債もしくは当該デリバ

ティブの想定元本の範囲でのみヘッジされているため、ヘッジの非有効部分の発生は見込まれない。
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在外営業活動体に対する純投資のヘッジ取引においてヘッジ手段として指定された項目の詳細をまとめる

と下表のとおりである。

 
 2017年 2016年

   帳簿価額   帳簿価額

 額面金額 資産 負債 額面金額 資産 負債

当社グループ (百万英ポンド) 百万豪ドル 百万豪ドル (百万英ポンド) 百万豪ドル 百万豪ドル

ヘッジ目的デリバ

ティブ 539 - 17 714 2 4

負債
(1)

1,021 - 1,746 1,018 - 1,731

 1,560 - 1,763 1,732 2 1,735

 

 2017年 2016年

   帳簿価額   帳簿価額

 額面金額 資産 負債 額面金額 資産 負債

当社 (百万英ポンド) 百万豪ドル 百万豪ドル (百万英ポンド) 百万豪ドル 百万豪ドル

ヘッジ目的デリバ

ティブ 513 - 17 689 - 4

(1) 在外営業活動体に対する純投資のヘッジとして指定された在外営業活動体の機能通貨建ての負債は、貸借対照表において「他の銀行に対

する債務」および「預金およびその他の借入金」として表示されている。

 

16　貸出金

貸出金は当初、公正価値に取引の直接費用を加えた価値で認識され、その後は、実効金利法による償却原

価から貸倒引当金を控除した金額で測定される。

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

住宅ローン 329,534 314,557 293,212 278,659

その他の期限付貸付金 182,935 168,604 150,920 139,632

資産およびリース金融 11,674 10,949 11,214 10,478

当座貸越 5,673 6,304 3,715 4,223

クレジットカード債権 7,409 7,518 6,365 6,439

その他の貸付金 6,539 5,759 6,025 5,215

貸出金総額合計 543,764 513,691 471,451 444,646

控除：     

未経過収益および繰延手数料収入純額 (415) (532) (479) (700)

貸倒引当金 (3,224) (3,114) (2,695) (2,625)

貸出金純額合計 540,125 510,045 468,277 441,321

 

担保として保有している物件およびその他の信用補完の詳細

当社グループは、各顧客の信用力を案件ごとに評価している。与信の供与に際して担保が必要と当社グ

ループが判断した場合に徴求する担保の額は、経営陣によるカウンターパーティの信用評価に基づく。保有

担保はさまざまであるが、以下のものがある。

●　払込未請求資本金および払込が請求されているが未払込の資本金を含む、企業のすべての資産および

事業に対する浮動担保

●　個別または連帯保証

●　カウンターパーティの特定資産に対する特定の物上負担
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貸出金の信用度別状況

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

貸出金総額     

延滞も減損もしていない 530,654 500,556 459,577 433,319

延滞しているが減損していない 11,440 10,646 10,629 9,747

減損 1,670 2,489 1,245 1,580

貸出金総額合計 543,764 513,691 471,451 444,646

 

延滞しているが減損していない貸出金の状況

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

１日から７日延滞 5,056 4,675 4,735 4,349

８日から29日延滞 2,149 2,028 1,968 1,809

30日から59日延滞 1,282 1,288 1,172 1,177

60日から89日延滞 711 680 670 630

90日以上延滞 2,242 1,975 2,084 1,782

延滞しているが減損していない貸出金合計 11,440 10,646 10,629 9,747

 

延滞しているが減損していない貸出金は、裏付けとなる担保の正味現在市場価値が貸付に係るすべての元

本、利息およびその他の支払うべき金額（訴訟費用、執行費用、換金費用等を含む）を補うに十分である場

合にそのように分類される。

 

17　貸倒引当金

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

貸倒引当金の新規設定および増額（取崩し控除後） 1,177 1,158 1,014 904

個別貸倒引当金戻入れ (242) (156) (195) (104)

個別貸倒引当金回収 (111) (119) (88) (98)

損益計算書繰入額合計 824 883 731 702

内訳：     

損益計算書繰入額（継続事業） 824 813 731 702

損益計算書繰入額（非継続事業） - 70 - -
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 ステージ １ ステージ２ ステージ３  

 12ヵ月のECL

全期間のECL

（信用減損

なし）

全期間のECL

（信用減損

あり）

全期間のECL

（信用減損

あり）  

 

一括貸倒

引当金

一括貸倒

引当金

一括貸倒

引当金

個別貸倒

引当金 合計

当社グループ 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

2015年10月１日現在残高 455 1,988 440 637 3,520

期首残高に計上されていた金融資産に発生した以下の振替

に伴う変動：      

12ヵ月のECL（一括貸倒引当金）への振替 543 (520) (23) - -

全期間のECL（減損なし、一括貸倒引当金）への振替 (45) 98 (53) - -

全期間のECL（減損あり、一括貸倒引当金）への振替 (3) (76) 79 - -

全期間のECL（減損あり、個別貸倒引当金）への振替 (2) (120) (114) 236 -

貸倒引当金の新規設定および増額（取崩し控除後） (518) 526 191 959 1,158

個別貸倒引当金の戻入れ - - - (156) (156)

貸倒償却 - - - (778) (778)

処分グループについての認識中止
(1)

(85) (222) (94) (174) (575)

外貨換算およびその他の調整 (16) (17) (4) (18) (55)

2016年９月30日残高 329 1,657 422 706 3,114

期首残高に計上されていた金融資産に発生した以下の振替

に伴う変動：      

12ヵ月のECL（一括貸倒引当金）への振替 329 (316) (13) - -

全期間のECL（減損なし、一括貸倒引当金）への振替 (44) 123 (79) - -

全期間のECL（減損あり、一括貸倒引当金）への振替 (3) (42) 45 - -

全期間のECL（減損あり、個別貸倒引当金）への振替 (2) (135) (100) 237 -

貸倒引当金の新規設定および増額（取崩し控除後） (295) 538 124 810 1,177

個別貸倒引当金の戻入れ - - - (242) (242)

貸倒償却 - - - (849) (849)

外貨換算およびその他の調整 (1) (6) 4 27 24

2017年９月30日現在残高 313 1,819 403 689 3,224

(1) 2016年９月期通年度はCYBGの会社分割を反映している。

 

当社グループ‐帳簿価額総額の変動が貸倒引当金に与える影響

注記１「重要な会計方針」に記述したように貸倒引当金は、三段階のアプローチを用いて測定した予想信

用損失（ECL）を反映する。以下の説明では2017事業年度における貸出金の帳簿価額総額の重要な変動がど

のように予想信用損失モデルに基づく当社グループの貸倒引当金の変動に影響しているかを明らかにしてい

る。

全体として貸倒引当金合計は、2016年９月30日現在の残高比110百万豪ドル増加した。

個別引当金は、2016年９月30日現在の残高比17百万豪ドル減少した。その主因は新規減損の発生率が低下

したことに加えて、全オーストラリアにまたがる事業者向け貸付金ポートフォリオの問題処理に向けての戦

略的取り組みが奏功したことである。

一括貸倒引当金は、2016年９月30日現在の残高比127百万豪ドル増加した。その内訳は次のとおりであ

る。

●　一括貸倒引当金12ヵ月のECL（ステージ１）の減少16百万豪ドル。これは以下によりもたらされた。

●　貸出金における合計1,240億豪ドルの変動、すなわち、返済、当期中に生じた基礎的な勘定残高の

変動、信用の質の悪化によるステージ１からステージ２またはステージ３への移し替え。
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●　上記は貸出金における合計1,480億豪ドルの変動、すなわち、新規組成あるいは信用の質の改善に

よるステージ２またはステージ３からステージ１への移し替え、により部分的に相殺された。

●　一括貸倒引当金全期間のECL（信用減損なし）（ステージ２）の増加162百万豪ドル。これは以下によ

りもたらされた。

●　貸出金の振替の結果としてステージ１またはステージ３からステージ２への240億豪ドルの貸出金

の移し替え。

●　将来の見通しを踏まえた特定の産業セクターを対象とする追加引当。

●　上記は既存のステージ２の貸出金330億豪ドルの返済または信用の質の改善により部分的に相殺さ

れた。

●　一括貸倒引当金全期間のECL（信用減損あり）（ステージ３）の減少19百万豪ドル。これは以下によ

りもたらされた。

●　貸出金における合計30億豪ドルの変動、すなわち返済または個別貸倒引当金が設定される個別信

用評価への移し替え。

 
 ステージ １ ステージ２ ステージ３  

 12ヵ月のECL

全期間のECL

（信用減損

なし）

全期間のECL

（信用減損

あり）

全期間のECL

（信用減損

あり） 12ヵ月のECL

 

一括貸倒

引当金

一括貸倒

引当金

一括貸倒

引当金

個別貸倒

引当金 一括引当金

当社 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

2015年10月１日現在残高 312 1,569 314 332 2,527

期首残高に計上されていた金融資産に発生した以下の振替

に伴う変動：      

12ヵ月のECL（一括貸倒引当金）への振替 430 (412) (18) - -

全期間のECL（減損なし、一括貸倒引当金）への振替 (36) 80 (44) - -

全期間のECL（減損あり、一括貸倒引当金）への振替 (2) (47) 49 - -

全期間のECL（減損あり、個別貸倒引当金）への振替 (2) (109) (93) 204 -

貸倒引当金の新規設定および増額（取崩し控除後） (419) 360 115 848 904

個別貸倒引当金の戻入れ - - - (104) (104)

貸倒償却 - - - (668) (668)

外貨換算およびその他の調整 (14) (10) (1) (9) (34)

2016年９月30日残高 269 1,431 322 603 2,625

期首残高に計上されていた金融資産に発生した以下の振替

に伴う変動：      

12ヵ月のECL（一括貸倒引当金）への振替 274 (263) (11) - -

全期間のECL（減損なし、一括貸倒引当金）への振替 (36) 86 (50) - -

全期間のECL（減損あり、一括貸倒引当金）への振替 (2) (36) 38 - -

全期間のECL（減損あり、個別貸倒引当金）への振替 (2) (131) (91) 224 -

貸倒引当金の新規設定および増額（取崩し控除後） (258) 444 119 709 1,014

個別貸倒引当金の戻入れ - - - (195) (195)

貸倒償却 - - - (789) (789)

外貨換算およびその他の調整 1 2 7 30 40

2017年９月30日現在残高 246 1,533 334 582 2,695
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当社－帳簿価額総額の変動が貸倒引当金に与える影響

注記１「重要な会計方針」に記述したように貸倒引当金は、三段階のアプローチを用いて測定した予想信

用損失（ECL）を反映する。以下の説明では2017事業年度における貸出金の帳簿価額総額の重要な変動がど

のように予想信用損失モデルに基づく当社の貸倒引当金の変動に影響しているかを明らかにしている。

全体として貸倒引当金合計は、2016年９月30日残高比70百万豪ドル増加した。

個別貸倒引当金は、2016年９月30日残高比21百万豪ドル減少した。その主因は減損の発生率が低下したこ

とに加えて、全オーストラリアにまたがる事業者向け貸付金ポートフォリオの問題処理に向けての戦略的取

り組みが奏功したことである。

一括貸倒引当金は、2016年９月30日現在の残高比91百万豪ドル増加した。その内訳は次のとおりである。

●　一括貸倒引当金12ヵ月のECL（ステージ１）の減少23百万豪ドル。これは以下によりもたらされた。

●　貸出金における合計1,060億豪ドルの変動、すなわち、返済、当期中に生じた基礎的な勘定残高の

変動、信用の質の悪化によるステージ１からステージ２またはステージ３への移し替え。

●　上記は貸出金における合計1,260億豪ドルの変動、すなわち、新規組成あるいは信用の質の改善に

よるステージ２またはステージ３からステージ１への移し替え、により部分的に相殺された。

●　一括貸倒引当金全期間のECL（信用減損なし）（ステージ２）の増加102百万豪ドル。これは以下によ

りもたらされた。

●　貸出金の振替の結果としてステージ１またはステージ３からステージ２への200億豪ドルの貸出金

の移し替え。

●　将来予測を踏まえた特定の産業セクターを対象とする追加引当。

●　上記は既存のステージ２の貸出金260億豪ドルの返済または信用の質の改善により部分的に相殺さ

れた。

●　一括貸倒引当金全期間のECL（信用減損あり）（ステージ３）の増加12百万豪ドル。これは以下によ

りもたらされた。

●　信用の質の悪化によるステージ１およびステージ２からステージ３に移し替えられた貸出金20億

豪ドル。

●　上記は10億豪ドルの貸出金の返済により部分的に相殺された。
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償却済みであるが強制執行の対象の貸出金

2017事業年度中に償却したが、依然、強制執行の対象となる契約上の貸出金残高は、当社グループについ

ては84百万豪ドル（2016年：182百万豪ドル）、および当社については76百万豪ドル（2016年：169百万豪ド

ル）であった。

 

貸倒引当金の測定法の変更内容および効果について

既存の契約が取り消され大幅に異なる条件で新たな契約が締結される場合、または既存の契約の条件が変

更された結果、再交渉後の貸付金が従前とは実質的に異なる金融商品になるような場合、当該貸付金は条件

再交渉貸付金になる。当該条件再交渉貸付金の認識が中止された場合、当該条件再交渉後の契約が新たな貸

付金として認識され、当社グループの会計方針に基づき減損の評価を受ける。

当該条件再交渉貸付金の認識が中止されない場合、当該貸付金の実行当初の信用リスクの格付けとの対比

で著しく増加した信用リスクについての減損の評価が引き続き実施される。

次表は2017事業年度中に条件変更されたが認識が中止されなかった貸出金のうち、2016年９月30日時点に

おいて全期間のECLで測定した貸倒引当金を設定していたが2017事業年度末には12ヵ月のECLで測定した貸倒

引当金に変更した貸出金についての情報を開示している。

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

条件変更前の償却原価 423 483 341 374

期末時点の帳簿価額総額 412 462 334 354

 

減損資産全体の情報

次表は減損資産の詳細を示す。総額欄の表示は、保有担保またはその他の信用補完を考慮する前のもので

ある。当社グループの貸出金の信用の質の分析については注記34「財務リスク管理」を参照。

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

減損資産総額
(1)

1,724 2,642 1,263 1,604

個別貸倒引当金
(2)

(691) (712) (582) (607)

減損資産純額
(3)

1,033 1,930 681 997

(1) 減損資産総額には、公正価値で測定の減損その他の金融資産総額が、当社グループについては34百万豪ドル（2016年：135百万豪ドル）、

当社についてはゼロ豪ドル（2016年：７百万豪ドル）含まれており、減損したオフバランス・シート信用エクスポージャーが、当社グ

ループについては20百万豪ドル（2016年：18百万豪ドル）、当社については18百万豪ドル（2016年：17百万豪ドル）含まれており、一括

引当金および保有担保に基づき現在減損損失なしと評価されているエクスポージャーが、当社グループについては205百万豪ドル（2016

年：785百万豪ドル）、当社についてはゼロ豪ドル（2016年：ゼロ豪ドル）含まれている。

(2) 個別貸倒引当金には、公正価値で測定するその他の金融資産の公正価値に係る信用調整が、当社グループについては２百万豪ドル（2016

年：６百万豪ドル）、当社についてはゼロ豪ドル（2016年：４百万豪ドル）含まれている。

(3) 減損資産に関する担保の公正価値は、当社グループについては1,089百万豪ドル（2016年：1,810百万豪ドル）、当社については747百万豪

ドル（2016年：883百万豪ドル）である。個々の減損資産残高を上回る保有担保の公正価値はこれらの金額には含まれていない。
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18　公正価値で測定するその他の金融負債

 

特定の状況において当社グループは、金融負債に公正価値測定オプションを適用する。このオプション

は、当該負債が公正価値以外の基準で測定されれば発生すると考えられる会計上のミスマッチを大幅に削減

ないし解消する場合に適用される。負債が純損益を通じて公正価値で測定の指定を受けた場合、これらは当

初公正価値で認識され、取引費用は発生時に損益計算書に認識される。当該負債は、その後も公正価値で測

定され利得または損失があれば（自己の信用リスクの変動を除き）発生時に損益計算書に認識する。

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

社債、ノートおよび劣後債 22,869 19,697 4,320 3,751

預金およびその他の借入金     

要求払預金および短期預金 204 300 - -

譲渡性預金 1,243 2,247 - -

定期預金 1,027 5,604 - -

コマーシャル・ペーパーおよびその他の借入金 2,236 3,502 - -

空売り有価証券 1,803 1,628 1,575 1,628

その他の金融負債 249 246 35 29

公正価値で測定するその他の金融負債合計 29,631 33,224 5,930 5,408

 

当期における当社グループの信用リスクの変動に起因する社債、ノートおよび劣後債の公正価値の変動

は、当社グループについては11百万豪ドルの利得（2016年：113百万豪ドルの損失）、および当社について

は55百万豪ドルの利得（2016年：131百万豪ドルの損失）である。当社グループの信用リスクの変動に起因

する社債、ノートおよび劣後債の公正価値の変動累計額は、当社グループについては198百万豪ドルの損失

（2016年：209百万豪ドルの損失）、および当社については93百万豪ドルの損失（2016年：148百万豪ドルの

損失）である。社債、ノートおよび劣後債の満期時に支払われる契約上の金額は、当社グループについては

22,365百万豪ドル（2016年：18,773百万豪ドル）、および当社については4,075百万豪ドル（2016年：3,303

百万豪ドル）であった。
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19　預金およびその他の借入金

預金およびその他の借入金には、無利息の要求払預金、期間が30日未満の要求払預金および短期預金、譲

渡性預金証書、利付預金、社債、およびその他の借入金が含まれている。預金およびその他の借入金は当

初、公正価値から取引の直接費用を控除した金額で測定され、その後は償却原価で測定される。

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

預金     

定期預金 159,861 153,181 131,279 132,344

要求払預金および短期預金 199,245 189,718 182,103 171,783

譲渡性預金 51,009 43,763 51,009 43,764

無利息預金 47,247 41,698 42,566 37,296

コマーシャル・ペーパーおよびその他の借入金 19,749 15,290 19,560 14,990

買戻条件付売却有価証券 23,493 16,064 23,493 16,064

預金およびその他の借入金合計 500,604 459,714 450,010 416,241

 

20　社債、ノートおよび劣後債

社債、ノートおよび劣後債ならびにその他の発行負債は、通常、公正価値から取引の直接費用を控除した

額で当初認識され、その後は実効金利法を用いて償却原価で計上される。プレミアム、ディスカウントおよ

び関連する発行費用は、発行日から満期日までに証券の帳簿価額が償還価値と等しくなるように損益計算書

を通じて実効金利法を用いて認識される。負債性金融商品における組込デリバティブは、主契約の負債性金

融商品の条件と密接に関連していない場合は、別個に会計処理される。

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

ミディアムタームノート
(1)

89,815 90,106 89,833 90,106

証券化ノート
(2)

3,099 4,050 - -

カバードボンド
(2)

22,398 24,239 22,424 24,089

劣後ミディアムタームノート
(1)

9,058 9,031 9,058 9,031

その他の劣後ノート 501 516 - -

社債、ノートおよび劣後債合計
(3)

124,871 127,942 121,315 123,226

(1) 前年度の比較数値は、ミディアムタームノートと劣後ミディアムタームノートとの間のヘッジ調整に係る26百万豪ドルの再分類を反映す

るために修正再表示している。

(2) カバードボンドおよび証券化ノートは、2016年度の年次財務報告書では単一の科目（その他のシニアノート）としてまとめられていた。

前年度の比較数値は修正再表示している。

(3) 残高は正味ディスカント／プレミアム調整を含む。前年度の比較数値は修正再表示している。
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発行済社債、ノートおよび劣後債（通貨別）

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

豪ドル 35,887 35,863 32,806 31,815

米ドル 40,220 39,663 40,259 39,648

ユーロ 29,851 28,380 29,828 28,244

英国ポンド 7,611 11,004 7,621 11,004

その他 11,302 13,032 10,801 12,515

社債、ノートおよび劣後債合計
(1)

124,871 127,942 121,315 123,226

(1) 残高は正味ディスカント／プレミアム調整を含む。

 

劣後ミディアムタームノート

 
   当社グループ 当社

通貨 名目金額
(1)

満期日／初回コール

オプション日 2017年 2016年
(2)

2017年 2016年
(2)

   百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

豪ドル 1,172百万 変動金利／2017年 - 1,171 - 1,171

豪ドル 950百万 変動金利／2017年 950 950 950 950

英ポンド 350百万 固定金利／2018年 625 647 625 647

ユーロ 500百万 固定金利／2018年 777 813 777 813

ユーロ 750百万 固定金利／2019年 1,124 1,100 1,124 1,100

ユーロ 1,000百万 固定金利／2020年 1,586 1,571 1,586 1,571

豪ドル 1,100百万 変動金利／2020年 1,100 1,100 1,100 1,100

香港ドル 1,137百万 固定金利／2021年 184 195 184 195

日本円 10,000百万 固定金利／2021年 113 130 113 130

豪ドル 150百万 固定金利／2021年 146 151 146 151

豪ドル 650百万 変動金利／2021年 650 650 650 650

日本円 10,000百万 固定金利／2021年 113 - 113 -

シンガポール・ドル 450百万 固定金利／2023年 428 493 428 493

豪ドル 943百万 変動金利／2023年 935 - 935 -

豪ドル 275百万 固定金利／2027年 272 - 272 -

豪ドル 20百万 固定金利／2027年 28 30 28 30

豪ドル 20百万 固定金利／2028年 27 30 27 30

合計   9,058 9,031 9,058 9,031

(1) 劣後ミディアムタームノートは、Tier２資本として適格であるが、一部についてはバーゼルIIIの経過措置が適用される。

(2) 前年度の比較数値は、正味ディスカウント／プレミアム調整および上述したミディアムタームノート関連のヘッジ調整に係る26百万豪ド

ルの再分類を反映するために修正再表示している。

 

その他の劣後ノート

2015年12月17日、BNZはニュージーランドにおいて550百万ニュージーランド・ドルの無担保劣後社債

（BNZ劣後ノート）を発行した。同社債は当社の規制資本要件上、Tier２資本として扱われる。BNZ劣後ノー

トは2025年12月に期日が到来するが、BNZはその選択により、一定の状況において（APRAおよびRBNZの承認

を得た上で）BNZ劣後ノートの一部またはすべてを2020年12月17日またはその後の任意の利息支払予定日に

繰上償還することができる。BNZ劣後ノートには固定金利が付せられ、繰上償還日に再設定される。
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当社グループは、社債、ノートおよび劣後債に係る金利および為替リスクを管理するためにデリバティブ

金融商品を保有している。当社グループの売買目的デリバティブおよびヘッジ目的デリバティブの資産およ

び負債についての詳細は、注記11「売買目的デリバティブ資産および負債」ならびに注記15「ヘッジ会計

（ヘッジ目的デリバティブ資産および負債を含む）」を参照。

金利リスク、為替リスクおよび流動性リスクなどの市場リスクに関する当社グループのリスク管理体制の

説明については、注記34「財務リスク管理」を参照。

 

21　その他の発行負債

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

永久変動利付債 147 220 147 220

転換優先株式および転換社債 6,040 6,028 6,040 6,028

その他の発行負債合計 6,187 6,248 6,187 6,248

 

永久変動利付債

1986年10月９日に当社グループは、償還期限のない変動利付劣後債を250百万米ドル発行した。利息は年

２回、４月と10月の後払いであり、利率は、ロンドンにおける参照銀行の６ヵ月米ドル預金オファード・

レート算術平均に年率0.15％を加算したものである。同変動利付債は無担保であり、満期がない。当社グ

ループはその選択により事前にAPRAの同意を得た上で、同変動利付債のすべてまたは一部を償還することが

できる。2009年７月に当社グループは、同変動利付債を82.5百万米ドル買い戻し、その後消却した。2017年

に当社グループは、償還期限のない同変動利付劣後債の買い戻しおよび消却を総額52.0百万米ドルについて

数度にわたって実施した。現在、当社グループの償還期限のない同変動利付劣後債の未償還残高は115.5百

万米ドルである。同劣後債は、バーゼルIIIの経過措置の適用を条件にTier２資本として計上することが認

められている。

 

転換優先株式

当社グループは、2013年３月20日に15.1億豪ドルの転換優先株式（以下「NAB CPS」）および2013年12月

17日に17.2億豪ドルの転換優先株式（以下「NAB CPS Ⅱ」）を発行した。これらの転換優先株式は、特定の

転換条件が満たされることを条件に、強制転換日である2021年３月22日（NAB CPS）および2022年12月19日

（NAB CPS Ⅱ）に普通株式に強制的に転換される。当社は、事前にAPRAの書面による同意を得た上で、一定

の条件の充足を条件として、NAB CPSについては2019年３月20日、NAB CPS Ⅱについては2020年12月17日、

または特定の事象の発生時に、これらを転換、償還または再販売する選択権を有する。NAB CPSおよびNAB

CPS Ⅱは特定の状況において健全性規制要件により必要とされる場合にも転換が可能である。両発行株式の

利息は、NAB CPSについては３ヵ月物BBSWを3.20％上回る利率（年率）で、NAB CPS Ⅱについては３ヵ月物

BBSWを3.25％上回る利率（年率）で、四半期ごとに後払いで支払われる。両株式の発行は、その他Tier１適

格資本性金融商品として当社グループのTier１資本を強化している。
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転換社債

当社グループは、2015年３月23日に13.4億豪ドルの転換社債（以下「NABキャピタル・ノート」）を、そ

して2016年７月７日に15億豪ドルの転換社債（以下「NABキャピタル・ノート２」）を発行した。これら転

換社債は、特定の転換条件が満たされることを条件に、強制転換日である2022年３月23日（NABキャピタ

ル・ノート）および2024年７月８日（NABキャピタル・ノート２）に普通株式に強制的に転換される。当社

は、事前にAPRAの書面による同意を得た上で、2020年３月23日（NABキャピタル・ノート）および2022年７

月７日（NABキャピタル・ノート２）または特定の事由の発生時のいずれか早い時点において、当転換社債

を転換、償還または再販売する選択権を有する。またNABキャピタル・ノートおよびNABキャピタル・ノート

２は、特定の状況において健全性規制要件により必要とされる場合にも転換が可能である。両転換社債の利

息は、NABキャピタル・ノートについては３ヵ月物BBSWを3.50％上回る利率（年率）で、NABキャピタル・

ノート２については３ヵ月物BBSWを4.95％上回る利率（年率）で、四半期ごとに後払いで支払われる。両転

換社債の発行は、適格なその他Tier１資本性金融商品として当社グループのTier１資本を強化している。

 

前へ　　　次へ
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＜その他の資産・負債に関連する注記＞

 

22　のれんおよびその他の無形資産

 

のれん

のれんは事業体の取得により発生し、取得対価と事業体における非支配持分の公正価値の総計が、識別可

能な純資産の取得日における公正価値を超過する部分を示す。被取得企業の識別可能な純資産の公正価値が

取得対価と非支配持分の公正価値の総計を上回る場合、超過部分は取得日に損益計算書に認識され、のれん

は認識されない。

 

ソフトウェア費用

ソフトウェアの取得および開発に直接関連した識別可能な外部および内部費用は資産計上され、当社グ

ループがソフトウェアを支配し、当該ソフトウェアの一年以上の利用により将来の経済的便益が発生する可

能性が高い場合は、無形資産に計上される。ソフトウェアの維持に関連する費用は発生時に費用として認識

される。

コンピュータ・ソフトウェアおよびその他の無形資産は、償却額と減損損失額があれば、それらの額を控

除後の取得原価で計上される。

資産計上されたソフトウェアの費用およびその他の無形資産は、ひとたび配備されると通常３年から10年

の予想耐用年数にわたり定額法で計画的に償却される。ソフトウェア資産は、通常、当該資産が意図する用

途に使える状態になった時点で配備されたものとする。特定のソフトウェア資産は、当該資産の用途から得

られる便益特性と整合するように段階的に配備される。

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年  
 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル  
のれん 2,862 2,913 - -  
内部開発ソフトウェア 2,608 2,207 2,274 1,971  
取得ソフトウェア 98 137 87 122  
その他の取得無形資産

(1)
33 45 - -  

のれんおよびその他の無形資産 5,601 5,302 2,361 2,093  
取得原価 8,397 7,809 4,351 3,775  
控除：償却累計額／減損損失 (2,796) (2,507) (1,990) (1,682) 
のれんおよびその他の無形資産 5,601 5,302 2,361 2,093  
(1) その他の取得無形資産にはブランド価値および事業価値ならびに保有契約が含まれる。
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のれんおよびその他の無形資産の変動に関する調整

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年  
 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル  
のれん      
期首残高 2,913 4,631 - -  
被支配会社の売却に伴う処分 (50) (1,713) - -  
為替換算調整額 (1) (5) - -  
期末残高 2,862 2,913 - -  
内部開発ソフトウェア      
期首残高 2,207 2,457 1,971 1,702  
内部開発による増加 750 655 586 471  
処分、減損および評価損

(1)
(20) (674) (19) (10) 

償却費 (324) (273) (264) (192) 
為替換算調整額 (5) 42 - -  
期末残高 2,608 2,207 2,274 1,971  
(1) 2016年９月30日終了事業年度はCYBGの非継続事業を含む。詳細については注記41「非継続事業」を参照。

 

減損および資金生成単位

耐用年数が不確定な資産（のれんを含む）は償却の対象にはならないが、年次、もしくは減損の兆候が存

在する場合は随時、減損テストが行われる。償却の対象となる資産は、帳簿価額が回収できない可能性を示

す事象または状況の変化があった場合、減損評価を行う。資産の帳簿価額が回収可能価額を上回った金額

が、減損損失として認識される。

資産の回収可能価額は、その資産の売却費用控除後の公正価値または使用価値のいずれか高い方である。

概ね独立したキャッシュ・インフローを生成しない資産の回収可能価額は、当該資産が属する資金生成単位

について決定される。減損テストを行うために資金生成単位（以下「CGU」）が他の資産または資産グルー

プからほぼ独立した資金の流入を生成する最小の資産グループによって識別され、決定される。のれんの減

損は、内部管理目的でのれんが計上されるグループ内の最も低いレベルに相当するCGUグループ、すなわち

報告セグメント・レベルで評価される。

注記２「セグメント情報」に記載したとおり当社グループは報告体制を再編し、その結果、のれんの配賦

先のCGU構成が変更された。比較を可能にするため2016年度ののれんは新しい配賦に基づいて修正再表示し

ている。

減損テストは、CGUの帳簿価額と、使用価値の計算に基づき決定される回収可能価額とを比較する。CGUま

たはCGUグループの帳簿価額が回収可能価額を上回る場合、損益計算書に減損損失が認識される。のれんの

減損損失が認識された場合にはその後の戻し入れは行われない。

各CGUの回収可能価額を決定するために用いられる仮定は、過去の経験と将来についての予想に基づく。

キャッシュ・フロー予測は経営陣が承認した５年間の予測を基礎とし、次いでその先の５年間について一定

値の成長率を用いて推定される。その最後の年次には永続価値成長率が永久に適用される。これらの予測に

おいて各CGUの収益、費用、資本的支出、およびキャッシュ・フローを決定するために経営陣の見積りが用

いられる。
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割引率は、リスク調整を加えた税引後の市場割引率に、各CGUの固有リスクおよび当該CGUが事業を行って

いる国固有のリスクを加味して調整している。永続価値成長率は、上記予測期間以後のキャッシュ・フロー

を推定するために用いられる成長率である。これらの成長率は、CGUの各市場における長期的な業績の予測

仮定に基づく。

のれんが配賦された各CGUの回収可能価額を決定するために用いられる主な仮定は次のとおりである。

 
 のれん 割引率 永続価値成長率

 2017年 2016年 2017年 2017年

報告対象セグメント 百万豪ドル 百万豪ドル 年率（％） 年率（％）

消費者金融・資産運用業務 2,536 2,587 10.5 4.8

事業者向け・プライベートバンキング業務 68 68 10.5 4.8

ニュージーランド銀行業務 258 258 11.0 4.9

のれん合計 2,862 2,913 n/a n/a

 

23　その他の資産

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

第三者に差入れた現金担保 3,209 3,176 2,765 3,176

未収利息
(1)

981 879 832 716

前払金 196 189 161 155

受取債権 642 596 314 243

償却原価で測定するその他の負債性金融商品 584 778 1 1

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品 271 273 239 240

関連会社に対する投資 ‒ MLCリミテッド
(2)

549 550 - -

受取債権 ‒ MLCリミテッド
(3)

- 2,206 - 2,206

その他
(4)

3,014 3,254 2,354 2,658

その他の資産合計 9,446 11,901 6,666 9,395

(1) 2016年度の比較情報は、特定のデリバティブ資産およびデリバティブ負債にかかわる経過利息の表示方法の変更を反映させるために修正

再表示している。現在、当該経過利息はデリバティブ資産およびデリバティブ負債の項目に表示される（従前はその他の資産およびその

他の負債に計上）。

(2) MLCリミテッドの保有持分の80％を日本生命に売却した結果、当社のMLCリミテッドに対する保有持分は20％となった。詳細については注

記41「非継続事業」を参照。

(3) 残高は上記表注(2)に概略を記した取引の2016年９月30日現在の未払い現金対価を示す。当該金額は2016年10月３日に決済された。詳細に

ついては注記41「非継続事業」を参照。

(4) その他には引渡し未了の売却有価証券、清算決済に係る債権、生命保険事業関連の投資が含まれる。
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24　引当金

引当金は、過去の事象の結果として法的または推定的債務が存在し、当該債務の決済に経済的便益の流出

が必要となる可能性が高く、かつ信頼性をもって金額を見積ることができる場合に認識される。引当金は、

貨幣の時間的価値が重要である場合を除き、将来の予想純キャッシュ・フローを現在価値に割り引かない。

偶発債務は、不確定な将来事象によってのみ、その発生が確認できる潜在的な債務、または経済的便益の

移転が生じる可能性が高くないか、信頼性をもって金額を測定することができない現在の債務である。偶発

債務は貸借対照表上で認識されないが、支払が生じる可能性が低い場合を除き、開示される。詳細について

は注記32「偶発債務および与信コミットメント」を参照。

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

従業員給付 952 1,024 772 821

オペレーショナルリスク事由による損失 785 12 755 5

事業再編費用 - 25 - 23

その他 224 371 207 308

引当金合計 1,961 1,432 1,734 1,157

 

従業員給付

従業員給付の認識に関する当社グループの方針については注記５「営業費用」を参照。

 

オペレーショナルリスク事由による損失

オペレーショナルリスク事由による損失に係る損失引当金は、貸出金の未回収元本残高に直接関係を有さ

ない特定の訴訟から発生する損失ならびに偽造、不正行為、および事務上の問題点の訂正から生じる損失を

含む非与信事項に係る損失に対して引き当てられる。

引当金として認識される金額は、引当金額に影響を及ぼす事象や状況を取り巻くリスクと不確実性を考慮

した上での、2017年９月30日時点に存在する債務を決済するのに必要となる対価の最善の見積りである。

 

引当金の変動に関する調整

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

オペレーショナルリスク事由による損失
(1)

    

期首残高 12 2,177 5 21

引当金繰入額 1,022 840 994 833

引当金からの支払 (271) (819) (268) (819)

不要となった引当金額および為替変動純額
(2)

22 (2,186) 24 (30)

期末残高 785 12 755 5

(1) オペレーショナルリスク事由による損失には金融行動損害賠償証書に基づく請求が含まれる。詳細については注記32「偶発債務および与

信コミットメント」を参照。

(2)「不要となった引当金額および為替変動純額」として開示されている当社グループの2016年の調整項目に主に含まれているのは、CYBGの会

社分割の一環として連結から除外された引当金である。
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事業再編費用

事業再編費用引当金には、発生したがまだ支払われていない費用、および既に決定した事項の直接的な結

果として将来発生する費用に対する引当金が含まれている。事業再編費用引当金は、当社グループにはその

事業再編を実施するよりほかに現実的な選択肢がなく、関連債務の決済のために将来支払を行うことを当社

グループが約束してその債務を負った場合にのみ設定される。事業再編費用引当金は、詳細な計画が承認さ

れて事業再編が開始または公表された時点で認識される。この費用には、従業員退職手当および余剰賃借ス

ペースに関わる費用が含まれている。継続事業および将来の営業損失に関連する費用は引当金が計上されな

い。

 

25　その他の負債

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

未払利息
(1)

2,283 2,307 1,944 1,857

支払債務および未払費用 3,119 2,192 2,721 1,751

第三者から受け入れた現金担保 1,045 1,311 1,044 1,309

その他
(2)

1,533 1,864 1,233 1,752

その他の負債合計 7,980 7,674 6,942 6,669

(1) 2016年の比較情報は、特定のデリバティブ資産およびデリバティブ負債にかかわる経過利息の表示方法の変更を反映させるために修正再

表示している。現在、当該経過利息はデリバティブ資産およびデリバティブ負債の項目に表示される（従前はその他の資産およびその他

の負債に計上）。

(2) その他は清算決済および未呈示銀行小切手に関連する支払債務を含む。
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＜資本管理に関連する注記＞

 

26　払込資本

2001年会社法（連邦法）に従い、当社には授権資本がなく、すべての普通株式は無額面株式である。普通

株式は資本として分類される。新株またはオプション発行に直接帰属する追加費用は、資本に含まれる。普

通株式の保有者は、随時宣言される配当金を受け取る権利があり、株主総会において全額払込普通株式１株

当たり１票の挙手または投票による議決権が与えられている。当社を清算する場合に普通株主は、他のすべ

ての株主および債権者に劣後するが、清算による残余財産の処分代金をすべて受け取る権利を有している。

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

発行済全額払込普通株式資本     

全額払込普通株式 31,707 30,968 30,921 30,182

その他の払込資本     

ナショナル・インカム・セキュリティーズ 1,945 1,945 1,945 1,945

信託優先証券 975 975 - -

ナショナル・キャピタル・インストルメンツ - 397 - 397

払込資本合計 34,627 34,285 32,866 32,524

 

普通株式

普通株式の変動調整

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

期首残高 30,968 31,334 30,182 32,065

株式発行     

配当金再投資プラン（DRP） 569 596 569 596

株式報酬積立金からの振替 170 166 170 166

CYBGの会社分割に伴う資本分配 - (2,645) - (2,645)

生命保険事業に関連する自己株式の売却
(1)

- 1,517 - -

期末残高 31,707 30,968 30,921 30,182

(1) ウェルスの生命保険事業により以前保有されていた当社株式に関連する。同株式はもはや当社グループの被支配会社により保有されてい

ない。
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９月30日現在の直近２年間における発行済普通株式数は以下のとおりである。

 
 当社

 2017年 2016年

 千株 千株

全額払込普通株式   

期首残高 2,656,976 2,625,764

株式発行   

配当金再投資プラン（DRP） 19,794 21,325

特別配当株プラン 2,203 2,052

従業員持株制度 6,249 7,461

業績連動型新株引受権 241 359

一部払込株式の残額払込 6 15

全額払込普通株式合計 2,685,469 2,656,976

25豪セントまでの一部払込普通株式   

期首残高 49 64

一部払込株式の残額払込 (6) (15)

25豪セントまでの一部払込普通株式合計 43 49

発行済普通株式数期末残高（自己株式を含む） 2,685,512 2,657,025

控除：自己株式 (9,643) (9,504)

発行済普通株式数期末残高（自己株式を除く） 2,675,869 2,647,521

 

ナショナル・インカム・セキュリティーズ

1999年６月29日、当社は、ナショナル・インカム・セキュリティーズ（以下「NIS」）20,000,000株を１

株当たり100豪ドルで発行した。NISは、当社がニューヨーク支店を通じて発行した100豪ドルの全額払込済

社債１単位および当社が発行した未払優先株式（以下「NIS優先株式」）１株から成るステープル証券であ

る。NIS優先株式の未払額は、一定の限られた状況（不履行事由の発生等）のもとで支払義務が発生する。

NISの各保有者は、四半期ごとの後払いでオーストラリアの3ヵ月物銀行手形の利率プラス1.25％に相当する

年率で非累積分配金を受領する権利を有する。

APRAの書面による事前の同意によって、当社は社債を１単位当たり100豪ドル（未払分配金がある場合は

これを加算した金額）で償還し、かかる社債に抱き合わされたNIS優先株式を対価なしで買い戻すか消却す

ることができる。NISには満期日はなく、オーストラリア証券取引所（以下「ASX」）において相場が公表さ

れている。NISはバーゼルIIIの経過措置の適用を条件に、その他Tier１資本として計上することが認められ

ている。

 

信託優先証券

2003年９月29日、当社グループは、ナショナル・キャピタル・トラストⅠによる１株当たり1,000英ポン

ドの信託優先証券400,000株の発行を通じて、当社のロンドン支店が使用する資金400百万英ポンドを調達し

た。各信託優先証券には2018年12月17日まで半年ごとに後払いされる年率5.62％の非累積分配金が付き、そ

の後は５年ごとの各期間に、かかる期間の開始時における５年物英国国債の最終利回りに1.93％を加えた利

率による非累積分配金が、半年ごとに後払いされる。
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信託優先証券はAPRAの書面による事前の同意によって2018年12月17日およびそれ以降の各５年目の応当日

に発行者により償還可能であり、その場合１信託優先証券当たり1,000英ポンドに過去６ヵ月間の分配期間

の未払分配金を加えた償還価格で償還される。また信託優先証券は、特定の状況下では早期償還も可能であ

り、その場合、早期償還に伴う再投資費用を埋め合わせるために償還価格が調整を受けることがある。信託

優先証券はバーゼルIIIの経過措置の適用を条件に、その他Tier１資本として計上することが認められてい

る。

 

ナショナル・キャピタル・インストルメンツ

2006年９月18日、当社グループは、ナショナル・キャピタル・トラストⅢによる１株当たり50,000豪ドル

のナショナル・キャピタル・インストルメンツ（以下「オーストラリアンNCI」）8,000株の発行を通じて

400百万豪ドル（発行費用控除前）を調達した。各オーストラリアンNCIには初回の任意償還日までオースト

ラリアの銀行手形の利率プラス0.95％に相当する年率で四半期ごとに後払いされる非累積分配金が付く。当

社グループはその選択によりAPRAの事前の同意を得て2016年10月４日にオーストラリアンNCIを全額償還し

た。償還前までは、オーストラリアンNCIはバーゼルIIIの経過措置の適用を条件に、その他Tier１資本とし

て計上することが認められていた。

 

27　積立金

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

外貨換算積立金 (338) (71) (241) (209)

資産再評価積立金 83 83 - -

キャッシュ・フロー・ヘッジ積立金 46 143 5 57

株式報酬積立金 273 234 273 234

信用損失に対する一般積立金 - 75 - 75

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商

品積立金 89 80 89 80

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商

品積立金 84 85 64 72

積立金合計 237 629 190 309

 

外貨換算積立金

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

期首残高 (71) (1,091) (209) (160)

在外営業活動体の為替換算調整（ヘッジ部分を除く） (269) (329) (32) (49)

在外営業活動体の処分に伴う損益計算書への振替
(1)

(10) 1,368 - -

外貨換算積立金に係る税金 12 (19) - -

期末残高 (338) (71) (241) (209)

(1) 2016年度の残高は、非継続事業の投資引き揚げに伴い取り崩された為替換算積立金を示す。
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外貨換算積立金には、在外営業活動体の取引の換算、当社の在外営業活動体に対する純投資のヘッジ取引

の換算、もしくは在外営業活動体への純投資の一部を構成する外貨建貨幣性項目の換算より生じる為替換算

差額が計上されている。

機能通貨が豪ドルと異なるすべてのグループ企業の業績および財政状態は、以下の方法で豪ドルに換算さ

れる。

●　資産と負債については、貸借対照表日の終値で換算される。

●　収益と費用については、平均が合理的な近似値から外れない限り当期の平均為替レートで換算され

る。

●　すべての換算差額は外貨換算積立金に認識される。

 

かかる換算差額があれば在外営業活動体が処分されるときに処分損益の一部として損益計算書に認識され

る。

 

資産再評価積立金

資産再評価積立金には、土地および建物の再評価による再評価純増減額が計上されている。

 

キャッシュ・フロー・ヘッジ積立金

キャッシュ・フロー・ヘッジ積立金には、キャッシュ・フロー・ヘッジ手段に指定されたデリバティブの

公正価値の変動の有効部分が計上されている。

 

株式報酬積立金

株式報酬積立金には、従業員に対して報酬の一部として提供された株式給付の価値が計上されている。

オーストラリアの税法に規定されている株主資本罰則規定は、企業が配当ではなく税法上優遇されている

資本勘定を通じて株主に利益分配を行うことを阻止するために2006年５月26日より非遡及的に適用されてい

る。当該税務規定は、株主資本勘定への他の勘定からの金額の振替に焦点を当てている。当該罰則規定は、

従業員株式報酬の権利が確定した場合（すなわち、従業員によってすべての条件が満たされた時）に資本勘

定間の振替を認めているAASB第２号「株式報酬」との整合性に欠ける。

2009年中に当社グループは、オーストラリア税務当局より本件に関して拘束力のある当社グループ限りの

裁定を受けた。すなわち同裁定は、税務上、当社の株主資本勘定が罰則規定に抵触することなく、特定の状

況下で、権利確定した従業員株式を株式報酬積立金から戻し入れ、最終的に払込済み資本金に計上すること

を認めている。株主資本罰則規定および拘束力のある当社グループ限りの同裁定は、当社グループの規制資

本に影響を与えていない。
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信用損失に対する一般積立金

APRA健全性基準APS第220号「信用の質」は、見積られているが将来発生することが不確実な信用損失をす

べての個々の与信の残存期間にわたってカバーする積立金を保有することを求める。信用損失に対する一般

積立金（以下「GRCL」）は、AASB第９号「金融商品」の予想信用損失引当金のために用いられるアプローチ

とは異なる健全性基準予想損失アプローチを用いて計算される。GRCLは規制上要求される積立金が会計上要

求される引当金を上回る時に行う利益剰余金から分配不能積立金への充当を意味する。GRCLの目的は、今後

発生の可能性がある信用損失への対応に自由に使用可能な資本を当社グループに用意することにある。

 

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品に対する積立金

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品に対する積立金には、三段階の予想信用損

失モデルに基づく減損、為替差益・差損および受取利息を除く負債性金融商品への投資の公正価値の変動の

すべてが含まれる。積立金に認識される変動は、当該資産について認識が中止されるか、減損が発生した時

点で純損益に振り替えられる。

 

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品に対する積立金

売買目的保有に該当せず、またAASB第３号「企業結合」が適用される企業結合において当社グループが認

識する条件付対価にも該当しない資本性金融商品への投資は、経営陣により撤回不能の選択が行われた場合

に、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される。積立金に計上された金額は、その後において当該資

産の認識が中止された場合、純損益ではなく利益剰余金に振り替えられる。かかる投資に対する配当金は、

当該配当金が明らかに投資費用の一部の回収に相当する場合を除いて純損益に認識される。
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28　利益剰余金

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

期首残高 16,378 21,205 15,719 20,470

継続事業からの当社株主に帰属する当期純利益 6,178 6,420 4,975 519

非継続事業からの当社株主に帰属する当期純損失 (893) (6,068) - -

支払配当金 (5,216) (5,060) (5,216) (5,161)

その他の資本性金融商品に係る分配金 (98) (124) (60) (68)

公正価値で測定の指定を受けた金融負債の公正価値の変動のうち

当社グループの自己の信用リスクに起因する変動額 11 (113) 55 (131)

ナショナル・キャピタル・インストルメンツの取引費用の再分類 (3) - (3) -

確定給付年金制度の年金数理上の利益 - 31 - -

子会社に対する持分の処分に係る利益
(1)

- 6 - -

資産再評価積立金からの振替 - 1 - -

株式報酬積立金（への）／からの振替
(2)

(22) 7 (22) 7

信用損失に対する一般積立金からの／（への）振替 75 (11) 75 (11)

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品積

立金からの振替 - 94 - 94

資本へ／（から）直接振り替えた項目に対する税金 32 (10) 22 -

期末残高 16,442 16,378 15,545 15,719

(1) 利益剰余金に直接認識された非継続事業からの利益を表す。

(2) 株式報酬積立金（への）／からの振替は、失効したオプションおよび新株引受権に関連している。また2017年度の当社グループおよび当

社の残高は、前年度の株式報酬に関連する調整を含む。

 

29　配当金および分配金

９月30日に終了した以下の各事業年度に当社グループおよび当社が認識した普通株式配当金：

 

 

１株当たり

配当金 合計

2017年 豪セント 百万豪ドル

2016年９月30日終了年度について宣言した最終配当金 99 2,630

2017年９月30日終了年度について宣言した中間配当金 99 2,649

控除：配当金に代わる特別配当株 n/a (63)

2017年９月30日終了年度中に当社が支払いを行った配当金  5,216

加算：被支配会社の非支配持分から支払われた配当金  5

当社グループが支払いを行った配当金（配当金再投資プラン前）  5,221

2016年   

2015年９月30日終了年度について宣言した最終配当金 99 2,600

2016年９月30日終了年度について宣言した中間配当金 99 2,618

控除：配当金に代わる特別配当株 n/a (57)

2016年９月30日終了年度中に当社が支払いを行った配当金  5,161

控除：自己株式に対する配当金
(1)

 (101)

加算：被支配会社の非支配持分から支払われた配当金  5

当社グループが支払いを行った配当金（配当金再投資プラン前）  5,065

(1) 従業員インセンティブ制度について当社グループの被支配会社により信託で保有されていた自己株式を除く。

 

2017年度中に宣言または支払が行われた税額控除適格の配当金は、すべて30％の税率で課税済である

（2016年：30％）。

CYBGの会社分割は、2016年度において当社株主に2,645百万豪ドルの価額のCYBG株式の分配をもたらし

た。
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最終配当金

2017年11月２日に取締役が宣言した配当金は以下のとおりである。

 

 

１株当たり

配当金 合計

１株当たり

課税済配当金

 豪セント 百万豪ドル ％

2017年９月30日終了事業年度について宣言した最終配当金 99 2,659 100

 

2017年度の最終普通配当金は、2017年12月13日に支払われる。当社グループは、配当金再投資プランにつ

いて上限を設けることなく1.5％の株価割引を提供する予定である。最終配当金の財務上の影響額は2017年

９月30日終了事業年度の財務諸表には計上されておらず、次年度の財務報告書に認識される予定である。

 

オーストラリアの税額控除

2017年９月30日現在で当社グループが利用可能な税額控除額は、当報告期間の利益および報告日に認識さ

れている受取配当金に対するオーストラリアの未払法人税を考慮後で1,115百万豪ドルになると見積られる

（2016年：1,476百万豪ドル）。提案された最終配当金の支払いにより使用される予定の税額控除額は1,139

百万豪ドル（2016年：1,127百万豪ドル）である。配当金支払と配当金が支払われる前に到来する月次の納

税のタイミングに起因して、今回配当金を支払った直後の当社グループが利用可能な税額控除額は230百万

豪ドルになる予定である。将来の配当金が税額控除適格となる範囲は、オーストラリア法人税が課される利

益水準等の多数の要因に左右される。

 

ニュージーランドの株主帰属方式による税額控除

当社は、支払配当金についてニュージーランドの株主帰属方式による税額控除も利用可能にできる。その

結果、当社が支払う2017年度最終普通配当金には１株当たり0.10ニュージーランド・ドルのニュージーラン

ドの株主帰属方式による税額控除が付与されることになる。ニュージーランドの株主帰属方式による税額控

除は、ニュージーランドの税務申告書の提出が要求される株主にのみ該当する。

 

その他の資本性金融商品に係る分配金

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

ナショナル・インカム・セキュリティーズ 60 68 60 68

信託優先証券
(1)

38 43 - -

ナショナル・キャピタル・インストルメンツ
(2)

- 13 - -

その他の資本性金融商品に係る分配金合計 98 124 60 68

(1) 豪ドル相当

(2) ナショナル・キャピタル・インストルメンツは2016年10月４日に償還された。
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＜キャッシュ・フロー情報に関連する注記＞

 

30　キャッシュ・フロー計算書に対する注記

 

(a) 当社株主に帰属する当期純利益から営業活動によりもたらされたキャッシュ純額への調整

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

当社株主に帰属する当期純利益 5,285 352 4,975 519

損益計算書上の非現金項目の加算／（減算）：     

未収利息の（増加）／減少 (107) 146 (117) 249

未払利息の（減少）／増加 (94) (607) 8 (202)

未経過収益および繰延正味手数料収入の減少 (139) (209) (240) (178)

公正価値で測定する資産、負債およびデリバティブの公正

価値の変動 (3,777) (4,233) (3,670) (3,159)

人件費に係る引当金の減少 (89) (96) (76) (1)

その他の営業活動に係る引当金の増加／（減少） 632 (547) 653 345

資本もしくは積立金に認識された株式報酬 187 203 187 203

退職年金費用 ― 確定給付年金制度 - 23 - -

非金融資産の減損損失 20 5 129 359

貸倒引当金繰入額 824 883 731 702

減価償却費および償却費 734 679 476 369

生命保険契約者負債の変動 (3) 1,868 - -

生命保険事業に関する投資の未実現損／（益） 2 (1,446) - -

その他の資産の減少 308 111 250 425

その他の負債の増加／（減少） 40 (645) (14) (645)

未払法人税の増加／（減少） 18 (480) (8) (745)

繰延税金資産の（増加）／減少 (67) 113 (30) (155)

繰延税金負債の（増加）／減少 (25) (269) (43) 69

利益に含まれていない営業キャッシュ・フロー項目
(1)

9,503 13,046 11,350 10,941

利益に含まれている投資または財務キャッシュ・フロー     

被支配会社の売却（益）／損（法人税考慮前） (44) 5,555 - 4,923

有形固定資産およびその他の資産の売却に係る損失 9 8 1 1

営業活動によりもたらされたキャッシュ純額 13,217 14,460 14,562 14,020

(1) 2016年９月30日終了年度に生じた公正価値で測定する社債、ノートおよび劣後債に関連するキャッシュ・フローは、公正価値で測定する

その他の金融負債からの正味受取／（のための正味支払）から、社債、ノートおよび劣後債からの収入／（の返済）に再分類されてい

る。
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(b) 現金および現金同等物の調整

キャッシュ・フロー計算書上、現金および現金同等物には、現金ならびに３ヵ月以内に確定金額の現金に

容易に換金可能な流動資産および他の銀行に対する債権（売戻条件付契約および短期政府証券を含む。ただ

し他の銀行に対する債務額は控除される）を含む。

キャッシュ・フロー計算書に表示されている現金および現金同等物は、以下のとおり貸借対照表上の関連

項目に対して調整されている。

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

現金および現金同等物 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

資産     

現金および流動資産（要求払資金は含まれない） 43,826 30,630 42,152 28,717

財務省証券およびその他の適格証券 762 574 - -

他の銀行に対する債権（監督中央銀行に対する強制預金を除く） 31,703 37,349 29,688 35,472

現金および現金同等資産合計 76,291 68,553 71,840 64,189

負債     

他の銀行に対する債務 (36,491) (40,593) (35,009) (39,339)

現金および現金同等物合計 39,800 27,960 36,831 24,850

 

他の銀行に対する債権にはCYBGの会社分割に関連してバンク・オブ・イングランドに預け入れている現金

預金877百万豪ドル（513百万英ポンド）が含まれている。当該現金預金は英国の健全性規制機構（PRA）と

の合意によるキャップ付損害賠償責任に基づく当社の債務を担保するために要求されている。

 

(c) 現金および現金同等物を伴わない財務活動および投資活動

 

 当社グループ 当社  
 2017 2016 2017 2016

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

新株発行     

配当金再投資プラン 569 596 569 596

新規債券発行     

劣後ミディアムタームノート売出し 539 - 539 -
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＜グループ構成に関連する情報＞

 

31　子会社および他の企業への関与

 

a) 被支配会社に対する投資

連結財務報告書は、当社およびその被支配会社の財務報告書より構成されている。被支配会社とは、当該

会社への関与からの変動リターンに当社がさらされているか、または変動リターンに対する権利を有し、か

つ当該会社に対して有するパワーを通じて当社が当該リターンに影響を与えることができるすべての会社

（組成された企業（ストラクチャード・エンティティ）を含む）をいう。支配に関する評価は継続的に実施

されている。企業は、当社グループに支配力が移転した日から連結されている。また、当該支配力が終了し

た日から連結除外される。当社グループ内の会社間の取引による影響額は、連結上すべて消去されている。

当社グループが支配する会社の資本および業績に対する外部株主の持分は、連結貸借対照表上、資本の部の

被支配会社の非支配持分に表示されている。

被支配会社への投資は、減損引当金を控除後の取得原価にて当社の財務諸表に計上される。

 
 当社

 2017 2016

 百万豪ドル 百万豪ドル

帳簿価額総額 10,057 10,771

控除：減損に対する引当金 (1,384) (1,278)

被支配会社に対する投資合計 8,673 9,493

 

下表は2017年９月30日および2016年９月30日現在の当社グループの重要な被支配会社を示す。生命保険契

約者資産を保有する投資ビークルは、以下の表から除外されている。

 
会社名 所有権％ 設立地

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド  オーストラリア

ナショナル・エクイティーズ・リミテッド
(1)(2)

100 オーストラリア

ナショナル・オーストラリア・グループ（NZ）リミテッド 100 ニュージーランド

バンク・オブ・ニュージーランド 100 ニュージーランド

BNZインターナショナル・ファンディング・リミテッド 100 ニュージーランド

ナショナル・ウェルス・マネジメント・ホールディングス・リミテッド 100 オーストラリア

MLCインベストメンツ・リミテッド 100 オーストラリア

NULISノミニーズ（オーストラリア）リミテッド 100 オーストラリア

NBAプロパティーズ・リミテッド
(1)

100 オーストラリア

(1) 2016年９月30日終了年度については、上記の被支配会社および当社グループの他の一部の子会社は、当社およびナショナル・オーストラ

リア・トラスティーズ・リミテッドを受託者とする相互保証契約の当事者であり、1998年８月13日付ASICクラス通達98/1418に従って、こ

れらの会社は年次財務報告書の作成、監査および公表という2001年会社法（連邦法）の要件が免除されていた。しかしながら当該相互保

証契約は2017年９月29日付けで廃止された。詳細については注記32「偶発債務および与信コミットメント」（d）を参照。

(2) 2016年２月８日に当社グループはCYBGの支配を喪失した。詳細については注記41「非継続事業」を参照。
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重要な制限

健全性規制の対象となる子会社は、最低資本金の維持および親会社への資金またはその他の資産の拠出能

力を制限することのあるその他の規制要件に服することが要求される。これらの制限は、注記34「財務リス

ク管理」に記載している通常リスクに関する当社グループの管理方針および注記40「自己資本比率」に記載

している自己資本比率要件に従って管理されている。

 

b) 関連会社に対する投資

関連会社とは当社グループが重要な影響力を有している企業をいう。重要な影響力とは投資先の財務およ

び営業の方針決定に参加するパワーであるが、当該方針に対する支配または共同支配ではないものをいう。

関連会社に対する当社グループの投資は持分法で会計処理される。

当社グループの関連会社に対する投資は、オーストラリアにおける生命保険商品の提供者であるMLCリミ

テッドに対する20％の持分を含む。MLCリミテッドは、当社グループがMLCリミテッドの80％を日本生命に売

却したことに伴い支配を喪失した2016年９月30日まで当社グループの完全所有子会社であった。以下に示す

のはMLCリミテッドの財務情報に基づくMLCリミテッドの要約財務情報（当社グループ20％の持分割合の金額

ではない）であり、2017年９月30日終了年度の損益計算書の情報ならびに2017年９月30日および2016年９月

30日現在の貸借対照表情報を含む。

 
 2017年

 百万豪ドル

MLCリミテッドの要約損益計算書  

収益 1,685

当期純利益  77

当期包括利益合計  77

 

 2017年

 百万豪ドル

利益に対する当社グループの持分への調整  

MLCリミテッドの当期純利益  77

20％の持分割合に基づく計算上の利益  15

控除：取得時に認識した無形資産の償却（税引後） (7)

当社グループの持分割合に基づく当期利益  8

 

当社グループは、当事業年度中に9.1百万豪ドルの配当金をMCLリミテッドから受領した。

 
 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル

MLCリミテッドの要約貸借対照表   

資産合計 5,834 6,130

負債合計 3,829 4,157

純資産 2,005 1,973

 

 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル

当社グループのMLCリミテッドに対する投資への調整   

MLCリミテッドの純資産  2,005 1,973

20％の持分割合に基づく計算上の純資産 401 395

加算：取得時に認識した無形資産（繰延税金控除後） 148 155

MLCリミテッドに対する当社グループの投資の帳簿価額 549 550
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重要な制限

MLCリミテッドの法定基金の資産は、基金の負債および費用への充当、基金の事業を推進する目的の投資

の取得、または1995年生命保険法（連邦法）のソルベンシーおよび自己資本比率の要件が充足された場合の

利益分配のみに使途が限られる。この結果、配当金の形式で当社グループに資金を移転するMLCリミテッド

の能力は影響を受ける。さらに、特定の状況においては配当金の支払いにAPRAの承認が要求される場合があ

る。

取引

日本生命との長期パートナーシップの一環として、当社グループは長期販売契約に基づき、MLCリミテッ

ドの保険商品を当社が所有・提携する販売ネットワークを通じてリテールまたはグループ顧客に販売してい

る。

当社グループは、財務サービス契約およびそれに関連する特定の取り決めに基づき、MLCリミテッドに対

して以下を含む一定の財務サービスを提供する。

●　独占ベース：証券管理業務、トランザクション銀行業務、単位価格表示、確定利付債、コモディティ

および為替に関連するサービス。

●　非独占ベース：投資ポートフォリオ運用。

トランザクション・サービス契約に基づき、当社グループは、MLCリミテッドが自立できる環境と能力が

整うまで一定の支援サービスを提供している。これらのサービスは、給与関係、財務・投資報告、インフ

ラ・サービス、基本システムおよび相談センターを含む。

すべてのサービスは独立第三者間取引条件で提供されている。

 

c) 組成された企業（ストラクチャード・エンティティ）

組成された企業とは、誰が企業を支配しているのかを決定する際に、議決権または類似の権利が決定的な

要因とならないように設計された企業をいう。組成された企業は、通常、制限された活動を営み、狭くかつ

十分に明確化された目的を有し、契約上の取決めにより設立される。

組成された企業の関連活動に対する当社グループのパワー、当社グループのリターンに対する当社グルー

プのエクスポージャーおよび当社グループのリターンに影響を及ぼすことができる当社グループの能力の有

無により、当社グループは当該企業を連結する場合もあれば連結しない場合もある。
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i) 連結している組成された企業

当社グループが持分を有する連結している組成された企業には次の種類がある。

 

証券化

当社グループは資金調達および流動性目的で証券化業務を営んでいる。主に当社グループは、一連の証券

化ビークルを通じて投資家に住宅抵当ローンを証券としてパッケージして販売する。当社グループは、投資

家への支払いおよびプログラム関連費用をすべて済ませた後に残余利益があれば当該残余分に対して権利を

有する。ノート保有者はプール資産に対してのみ求償できる。当社グループは当該ビークルの残余リスクお

よび便益の大半を保有しているとみなされ、関連するすべての金融資産が当社グループの貸借対照表上に引

き続き計上されるとともに資金調達取引による手取額が負債として認識される。

当社グループは証券化ビークルに対して流動性ファシリティを供与している。同ファシリティから資金を

引き出すことが可能なのは、証券化された貸付金からのキャッシュ・インフローと投資家に支払うべき

キャッシュ・アウトフローのタイミングのミスマッチを管理する目的の場合に限られる。2017年９月30日現

在の流動性ファシリティ限度は1,488百万豪ドルである。

2015年５月29日付のASIC文書15-0330により当社は、当社グループが資金を供与し、当社が連結している

一部の証券化目的の組成された企業（ストラクチャード・エンティティ）に関して当該要件を免除されてい

る。証券化目的の組成された企業のそれぞれは、2018年９月30日まで免除が認められている。証券化目的の

組成された企業は、それぞれの取引関連書類に準拠して事業年度終了後に監査済の財務報告書を作成してい

る。

 

カバードボンド

当社グループは、資金調達目的でカバードボンドを発行している。当社グループが発行したカバードボン

ドについての支払債務を担保する目的で住宅ローンは倒産隔離して組成された企業に譲渡される。証券化プ

ログラムと同様、当社グループは、カバードボンドの投資家への支払いおよびプログラム関連費用をすべて

済ませた後に残余利益があれば当該残余分に対して権利を有する。カバードボンドの保有者は、当社グルー

プおよび担保プール資産の両方に求償できる。
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ii) 非連結の組成された企業

非連結の組成された企業とは、当社グループにより支配されていないすべての組成された企業をいう。当

社グループは、顧客取引を推進する目的で、または特定の投資案件のために、通常の業務の過程において、

非連結の組成された企業と取引を行っている。

非連結の組成された企業に対する関与には、当社グループを当該非連結の組成された企業のリスクに晒す

ことになる、負債性金融商品または資本性金融商品への投資、保証、流動性の支援、コミットメント、投資

組成体から受け取る報酬、およびデリバティブ金融商品が含まれる（ただし、これらに限らない）。プレー

ン・バニラのデリバティブ（例：金利スワップおよび通貨スワップ）および次に該当するポジションは関与

に含まれない。

●　当社グループが非連結の組成された企業のリターンの変動性を負担するのではなく変動性をもたらす

場合。

●　当社グループが第三者の運営する組成された企業の代理人として管理業務、受託業務またはその他の

サービスを提供する場合。

関与は組成された企業の活動の性格を勘案して個々に検討を行う。この場合、典型的な顧客と供給者の関

係のみから発生する関与は除かれる。

 

証券化

当社グループは、証券の一時保有サービス、流動性支援およびデリバティブ商品の提供により第三者（顧

客）の証券化ビークルと関わりを持つ。当社グループは住宅ローン担保証券に投資を行っている。

 

その他の金融

当社グループは、顧客の資産担保金融のために設立されたリミテッド・リコースの単一目的ビークルに対

してオーダーメイドの貸付を行う。当該資産は担保として当社グループに差し入れられる。当社グループ

は、航空機、車両、船舶およびその他のインフラ資産などのリース資産の資金調達に関与している。当社グ

ループは、当該ビークルに対して、貸し手となり、アレンジャーとなり、またはデリバティブ取引のカウン

ターパーティとなる。

その他の金融取引は、当社グループの与信方針に則り、通常、上位、有担保の自己回収的な融資である。

差し入れられた担保が当社グループの最大エクスポージャーを支えるに十分であることを確保するために借

入人について定期的な信用状態および財務状態の精査が実施される。

 

投資ファンド

当社グループは、非連結投資ファンドに直接的に関与している。当社グループの関与には、ファンド・ユ

ニットの保有、および提供サービスに対する報酬の受領が含まれる。非連結投資ファンドに対する当社グ

ループの関与は重要ではない。
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下表は非連結の組成された企業に対する当社グループの関与の帳簿価額および最大損失エクスポージャー

を示したものである。

 
 2017年 2016年

 証券化 その他の金融 合計 証券化 その他の金融 合計

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

売買目的有価証券 37 - 37 610 - 610

公正価値で測定するその他の金融資産 46 - 46 271 - 271

貸出金 7,234 4,407 11,641 8,513 3,707 12,220

その他の包括利益を通じて公正価値で測定す

る負債性金融商品 10,332 - 10,332 8,218 - 8,218

非連結の組成された企業の資産における帳簿

価額合計 17,649 4,407 22,056 17,612 3,707 21,319

コミットメント／偶発債務 4,254 1,030 5,284 3,396 1,223 4,619

非連結の組成された企業における最大損失エ

クスポージャー合計 21,903 5,437 27,340 21,008 4,930 25,938

 

非連結の組成された企業の資産合計は、当該企業に係る当社グループの財務リスクを理解する上で有用と

は考えられないため表示していない。別段の記載がない限り、当社グループの最大損失エクスポージャー

は、オンバランスシートのポジションおよびオフバランス・シート取決め（すなわち、貸出予約、金融保

証、および流動性支援）の合計である。損失エクスポージャーは、全グループ企業ベースのリスク管理の枠

組みの一環として管理されている。詳細については注記34「財務リスク管理」を参照。非連結の組成された

企業への関与からの稼得収益は、主に利息収益、時価評価の変動、報酬および手数料に由来する。

当社グループのエクスポージャーの大部分は上位投資適格であるが、いくつかの限られた場合について

は、所有構造上、当社グループの関与が他の当事者に劣後するため、非連結の組成された企業の損失を当社

グループが他の当事者に先立って吸収することを要求される場合がある。下表は非連結の組成された企業に

対する当社グループのエクスポージャーの信用の質を示す。

 
 2017年 2016年

 証券化 その他の金融 合計 証券化 その他の金融 合計

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

上位投資適格 17,495 1,021 18,516 17,158 1,212 18,370

投資適格 133 2,978 3,111 428 2,044 2,472

投資不適格 21 408 429 26 451 477

合計
(1)

17,649 4,407 22,056 17,612 3,707 21,319

(1) 合計のうち、22,013百万豪ドル（2016年：21,293百万豪ドル）はシニアノートに対する当社グループの持分であり、43百万豪ドル（2016

年：26百万豪ドル）は劣後ノートに対する持分である。
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＜未認識項目に関連する注記＞

 

32　偶発債務および与信コミットメント

 

(a) 担保に供された金融資産

主に他の銀行との買戻条件付契約に基づき、金融資産が担保として供されている。当社グループが担保に

供する金融資産は、カウンターパーティに担保を提供する目的に厳格に限定される。当該取引は、通常の貸

付業務ならびに有価証券借入および貸付業務において適用される一般的かつ慣習的な条件ならびに当社グ

ループが仲介業務を行っている取引所が定める要件に基づいて行われている。認識中止の要件を満たさない

買戻条件付契約については注記36「金融資産の譲渡および証券化」に記載している。

 

(b) 偶発債務

(ⅰ) 銀行保証および信用状

信用供与コミットメント、信用状および金融保証書に関して、カウンターパーティの契約不履行から生じ

得る潜在的損失に対する当社グループのエクスポージャーは、当該契約の契約上の名目元本から求償条項に

基づく回収可能額を控除した金額によって表される。当社グループはオフバランスシート・リスクに関する

コミットメントおよび条件付債務を負うにあたり、貸借対照表に計上される貸付資産と同様の与信方針およ

び評価基準を適用している。

当社グループは、通常の事業活動において顧客のために保証を提供している。保証は、顧客の第三者に対

する契約履行を保証するために当社グループが発行した条件付コミットメントである。保証は主に、カウン

ターパーティが発行する商業手形またはその他の債務証書などの直接金融債務を信用補完するために発行さ

れる。こうして保証の提供者である当社グループの信用格付により、カウンターパーティが発行した証券の

市場性が高まる。保証はまた、カウンターパーティのために政府機関に対する契約履行保証および継続債務

として提供される。当社グループが発行する主な保証には４種類ある。

●　銀行保証 ― 当社グループが、保証期間中に顧客のために要求に応じて第三者に対してある金額を支

払うことに同意する金融保証契約。

●　スタンドバイ信用状 ― 顧客が金融債務残高を支払うことができない場合に顧客のために第三者に支

払を行う当社グループの義務。

●　荷為替信用状 ― 貿易取引において輸出者および輸入者を補償するために開設された保証書で、当社

グループが一定の条件のもとに一定の取引の支払を特定の顧客のために行うことに同意する保証。

●　契約履行関連の偶発債務 ― 顧客が一定の契約条件を履行することができない場合に第三者に対する

特定金額の支払を引受ける、当社グループが提供する保証。
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保証の発行に伴う信用リスクは、顧客に対する貸付供与に伴う信用リスクと本質的に同一である。この種

の与信に通常作成される書類に加えて、顧客はまた、当社グループが支払を要求された場合には顧客が当社

グループに全額弁済することを引受ける旨の損害補償書を当社グループに提出しなければならない。

金融保証契約は、特に反証がない限り、保証料の受取額または受取予定額に等しい公正価値で当初計上さ

れる。その後、当社グループは金融保証契約を以下のいずれか高いほうで測定する。

●　当該契約を発行した結果、損失が発生する可能性が高い場合において被る見積損失額に係る負債額。

●　当初認識した金額から、必要に応じて保証料の保証期間にわたる償却額を控除した金額。

下表は直近２年間の９月30日現在における当社グループの銀行保証および信用状に関する偶発債務の詳細

を示したものである。

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

銀行保証および信用状     

銀行保証 4,683 4,802 4,645 4,776

スタンドバイ信用状 5,456 5,953 5,456 5,953

荷為替信用状 750 715 408 318

契約履行関連の偶発債務 8,683 7,435 8,098 6,990

銀行保証および信用状合計 19,572 18,905 18,607 18,037

 

(ⅱ) 清算および決済義務

当社グループは、オーストラリアン・ペーパー・クリアリング・システム、バルク・エレクトロニック・

クリアリング・システム、コンシューマー・エレクトロニック・クリアリング・システムおよびハイ・バ

リュー・クリアリング・システムについてのオーストラリアン・ペイメンツ・クリアリング・アソシエー

ション・リミテッドの諸規則に含まれる清算および決済取決めを定める諸規定に基づくコミットメントを

負っている。このためメンバー機関による決済不履行が発生すれば、信用リスクに対するエクスポージャー

および損失が発生する可能性がある。当社グループはまた、オーストラクリア・システムの諸規則およびコ

ンティニュアス・リンクト・セトルメント・バンクの諸規定に基づき、他の金融機関に決済不履行が生じた

場合の損失分担契約に参加するコミットメントも負っている。

当社グループはさまざまな中央決済機関のメンバーになっており、特にロンドン・クリアリング・ハウス

（LCH）スワップクリアおよびレポクリアの両プラットフォームならびにASX OTC CCPのメンバーであること

からデリバティブ商品およびレポ契約商品のそれぞれについて中央決済することができる。これらの中央決

済機関のメンバーとして当社グループはデフォルト基金への拠出を求められる。当該コミットメントに係る

リスク・エクスポージャーは、自己資本比率規制上、当社グループのピラー３の報告に反映されている。他

の決済メンバーに不履行が生じた場合、当社グループはデフォルト基金への追加拠出金のコミットメントを

求められる可能性がある。

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

251/424



(ⅲ) 訴訟手続‐一般

当社グループ内の会社は営業上の行為から生じるその時々の訴訟手続において被告となることがある。

当社グループ内の会社に対する現在のおよび潜在的な請求、訴訟手続について偶発債務が存在する。必要

に応じて引当金が計上されている。偶発債務の潜在的な債務総額を正確に評価することはできない。

 

(ⅳ) 訴訟手続‐個別

 

銀行手形交換基準レート

ASICは、銀行手形交換基準金利（BBSW）市場参加者に対する業界全体の調査に次いで、2016年６月７日に

当社に対して連邦裁判所において訴訟を開始した。またASICは同様の手続を他の大手オーストラリア銀行２

行に対しても開始した。当社に対するASICの申し立てには、2010年６月から2012年12月までの期間中のBBSW

市場取引に係る市場操作および不当行為に関する申し立てが含まれる。当社はASICとの和解に同意した（注

記42「後発事象」を参照）。この和解の財務上の影響は当社グループの通年度の業績に反映している。

 

BBSW集団訴訟

2016年８月、BBSWに関して申し立てられた行為についての集団訴訟の訴状がニューヨーク南部地区連邦地

方裁判所に提出された。同訴状は当社、ANZ, CBAおよびウェストパックを含む複数の被告を告発し、また

BBSWについて当社、 ANZおよびウエストパックに対してASICにより提起されている訴訟に言及している。現

段階でこれらの手続の潜在的な帰趨を確実に断定することはできない。

 

ニュージーランド手数料集団訴訟

2014年８月20日、バンク・オブ・ニュージーランド（以下「BNZ」）に対して特定の手数料について集団

訴訟が提起された。2017年５月８日にフェア・プレイ・オン・フィーズは、当該集団訴訟を継続しないこと

に同意した。BNZは同訴訟の開始により発生した費用への寄付金に同意した。BNZは法的責任は認めていな

い。

 

(v) 法規制遵守の調査‐一般

当社グループの企業は、その業務行為に関連して随時に規制上の調査対象となる。この調査には、現実に

生じた法令違反も潜在的な法令違反も含まれる。関連規制当局が当該調査を実施する場合にとどまらず、当

社グループ自らが調査を実施する場合も、また第三者が調査を実施する場合も含まれる。
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当社グループの企業を対象とする規制上の調査には偶発債務が存在し、適切であれば引当金が設定され

る。法執行の措置や他の法的手続の開始を含むこれら規制上の調査の帰趨は一般に不確定であり、これらに

ついての潜在的な債務の総額を正確に評価することはできない。

 

(vi) 法規制遵守の調査‐個別

 

助言サービス会社手数料

ASICは、当社グループのメンバー会社を含む財務助言サービス会社との現行サービス取決めに基づく顧客

からの財務助言手数料の支払いについて業界調査を進めている。当該サービス取決めの下では、顧客は提供

された一連のサービスの対価として助言サービス手数料を支払うのが通常である。当社は、現行サービスを

受けるために支払いを行った顧客が、当社グループのメンバー会社との間で締結した関連サービス契約に

従って合意した内容のサービスの提供を受けているか否かについて目下調査中である。当社は、本件を調査

し評価する方法の設計についてASICとの協働を継続している。しかしながら、当社の提案しているアプロー

チについて見解の相違があるためASICとは未だ合意に達していない。現段階では調査の帰趨は不確定であ

る。

 

年金制度サービス手数料

財務助言サービスに関するASICの2017年５月付業界調査報告書に関連して、当社は退職年金口座に付随する

制度助言者が存在していなかったにもかかわらず過誤により「制度サービス手数料」を徴収していた顧客へ

の返金を完了した。一方、ASICは、退職年金基金の加入者が勤務先を退職し、その結果当該加入者の退職年

金制度に変更が生じた後でも、「制度サービス手数料」が引き続き加入者にから徴収され制度助言者に支払

われるのであれば、サービスが継続される特定の状況を検討するよう当社に要請している。本件について

は、当社は引き続きASICと協議を行っている。現段階では調査の帰趨は不確定である。

 

ウェルス業務助言に関する再調査

2015年10月、当社は2009年以降に法令に違背する助言を当社から受けた可能性のある特定の顧客グループ

と接触を開始し、（a）助言の適切性を評価し、そして（b）違背する助言の結果として顧客が補償を正当と

し得る損害を被ったか否かの確認を行った。「顧客対応イニシアティブ」再調査プログラムを通じて本事案

は進展しており、いくつかの場合については補償が提示され支払われた。

この作業結果の帰趨および費用総額は不確定である。原告の弁護士事務所は、当社のアドバイザーの財務

助言で損失を受けたとする当社顧客に法律上の助言を求めるために同事務所に連絡をとるよう引き続き働き

かけている。本件で当社グループに対する集団訴訟は提起されていない。
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ニュージーランド企業・技術革新・雇用省による法令遵守監査

ニュージーランド企業・技術革新・雇用省の労働検査官は、ニュージーランドの各種組織について2003年

ニュージーランド休日・休暇法（「ホリデー法」）の法令遵守状況の監査プログラムを目下実施中である。

BNZは2016年５月に当該プログラムへの早期参加を要請し、BNZのホリデー法の遵守状況に関する所見を記載

した労働検査官の最終報告書を2017年１月18日に受領した。当該所見において、BNZは一部従業員について

年次休暇および休祭日の給料支払いを含むホリデー法上の特定の要件に違背していたことが指摘された。

BNZは当該所見を精査し、適切な解決にこぎつけるべく労働検査官と協働中である。是正措置の可能性を含

めて本件監査の最終的な帰趨を現段階で確実に断定することはできない。

 

マネーロンダリング防止とテロ資金対策プログラム向上への取組み

当社グループは、2016年７月以来、当社グループのマネーロンダリング防止（以下「AML」）とテロ資金

対策（以下「CTF」）プログラムおよびその実施を向上させ、強化する取組計画を進めてきた。その取組み

は、効果的かつ効率的な統制環境を確保し、法令遵守能力を向上させるシステムへの相当規模の投資を必要

とする。能力の全体的な向上に加えて、取組計画は法令遵守上の具体的な問題点と弱点（もしこれらが識別

されるのであれば）の改善を目指す。

AML/CTFの法令遵守上の問題点が識別された場合には、問題点はAUSTRACまたは外国における同等の規制当

局に通知され、これら規制当局は、通常、関連性のある問題点の調査・改善の進捗状況について助言を求め

られ、あるいは最新情報の報告を受ける。目下、当社グループは、「顧客確認（”Know Your

Customer”）」要件の実施面での一定の弱点ならびに特定分野についての取引監視と報告に影響を与えるシ

ステムおよび業務プロセス上の問題点を含む識別された数々の問題点の調査と改善に取り組んでいる。

取組みが進捗するに伴い、さらなる問題点が識別され、追加的な強化が必要となる可能性もある。今日ま

でに識別された具体的問題点および将来識別される問題点についての調査および改善プロセスの帰趨は不確

実である。

 

(vii) 契約上のコミットメント

 

保険金請求

当社はグループが被る特定の金融行動関連の損失に係る保険金請求を進めている段階にある。当該保険金

請求は、当社により偶発性資産として会計処理される。現段階では当該請求の帰趨を確実に断定することは

できない。
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契約‐一般

当社グループの企業は、随時に契約上の約定を締結し、それに伴って、瑕疵担保、損害賠償、保証などの

偶発コミットメントを供与することがある。

かかるコミットメントには偶発債務が存在するため、適切な場合には引当金が設定されている。これらの

潜在的な債務の総額を正確に評価することはできない。

 

英国における金融行動問題および「金融行動損害賠償証書」

CYBGの会社分割に関する取決めの一環として、当社およびCYBGは金融行動損害賠償証書を締結した。同証

書に基づいて、当社は、一定の制限を条件に、過去の特定の金融行動に係る債務についての損害補償（以下

「キャップ付損害賠償」）を11億15百万英ポンドの上限（以下「賠償限度額」）まで提供することに同意し

た。キャップ付損害賠償は、以下の項目に関連する金融行動問題に起因する特定の費用および債務（規制当

局により課せられる罰金を含む）に対する経済的プロテクションをCYBGに提供する。

●　返済保障保険（以下「PPI」）、特定の金利ヘッジ商品（以下「IRHP」）および特定のテーラーメイ

ド型固定金利事業貸付（以下「FRTBL」）ならびに

●　以下の基準値を参照して測定されるその他の金融行動関連項目：（a）業界全体で規制当局との合意

の一環として締結した顧客損害救済プログラムに関連する請求であって総額が2.5百万英ポンドを超

えるもの；および（b）総額が５百万英ポンドを超えるその他の請求であって50を超える顧客に影響

を与えるすべてのもの。

いずれの場合についても2016年２月８日（以下「会社分割日」）より前の期間における金融行動に関係す

る請求であること（ただし会社分割日時点で判明しているか否かは問わない。）。かかる金融行動問題に

は、顧客についてのCYBGグループによる（またはCYBGグループを代行しての）作為、不作為および同意で

あって、適用ある法令に対する違反もしくは遵守懈怠のいずれかを構成する場合、または適用ある法令に対

する違反もしくは遵守懈怠のいずれかを構成する可能性が蓋然性を衡量した上で合理的に高いとCYBGにより

誠意をもって決定される場合が含まれる。投資助言サービスの再調査から発生した事項を含む特定の他の金

融行動関連項目は、キャップ付損害賠償の対象となる金融行動問題に含まれるための基準を今は充足してい

る。キャップ付損害賠償の下でのCYBGに対する支払は、CYBGグループによる受領に際して課税されることは

見込まれていないが、税金の支払が発生する場合に備えて、金融行動損害賠償証書には、キャップ付損害賠

償の下での支払の受領がなければ発生しなかったと仮定される、いかなる実際に生じた税金も当社がCYBGに

補償することを承諾する旨の条項が含まれている。
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キャップ付損害賠償の下でのCYBGによる請求は、CYBGまたはCYBGグループのメンバー会社がかる金融行動

問題について新規の引当金を設定するか、または既存の引当金を積み増す際に行うことができる。損失分担

契約の下では、CYBGは、かかる金融行動問題に対する引当金に係る負債のうち9.7％について責任を負い、

当社は残額についてキャップ付損害賠償の下で賠償限度額まで責任を負う。本来的にキャップ付損害賠償に

終期はないが、当社は特定の状況においてPRAの承認を条件にキャップ付損害賠償を終了させるために契約

を交渉する権利を有する。

2017年９月30日終了通年度についてCYBGはキャップ付損害賠償の下で171百万英ポンドの請求を行ってお

り、キャップ付損害賠償の下で利用可能な支援額（以下「未使用賠償限度額」）の残高は、511百万英ポン

ドになっている。なお、当社は金融行動損害賠償証書の下で予想される将来の請求に対して設定している引

当金の金額を343百万英ポンド（CYBGが引当金を積み増した場合において損失分担契約の下で当社が責任を

負う部分の金額に相当）増額した。CYBGが当該金額について金融行動損害賠償証書の下での請求を行えば、

未使用賠償限度額は168百万英ポンドに減少する。

任意の時点における未使用賠償限度額は、偶発債務として当社によって会計処理され、損害賠償の下で発

生する将来的な潜在的損失は非継続事業に費用計上される。将来的な潜在的損失の発生頻度および時期は現

在のところ不明である。将来的な潜在的損失により使用されるキャップ付損害賠償の金額を現段階で確実に

断定することはできない。

当社は、会社分割日からバンク・オブ・イングランドに11億15百万英ポンドの現金預金を預託することに

よりキャップ付損害賠償の下での債務に担保を付している。バンク・オブ・イングランドに預けた現金預金

は、キャップ付損害賠償の下で請求された金額に見合って減額され、したがって現金預金額は未使用賠償限

度額（プラス発生利息）に等しい。未使用賠償限度額は当社の普通株式Tier１（CET１）からの控除項目と

して扱われる。

金融行動損害賠償証書に規定されているキャップ付損害賠償および税務引当金を除いて、CYBGはCYBGグ

ループのあらゆるメンバー会社による当社に対する他のいかなる金融行動関連の請求に係る債務から当社を

免責することに同意した。

 

(c) 与信関連コミットメント

拘束力のある信用供与コミットメントとは、契約に定めた条件の違反がない限り顧客へ貸出を行う契約で

ある。コミットメントにおいては、通常、確定した失効期日または他の解約条項を定めており、顧客による

手数料の支払を定めることがある。コミットメントの多くが実行されることなく失効すると予想されるた

め、コミットメントの合計金額は必ずしも将来必要となる資金の額を表すとは限らない。担保として保有し

ている物件およびその他の信用補完の詳細については、注記16「貸出金」を参照。
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下表は、2017年９月30日および2016年９月30日現在における与信関連コミットメントの名目元本金額の詳

細を示したものである。

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

与信関連コミットメント     

引受枠 2 2 2 2

拘束力のある与信契約 151,375 146,801 134,267 129,487

与信関連コミットメント合計 151,377 146,803 134,269 129,489

 

 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

オーストラリア 123,599 120,534 122,930 119,871

ニュージーランド 16,439 16,651 - -

その他海外 11,339 9,618 11,339 9,618

合計 151,377 146,803 134,269 129,489

 

(d) 親会社の保証および引受

当社は当社グループ内企業に対して以下の保証および引受を供与している。これらの保証および引受は、

注記の前出表には含まれていない。

●　当社は、25,505百万豪ドル（2016年：26,224百万豪ドル）を上限としてナショナル・オーストラリ

ア・ファンディング（デラウェア）インクの発行したコマーシャル・ペーパーに保証を与えている。

すでに発行されているコマーシャル・ペーパーは189百万豪ドル（2016年：301百万豪ドル）である。

●　当社は、ナショナル・ノミニーズ・リミテッドが当社に対して負う同社の義務を遂行しなかった結

果、発生した直接的な損失について当社の顧客に責任を負う。

●　当社およびナショナル・ウェルス・マネジメント・サービシズ・リミテッド（以下「NWMSL」）は、

安全・復旧・補償委員会（以下「委員会」）から、連邦政府コムケア制度に基づく自家保険者として

業務を行うためのライセンスを付与された。これらの取決めに基づき、NWMSLが当社の完全所有の被

支配会社として継続しないことが提案された場合は、当社は、委員会に対しNWMSLのその時点での現

役従業員の補償債務について保証を提供することに同意している。

●　当社は通常の業務の過程において一部の子会社についてサポート・レターを発行している。これらの

書状は当該子会社がその債務を引続き履行することを確保する責務を当社が負うことを確認してい

る。
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当社はもはや特定の被支配会社との相互保証契約の当事者ではなく、かつ同証書のもとでの未払いの負債

は一切ない。従前は、1998年８月13日付のオーストラリア証券投資委員会通達98/1418（以下「通達」）に

より、特定の被支配会社は2001年会社法（連邦法）で要求される年次財務報告書の作成、監査および公表の

免除が認められていた。当社と各被支配会社が相互保証契約を締結することが通達の条件であった。2016年

９月28日にASICは通達に置き換わる免除関連の新たな連絡文書を公表した。同文書に基づき、APRAの規制対

象の各社は、相互保証契約の当事者になることはできない。この結果、当社と特定の被支配会社との間の保

証契約は廃止された。当該契約の廃止は2017年９月29日に発効した。

 

33　オペレーティング・リース

契約開始時に、当社グループは当該契約がリースか否かあるいは当該契約にリースが含まれているか否か

の判定を行う。契約の履行が特定の資産の使用に依存している場合であって、かつ当該契約において当該資

産の使用権を移転する場合には、当該特定の資産はリースの対象となる。契約開始時または契約の再評価時

において、当社グループは当該契約により求められる支払とその他の対価とを、それぞれの公正価値に基づ

き、リースに対するものとその他の要素に対するものとに区別する。

当社グループが所有に伴う実質的にすべてのリスクを負担し経済価値を享受するリースはファイナンス・

リースとして分類される。その他のすべてのリースはオペレーティング・リースとして分類される。

 

当社グループが賃借人の場合における中途解約不能のオペレーティング・リースに基づく将来の最低リー

ス支払額は以下のとおりである。

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

１年以内 393 371 336 322

１年超５年以内 976 963 849 833

５年超 558 613 524 575

中途解約不能のオペレーティング・リース契約のコミットメ

ントの合計 1,927 1,947 1,709 1,730

 

当社グループは中途解約不能のオペレーティング・リース契約に基づいて様々な事務所、店舗およびその

他の建物をリースしている。当該リースは様々な期間、価格調整条項および更新請求権を備えており、変動

リース料の支払はない。当社グループは中途解約不能のリース契約に基づいて情報処理機器およびその他の

設備もリースしている。

 

前へ　　　次へ
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＜リスク開示に関連する注記＞

 

34　財務リスク管理

当社グループは、オーストラリアおよびニュージーランドの銀行および金融サービス業界における主要な

参加者である。これらの活動に付随する財務リスクは、当社グループ全体のリスク・エクスポージャーの重

要な構成要素である。当社グループは、以下の主要な財務リスクに直面する。

●　信用リスク

●　市場リスク ― トレーディング

●　市場リスク ― トレーディング以外／銀行業務ポジション

●　市場リスク ― ウェルス・マネジメント

●　流動性リスク

当社グループが直面する主要な各財務リスクの内容および程度に関する詳細、ならびにこれらのリスクの

管理方法は、本注記の中で概説される。財務リスクは、当社グループが直面する他の重要なリスク（オペ

レーショナルリスク、法令遵守リスクおよび規制リスクを含む）とともに、より広汎なコーポレート・ガバ

ナンス体制およびリスク管理の枠組みの一環として以下のように管理・監督される。

 

取締役会によるガバナンス

株主およびステークホルダーのニーズおよび期待に応えるために透明性の高い強靭なコーポレート・ガバ

ナンス体制がこれを支えるプロセスとともに構築されている。取締役会の重要な役割は、すべてのステーク

ホルダーの利害を考慮しながら、当社グループを効果的に統治することにより株主価値を創造し提供するこ

とである。取締役会は、その責務の遂行を補佐させる目的で複数の委員会を設置している。これらの委員会

は取締役会により付与された特定の委任権限の下で運営され、ガバナンス憲章に明確に示された特定分野に

特化して集中的に取り組む。

取締役会リスク委員会（BRC）は以下により当社グループ全体のリスク管理の枠組みを支援する。

●　当社グループのリスク構成とリスク管理を監視し取締役会が定めるリスク選好の範囲内に収めるこ

と。

●　当社グループのリスク選好、リスク管理戦略および特定のリスクまたはリスク管理の実務慣行に関し

て取締役会に勧告を行うこと。

●　当社グループが直面する重大なリスクを軽減するために経営陣の計画を検討すること。

●　当社グループ全体についてリスク管理の枠組、社内コンプライアンス、統制システムの実施状況を監

視し、検討すること。

●　リスク重視の企業文化の周知徹底およびリスクとリスク・テイクにより得られる収益との釣り合いを

推進すること。
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業務執行役員によるガバナンス

取締役会は、当社グループの日々の業務を管理する責任をグループCEOに委任する。業務執行役員レベル

では、リスク管理は、グループCEOおよびグループ・リスク・リターン管理委員会（GRRMC）により主導され

る。GRRMCは、企業文化、リスク戦略と業績、および統合的ガバナンスプロセスに関する事項に責任を負

う。複数の小委員会が特定の重要なリスクに関して以下のようにGRRMCを補佐する。

●　グループ資産負債委員会（GALCO）：バランスシート構造

●　グループ信用リスクおよび市場リスク委員会（GCMRC）：与信リスク・ポートフォリオおよび市場リ

スク・ポートフォリオ

●　グループモデル・リスク委員会（GMRC）：モデル・リスク

●　グループ規制・コンプライアンス・オペレーショナルリスク委員会（GRCORC）：オペレーショナルリ

スク、規制リスクおよびコンプライアンス・リスク

第一線の各リスク委員会は、バリューチェーン全体にまたがる重要なリスクを含むリスク事項の管理を支

えるガバナンスの任にあたる。第二線のリスク・スペシャリストはこれらの委員会のメンバーとして監視、

精査および異議申立の任にあたる。

 

リスク管理

健全なリスク・カルチャーを包含している実効性のあるリスク管理は、当社グループのビジョン ― オー

ストラリア・ニュージーランドにおいて最も信頼される銀行 ― を実現するために不可欠である。リスクお

よびコンプライアンスへの集中的取組の継続は「妥協不可」の課題であり、リスクは「ワンNAB計画」の３

つの土台のうちの１つとなっている。

当社グループは年次戦略計画を策定し、戦略目標を立てるとともにリスク選好と戦略の整合性を確保す

る。

リスク管理のアプローチは３本の防衛線モデルに基づく。すなわち、リスク管理の説明責任は、リスクの

所有部署（第一線）、および機能的に独立した監視部署（第二線）と保証部署（第三線）に配分される。

当社グループ全体のリスクに関する説明責任のさらなる詳細は、当社グループのホームページ

www.nab.com.au/about-us/corporate-governance の「コーポレート・ガバナンス」の項に開示されてい

る。

当社グループが直面する主要な財務リスクは本注記に詳細に開示されている。
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信用リスク

信用とは、当社グループへの支払を取引のカウンターパーティまたは顧客が行う債務（現実または潜在

の）を発生させる取引をいう。信用リスクとは、カウンターパーティまたは顧客が合意した条件に従って当

社グループに対する債務を履行できない可能性をいう。銀行の融資活動が当社グループの信用リスクの大部

分を占めるが、その他の発生源も当社グループの活動全体にわたり存在している。これらの活動には、銀行

勘定、トレーディング勘定、その他の金融商品、貸付金（支払承諾、資金放出、インターバンク取引、貿易

融資、外国為替取引、スワップ、債券およびオプションを含むがこれらに限定されない。）、コミットメン

トや保証の供与、取引決済などが含まれる。

当社グループは、既存または潜在的なカウンターパーティもしくは顧客、あるいはカウンターパーティ関

係グループもしくは顧客関係グループに関して、また地域別および産業別セグメントに関して、それぞれ受

入れるリスク金額に制限を設けることにより、当社グループが負う信用リスクの水準を管理している。当該

リスクは継続的に監視され、年次またはそれ以上の頻度で見直される。

当社グループは通常、資産として、貸借対照表上の計上につながるような保有担保物件の所有権の取得や

その他の信用補完の要求をしない。

信用リスクに対するエクスポージャーは、既存または潜在的なカウンターパーティもしくは顧客、あるい

はカウンターパーティ関係グループもしくは顧客関係グループの元利金返済債務の履行能力を定期的に分析

し、必要に応じて貸出限度額を変更することにより管理される。信用リスクに対するエクスポージャーは、

担保ならびに企業保証および個人保証を取得することによっても部分的に管理されている。

当社グループは、信用損失に対するエクスポージャーをさらに限定するために、規模の大きい取引を行う

カウンターパーティとマスター・ネッティング契約を締結している。取引は通常総額で決済されるため、一

般に、マスター・ネッティング契約により貸借対照表上の資産および負債が相殺されることにはならない。

ただし、正の価値を有する契約に関する信用リスクは、カウンターパーティが合意された条件に従って債務

を履行できなかった場合、マスター・ネッティング契約に基づきカウンターパーティとの取引金額全額が解

約され純額で決済されることにより減少する。

かかるネッティング契約の効果についての定量面での詳細は、後出「金融資産および負債の相殺」に概述

されている。
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信用リスクに対する最大エクスポージャー

下表は、認識済および未認識金融商品の信用リスクに対する最大エクスポージャーを示したものである。

当該最大エクスポージャーは、マスター・ネッティング契約および担保契約の利用によるリスク軽減効果を

考慮する前の総額で表示されている。担保およびその他の信用補完が信用リスクに対する最大エクスポー

ジャーを軽減する範囲については下表の脚注に記載されている。

貸借対照表上で認識されている金融資産については、信用リスクに対する最大エクスポージャーは、資産

の帳簿価額と同額である。

付与された金融保証の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、保証履行が要求された場合に当社グ

ループが支払わなければならない上限金額である。各与信枠の期間にわたって取消不能である貸出予約およ

びその他の与信関連コミットメントの信用リスクに対する最大エクスポージャーは、契約に基づく与信枠の

全額である。

 
  当社グループ 当社

  2017年 2016年 2017年 2016年

 脚注 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

金融資産      

現金および流動資産 (a) 42,664 29,606 41,117 27,822

他の銀行に対する債権 (b) 37,066 45,236 35,030 43,359

売買目的デリバティブ (c) 29,137 43,146 30,383 42,467

売買目的有価証券 (d) 50,954 45,971 45,637 41,513

その他の包括利益を通じて公正価値で測定

する負債性金融商品 (d) 42,131 40,689 42,029 40,580

公正価値で測定するその他の金融資産 (e) 16,058 21,496 11,825 14,831

ヘッジ目的デリバティブ (c) 3,892 6,741 3,816 6,319

貸出金 (e) 543,764 513,691 471,451 444,646

支払承諾見返 (e) 6,786 12,205 6,786 12,205

被支配会社に対する債権 (f) - - 109,163 119,414

その他の資産 (f) 7,649 9,461 5,920 7,725

合計  780,101 768,242 803,157 800,881

偶発債務 (g) 19,572 18,905 18,607 18,037

与信関連コミットメント (g) 151,377 146,803 134,269 129,489

合計  170,949 165,708 152,876 147,526

信用リスク・エクスポージャー合計  951,050 933,950 956,033 948,407
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(a)　信用リスクにさらされる現金および流動資産の残高は、主に売戻条件付契約および有価証券借入契約

から構成される。これらは流動性の高い有価証券により担保されており、当該担保額は借入額または

貸付額を上回る。これらの契約に基づきカウンターパーティにより担保に供された有価証券の公正価

値は、注記10「現金および現金同等物」に開示されている。

(b)　信用リスクにさらされる他の銀行に対する債権の残高は、主に有価証券借入契約、売戻条件付契約、

中央監督銀行への預け金およびその他の有利子資産から構成される。有価証券借入契約および売戻条

件付契約は、流動性の高い有価証券で担保されており、当該担保金額は借入額または貸付額を上回

る。これらの契約に基づきカウンターパーティが担保に供した有価証券の公正価値は注記10「現金お

よび現金同等物」に開示されている。

他の銀行に対する債権に計上される中央監督銀行への預け金およびその他の有利子資産は、カウン

ターパーティの信用力に応じて管理している。当社グループは信用リスクに対するエクスポージャー

を軽減するために可能であればマスター・ネッティング契約を利用している。当社グループが保有す

る「他の銀行に対する債権」の信用格付の詳細は、後出「延滞も減損もしていない金融資産」の開示

の中に含まれている信用の質についての表に開示されている。

(c)　任意の時点における売買目的デリバティブおよびヘッジ目的デリバティブの信用リスクに対する最大

エクスポージャーは、正の価値を有する当社グループのデリバティブの公正価値から徴求済担保を控

除した金額に限定される。この信用リスク・エクスポージャーは市場変動による潜在的エクスポー

ジャーと合わせて顧客に対する貸出限度額の一部として管理されている。

当社グループは、国際スワップデリバティブ協会（以下「ISDA」）のマスター契約を含む書類作成に

よりデリバティブ活動を文書化している。ISDAのマスター契約に基づき、カウンターパーティに債務

不履行が発生した場合には、カウンターパーティとのすべての契約は終了し、その後、債務不履行時

の市場水準に基づき純額で決済される。当社グループはまた、ISDAのマスター契約とともにクレジッ

ト・サポート・アネックス（CSA）を締結する。

店頭取引の売買目的デリバティブおよびヘッジ目的デリバティブの信用リスクは、同一のカウンター

パーティとの間でデリバティブ資産および負債を一定の状況下で相殺できるネッティング契約を通じ

て可能であれば軽減している。中央清算機関または取引所を通じて決済されるデリバティブは、店頭

デリバティブより信用リスクが少ない。また関連のネッティングおよび担保取決めが適用される。

担保はカウンターパーティの信用力および／または取引内容に応じてデリバティブ資産に対して徴求

している。
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(d)　売買目的有価証券およびその他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品は、通常、国

債、準国債、社債および金融機関債、ノート、証券などの類似の金融商品から構成される。かかる金

融商品に対して保有する担保金額は、カウンターパーティおよび当該金融商品内容に応じて決められ

る。

当社グループは、信用リスクに対する当社グループのエクスポージャーを最小限に抑えるためにクレ

ジット・デフォルト・スワップ（CDS）、中央銀行の保証、その他の形式の信用補完または担保を利用

する場合がある。その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品の信用格付は、後出

「延滞も減損もしていない金融資産」の開示の中に含まれている信用の質についての表に開示されて

いる。

(e)　公正価値で測定するその他の金融資産、貸出金および支払承諾見返は、主に通常の融資および融資枠

関連商品から構成される。分類区分は、融資商品の種別を反映するか、または会計上の指定に由来す

る。通常、これらの融資には、商品内容に応じて相当程度の担保の差入れが求められる。

個人以外の顧客に対するその他の貸付は、無担保ベースで供与することもあれば、当社グループの個

別与信方針および事業ユニットの手続が定める受入れ可能な担保による有担保（部分または全額）

ベースで供与することもある。通常、担保は借入人の事業用資産、棚卸資産、および場合によっては

動産から構成される。当社グループは、与信審査を行い顧客の特性、業界、ビジネスモデル、行き詰

ることなく返済債務を履行できる能力などを評価することによりこれら融資商品に対するエクスポー

ジャーを管理する。担保は顧客が契約上の返済債務を履行できない場合に融資金の二次的な返済原資

となる。当社グループは支払承諾見返については、通常、債務不履行が発生した場合に備えて保証

状、原棚卸資産またはその他の資産に対する求償権を確保する。これにより顧客が第三者から供与さ

れている信用枠に係る支払承諾に関連する信用リスクは大幅に軽減される。

住宅抵当ローンは住居物件により担保され、可能であればローンの未払元本および未払利息の不足額

を補填するために貸主抵当保険（LMI）を当社グループは徴求する（オーストラリアが大部分）。通

常、LMIは資産価値に対する借入金の比率（LVR）が80％を上回る住宅ローンについて徴求する。これ

らの措置により、財務上、住宅ローンの残余信用リスクは最小限になる。その他の個人向け貸付は大

部分が無担保である（例：クレジットカードの未払残高およびその他の個人向け貸付）。

(f)　信用リスクにさらされるその他の資産の残高は、主に生命保険事業に関連する投資、未収利息および

その他の受取債権から構成される。未収利息には原借入金と同じ担保が適用される。その他の受取債

権の大部分は無担保である。通常、被支配会社に対する債権については担保および信用補完は徴求さ

れない。
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(g)　偶発債務および与信関連コミットメントは、主に顧客に対する保証、スタンドバイ信用状、荷為替信

用状、履行関連偶発債務および拘束力のある与信コミットメントから構成される。通常、当社グルー

プは、ある当事者のためにその債務を第三者に保証した場合において当該当事者が債務不履行に陥っ

た場合には、担保として差し入れられた特定資産に対して求償権を有する。したがって貸付金と同様

の信用リスクを負う傾向がある。

信用供与コミットメントの信用リスクについては、当社グループは未実行の契約総額に相当する金額

の損失に潜在的にさらされている。ただし、大部分の信用供与コミットメントは顧客が特定の信用基

準を維持することを条件としているため、予想される損失額は未実行の契約総額より通常少ない。長

期の信用供与コミットメントは一般的に短期の信用供与コミットメントよりも信用リスクが大きいた

め、当社グループは信用供与コミットメントの満期までの期間を監視している。

保証、信用状、履行関連偶発債務および与信関連コミットメントの特質は、注記32「偶発債務および

与信コミットメント」に記載している。
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金融資産および負債の相殺

下表は貸借対照表上で相殺された金融商品の金額および強制可能なマスター・ネッティング契約もしくは

類似の契約（すなわち相殺契約および関連の金融担保）の対象となっている金額を示す。同表は相殺の対象

とならない金融商品および担保契約の対象だけになっているもの（例：貸出金）を除いている。

同表に示す「純額」は、信用リスクに対する当社グループの実際のエクスポージャーを表示することを意

図していない。当社グループは、ネッティングおよび担保契約に加えて信用リスクを軽減するために多岐に

わたる戦略を利用しているからである。相殺および担保契約ならびに他の信用リスク軽減戦略は本注記34の

前出該当箇所にさらに説明されている。

貸借対照表に認識されている金額は、下表に含まれている「貸借対照表に計上されている純額」および

「強制可能なネッティング契約の対象となっていない金額」の合計から構成される。

 
2017年

 強制可能なネッティング契約の対象となっている金額

強制可能な

ネッティング

契約の対象と

なっていない

金額
(1)

 貸借対照表上での相殺効果 相殺されない関連の金額

 総額

相殺して

いる金額
(2)

貸借対照表

に計上

されている

純額 金融商品
(3)

非現金

担保
(4)

現金担保
(4) 純額

当社グループ 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

デリバティブ金融資産
(5) 46,967 21,160 25,807 17,149 181 6,128 2,349 7,222

売戻条件付契約
(6) 72,281 23,972 48,309 - 48,309 - - -

資産合計 119,248 45,132 74,116 17,149 48,490 6,128 2,349 7,222

デリバティブ金融負債
(7) 46,770 21,160 25,610 17,149 406 5,247 2,808 3,251

買戻条件付契約
(8) 67,417 23,972 43,445 - 43,445 - - -

負債合計 114,187 45,132 69,055 17,149 43,851 5,247 2,808 3,251

(1) 強制可能なネッティング契約の対象となっていない金額は、強制可能なネッティング契約が取り決められていない項目に関連するか、ま

たは債務不履行時もしくは清算時に特定の法域における法律のもとでのクローズアウト・ネッティング取決めについての法的強制力に不

確定性がある項目に関連している。

(2) 相殺している金額は、AASB第132号「金融商品：表示」の相殺要件を充足するとみなされた中央清算される特定のデリバティブおよび関連

担保の金額から構成される。関連担保の金額は、当社グループについて1,729百万豪ドルおよび358百万豪ドルが、当社について1,391百万

豪ドルおよび358百万豪ドルが、それぞれ「その他の資産」および「その他の負債」と相殺された。

(3) 金融商品は貸借対照表上に認識された金融商品の金額を含む。

(4) 記載されている担保金額（現金および非現金の金融担保）は公正価値による。ただし、当該金額は担保超過が含まれないように貸借対照

表上のネット・エクスポージャーに限定される。

(5) デリバティブ金融資産は、売買目的およびヘッジ目的両方のデリバティブ資産から構成され、当社グループの貸借対照表ではそれぞれ

29,137百万豪ドルおよび3,892百万豪ドル（2016年：43,146百万豪ドルおよび6,741百万豪ドル）、当社の貸借対照表ではそれぞれ30,383

百万豪ドルおよび3,816百万豪ドル（2016年：42,467百万豪ドルおよび6,319百万豪ドル）が計上されている。

(6) 売戻条件付契約の48,309百万豪ドル（2016年：37,283百万豪ドル）は、当社グループの貸借対照表では現金および流動資産40,766百万豪

ドル（2016年度：28,219百万豪ドル）ならびに他の銀行に対する債権7,543百万豪ドル（2016年：9,064百万豪ドル）にそれぞれ計上され

ている。売戻条件付契約の48,006百万豪ドル（2016年：36,662万豪ドル）は、当社の貸借対照表では現金および流動資産40,627百万豪ド

ル（2016年：27,762百万豪ドル）ならびに他の銀行に対する債権7,379百万豪ドル（2016年：8,900百万豪ドル）にそれぞれ計上されてい

る。

(7) デリバティブ金融負債は、売買目的およびヘッジ目的両方のデリバティブ負債から構成され、当社グループの貸借対照表ではそれぞれ

27,187百万豪ドルおよび1,674百万豪ドル（2016年：41,559百万豪ドルおよび3,402百万豪ドル）、当社の貸借対照表ではそれぞれ27,065

百万豪ドルおよび3,859百万豪ドル（2016年：38,901百万豪ドルおよび6,701百万豪ドル）が計上されている。

(8) 買戻条件付契約の43,445百万豪ドル（2016年：34,422百万豪ドル）は、当社グループの貸借対照表では他の銀行に対する債務19,952百万

豪ドル（2016年度：18,358百万豪ドル）ならびに預金およびその他の借入金23,493百万豪ドル（2016年：16,064百万豪ドル）にそれぞれ

計上されている。当社の買戻条件付契約43,822百万豪ドル（2016年：34,249百万豪ドル）は、当社の貸借対照表では他の銀行に対する債

務20,329百万豪ドル（2016年：18,185百万豪ドル）ならびに預金およびその他の借入金23,493百万豪ドル（2016年：16,064百万豪ドル）

にそれぞれ計上されている。
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2016年
(1)

 強制可能なネッティング契約の対象となっている金額

強制可能な

ネッティング

契約の対象

となって

いない金額

 貸借対照表上での相殺効果 相殺されない関連の金額

 総額

相殺して

いる金額

貸借対照表

に計上

されている

純額 金融商品

非現金

担保 現金担保 純額

当社グループ
(2) 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

デリバティブ金融資産 72,789 30,998 41,791 30,356 290 7,786 3,359 8,096

売戻条件付契約 58,812 21,529 37,283 - 37,283 - - -

資産合計 131,601 52,527 79,074 30,356 37,573 7,786 3,359 8,096

デリバティブ金融負債 71,040 30,998 40,042 30,356 230 8,623 833 4,919

買戻条件付契約 55,951 21,529 34,422 - 34,422 - - -

負債合計 126,991 52,527 74,464 30,356 34,652 8,623 833 4,919

 

2017年

 強制可能なネッティング契約の対象となっている金額

強制可能な

ネッティング

契約の対象

となって

いない金額

 貸借対照表上での相殺効果 相殺されない関連の金額

 総額

相殺して

いる金額

貸借対照表

に計上

されている

純額 金融商品

非現金

担保 現金担保 純額

当社
(2) 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

デリバティブ金融資産 46,375 19,182 27,193 17,274 181 5,833 3,905 7,006

売戻条件付契約 71,978 23,972 48,006 - 48,006 - - -

資産合計 118,353 43,154 75,199 17,274 48,187 5,833 3,905 7,006

デリバティブ金融負債 46,977 19,182 27,795 17,274 406 5,062 5,053 3,129

買戻条件付契約 67,794 23,972 43,822 - 43,822 - - -

負債合計 114,771 43,154 71,617 17,274 44,228 5,062 5,053 3,129

 

2016年
(1)

 強制可能なネッティング契約の対象となっている金額

強制可能な

ネッティング

契約の対象

となって

いない金額

 貸借対照表上での相殺効果 相殺されない関連の金額

 総額

相殺して

いる金額

貸借対照表

に計上

されている

純額 金融商品

非現金

担保 現金担保 純額

当社
(2) 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

デリバティブ金融資産 72,668 30,998 41,670 28,557 290 7,516 5,307 7,116

売戻条件付契約 58,191 21,529 36,662 - 36,662 - - -

資産合計 130,859 52,527 78,332 28,557 36,952 7,516 5,307 7,116

デリバティブ金融負債 72,237 30,998 41,239 28,557 230 7,407 5,045 4,363

買戻条件付契約 55,778 21,529 34,249 - 34,249 - - -

負債合計 128,015 52,527 75,488 28,557 34,479 7,407 5,045 4,363

(1) 比較情報は、特定のデリバティブ資産およびデリバティブ負債に係る経過利息の表示方法の変更を反映するために修正再表示している。

現在、当該経過利息はデリバティブ資産およびデリバティブ負債の項目に表示される（従前はその他の資産およびその他の負債に計

上）。

(2) 詳細については2017年当社グループの表注（前ページ）を参照。
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デリバティブ金融資産および負債

デリバティブ金融商品契約は、通常、ISDAマスター契約およびISDA契約に添付の担保契約に関する関連の

クレジット・サポート・アネックス（CSA）または（当該契約が取引所もしくは清算機関を通じて決済され

る場合には）デリバティブ取引所もしく清算機関との取引約款が適用される。

デリバティブの金額は、当社グループがすべての状況において法的強制力のある相殺権を有し、かつ資産

と負債を純額ベースで決済するか、または資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有している場合に限

り貸借対照表上で相殺される。2017年度中、当社グループはAASB第132号「金融資産：表示」の要件を充足

するとみなされた中央清算される特定のデリバティブとその関連担保金額について相殺を適用した。

金融商品の欄に含まれる金額は、関連するISDA契約のもとでのクローズアウト・ネッティング取決めが適

用される金額を指す。現金担保および非現金担保の欄は、債務不履行または倒産時のカウンターパーティに

対するネット・エクスポージャーをカバーするために取得され、もしくは差し入れられた現金および非現金

担保の金額をそれぞれ含む。

 

売戻条件付契約および買戻条件付契約

売戻条件付契約および買戻条件契約は、通常、グローバル・マスター・レポ取引契約（GMRA）または類似

の契約が適用され、同一のカウンターパーティとの間の未決済のすべての取引は、債務不履行または倒産時

には相殺し清算することが可能である。すべての状況において契約が当社グループに法的強制力のある相殺

権を与えている例もある。かかる場合で、かつ資産および負債を純額ベースで決済するか、または資産の実

現と負債の決済を同時に行う意図がある場合には、貸借対照表上で当該カウンターパーティとの間で金額が

相殺される。

債務不履行または倒産時に限り相殺する権利を当社グループが有する場合、関連の非現金担保の金額は、

取得されもしくは差し入れられた流動性の高い有価証券から構成され、一方のカウンターパーティの債務不

履行または倒産時に換金することができる。取得されもしくは差し入れられた当該有価証券の価額は、少な

くともカウンターパーティに対するエクスポージャーの価額と等しくなければならず、したがってネットの

エクスポージャーはゼロと考えられる。

 

金融資産の信用の質

当社グループは、カウンターパーティまたは顧客に対する貸付またはその他の金融サービス商品の提供に

おける潜在的デフォルト・リスクを評価するために複数の情報源から集めた過去のデフォルトに関するデー

タを用いて自社開発した信用格付の共通尺度を有する。当社グループは、すべての個人および個人以外の貸

出金について予め定義したカウンターパーティのデフォルト率を設けている。個人以外のデフォルト率は、

外部格付機関に幅広く対応させることが可能であり、正常債権（デフォルト前）および不良債権（デフォル

ト後）の格付け設定がされている。
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減損を見積るために用いられるインプット、仮定および技法

当社グループは、予想信用損失モデルに基づく金融資産の減損評価のために当社グループの与信方針およ

び手続に沿ってデフォルトを定義しており、以下に記載するデフォルト資産および減損資産が含まれてい

る。デフォルトは、貸付金債務が90日以上延滞しているか、または当社グループに対する与信債務が担保物

件の換金のような手段に訴えることなく全額が支払われる見込みがないと見なされる場合に発生する。

予想信用損失モデルのもとでは減損エクスポージャーは次のものから構成される。

●　契約上90日間以上延滞し、元本および延滞利息をカバーする担保が不十分な個人向け貸付金（ポート

フォリオ管理の無担保与信枠は除かれる）。

●　契約上90日間以上延滞し、かつ／または元本および利息が遠からず回収できることに相当の疑念があ

る個人向け以外の貸付。

●　オフバランス・シートの与信エクスポージャーであって、現在の状況が損失の発生の可能性を示して

いるもの。

●　180日延滞している（償却されていなければ）ポートフォリオ管理の無担保与信枠。

 

信用リスクの著しい増加の評価

当初認識以降、デフォルト・リスクが著しく増加したか否かを決定する際に、当社グループは過去の実

績、定量的および定性的情報ならびに将来の見通しに関する情報を含めた専門家の信用リスクの評価に基づ

いた分析を検討する。個人向けの与信では、信用リスクの著しい増加の決定に延滞日数（DPD）を用いる。

個人向け以外の与信では、上述した自社開発の信用格付が信用リスクについての利用可能な最善の決定法と

識別されている。当社グループは、借入人についての入手可能な情報に基づいて当初認識時の与信ごとに信

用の格付を行う。報告日において信用格付が当初認識時点の信用格付と較べて著しく悪化した場合には、信

用リスクは著しく悪化したとみなされる。また当社グループは安全装置の一つとして資産が30 DPDを超えた

時点で信用リスクが大幅に増加しているとみなしている。
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予想信用損失の計算

予想信用損失（ECL）は、三つの主要な構成要素すなわちデフォルト率（PD）、デフォルト時損失率

（LGD）およびデフォルト時貸出残高（EAD）を用いて計算される。これらのパラメータは、通常自社開発し

た統計モデルを顧客およびマクロ経済データの過去、現在および先行き見込みと結び付けて導出している。

会計処理においては、12ヵ月および全期間のPDは、信用リスクに影響を与える、貸借対照表日時点の諸条件

と将来時点の経済条件に基づいて、今後12ヵ月および残存期間にわたる当該金融商品についての各時点にお

いて予想されるデフォルト率をそれぞれ表している。LGDは、デフォルトが発生した場合に担保のリスク軽

減効果、換金による予想価額および貨幣の時間的価値を勘案した予想損失を表す。EADは貸借対照表日から

デフォルト発生までの間の元本および利息の支払い状況および与信枠からの予想ドローダウンを勘案したデ

フォルト時の予想エクスポージャーを表す。12ヵ月間のELCは、今後12ヵ月についての月次PDにLGDとEADを

乗じたものの総和の割引現在価値に等しい。全期間のECLは残存全期間にわたる月次PDにLGDとEADを乗じた

ものの総和の割引現在価値を用いて計算される。

 

将来の見通しに関する情報の反映

当社グループは、ECLの計算を裏付ける偏りのない全産業的な調整と関連個別業界的な調整を決定するた

めに、将来の見通しに関する一連の適切なマクロ経済上の諸仮定を検討する専門家パネルを設置した。当該

専門家パネルはリスク、財務および経済分析を担当する各機能部の上級幹部から構成される。関連地域およ

び関連業界に特有な調整が全産業的なシナリオに変化をつけるために加えられる。これによりECLのベース

ケースでは把握されない妥当かつ支持可能な将来のマクロ経済の状況についての予測がもたらされる。考慮

に入れられるマクロ経済の諸要因には、失業、利子率、国内総生産、インフレ率および商業用不動産価格が

含まれ（これらに限定されない）、またマクロの景気循環の現状と今後の方向の予測の両方についての評価

も必要とされる。将来の見通しに関する情報を反映させることは、これらのマクロ経済の諸要因の変動がど

のような影響をECLに与えるかに関し、要求される判断の程度を増大させる。進め方の手順および将来の経

済情勢の予測を含む諸仮定は定期的に見直される。

 

延滞も減損もしていない金融資産

延滞も減損もしていない金融資産ポートフォリオの信用の質は、当社グループの標準信用格付を参照する

ことで評価することができる。信用格付制度は様々な財務分析および非財務関連の情報に裏付けられてお

り、加工処理された市場情報と組み合わせてカウンターパーティ／顧客のリスクを測定するための主要なイ

ンプットを提供している。すべての内部のリスク格付けは様々なカテゴリーに合わせて設計され、当社グ

ループの格付方針に従って決定される。信用悪化の評価の詳細については注記１（g）「金融商品」（ⅵ）

「金融資産の減損」を参照。
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以下の表は、次の等級に基づき、延滞も減損もしていない金融資産の信用の質の分析を示したものであ

る。

●　上位投資適格：スタンダード・アンド・プアーズの格付AAAからA－（内部格付：１から５）に概ね一

致する。

●　投資適格：スタンダード・アンド・プアーズの格付BBB＋からBBB－（内部格付：６から11）に概ね一

致する。

●　投資不適格：スタンダード・アンド・プアーズの格付BB＋以下で債務不履行先または減損先を除く

（内部格付：12から23）に概ね一致する。

 
 当社グループ 当社 当社グループ 当社

 貸出金
(1)

貸出金
(1) 支払承諾見返 支払承諾見返

 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

上位投資適格 88,898 120,988 70,213 104,680 46 49 46 49

投資適格 244,231 199,305 222,115 178,473 1,649 2,871 1,649 2,871

投資不適格 197,525 180,263 167,249 150,166 5,091 9,285 5,091 9,285

合計 530,654 500,556 459,577 433,319 6,786 12,205 6,786 12,205

(1) 2017年９月30日終了年度については、従前、上位投資適格として分類された抵当ローンが、2017年９月期通年度中に実施されたオースト

ラリア抵当ローン・ポートフォリオについてのモデル変更を反映して、投資適格および投資不適格に再分類された。前年度の比較数値は

これらの変更を反映するための修正再表示をしていない。

 

 当社グループ 当社 当社グループ 当社

 他の銀行に対する債権 他の銀行に対する債権

その他の包括利益を通

じて公正価値で測定す

る負債性金融商品

その他の包括利益を通

じて公正価値で測定す

る負債性金融商品

 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

上位投資適格 34,934 42,593 32,898 40,716 41,842 40,353 41,754 40,262

投資適格 2,064 2,599 2,064 2,599 289 336 275 318

投資不適格 68 44 68 44 - - - -

合計 37,066 45,236 35,030 43,359 42,131 40,689 42,029 40,580

 

リスクの等級ごとの信用リスク・エクスポージャー

以下の表は、認識済および未認識の金融資産について次の等級に基づき、予想信用損失モデルが適用され

る信用リスクに対する重大なエクスポージャーを示したものである。

●　上位投資適格：スタンダード・アンド・プアーズの格付AAAからA－（内部格付：１から５）に概ね一

致する。

●　投資適格：スタンダード・アンド・プアーズの格付BBB＋からBBB－（内部格付：６から11）に概ね一

致する。

●　投資不適格：スタンダード・アンド・プアーズの格付BB＋（内部格付：12から23）に概ね一致する。

●　デフォルト：スタンダード・アンド・プアーズの格付D（内部格付98および99）に概ね一致する。
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 貸出金および貸出予約－貸倒引当金測定区分別の状況
(1)

 ステージ１ ステージ２ ステージ３  

 12ヵ月の予想信用損失 全期間の予想信用損失 全期間の予想信用損失 合計

 （信用減損なし） （信用減損なし） （信用減損あり）  

 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年

当社グループ 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

上位投資適格 148,251 180,034 - - - - 148,251 180,034

投資適格 308,478 261,122 4,142 2,486 - - 312,620 263,608

投資不適格 163,655 152,435 82,123 74,316 - - 245,778 226,751

デフォルト - - 1,971 1,618 5,658 6,152 7,629 7,770

合計 620,384 593,591 88,236 78,420 5,658 6,152 714,278 678,163

(1) 2017年９月30日終了年度については、従前、上位投資適格として分類された抵当ローンが、2017年９月期通年度中に実施されたオースト

ラリア抵当ローン・ポートフォリオについてのモデル変更を反映して、投資適格および投資不適格に再分類された。前年度の比較数値は

これらの変更を反映するための修正再表示をしていない。

 

 支払承諾見返－貸倒引当金測定区分別の状況

 ステージ１ ステージ２ ステージ３  

 12ヵ月の予想信用損失 全期間の予想信用損失 全期間の予想信用損失 合計

 （信用減損なし） （信用減損なし） （信用減損あり）  

 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年

当社グループ 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

上位投資適格 48 52 - - - - 48 52

投資適格 1,661 2,916 89 264 - - 1,750 3,180

投資不適格 2,413 5,154 2,980 5,022 - - 5,393 10,176

デフォルト - - - - 30 33 30 33

合計 4,122 8,122 3,069 5,286 30 33 7,221 13,441

 

 その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品－貸倒引当金測定区分別の状況

 ステージ１ ステージ２ ステージ３  

 12ヵ月の予想信用損失 全期間の予想信用損失 全期間の予想信用損失 合計

 （信用減損なし） （信用減損なし） （信用減損あり）  

 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年

当社グループ 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

上位投資適格 41,842 40,353 - - - - 41,842 40,353

投資適格 289 336 - - - - 289 336

投資不適格 - - - - - - - -

デフォルト - - - - - - - -

合計 42,131 40,689 - - - - 42,131 40,689

 

 貸出金および貸出予約－貸倒引当金測定区分別の状況
(1)

 ステージ１ ステージ２ ステージ３  

 12ヵ月の予想信用損失 全期間の予想信用損失 全期間の予想信用損失 合計

 （信用減損なし） （信用減損なし） （信用減損あり）  

 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年

当社 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

上位投資適格 124,148 157,981 - - - - 124,148 157,981

投資適格 281,401 234,402 2,972 1,975 - - 284,373 236,377

投資不適格 142,730 130,377 65,836 59,754 - - 208,566 190,131

デフォルト - - 1,971 1,614 4,834 4,832 6,805 6,446

合計 548,279 522,760 70,779 63,343 4,834 4,832 623,892 590,935

(1) 2017年９月30日終了年度については、従前、上位投資適格として分類された抵当ローンが、2017年９月期通年度中に実施されたオースト

ラリア抵当ローン・ポートフォリオについてのモデル変更を反映して、投資適格および投資不適格に再分類された。前年度の比較数値は

これらの変更を反映するための修正再表示をしていない。
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 支払承諾見返－貸倒引当金測定区分別の状況

 ステージ１ ステージ２ ステージ３  

 12ヵ月の予想信用損失 全期間の予想信用損失 全期間の予想信用損失 合計

 （信用減損なし） （信用減損なし） （信用減損あり）  

 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年

当社 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

上位投資適格 48 52 - - - - 48 52

投資適格 1,661 2,916 89 264 - - 1,750 3,180

投資不適格 2,413 5,154 2,980 5,022 - - 5,393 10,176

デフォルト - - - - 30 33 30 33

合計 4,122 8,122 3,069 5,286 30 33 7,221 13,441

 

 その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品－貸倒引当金測定区分別の状況

 ステージ１ ステージ２ ステージ３  

 12ヵ月の予想信用損失 全期間の予想信用損失 全期間の予想信用損失 合計

 （信用減損なし） （信用減損なし） （信用減損あり）  

 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年

当社 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

上位投資適格 41,754 40,262 - - - - 41,754 40,262

投資適格 275 318 - - - - 275 318

投資不適格 - - - - - - - -

デフォルト - - - - - - - -

合計 42,029 40,580 - - - - 42,029 40,580

 

リスクの集中

リスクの集中は、顧客／カウンターパーティ別、産業別および地域別に管理されている。

 

カウンターパーティの集中

カウンターパーティまたはカウンターパーティ関係グループへのリスクの集中は、大口エクスポージャー

を律する方針の策定、適正上限の実施、および当該上限に対する定期的な監視および遵守状況の報告を含め

て、APS第221号「大口エクスポージャー」に従って監視されている。

 

エクスポージャーの集中

多くのカウンターパーティが類似の事業活動を行なっている場合、あるいは同じ地理的領域または産業分

野で事業を行なっており、経済的特性が類似しているために契約上の義務を履行する能力が経済、政治また

はその他の状況の変化によって同様に影響を受ける場合、信用リスクの集中が存在する。

当社グループは、その事業の規模および多様性から、地理的にも業種的にも十分に分散した貸付を行なっ

ている。
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金融資産の産業別集中状況

以下の表は９月30日現在の金融資産の産業別の集中状況を示したものである。

 

 

公正価値で測定する

貸付金

償却原価で測定する

貸付金 貸倒引当金

偶発債務および与信

関連コミットメント

 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年

当社グループ 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

政府および公的機関 236 374 1,942 1,881 1 1 1,257 1,567

農林水産業・鉱業 3,964 5,835 31,471 29,530 586 726 11,107 11,381

金融・投資・保険業 472 599 22,648 21,809 115 112 24,431 22,040

不動産業 ― 建設 143 207 2,604 2,595 43 42 2,150 2,061

製造業 827 1,007 9,720 9,381 214 242 7,361 8,183

個人に対する分割ローンおよび

その他の個人向け融資（クレ

ジットカードを含む） 13 26 10,865 11,062 319 309 15,522 15,683

不動産業 ― モーゲージ - - 329,534 314,557 422 253 53,484 52,367

資産およびリース金融 - - 11,674 10,949 111 96 119 168

商業用不動産サービス 5,359 6,650 58,018 51,583 481 363 14,730 13,549

その他の商工業 3,582 5,166 65,288 60,344 932 970 40,788 38,709

合計 14,596 19,864 543,764 513,691 3,224 3,114 170,949 165,708

 

 

 他の銀行に対する債権

その他の包括利益を通じて公正

価値で測定する負債性金融商品 支払承諾見返

 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年

当社グループ 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

政府および公的機関 - - 23,124 23,488 - -

農林水産業・鉱業 - - - - 763 1,064

金融・投資・保険業 37,066 45,236 9,476 10,148 49 113

不動産業 ― 建設 - - - - 3 10

製造業 - - - - 130 278

個人に対する分割ローンおよび

その他の個人向け融資（クレ

ジットカードを含む） - - - - - 1

不動産業 ― モーゲージ - - 9,480 6,986 - -

商業用不動産サービス - - - - 4,365 8,258

その他の商工業 - - 51 67 1,476 2,481

合計 37,066 45,236 42,131 40,689 6,786 12,205

 

 

公正価値で測定する

貸付金

償却原価で測定する

貸付金 貸倒引当金

偶発債務および与信

関連コミットメント

 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年

当社 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

政府および公的機関 208 330 1,765 1,745 - - 638 734

農林水産業・鉱業 2,086 2,922 19,085 18,258 440 555 9,789 9,898

金融・投資・保険業 378 518 20,688 20,221 81 82 23,883 21,557

不動産業 ― 建設 130 185 1,669 1,777 39 40 1,945 1,894

製造業 514 674 7,170 6,788 171 205 5,932 6,544

個人に対する分割ローンおよび

その他の個人向け融資（クレ

ジットカードを含む） 3 4 9,489 9,700 296 293 12,889 12,926

不動産業 ― モーゲージ - - 293,212 278,659 354 229 49,688 48,368

資産およびリース金融 - - 11,214 10,478 106 92 119 168

商業用不動産サービス 4,520 5,550 50,257 44,186 420 304 12,861 11,738

その他の商工業 3,087 4,377 56,902 52,834 788 825 35,132 33,699

合計 10,926 14,560 471,451 444,646 2,695 2,625 152,876 147,526
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 他の銀行に対する債権

その他の包括利益を通じて公正

価値で測定する負債性金融商品 支払承諾見返

 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年

当社 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

政府および公的機関 - - 23,124 23,488 - -

農林水産業・鉱業 - - - - 763 1,064

金融・投資・保険業 35,030 43,359 9,402 10,055 49 113

不動産業 ― 建設 - - - - 3 10

製造業 - - - - 130 278

個人に対する分割ローンおよび

その他の個人向け融資（クレ

ジットカードを含む） - - - - - 1

不動産業 ― モーゲージ - - 9,453 6,970 - -

商業用不動産サービス - - - - 4,365 8,258

その他の商工業 - - 50 67 1,476 2,481

合計 35,030 43,359 42,029 40,580 6,786 12,205

 

金融資産の地域別集中状況

以下の表は９月30日現在の金融資産の地域別の集中状況を示したものである。

 
 オーストラリア ニュージーランド その他海外

 2017年 2016年
(1)

2017年 2016年
(1)

2017年 2016年
(1)

当社グループ 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

現金および流動資産 8,682 6,583 146 541 33,836 22,482

他の銀行に対する債権 9,798 12,297 2,181 1,975 25,087 30,964

売買目的デリバティブ
(2)

13,698 15,740 2,303 5,131 13,136 22,275

売買目的有価証券 45,452 40,827 5,317 4,416 185 728

その他の包括利益を通じて公正価値で

測定する負債性金融商品 31,436 29,075 - - 10,695 11,614

公正価値で測定するその他の金融資産 11,125 14,538 4,887 6,650 46 308

ヘッジ目的デリバティブ
(2) 3,840 6,483 8 190 44 68

貸出金
(3) 456,147 431,055 69,427 65,619 14,551 13,371

支払承諾見返 6,786 12,205 - - - -

その他の資産
(2) 2,369 1,390 1,503 1,156 5,344 7,203

合計 589,333 570,193 85,772 85,678 102,924 109,013

(1) 比較情報は、特定のデリバティブ資産およびデリバティブ負債に係る経過利息の表示方法の変更を反映するために修正再表示している。

現在、当該経過利息はデリバティブ資産およびデリバティブ負債の項目に表示される（従前はその他の資産およびその他の負債に計

上）。

(2) 当社グループは当社に対するAASB第132号「金融商品：表示」の相殺要件を充足するとみなされた中央清算される特定のデリバティブおよ

び関連担保の金融資産・負債に相殺を適用した。本財務報告書の開示ではすべてのネッティングは、当社レベルでは総額で反映されてお

り、したがってすべてのネッティングの影響はオーストラリア地域に配分されている。詳細については本注記34の前出項目「金融資産お

よび負債の相殺」の開示を参照。

(3) 貸出金は純額合計ベースで開示している。
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 オーストラリア その他海外

 2017 2016
(1)

2017 2016
(1)

当社 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

現金および流動資産 7,342 5,423 33,775 22,399

他の銀行に対する債権 9,948 12,398 25,082 30,961

売買目的デリバティブ
(2)

17,033 19,456 13,350 23,011

売買目的有価証券 45,452 40,785 185 728

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商

品 31,436 29,076 10,593 11,504

公正価値で測定するその他の金融資産 10,926 14,523 899 308

ヘッジ目的デリバティブ
(2) 3,772 6,250 44 69

貸出金
(3) 454,173 428,406 14,104 12,915

支払承諾見返 6,786 12,205 - -

その他の資産
(2) 1,532 1,053 5,061 6,928

合計 588,400 569,575 103,093 108,823

(1) 比較情報は、特定のデリバティブ資産およびデリバティブ負債に係る経過利息の表示方法の変更を反映するために修正再表示している。

現在、当該経過利息はデリバティブ資産およびデリバティブ負債の項目に表示される（従前はその他の資産およびその他の負債に計

上）。

(2) 当社グループは当社に対するAASB第132号「金融商品：表示」の相殺要件を充足するとみなされた中央清算される特定のデリバティブおよ

び関連担保の金融資産・負債に相殺を適用した。本財務報告書の開示ではすべてのネッティングは、当社レベルでは総額で反映されてお

り、したがってすべてのネッティングの影響はオーストラリア地域に配分されている。詳細については本注記34の前出項目「金融資産お

よび負債の相殺」の開示を参照。

(3) 貸出金は純額合計ベースで開示している。

 

市場リスク ― トレーディング

トレーディング市場リスクは、市場価格の変動により、当社グループが行っているトレーディング活動に

おいて利得または損失が発生する可能性をいう。当社グループのトレーディング活動は、主に法人・機関投

資家向け銀行業務およびフィックスト・インカム、カレンシーズ・アンド・コモディティーズ（FICC）に

よって行われている。

トレーディング活動は、マーケット・リスクの能動的な管理と当社グループの顧客向けセールス業務の支

援の両方を取り扱うことを意味する。これらの活動から発生する市場リスクの種類には金利、為替、コモ

ディティ、株価、信用スプレッド、ボラティリティなどのリスクが含まれる。

トレーディング市場リスクは主に業界の標準的測定法である「バリュー・アット・リスク（以下

「VaR」）」手法を利用して管理され、グループ・トレーディング市場リスク方針が定める規則の適用を受

ける。

 

VaR手法の目的および限界

VaRとは金利、為替レート、オプションのボラティリティ、株価、信用スプレッド、コモディティ価格、

およびインフレの変動により生じる可能性のある潜在的損失の統計的な見積りである。この見積りは、現物

ポジションおよびデリバティブ・ポジションの双方を含む、トレーディング・ポートフォリオ全体を対象に

算定される。VaRは、99％の信頼区間で測定されている。これは、任意の日において損失がVaRの見積りを超

えない可能性が99％であることを意味する。
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VaRは主として、ヒストリカル・シミュレーションを使用して計算される。この方法では、過去550日（約

２年間）の価格変動を用いたトレーディング勘定の再評価が多数回行われる。価格データは、直近550日の

価格を保有するために日次にアップデートされる。再評価の結果はランク付けされ、99パーセントの信頼区

間で損失が導き出される。用いられた計算法および金利変動は、すべてのポジションについて保有期間を１

日と仮定している。

当社グループはVaRを補足する目的で、リスクを管理しコントロールするための適切な限度を有する別の

リスク尺度を採用し、市場エクスポージャーの特質を経営陣、取締役会のリスク委員会そして最終的には取

締役会に報告している。この補足的な尺度には、ストレステスト、ストップ・ロス、ポジションおよび感応

度に対する限度設定がある。

VaR手法の利用には以下のような限界がある。

●　VaRの計算に使用する過去のデータは、常に現在の市況の適切な指標となるわけではない。市場のボ

ラティリティまたは相関関係に大幅な変動がある場合、VaRの測定値が示唆するよりも大規模かつ頻

繁に損失が発生する可能性がある。

●　VaR手法は、ポジションの保有を１日と仮定しており、１日の間にヘッジまたは解消できないポジ

ションに係る損失を過小評価する可能性がある。

●　VaRは、各取引日の終了時のポジションについて算定され、日中のポジションについて、リスクの測

定を行っていない。

●　VaRは、リスクを発生させるポジションの偏向および規模について記述していない。

 

VaR見積りは、モデル仮定の合理性および継続的な妥当性に関するバックテストにより検証されている。

VaRは、為替リスク、金利リスク、ボラティリティ・リスク、コモディティ・リスク、信用リスク、イン

フレ・リスクについて個別に測定している。リスクの上限は、これら区分ごとに適用されるとともにリス

ク・ポジションの総額に対しても適用される。
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現物およびデリバティブ・ポジションのバリュー・アット・リスク

以下の表は、現物ポジションおよびデリバティブ・ポジションの双方を含むトレーディング・ポートフォ

リオに対する当社グループおよび当社のVaRを示している。

 

 ９月30日現在

報告期間に

おける平均値

報告期間に

おける最小値
(1)

報告期間に

おける最大値
(1)

 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年

当社グループ 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

信頼水準99％でのバリュー・

アット・リスク         

為替リスク 10.4 15.5 10.7 14.5 5.5 10.8 17.9 19.2

金利リスク 9.1 8.0 9.2 8.4 6.3 6.4 13.4 11.4

ボラティリティ・リスク 5.1 2.6 4.3 3.0 1.4 2.1 10.5 4.4

コモディティ・リスク 0.6 0.7 0.6 0.6 0.3 0.4 1.0 0.9

信用リスク 2.4 1.4 2.6 1.4 1.1 0.7 3.8 1.9

インフレ・リスク 1.8 2.5 2.3 0.7 1.8 0.4 3.2 2.5

分散効果 (15.7) (14.6) (15.3) (13.7) n/a n/a n/a n/a

分散効果を加味した信頼区間

99％でのVaR合計 13.7 16.1 14.4 14.9 11.7 10.8 20.6 19.6

その他の市場リスク
(2) 0.6 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 0.8 0.4

現物およびデリバティブ・ポジ

ションのVaR合計
(3) 14.3 16.2 14.8 15.1 11.8 10.9 21.4 20.0

(1) リスク・タイプ別の最大値／最小値は期中の異なる日に発生する可能性がある。よって、本表の数値の合計は、合計VaRの最大値／最小値

（すなわち期中の総合VaRの最大値／最小値）と同じにはならない。

(2) その他の市場リスクにはポートフォリオのレベルで個別に計測した様々なベーシス・リスクに対するエクスポージャーを含む。

(3) VaRは為替リスク、金利リスク、ボラティリティ・リスク、コモディティ・リスク、信用リスクおよびインフレ・リスクについて別々に測

定される。リスクの上限は、これら区分ごとに適用されるとともにリスク・ポジションの総額に対しても適用される。

 

 ９月30日現在

報告期間に

おける平均値

報告期間に

おける最小値
(1)

報告期間に

おける最大値
(1)

 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年 2017年 2016年

当社 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

信頼水準99％でのバリュー・

アット・リスク         

為替リスク 10.1 15.5 10.7 14.5 5.5 10.8 17.5 19.3

金利リスク 8.6 7.8 8.9 8.5 6.0 6.7 12.7 11.4

ボラティリティ・リスク 5.1 2.6 4.3 3.0 1.4 2.1 10.5 4.4

コモディティ・リスク 0.6 0.7 0.6 0.6 0.3 0.4 1.0 0.9

信用リスク 2.3 1.2 2.4 1.2 0.9 0.5 3.7 1.6

インフレ・リスク 1.8 2.6 2.3 0.7 1.8 0.4 3.2 2.6

分散効果 (15.6) (14.0) (15.1) (13.6) n/a n/a n/a n/a

分散効果を加味した信頼区間

99％でのVaR合計 12.9 16.4 14.1 14.9 11.3 10.6 20.5 19.3

その他の市場リスク
(2) 0.6 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 0.8 0.4

現物およびデリバティブ・ポジ

ションのVaR合計
(3) 13.5 16.5 14.5 15.1 11.4 10.7 21.3 19.7

(1) リスク・タイプ別の最大値／最小値は期中の異なる日に発生する可能性がある。よって、本表の数値の合計は、合計VaRの最大値／最小値

（すなわち期中の総合VaRの最大値／最小値）と同じにはならない。

(2) その他の市場リスクにはポートフォリオのレベルで個別に計測した様々なベーシス・リスクに対するエクスポージャーを含む。

(3) VaRは為替リスク、金利リスク、ボラティリティ・リスク、コモディティ・リスク、信用リスクおよびインフレ・リスクについて別々に測

定される。リスクの上限は、これら区分ごとに適用されるとともにリスク・ポジションの総額に対しても適用される。
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市場リスク ― トレーディング以外／銀行業務ポジション

当社グループはトレーディング以外の市場リスクにもさらされ、その主たるものが銀行勘定の金利リスク

（以下「IRRBB」）である。

 

銀行勘定の金利リスク

IRRBBは、当社グループの収益または経済価値が金利の変動により影響を受け、または減少するリスクを

いう。IRRBBの発生源は以下のとおりである。

●　価格再設定リスク：金利の全体的水準の変動および銀行勘定計上項目における価格再設定期間の内在

的ミスマッチから発生する。

●　イールド・カーブ・リスク：異なる期間の金利における相対的水準の変動およびイールドカーブの傾

斜または形状の変化から発生する。

●　ベーシス・リスク：銀行勘定計上項目の推定資金コストに対する当該項目の利鞘の実績値と予測値と

の乖離から発生する。

●　オプション性リスク：銀行勘定計上項目に存在する独立型または組込型オプションから発生する（上

記のリスク種類に含まれない損失可能性に限られる）。

 

IRRBBは、内部管理および規制の両方の観点から測定、監視および管理されている。IRRBB方針および手引

書に従って、リスク管理の枠組みには市場評価手法および収益基準手法両方が取り込まれている。リスク測

定技法には、VaR、アーニング・アット・リスク（以下「EaR」）、金利リスク・ストレス・テスト、金利再

設定分析、キャッシュ・フロー分析およびシナリオ分析が含まれる。IRRBB規制資本の計算には、金利再設

定リスク、イールド・カーブ・リスク、ベーシス・リスクおよびオプション性リスク、組込損益ならびにリ

スク間および／または通貨間の多様性が考慮されている。IRRBBのリスクおよび管理の枠組みは、バーゼル

Ⅱに基づく内部モデル方式に関してAPRAの認可を取得しており、IRRBBの規制資本要件を算定する際に使用

されている。

内部金利リスク管理モデルの主な特性には以下が含まれる。

●　瞬間的な金利ショックを利用するヒストリカル・シミュレーション・アプローチ

●　静態的なバランスシート（すなわち新規の取引はすべて見合い取引により釣り合いが取れているか、

ヘッジされているか、直ちに価格再設定が行われると仮定されている。）

●　VaRおよびEaRは、一貫した基準で測定される。

●　99％の信頼水準

●　３ヵ月の保有期間

●　EaRについては12ヵ月の予想期間を使用する。

●　少なくとも過去６年間の営業日のデータ（毎日更新される）

●　資本の投資期間は、設定された基準期間（１年から５年）でモデル化されている。

●　中核的「無利息」の投資期間（無利息資産および負債）は、信頼できる統計分析と一致する期間の行

動基準に基づいてモデル化されている。
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モデルの主要なパラメータおよび仮定については、グループ・リスクと協議の上、グループ・トレジャ

リーにより最低年１回見直され、更新されている。重要な変更にはグループ・アセット・アンド・ライアビ

リティ委員会（GALCO）の承認が必要になり、現地の規制当局に通知される。

 

IRRBBに関するバリュー・アット・リスクおよびアーニング・アット・リスク

以下の表は、当社グループおよび当社のIRRBBに関する総VaRおよびEaRを示している。

 
 2017年

 ９月30日現在 平均値 最小値 最大値

当社グループ 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

バリュー・アット・リスク     

オーストラリア
(1)

232.9 176.5 142.4 232.9

ニュージーランド 8.7 13.3 7.8 24.0

その他海外 18.5 20.9 14.4 27.3

アーニング・アット・リスク
(2)

    

オーストラリア 25.4 46.7 25.4 62.1

ニュージーランド 6.9 7.8 4.1 12.6

その他海外 - - - -

(1) 当社グループは、2017事業年度のVaRの見積りにあたり、政府債および準政府債に付随するリスクの扱いに関するAPS第117号明確化措置を

実施した。この結果、VaRは2016事業年度対比で増加した。

(2) IRRBBモデルに基づき計算されたEaR金額は、オーストラリア銀行業務および他の海外銀行業務子会社の勘定を含むが海外支店の勘定は除

かれている。オーストラリア地域の金額は、当社内で報告が一元化されているオーストラリア銀行業務のEaRを示す。

 

 2016年

 ９月30日現在 平均値 最小値 最大値

当社グループ 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

バリュー・アット・リスク     

オーストラリア 64.1 65.7 47.4 90.1

ニュージーランド 4.1 13.7 4.1 24.8

その他海外 18.6 36.2 12.3 82.7

アーニング・アット・リスク
(1)

    

オーストラリア 40.3 51.0 28.6 79.0

ニュージーランド 4.1 9.3 3.9 14.8

その他海外 - 5.9 - 22.5

(1) IRRBBモデルに基づき計算されたEaR金額は、オーストラリア銀行業務および他の海外銀行業務子会社の勘定を含むが海外支店の勘定は除

かれている。オーストラリア地域の金額は、当社内で報告が一元化されているオーストラリア銀行業務のEaRを示す。

 

 2017年

 ９月30日現在 平均値 最小値 最大値

当社 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

バリュー・アット・リスク     

オーストラリア
(1)

232.9 176.5 142.4 232.9

その他海外 18.5 20.9 14.4 27.3

アーニング・アット・リスク
(2)

    

オーストラリア 25.4 46.7 25.4 62.1

(1) 当社グループは、2017事業年度のVaRの見積りにあたり、政府債および準政府債に付随するリスクの扱いに関するAPS第117号明確化措置を

実施した。この結果、VaRは2016事業年度対比で増加した。

(2) IRRBBモデルに基づきオーストラリア地域について計算されたEaR金額は、当社内で報告が一元化されているオーストラリア銀行業務のEaR

を示す。ただし海外支店の勘定は除く。
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 2016年

 ９月30日現在 平均値 最小値 最大値

当社 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

バリュー・アット・リスク     

オーストラリア 64.1 65.7 47.4 90.1

その他海外 18.6 17.2 11.5 23.9

アーニング・アット・リスク
(1)

    

オーストラリア 40.3 51.0 28.6 79.0

(1) IRRBBモデルに基づきオーストラリア地域について計算されたEaR金額は、当社内で報告が一元化されているオーストラリア銀行業務のEaR

を示す。ただし海外支店の勘定は除く。

 

流動性リスク

流動性リスクとは、金融債務の支払期日の到来時に当社グループが当該債務の履行を果たし得ないリスク

をいう。これらの債務の多くは支払要求を受けた時点または約定の満期到来時における預金の支払、あるい

はホールセール借入金および借入資本の満期到来時における返済および借入金金利の支払である。金融市場

の流動性は、外部の経済的事象あるいは市場における事象、市場規模、または、個々の市場参加者の行動に

より著しく低下する可能性がある。

これらのリスクには、取締役会により設定された当社グループの資金調達および流動性リスク選好が適用

される。これらは当社グループのトレジャリー部門が管理し、グループ・アセット・アンド・ライアビリ

ティ委員会（GALCO）の監督のもと当社グループの「バランスシートおよび流動性リスク」部門が測定し監

視する。取締役会は、当社グループの資金調達および流動性リスクの管理の枠組みの妥当性ならびに当社グ

ループのリスク選好の遵守について監視し、検討を行なう最終的責任を負う。

当社グループの流動性リスク管理への取組みに採用されている主要原則は以下を含む。

●　貸借対照表およびキャッシュ・フロー情報を約定条件および行動パターンの両面からモデル化するこ

とを通じて当社グループの流動性ポジションを毎日監視する。

●　日中業務を支え、かつ市場の逼迫時に売却されることのある良質な流動資産ポートフォリオを維持す

る。

●　慎重な資金調達戦略のもと適切な調達分散化と満期集中の抑制を確保する。当社グループは規制上の

要件に加えて内部的な上限を課すことにより保守的な取組みを行っている。

●　当社グループからの資金流失の加速が起きた場合の対応を目的とした緊急時の資金調達策を整備す

る。

●　当社グループに対して、一連の流動性存続可能期間（サーバイバル・ホライズン）のシナリオ（個別

的および市場共通の流動性逼迫シナリオを含む）への対応力を備えるよう求める。
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上記の原則の一環として保有される流動資産ポートフォリオは、通貨、期間、カウンターパーティおよび

商品種類別に十分に多様化している。同ポートフォリオには、現金、連邦政府証券、州政府証券および投資

適格の高格付証券が含まれる。2017年９月30日現在の保有流動資産合計は、123,733百万豪ドル（2016年：

118,268百万豪ドル）であった。これらの流動資産に加え、当社グループは流動性要件を追加的に支援する

ための緊急用の流動性の源として住宅ローン担保証券（RMBS）の形態の社内証券化商品を保有している。当

該RMBSは、中央銀行との買戻条件付契約に適格となるための中央銀行の定める要件を充足しなければならな

い。2017年９月30日現在の保有適格社内RMBSの金額は43,546百万豪ドル（2016年：46,737百万豪ドル）で

あった。

 

資金調達構成

当社グループの資金調達負債は、預金、中長期ホールセール資金調達および短期ホールセール資金調達の

ミックスから構成される。当社グループは、資産ベースについての適切な資金調達を確保し、また変化する

市況と規制要件に対応できるよう、資金調達構成と流動性プロファイルをリスク選好の枠組みの範囲内で管

理している。

当社グループは、安定預金の増加と質の両面に引続き注力しており、資金調達済み資産のための主要な資

金源として預金からの調達を続けている。当社グループは、資金の調達源としての安定顧客預金の比率を

2017事業年度に51％（2016年：49％）に増加させた。一方、それ以外の顧客預金への依存率は７％（2016

年：７％）のままであった。

当社グループは、預金による調達を中長期資金調達プログラムにより補完しており、2017事業年度におい

て36,818百万豪ドル（2016年：36,403百万豪ドル）の中長期ホールセール資金を調達した。加重平均の満期

は初回の任意償還まで約4.8年（2016年：5.4年）であった。この戦略はNSFR（安定調達比率）コンプライア

ンスへの移行を支える。また当社グループは2017年度を通して、引続き内外短期ホールセール市場からの資

金調達を行った。
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下表は９月30日現在の当社グループの資金調達ポジションを示したものである。

 
 2017年 2016年

中核資産 百万豪ドル 百万豪ドル

貸出金総額 543,764 513,691

公正価値で測定する貸付金 14,596 19,864

公正価値で測定するその他の金融資産 46 271

支払承諾見返 6,786 12,205

償却原価で測定するその他の負債性金融商品 584 778

中核資産合計 565,776 546,809

資金調達および資本   

顧客預金 407,585 390,500

期限付ホールセール資金調達 156,846 157,204

譲渡性預金 52,255 46,018

買戻条件付売却有価証券 23,493 16,064

他の銀行に対する債務
(1)

36,683 43,903

その他の短期負債 24,035 20,663

優先株およびその他の払込資本を除く資本合計 48,398 47,998

資金調達負債および資本合計 749,295 722,350

その他の負債   

売買目的デリバティブ 27,187 41,559

ヘッジ目的デリバティブ 1,674 3,402

その他の負債 10,169 9,399

負債および資本合計 788,325 776,710

(1) 他の銀行との買戻条件付取引を含む。

 

資金調達貸借対照表

 
 2017 2016

資金調達源
(1)

百万豪ドル 百万豪ドル

安定顧客預金
(2)

360,234 341,883

12ヵ月超の期限付資金調達 133,857 120,044

資本 48,398 47,998

安定資金調達合計 542,489 509,925

短期ホールセール資金調達 97,041 96,217

12ヵ月未満期限付資金調達 22,989 37,160

その他の預金
(3)

47,351 48,617

資金調達合計 709,870 691,919

資金調達済み資産   

流動資産
(4)

107,904 107,162

その他の短期資産
(5)

31,060 28,926

短期資産合計 138,964 136,088

事業者向けおよびその他の融資
(6)

231,203 227,219

住宅ローン 329,534 314,557

その他の資産
(7)

10,169 14,055

長期資産合計 570,906 555,831

資金調達済み資産合計 709,870 691,919

(1) 正味調達につながらない、買戻条件付契約、売買目的およびヘッジ目的デリバティブ、保険資産・負債、あらゆる見越し勘定、受取債権

ならびに支払債務を除く。

(2) オペレーショナル預金、非金融法人預金およびリテール／中小企業預金を含む。

(3) 金融機関の非オペレーショナル預金および特定のオフショア預金を含む。

(4) 優良流動資産およびCLF適格資産を含む規制目的上の流動資産。

(5) レポ取引対象外流動資産および貿易金融貸付金を含む。

(6) 貿易金融貸付金を除く。

(7) デリバティブ純額、のれん、有形固定資産および見越し勘定・受取債権・支払債務の各純額を含む。
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割引前基準での金融負債の契約満期

以下の表は、当社グループおよび当社が支払いを要求される最も早い日に基づいて関連満期別に分類し

た、デリバティブ以外の金融負債およびヘッジ目的デリバティブに関連するキャッシュ・フローを示したも

のである。

以下の表に記載されている残高には、割引前基準で測定されたキャッシュ・フローが利用されており、し

たがって元本とそれに関連する将来の利息の支払額の両方が含まれているため、必ずしも貸借対照表上に表

示された金額と一致するわけではない。

 
 2017年

 要求払

３ヵ月

以内

３ヵ月超

12ヵ月

以内

１年超

５年以内 ５年超

特定期日

なし 合計

当社グループ 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

他の銀行に対する債務 9,113 27,421 191 3 - - 36,728

公正価値で測定するその他の金融

負債 221 4,489 5,954 15,858 4,512 108 31,142

預金 233,382 130,706 87,418 9,972 3 - 461,481

その他の借入金 1,324 27,468 14,544 - - - 43,336

社債、ノートおよび劣後債 - 2,969 14,501 88,118 24,962 - 130,550

その他の発行負債 - - - - - 6,187 6,187

その他の金融負債 412 2,573 - - 33 - 3,018

ヘッジ目的デリバティブ        

- 契約上の債務 - 590 2,073 7,895 5,630 - 16,188

- 契約上の債権 - (338) (1,344) (5,484) (4,720) - (11,886)

支払キャッシュ・フロー合計 244,452 195,878 123,337 116,362 30,420 6,295 716,744

偶発債務 19,572 - - - - - 19,572

与信関連コミットメント 151,377 - - - - - 151,377

合計
(1) 170,949 - - - - - 170,949

(1) 偶発債務および与信関連コミットメントについては、要求に応じて支払うべき場合があるため名目元本全額を「要求払」として開示して

いる。当社グループは、すべての偶発債務またはコミットメントが契約満期前に引き出されるわけではないと見込んでいる。

 

 2016年

 要求払

３ヵ月

以内

３ヵ月超

12ヵ月

以内

１年超

５年以内 ５年超

特定期日

なし 合計

当社グループ 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

他の銀行に対する債務 11,915 28,716 3,322 - - - 43,953

公正価値で測定するその他の金融

負債 609 6,721 8,200 15,559 3,498 22 34,609

預金 223,968 121,661 80,334 7,011 - - 432,974

その他の借入金 40 23,342 8,010 - - - 31,392

社債、ノートおよび劣後債 - 4,001 28,217 76,127 26,444 - 134,789

その他の発行負債 - - - - - 6,248 6,248

その他の金融負債 446 6,242 - - 52 - 6,740

ヘッジ目的デリバティブ        

- 契約上の債務 - 309 962 7,196 5,652 - 14,119

- 契約上の債権 - (89) (290) (4,234) (4,543) - (9,156)

支払キャッシュ・フロー合計 236,978 190,903 128,755 101,659 31,103 6,270 695,668

偶発債務 18,905 - - - - - 18,905

与信関連コミットメントおよび投

資コミットメント 146,803 - - - - - 146,803

合計
(1) 165,708 - - - - - 165,708

(1) 偶発債務、与信関連コミットメントおよび投資コミットメントについては、要求に応じて支払うべき場合があるため名目元本全額を「要

求払」として開示している。当社グループは、すべての偶発債務またはコミットメントが契約満期前に引き出されるわけではないと見込

んでいる。
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 2017年

 要求払

３ヵ月

以内

３ヵ月超

12ヵ月

以内

１年超

５年以内 ５年超

特定期日

なし 合計

当社 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

他の銀行に対する債務 8,150 26,902 191 3 - - 35,246

公正価値で測定するその他の金融

負債 - 61 1,007 3,628 1,738 108 6,542

預金 211,778 118,600 72,766 7,264 3 - 410,411

その他の借入金 1,324 27,279 14,544 - - - 43,147

社債、ノートおよび劣後債 - 2,507 14,499 87,759 22,083 - 126,848

その他の発行負債 - - - - - 6,187 6,187

その他の金融負債 408 2,315 - - 33 - 2,756

ヘッジ目的デリバティブ        

- 契約上の債務 - 593 4,518 12,920 8,951 - 26,982

- 契約上の債権 - (402) (3,233) (10,224) (7,608) - (21,467)

支払キャッシュ・フロー合計 221,660 177,855 104,292 101,350 25,200 6,295 636,652

偶発債務 18,607 - - - - - 18,607

与信関連コミットメント 134,269 - - - - - 134,269

合計
(1) 152,876 - - - - - 152,876

(1) 偶発債務および与信関連コミットメントについては、要求に応じて支払うべき場合があるため名目元本全額を「要求払」として開示して

いる。当社グループは、すべての偶発債務またはコミットメントが契約満期前に引き出されるわけではないと見込んでいる。

 

 2016年

 要求払

３ヵ月

以内

３ヵ月超

12ヵ月

以内

１年超

５年以内 ５年超

特定期日

なし 合計

当社 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

他の銀行に対する債務 11,106 28,271 3,322 - - - 42,699

公正価値で測定するその他の金融

負債 284 205 1,319 1,665 2,605 22 6,100

預金 201,702 113,581 69,454 4,599 - - 389,336

その他の借入金 41 23,073 7,977 - - - 31,091

社債、ノートおよび劣後債 - 3,989 28,203 75,320 22,661 - 130,173

その他の発行負債 - - - - - 6,248 6,248

その他の金融負債 439 5,661 - - 53 - 6,153

ヘッジ目的デリバティブ        

- 契約上の債務 - 374 4,867 15,075 11,365 - 31,681

- 契約上の債権 - (185) (3,237) (10,856) (9,680) - (23,958)

支払キャッシュ・フロー合計 213,572 174,969 111,905 85,803 27,004 6,270 619,523

偶発債務 18,037 - - - - - 18,037

与信関連コミットメントおよび投

資コミットメント 129,489 - - - - - 129,489

合計
(1) 147,526 - - - - - 147,526

(1) 偶発債務、与信関連コミットメントおよび投資コミットメントについては、要求に応じて支払うべき場合があるため名目元本全額を「要

求払」として開示している。当社グループは、すべての偶発債務またはコミットメントが契約満期前に引き出されるわけではないと見込

んでいる。
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資産および負債の契約満期

以下の表は資産および負債の報告日現在の契約満期の内訳を示したものである。当社グループは、通常の

銀行業務の一環としてかなりの部分の預金残高が書換えられることを含めて、一定の資産および負債が契約

満期とは異なる期日で回収または決済されると予想している。

 
 2017年

 12ヵ月未満 12ヵ月以上

特定期日

なし 合計

当社グループ 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

資産     

現金および流動資産 43,826 - - 43,826

他の銀行に対する債権 37,018 48 - 37,066

売買目的デリバティブ
(1) - - 29,137 29,137

売買目的有価証券 11,396 39,532 26 50,954

その他の包括利益を通じて公正価値

で測定する負債性金融商品 6,892 35,239 - 42,131

公正価値で測定するその他の金融資

産 6,103 9,755 200 16,058

貸出金 98,588 434,128 7,409 540,125

支払承諾見返 6,786 - - 6,786

その他の全資産 8,824 3,146 10,272 22,242

資産合計 219,433 521,848 47,044 788,325

負債     

他の銀行に対する債務 36,683 - - 36,683

売買目的デリバティブ
(1) - - 27,187 27,187

公正価値で測定するその他の金融負

債 9,934 19,589 108 29,631

預金 449,319 8,044 - 457,363

その他の借入金 43,241 - - 43,241

社債、ノートおよび劣後債 15,979 108,892 - 124,871

その他の発行負債 - - 6,187 6,187

その他の全負債 7,744 1,648 2,453 11,845

負債合計 562,900 138,173 35,935 737,008

純（負債）／資産 (343,467) 383,675 11,109 51,317

(1) 売買目的デリバティブは、通常、保有期間が多様なため、契約満期別に表示されていない。
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 2016年
(1)

 12ヵ月未満 12ヵ月以上

特定期日

なし 合計

当社グループ 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

資産     

現金および流動資産 30,630 - - 30,630

他の銀行に対する債権 42,926 2,310 - 45,236

売買目的デリバティブ
(2) - - 43,146 43,146

売買目的有価証券 11,867 33,612 492 45,971

その他の包括利益を通じて公正価値

で測定する負債性金融商品 6,971 33,718 - 40,689

公正価値で測定するその他の金融資

産 6,724 14,757 15 21,496

貸出金 93,188 409,339 7,518 510,045

支払承諾見返 12,205 - - 12,205

その他の全資産 10,667 6,622 10,003 27,292

資産合計 215,178 500,358 61,174 776,710

負債     

他の銀行に対する債務 43,903 - - 43,903

売買目的デリバティブ
(2) - - 41,559 41,559

公正価値で測定するその他の金融負

債 14,714 18,488 22 33,224

預金 421,982 6,378 - 428,360

その他の借入金 31,354 - - 31,354

社債、ノートおよび劣後債 29,703 98,239 - 127,942

その他の発行負債 - - 6,248 6,248

その他の全負債 8,035 3,151 1,619 12,805

負債合計 549,691 126,256 49,448 725,395

純（負債）／資産 (334,513) 374,102 11,726 51,315

(1) 比較情報は、特定のデリバティブ資産およびデリバティブ負債に係る経過利息の表示方法の変更を反映するために修正再表示している。

現在、当該経過利息はデリバティブ資産およびデリバティブ負債の項目に表示される（従前はその他の資産およびその他の負債に計

上）。

(2) 売買目的デリバティブは、通常、保有期間が多様なため、契約満期別に表示されていない。
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 2017年

 12ヵ月未満 12ヵ月以上

特定期日

なし 合計

当社 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

資産     

現金および流動資産 42,152 - - 42,152

他の銀行に対する債権 34,982 48 - 35,030

売買目的デリバティブ
(1)

- - 30,383 30,383

売買目的有価証券 7,405 38,206 26 45,637

その他の包括利益を通じて公正価値

で測定する負債性金融商品 6,891 35,138 - 42,029

公正価値で測定するその他の金融資

産 3,820 8,005 - 11,825

貸出金 80,579 381,333 6,365 468,277

支払承諾見返 6,786 - - 6,786

その他の全資産 7,270 2,796 122,331 132,397

資産合計 189,885 465,526 159,105 814,516

負債     

他の銀行に対する債務 35,201 - - 35,201

売買目的デリバティブ
(1)

- - 27,065 27,065

公正価値で測定するその他の金融負

債 734 5,088 108 5,930

預金 401,463 5,495 - 406,958

その他の借入金 43,052 - - 43,052

社債、ノートおよび劣後債 15,530 105,785 - 121,315

その他の発行負債 - - 6,187 6,187

その他の全負債 6,939 3,270 109,998 120,207

負債合計 502,919 119,638 143,358 765,915

純（負債）／資産 (313,034) 345,888 15,747 48,601

(1) 売買目的デリバティブは、通常、保有期間が多様なため、契約満期別に表示されていない。
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 2016年
(1)

 12ヵ月未満 12ヵ月以上

特定期日

なし 合計

当社 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

資産     

現金および流動資産 28,717 - - 28,717

他の銀行に対する債権 41,049 2,310 - 43,359

売買目的デリバティブ
(2)

- - 42,467 42,467

売買目的有価証券 9,680 31,383 450 41,513

その他の包括利益を通じて公正価値

で測定する負債性金融商品 6,970 33,610 - 40,580

公正価値で測定するその他の金融資

産 4,315 10,516 - 14,831

貸出金 76,074 358,808 6,439 441,321

支払承諾見返 12,205 - - 12,205

その他の全資産 9,692 5,467 133,247 148,406

資産合計 188,702 442,094 182,603 813,399

負債     

他の銀行に対する債務 42,649 - - 42,649

売買目的デリバティブ
(2)

- - 38,901 38,901

公正価値で測定するその他の金融負

債 1,480 3,906 22 5,408

預金 381,074 4,113 - 385,187

その他の借入金 31,054 - - 31,054

社債、ノートおよび劣後債 29,703 93,523 - 123,226

その他の発行負債 - - 6,248 6,248

その他の全負債 7,731 5,759 118,684 132,174

負債合計 493,691 107,301 163,855 764,847

純（負債）／資産 (304,989) 334,793 18,748 48,552

(1) 比較情報は、特定のデリバティブ資産およびデリバティブ負債に係る経過利息の表示方法の変更を反映するために修正再表示している。

現在、当該経過利息はデリバティブ資産およびデリバティブ負債の項目に表示される（従前はその他の資産およびその他の負債に計

上）。

(2) 売買目的デリバティブは、通常、保有期間が多様なため、契約満期別に表示されていない。
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35　金融商品の公正価値

 

(a) 償却原価で計上される金融商品の公正価値

以下の表は、貸借対照表に償却原価で計上される金融資産および負債の帳簿価額がその公正価値に近似し

ていない場合において、償却原価で測定される当該金融資産および負債の貸借対照表に計上されている帳簿

価額とそれらの公正価値の比較を示したものである。

現金および流動資産、他の銀行に対する債権および債務、支払承諾見返、その他の資産、その他の負債な

らびに被支配会社に対する債権および債務金額の帳簿価額は、本質的にこれらの項目が短期であるか、また

は要求があり次第、受け取り、ないし支払うべきものであるため、その公正価値に近似している。保証、信

用状、契約履行関連偶発債務および与信関連コミットメントは、通常、売却または取引されないため、見積

公正価値の確定は容易ではない。これらの項目の公正価値は計算していないが、理由は６ヵ月を超えるコ

ミットメントであらかじめ決められた利率を当社または当社グループが確約する例がほとんどないためであ

る。これらのコミットメントに付随する手数料は、類似の契約を締結するために一般に請求されている水準

と同じである。

公正価値の開示の分析は、公正価値の測定に使用するインプットの重要度を反映するヒエラルキーを用い

ている。公正価値測定が区分される公正価値ヒエラルキーのレベルは、公正価値による測定全体において重

要となるインプットのうち最も低いレベルのインプットに基づいて決定される。公正価値ヒエラルキーは以

下のとおりである。

●　レベル１ ― 活発な市場における同一の金融資産または負債の無調整の公表市場相場価格を参照して

評価された金融商品。この区分に含まれる金融商品には、オーストラリア連邦およびニュージーラン

ドの国債ならびに直物デリバティブおよび上場デリバティブである。

●　レベル２ ― レベル１に分類される公表市場相場価格以外で、金融資産または負債に関して直接的に

（価格として）または間接的に（価格から得られるものとして）観察可能なインプットを組み入れる

評価技法を通じて評価された金融商品。この区分に含まれる金融商品には、店頭取引の売買目的デリ

バティブおよびヘッジ目的デリバティブ、準政府機関発行の債券、金融債、社債、モーゲージ証券、

公正価値で測定される貸付金ならびに公正価値で測定される発行済み社債、ノートおよび劣後債があ

る。

●　レベル３ ― 観察可能な市場データに基づかないインプットを組み入れる評価技法を通じて評価され

た金融商品。観察可能でないインプットは市場の流動性の欠如または商品の複雑さゆえに活発な市場

において容易に入手することができないインプットである。この区分に含まれる金融商品には、カス

タムメイドの売買目的デリバティブ、信用評価調整が観察不能かつ評価に重要とみなされる売買目的

デリバティブおよび観察不能のインプットを用いて評価される特定の資産担保証券がある。

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

290/424



公正価値は、測定日に市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却することで受け取るであろう価

格または負債を移転するために支払うであろう価格である。見積公正価値は、報告日現在において入手可能

な関連情報に基づいており、判断を伴っている。

公正価値の見積は以下の方法および仮定に基づいている。

●　約定された再設定金利によらない変動金利に基づく貸出金の公正価値は、帳簿価額に等しいと推定さ

れている。その他のすべての貸出金の公正価値は、当該貸出金の満期に基づく割引キャッシュ・フ

ロー・モデルを用いて計算されている。適用する割引率は、報告日において契約条件が正常に履行さ

れている場合には、類似した貸出金の報告日現在の金利に基づいている。貸出金の見積公正価値と帳

簿価額の差額は、貸出金の実行日以降の金利および借入人の信用力の変動を表している。

●　預金およびその他の借入金で、無利息のもの、要求払のもの、または報告日から６ヵ月以内に利率が

再設定される固定利付のものの公正価値は、帳簿価額に等しいと推定されている。その他の預金およ

びその他の借入金の公正価値は、預金の種類およびその満期に基づく割引キャッシュ・フロー・モデ

ルを用いて計算されている。

●　社債、ノートおよび劣後債ならびにその他の発行債務の公正価値は、商品の残存期間および妥当な信

用スプレッドに対応する利回り曲線を用いた割引キャッシュ・フロー・モデルに基づいて計算されて

いる。市場に十分な流動性がある場合には、公表市場相場価格に基づいて計算されることもある。

 
 2017年９月30日 2016年９月30日

 

帳簿

価額

公正価値

帳簿

価額

公正価値

 

レベル

１

レベル

２

レベル

３

公正価値

合計

レベル

１

レベル

２

レベル

３

公正価値

合計

当社グループ

百万

豪ドル

百万

豪ドル

百万

豪ドル

百万

豪ドル

百万

豪ドル

百万

豪ドル

百万

豪ドル

百万

豪ドル

百万

豪ドル

百万

豪ドル

金融資産           

貸出金 540,125 - 5,896 534,843 540,739 510,045 - 6,559 504,456 511,015

金融負債           

預金およびその他の借入金 500,604 - 500,910 - 500,910 459,714 - 460,027 - 460,027

社債、ノートおよび劣後債
(1) 124,871 9,341 117,788 - 127,129 127,942 9,116 120,137 - 129,253

その他の発行債務 6,187 6,214 147 - 6,361 6,248 6,015 220 - 6,235

(1) 公正価値ヘッジ会計が特定の社債、ノートおよび劣後債に適用されている。そのため帳簿価額には公正価値ヘッジ調整が含まれる。

 

 2017年９月30日 2016年９月30日

 

帳簿

価額

公正価値

帳簿

価額

公正価値

 

レベル

１

レベル

２

レベル

３

公正価値

合計

レベル

１

レベル

２

レベル

３

公正価値

合計

当社

百万

豪ドル

百万

豪ドル

百万

豪ドル

百万

豪ドル

百万

豪ドル

百万

豪ドル

百万

豪ドル

百万

豪ドル

百万

豪ドル

百万

豪ドル

金融資産           

貸出金 468,277 - 3,690 465,155 468,845 441,321 - 4,283 438,418 442,701

金融負債           

預金およびその他の借入金 450,010 - 450,127 - 450,127 416,241 - 416,435 - 416,435

社債、ノートおよび劣後債
(1) 121,315 8,829 114,690 - 123,519 123,226 8,578 116,149 - 124,727

その他の発行債務 6,187 6,214 147 - 6,361 6,248 6,015 220 - 6,235

(1) 公正価値ヘッジ会計が特定の社債、ノートおよび劣後債に適用されている。そのため帳簿価額には公正価値ヘッジ調整が含まれる。
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(b) 貸借対照表で認識される公正価値による測定

以下の表は、当初認識の後に公正価値で測定される金融商品について上記（a）に記述した公正価値ヒエ

ラルキーを用いて分析したものである。

貸借対照表に計上されている公正価値は、可能な限り公表市場価格を基礎にしている。公表市場価格が利

用可能でない場合は、評価技法を適用して当該金融商品の公正価値が決定される。かかる技法に用いるイン

プットは、市場金利、流動性およびその他の要因を含む。金融商品に付随するカウンターパーティの信用リ

スクは、信用評価調整（CVA）を用いて公正価値に組み込まれる。無担保店頭デリバティブについては、資

金調達コストおよび当社グループにとってのメリット要因を反映させるために、資金調達評価調整（FVA）

が適用される。特定クラスの金融商品の公正価値　は次のように決定される。

●　為替予約、金利スワップ、金利および通貨オプション契約、ならびに通貨スワップを含む売買目的デ

リバティブおよびヘッジ目的デリバティブ資産および負債の公正価値は、必要に応じて、報告日の公

表市場相場価格の終値、割引キャッシュ・フロー・モデルまたはオプション価格モデルによって算定

している。

●　売買目的有価証券およびその他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品の公正価値は

報告日の公表市場相場価格の終値に基づいている。有価証券が上場されておらず公表されている市場

相場価格が入手できない場合には、当社グループは割引キャッシュ・フローおよび市場参加者が一般

的に利用しているその他の評価技法を用いて公正価値を求める。これらの評価技法は金利、信用リス

クおよび流動性等の要因を考慮している。

●　公正価値で測定するその他の金融資産および負債の公正価値は、対象となる商品の性質および種類に

あわせて、公表市場相場価格の終値および市場データ、または評価技法に基づいている。

●　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の公正価値は、原資産の財政状態およ

び経営成績あるいは当該リスク・プロファイルを考慮した純資産を基礎に見積もられる。
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 公正価値測定（2017年９月30日現在） 公正価値測定（2016年９月30日現在）
(1)

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

当社グループ 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

金融資産         

売買目的デリバティブ - 29,043 94 29,137 689 42,157 300 43,146

売買目的有価証券 27,811 23,143 - 50,954 21,661 24,310 - 45,971

その他の包括利益を通じて公正価

値で測定する負債性金融商品 3,407 38,297 427 42,131 2,852 37,563 274 40,689

公正価値で測定するその他の金融資

産 - 16,058 - 16,058 43 21,416 37 21,496

ヘッジ目的デリバティブ - 3,892 - 3,892 - 6,741 - 6,741

生命保険事業に関連する投資
(2) - 86 - 86 - 86 - 86

その他の包括利益を通じて公正価値

で測定する資本性金融商品
(3) 14 209 48 271 9 - 264 273

公正価値で測定する金融資産合計 31,232 110,728 569 142,529 25,254 132,273 875 158,402

金融負債         

売買目的デリバティブ 4 27,107 76 27,187 771 40,533 255 41,559

公正価値で測定するその他の金融

負債 279 29,352 - 29,631 310 32,913 1 33,224

ヘッジ目的デリバティブ - 1,674 - 1,674 - 3,402 - 3,402

公正価値で測定する金融負債合計 283 58,133 76 58,492 1,081 76,848 256 78,185

(1) 2016事業年度の比較情報は、特定のデリバティブ資産およびデリバティブ負債に係る経過利息の表示方法の変更を反映するために修正再

表示している。現在、当該経過利息はデリバティブ資産およびデリバティブ負債の項目に表示される（従前はその他の資産およびその他

の負債に計上）。

(2) 生命保険事業に関連する投資は貸借対照表上のその他の資産に含められている。

(3) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品は、貸借対照表ではその他の資産に含められている。

 

 公正価値測定（2017年９月30日現在） 公正価値測定（2016年９月30日現在）
(1)

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

当社 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

金融資産         

売買目的デリバティブ - 30,289 94 30,383 687 41,480 300 42,467

売買目的有価証券 24,805 20,832 - 45,637 18,640 22,873 - 41,513

その他の包括利益を通じて公正価

値で測定する負債性金融商品 3,407 38,195 427 42,029 2,852 37,454 274 40,580

公正価値で測定するその他の金融

資産 - 11,825 - 11,825 - 14,794 37 14,831

ヘッジ目的デリバティブ - 3,816 - 3,816 - 6,319 - 6,319

その他の包括利益を通じて公正価

値で測定する資本性金融商品
(2) 9 209 21 239 9 - 231 240

公正価値で測定する金融資産合計 28,221 105,166 542 133,929 22,188 122,920 842 145,950

金融負債         

売買目的デリバティブ 4 26,985 76 27,065 771 37,875 255 38,901

公正価値で測定するその他の金融

負債 279 5,651 - 5,930 310 5,097 1 5,408

ヘッジ目的デリバティブ - 3,859 - 3,859 - 6,701 - 6,701

公正価値で測定する金融負債合計 283 36,495 76 36,854 1,081 49,673 256 51,010

(1) 2016事業年度の比較情報は、特定のデリバティブ資産およびデリバティブ負債に係る経過利息の表示方法の変更を反映するために修正再

表示している。現在、当該経過利息はデリバティブ資産およびデリバティブ負債の項目に表示される（従前はその他の資産およびその他

の負債に計上）。

(2) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品は、貸借対照表ではその他の資産に含められている。
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当年度中、当社グループおよび当社においてレベル１およびレベル２間の重要な振替はなかった。

観察可能な市場データに基づかない重要なインプットを用いた評価技法により、公正価値で測定された資

産および負債（レベル３）の調整は以下のとおりである。

 
 2017年

 資産 負債

 

売買目的デリ

バティブ

その他の包括

利益を通じて

公正価値で測

定する負債性

金融商品

公正価値で測

定するその他

の金融資産

その他の包括利
益を通じて公正
価値で測定する
資本性金融商品

(1)

売買目的デリ

バティブ

公正価値で測

定するその他

の金融負債

当社グループ 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

期首残高 300 274 37 264 255 1

資産に係る利得／（損失）およ

び負債に係る（利得）／損

失：       

損益計算書計上分
(2)

(191) - 2 - (180) -

その他の包括利益計上分 - (51) - - - -

買付および発行 5 312 - 17 - -

売却および決済 (3) - (24) (24) 4 -

レベル３への振替
(3)

- 16 - - - -

レベル３からの振替
(3)

(13) (124) (15) (209) - (1)

外貨換算調整額 (4) - - - (3) -

期末残高 94 427 - 48 76 -

報告期間末現在で保有していた

金融商品に関する報告期間中

の資産に係る利得／（損失）

および負債に係る（利得）／

損失：       

- 損益計算書計上分 (191) - 2 - (180) -

- その他の包括利益計上分 - (51) - - - -

(1) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品は、貸借対照表ではその他の資産に含められている。

(2) 純利得または純損失はその他営業収益に計上された。

(3) レベル３への振替は一部の金融商品の評価について観察可能なインプットが入手できなかったことによる。レベル３からの振替は評価に

用いるインプットが当該期間中に観察可能になったことによる。レベル間の振替は、当該金融商品の振替が行われた報告期間の期首に行

われたものとみなしている。
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 2016年

 資産 負債

 

売買目的デリ

バティブ

その他の包括

利益を通じて

公正価値で測

定する負債性

金融商品

公正価値で測

定するその他

の金融資産

その他の包括利
益を通じて公正
価値で測定する
資本性金融商品

(1)

売買目的デリ

バティブ

公正価値で測

定するその他

の金融負債

当社グループ 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

期首残高 56 5 2,833 405 - 142

資産に係る利得／（損失）およ

び負債に係る（利得）／損

失：       

損益計算書計上分
(2)

105 - (26) - 125 (1)

その他の包括利益計上分 - (6) - (130) - -

買付および発行 192 124 - 4 164 -

売却および決済 - - (593) - - (17)

レベル３への振替
(3)

24 156 - - - 1

レベル３からの振替
(3)

(38) - - - - -

外貨換算調整額 (38) (1) (203) (3) (34) (8)

処分グループについての認識の

中止 (1) (4) (1,974) (12) - (116)

期末残高 300 274 37 264 255 1

報告期間末現在で保有していた

金融商品に関する報告期間中

の資産に係る利得／（損失）

および負債に係る（利得）／

損失：       

- 損益計算書計上分 105 - (12) - 125 -

- その他の包括利益計上分 - (6) - (130) - -

(1) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品は、貸借対照表ではその他の資産に含められている。

(2) 純利得または純損失は場合に応じてその他営業収益、支払利息または減損損失に計上された。

(3) レベル３への振替は一部の金融商品の評価について観察可能なインプットが入手できなかったことによる。レベル３からの振替は評価に

用いるインプットが当該期間中に観察可能になったことによる。レベル間の振替は、当該金融商品の振替が行われた報告期間の期首に行

われたものとみなしている。
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 2017年

 資産 負債

 

売買目的デリ

バティブ

その他の包括

利益を通じて

公正価値で測

定する負債性

金融商品

公正価値で測

定するその他

の金融資産

その他の包括
利益を通じて
公正価値で測
定する資本性

金融商品
(1)

売買目的デリ

バティブ

公正価値で測

定するその他

の金融負債

当社 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

期首残高 300 274 37 231 255 1

資産に係る利得／（損失）および

負債に係る（利得）／損失：       

損益計算書計上分
(2)

(191) - 2 - (180) -

その他の包括利益計上分 - (51) - (6) - -

買付および発行 5 312 - 7 - -

売却および決済 (3) - (24) - 4 -

レベル３への振替
(3)

- 16 - - - -

レベル３からの振替
(3)

(13) (124) (15) (209) - (1)

外貨換算調整額 (4) - - (2) (3) -

期末残高 94 427 - 21 76 -

報告期間末現在で保有していた金

融商品に関する報告期間中の資

産に係る利得／（損失）および

負債に係る（利得）／損失：       

- 損益計算書計上分 (191) - 2 - (180) -

- その他の包括利益計上分 - (51) - (6) - -

(1) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品は、貸借対照表ではその他の資産に含められている。

(2) 純利得または純損失はその他営業収益に計上された。

(3) レベル３への振替は一部の金融商品の評価について観察可能なインプットが入手できなかったことによる。レベル３からの振替は評価に

用いるインプットが当該期間中に観察可能になったことによる。レベル間の振替は、当該金融商品の振替が行われた報告期間の期首に行

われたものとみなしている。
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 2016年  
 資産 負債  

 

売買目的デリ

バティブ

その他の包括

利益を通じて

公正価値で測

定する負債性

金融商品

公正価値で測

定するその他

の金融資産

その他の包括利
益を通じて公正
価値で測定する
資本性金融商品

(1)

売買目的デリ

バティブ

公正価値で測

定するその他

の金融負債

当社 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

期首残高 56 - 471 350 - -

資産に係る利得／（損失）および

負債に係る（利得）／損失：       

損益計算書計上分
(2)

105 - (12) - 125 -

その他の包括利益計上分 - (6) - (126) - -

買付および発行 192 124 - 7 164 -

売却および決済 - - (366) - - -

レベル３への振替
(3)

24 156 - - - 1

レベル３からの振替
(3)

(38) - - - - -

外貨換算調整額 (39) - (56) - (34) -

期末残高 300 274 37 231 255 1

報告期間末現在で保有していた金

融商品に関する報告期間中の資

産に係る利得／（損失）および

負債に係る（利得）／損失：       

- 損益計算書計上分 105 - (12) - 125 -

- その他の包括利益計上分 - (6) - (126) - -

(1) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品は、貸借対照表ではその他の資産に含められている。

(2) 純利得または純損失は場合に応じてその他営業収益、支払利息または減損損失に計上された。

(3) レベル３への振替は一部の金融商品の評価について観察可能なインプットが入手できなかったことによる。レベル３からの振替は評価に

用いるインプットが当該期間中に観察可能になったことによる。レベル間の振替は、当該金融商品の振替が行われた報告期間の期首に行

われたものとみなしている。

 

観察不能なインプットに全部または一部を依存する公正価値の測定に対する当社グループのエクスポー

ジャーは、少数の金融商品に限られており、当該商品が属するポートフォリオに占める割合は僅少である。

したがって、2017年９月30日現在の金融商品の評価に用いられた仮定が合理的にあり得る別の仮定に変更し

ても重要な影響を及ぼすことはない。
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36　金融資産の譲渡および証券化

当社グループおよび当社は取引を締結することによりカウンターパーティまたは特別目的事業体（以下

「SPE」）に金融資産を譲渡する。認識の中止の基準を充足しない金融資産は、通常、買戻条件付契約、カ

バードボンドおよび証券化プログラム契約に関連している。下表は認識の中止の基準を充足しない金融資産

および関連する負債の帳簿価額を示したものである。下表では該当ある場合には、関連する負債のカウン

ターパーティが譲渡資産に対してのみ求償権を有する金融資産の公正価値の正味ポジションも示している。

 
 2017年 2016年

 買戻条件付契約カバードボンド 証券化 買戻条件付契約カバードボンド 証券化

当社グループ 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

譲渡資産の帳簿価額 10,838 36,357 2,600 8,582 37,466 3,536

関連する負債の帳簿価額 10,838 26,576 2,603 8,582 26,983 3,553

譲渡資産に対してのみ求償権を

有する負債についての以下の

項目：       

譲渡資産の公正価値   2,603   3,543

関連する負債の公正価値   2,650   3,589

正味ポジション   (47)   (46)

 

 2017年 2016年

 買戻条件付契約カバードボンド 証券化 買戻条件付契約カバードボンド 証券化

当社 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

譲渡資産の帳簿価額 10,634 30,794 67,474 8,354 32,740 72,946

関連する負債の帳簿価額 10,634 21,882 67,522 8,354 23,105 72,946

譲渡資産に対してのみ求償権を

有する負債についての以下の

項目：       

譲渡資産の公正価値   67,556   73,174

関連する負債の公正価値   68,749   73,835

正味ポジション   (1,193)   (661)

 

買戻条件付契約

買戻条件付きで売却された有価証券は、所有者のリスクおよび経済価値が実質的にすべて当社または当社

グループに残る場合には、貸借対照表上のそれぞれの区分に引続き保持される。カウンターパーティに対す

る負債は、当該取引のカウンターパーティに応じて、他の銀行に対する債務あるいは預金およびその他の借

入金に適宜計上される。
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カバードボンド

当社グループは、資金調達および流動性目的のためにカバードボンド・プログラムに関与している。当社

グループが発行したカバードボンドの支払債務についての担保を提供するために、住宅ローンが当該カバー

ドボンド・プログラムに関連する倒産隔離SPEに譲渡されている。当社グループは、カバードボンドの投資

家にすべての支払債務を履行した後の残余利益に対して権利を有する。当社グループは、当該住宅ローンに

付随するすべてのリスクおよび経済価値を保持し、デリバティブが外在化されていない場合は金利および為

替リスクは当社グループが負う。カバードボンドのSPEは当社グループに連結され、当社グループおよび当

社の貸借対照表上において、当該住宅ローンは貸出金に計上され、発行されたカバードボンドは「社債、

ノートおよび劣後債務」に含まれる。カバードボンドの保有者は発行会社および担保資産プールの両方に求

償できる。

 

証券化

当社グループは、貸付金証券化プログラムを利用して、貸出金（主として住宅ローン）を束ねた上で一連

の証券化ビークルを通じて証券として投資家に販売する。かかる取引には中央銀行との間で可能性のある買

戻条件付契約のために保有する貸付金を含む。当社グループは当該プログラムに係る費用および投資家への

支払をすべて終了した後の当該ビークルの残余利益に対して権利を有する。当社グループは当該ビークルの

残余リスクおよび便益の大部分を保持するとみなされる。当社および当社グループは引続き当該貸付金に係

る流動性リスク、金利リスクおよび信用リスクに主にさらされる。証券化目的の信託は当社グループに連結

され、貸付金は当社グループおよび当社の貸借対照表に残る。ノート保有者は貸付金プール資産に対する求

償権のみを有する。

 

前へ　　　次へ
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＜その他の情報に関する注記＞

 

37　関連当事者情報の開示

当事業年度中、当社、被支配会社およびその他の関連当事者との間で取引が行われた。当社は、銀行業務

サービスの提供、スタンドバイ金融の供与を含む様々なサービスを関連当事者に提供している。その他の取

引には貸付実行、預金の受け入れ、資金供与を含む。通常、これらの取引は、通常の業務における独立第三

者間の取引と同様の条件で行われる。

被支配会社との他の取引には、有形固定資産のリース、情報処理サービスの提供、知的財産権もしくはそ

の他の無形資産の権利へのアクセスが含まれる。これらの取引に関する費用の請求は、通常、独立第三者間

の条件に基づいて、またその他の場合は、当事者間で合意した公正な料率で行われている。また当社は、会

計、秘書および法務に関するサービスを含む様々な管理事務サービスを当社グループに提供している。これ

らのサービスについて費用を請求する場合がある。

当社は現在、当社グループの子会社のために当社グループの従業員に対して従業員株式報酬を支給してい

る。当該報酬に関連する株式報酬費用は当社からその従業員を雇用する当社グループ子会社に付け替えられ

る。詳細については注記39「株式および業績連動型新株引受権」を参照。

報告日現在の被支配会社および当社間の重要な債権債務の合計は、当社の貸借対照表上に開示されてい

る。当社による被支配会社への投資の詳細については注記31「子会社および他の企業への関与」を参照。当

社はグループ会社と特定の保証を有している。詳細については注記32「偶発債務および与信コミットメン

ト」を参照。

子会社に対する貸付金の実行は一般的に独立第三者間の取引と同様の条件で行われるが、当事者間の貸付

金の返済について確定した返済条件がない場合が多い。残高に担保は付されておらず、現金で返済される。

９月30日までの直近２年間における子会社に対する債権／（債務）総額は次のとおりである。

 
 当社

 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル

期首残高 2,015 3,538

被支配会社に対する（債務）／債権の正味キャッシュ・フロー (311) (2,841)

為替換算調整額およびその他の債権、純額 (142) 1,318

期末残高 1,562 2,015

 

９月30日までの直近２年間における子会社との重要な取引には次のようなものがある。

 
 当社

 2017年 2016年

 百万豪ドル 百万豪ドル

純利息（費用） (779) (748)

純オペレーティング・リース（費用） (76) (67)

純管理手数料（収益） 42 41

受取配当金 2,005 2,199
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2017事業年度中に当社とMLCリミテッド（当社グループが重要な影響力を有する企業）との間に取引があった。当該

関連会社についての関連当事者開示については注記31「子会社および他の企業への関与」を参照。

 

退職年金制度

当社グループが設定している退職年金制度への支払額は以下のとおりであった。

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

支払先 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル 百万豪ドル

ナショナル・オーストラリア・

バンク・グループ退職年金基

金Ａ 234 240 234 240

ナショナル・ウェルス・マネジ

メント退職年金制度 2 2 - -

バンク・オブ・ニュージーラン

ド・オフィサーズ共済組合

（第２部） 11 11 - -

ナショナル・オーストラリア・

バンク年金・社内貯蓄制度 6 10 6 10

 

直近２年間にわたる当社グループにより設定された退職年金制度とグループ間の取引は、商業上の取引条

件に基づいて行われている。

 

主要な経営陣（以下「KMP」）

KMPとは、当社および当社グループの両業務の企画、指図、支配についての権限および責任を有する当社

グループの従業員をいう。KMPの詳細な報酬開示は、取締役報告書の報酬報告の項に記載されている。

 

KMPの報酬

９月30日終了の直近２年間の当社および当社グループのKMPの報酬額合計は以下のとおりである。

 

 短期給付

退職後

給付

その他の

長期給付

 

株式給付

その他の支

払 合計

 

現金に

よる給与

－固定

現金による

STI

－アット

リスク報酬

現金以外の

手当

－固定

年金

－固定  

株式

－アット

リスク

報酬

新株引受権

－アット

リスク

報酬   

当社および当

社グループ 豪ドル 豪ドル 豪ドル 豪ドル 豪ドル 豪ドル 豪ドル 豪ドル 豪ドル

2017年 15,131,897 5,886,665 753,714 566,112 158,015 2,166,797 10,664,807 2,796,294 38,124,301

2016年 15,228,940 7,627,064 590,404 532,520 183,397 1,778,216 9,831,928 3,062,383 38,834,852

 

KMPの業績連動型新株引受権および保有株式については、取締役報告書の報酬報告の項に記載されてい

る。
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KMPおよび関係当事者への貸付金

当事業年度中、当社および当社グループのKMPおよびその他の関連当事者に供与された貸付金は、14百万

豪ドル（2016年：15百万豪ドル）であった。当該貸付金は、独立第三者間取引と同等の条件で、通常の業務

の過程において行われている。貸付金は供与される融資の性質により有担保の場合もあれば無担保の場合も

ある。2017年９月30日時点で当該貸付金残高合計は61百万豪ドル（2016年：67百万豪ドル）であった。

当事業年度および過年度に当社および当社グループの取締役またはその他のKMPに供与された貸付金につ

いて償却された金額はない。

当社および当社グループのKMPに供与された貸付金の詳細は報酬報告書に含まれている。

 

38　外部監査人に対する報酬

 
 当社グループ 当社

 2017年 2016年 2017年 2016年

 千豪ドル 千豪ドル 千豪ドル 千豪ドル

監査業務     

アーンスト・アンド・ヤング・オーストラリアに対して支払った

または支払われる金額 10,437 11,557 7,284 7,332

海外のアーンスト・アンド・ヤングに対して支払ったまたは支払

われる金額 4,020 4,787 1,986 2,270

監査業務に対する報酬合計 14,457 16,344 9,270 9,602

非監査業務     

監査関連業務     

アーンスト・アンド・ヤング・オーストラリアに対して支払った

または支払われる金額 5,495 5,783 3,661 3,593

海外のアーンスト・アンド・ヤングに対して支払ったまたは支払

われる金額 674 1,065 294 156

監査関連業務に対する報酬合計 6,169 6,848 3,955 3,749

他のすべての業務     

アーンスト・アンド・ヤング・オーストラリアに対して支払った

または支払われる金額 1,843 1,335 1,771 722

海外のアーンスト・アンド・ヤングに対して支払ったまたは支払

われる金額 235 466 - 20

他のすべての業務に対する報酬合計 2,078 1,801 1,771 742

非監査業務に対する報酬合計 8,247 8,649 5,726 4,491

監査および非監査業務に対する報酬合計
(1)(2)

22,704 24,993 14,996 14,093

(1) 報酬には、物品およびサービス税、付加価値税あるいはこれらに相当する税金は含まれていない。

(2) ネットワーク先の事務所を含む。
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監査業務は、財務諸表の作成が義務付けられている被支配会社を含む当社グループおよび当社の連結財務

諸表の監査またはレビューから構成される。

当報告期間中に遂行された業務で監査業務に該当しないものはすべて非監査業務である。これに含まれる

のは、監査関連業務および他のすべての業務である。

監査関連業務は、伝統的に外部監査人により実施されている保証および関連サービスから構成され、

（ⅰ）有価証券の募集に関連して実施される引受人に対するコンフォート・レターの提供、（ⅱ）法令、規

制または規制遵守義務によって要求される規制関連のサービスならびに（ⅲ）法令上の要求ではない監査、

会計処理に関するコンサルテーション、買収時の監査、内部統制のレビュー、法令または規制によって要求

されていない証明サービスおよび財務会計基準および報告基準に関するコンサルテーションを含む。

他のすべての業務とは、監査業務でも監査関連業務でもない業務をいう。

監査委員会の事前承認に関する方針および手続の記載内容については、当社の2017年度「コーポレート・

ガバナンス・ステートメント」を参照。同ステートメントは、次のウェブページに掲載されている。

(www.nab.com.au/about-us/corporate-governance）アーンスト・アンド・ヤングが2017年度に当社グルー

プに提供した非監査業務およびこれらの業務に対して支払ったまたは支払われる報酬の詳細は、取締役報告

書に記載されている。

 

39　株式および業績連動型新株引受権

当社グループの従業員株式制度は、当社グループの従業員に対して当社株式および業績連動型新株引受権

を提供する。各制度は、従業員が当該制度に基づくオファーに参加することを認めている。従業員株式制度

は、特定地域の従業員を対象とする場合もある（例：ニュージーランド従業員株式割当制度、英国株式報奨

制度）。

取締役会は、関連する制度の規則、および必要に応じて商品ごとの公正価値の算定に使用される計算方法

を考慮しつつ、各制度のもとで提供される株式または業績連動型新株引受権の最大数を決定する。オースト

ラリア証券取引所の上場規則に従い、個別に株主の承認がない場合には、従業員株式制度に基づいて、株式

および業績連動型新株引受権を当社の取締役に対して発行することはできない。
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従業員に対する株式に基づくプログラム

従業員に提供される株式に基づくプログラムは、以下を目的とした当社グループの報酬政策の一環であ

る。

●　従業員を引き付け、留保し、報奨を与えること。

●　当社株式の所有を通じて従業員と株主の利害関係を一致させること。

●　管轄に服する報酬規制ならびに当社グループがコミットする多様性、包摂性および同一価値労働同一

賃金を遵守すること。

ほとんどのオファーの条件に基づき一定の期間が設けられており、当該期間中、株式は信託に保管され、

配分を受けた従業員は、当該株式の取引を行えず、また業績連動型新株引受権を行使できない。当該期間中

に従業員が退職した場合、または行動規範を遵守しなかった場合は、当該従業員に配分された株式または業

績連動型新株引受権に特有の失権条件（以下に記載する。）が適用されることがある。従業員に配分された

株式は、当該株式が従業員を代理する受託者に配分された時点から配当金の支払いを受ける資格がある。従

業員に付与された業績連動型新株引受権は、勤務および業績基準が充足され、かつ当該業績連動型新株引受

権が行使されるまでは配当金の支払いを受ける資格がない。

付与された報奨の価値は、従業員に付与された株式および業績連動型新株引受権の付与日における公正価

値に基づき測定される。付与された株式または業績連動型新株引受権の各トランシェの費用は、当社グルー

プがサービスを受ける期間（権利確定期間）にわたり、失効に関して調整の上、定額法で損益計算書に認識

され、対応する額が株式報酬積立金に積み増される。

付与日における各株式の公正価値は、当社株式の市場価格により決定され、一般的に５日間の加重平均株

価とされる。従業員株式制度および業績連動型新株引受権は、社内での業績、市場実績、および／または勤

務状況に連動する。

市場実績条件が付されている株式および業績連動型新株引受権の公正価値は、ブラック・ショールズ・モ

デルのシミュレーションを利用して決定される。評価モデルに用いる主要な仮定およびインプットは報奨に

よって異なるが、これらに含まれるのは付与時の当社株価、業績連動型新株引受権の行使価格（ゼロ豪ド

ル）、当社の株価の予想ボラティリティ、無リスク金利および業績連動型新株引受権の期間中の当社株式の

予想配当利回りである。

予想ボラティリティを見積る場合、年次および累積的な過去の見積ボラティリティを導き出すために、過

去の日次の株価が分析される（異常期間または単発的な重要事象に関しては調整される場合がある）。数値

価格モデルで用いる将来のボラティリティの変動を見積るために、当該データの傾向が分析される。シミュ

レーションでは市場実績条件達成の可能性および付与された業績連動型新株引受権の早期行使の可能性の双

方を考慮に入れる。
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株式および業績連動型新株引受権の公正価値および予想権利確定期間を決定するにあたり、付与日の公正

価値に市場実績条件は組込まれているが、非市場関連の条件は考慮されない。その代わりに、非市場関連の

条件は、費用の測定に含まれる株式および業績連動型新株引受権の数を調整することを通じて考慮されてお

り、その結果、損益計算書に認識される金額には、実際に権利が確定する株式または業績連動型新株引受権

の数が反映されることになる。

従業員に提供されている株式に基づく主なプログラムは次のとおりである。

特定の従業員を対象とする短期的報奨（以下「STI」）は、株式または業績連動型新株引受権への繰延が

可能である。従業員は、個人の実績、事業の業績あるいはその両方ならびに勤務状況その他の条件に基づい

て、当該株式または業績連動型新株引受権を受領する有資格者となる。

オーストラリア、アジア、ニュージーランド、英国および米国の従業員を対象とするSTI繰延モデルは、

従業員のSTI報酬の一定比率の繰延を定める。繰延べられる金額は、職務のリスクと責任水準および繰延期

間の長さ（2016業績年度またはそれより前の年度に付与された報奨については６ヵ月から42ヵ月の間）に比

例し、かつ業績と事業成果に与えた当該職務のリスク水準と影響の双方に合わせて調整される。2017業績年

度からは、繰延期間の長さは６ヵ月から90ヵ月の間にすることができる。繰延のための最低基準が定められ

ており、2016業績年度またはそれより前の年度に付与された繰延については、1,000豪ドル以上のSTI繰延金

額に限り適用される。2017業績年度からは、当該最低基準は2,000豪ドルになる。

通常、STI繰延株式（または上級執行役員に対して、もしくは法域上の理由により、付与される業績連動

型新株引受権）は、従業員が退職した場合、あるいは従業員が翌事業年度以降に当社の行動規範に違反した

場合、または一定の除外事項を条件に当社グループから解雇された場合には、繰延期間中に失権（もしくは

失効）する。繰延期間中における従業員のSTI繰延株式に対する制限解除の裁可にあたっては、取締役会

は、法令遵守を前提にその絶対的裁量において、STI繰延株式の全部または一部を失権させることができ

る。当社の上級執行役員に付与されるSTI報奨の詳細については取締役報告書の報酬報告の項を参照。

就任時付与株式（または法域上の理由により付与される業績連動型新株引受権）は、前勤務先の株式また

は他のインセンティブの買い取りを可能にするが、報酬委員会または代行者の勧告および取締役会または代

行者の承認があった場合にのみ提供することが可能である。当該報奨に関連する金額、時期および業績目標

は、前勤務先から得た過去の報奨についての満足の行く証拠を基礎とする。株式には、制限および一定の失

権条件（退職に伴う失権（もしくは失効）または行動規範の不遵守を含む）を付すことがある。

顕彰／人材留保株式（または法域上の理由により付与される業績連動型新株引受権）は、中期的な期間

（通常２年から３年）にわたる在職が決定的に重要な役割を果たす主要な個人に対して提供されることがあ

る。これらの株式または業績連動型新株引受権にも、制限および一定の失権条件（退職に伴う失権（もしく

は失効）を含む）が適用されうる。

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

305/424



給与一部拠出株式は、当社株式を受け取るためにその給与総額の一部の拠出を指定することにより、英国

の従業員に対して月単位で割当てられていた。給与一部拠出株式は2015年12月に廃止された。

通常の従業員株式は、1,000豪ドルを上限目標価額として適格従業員に提供される。これらの株式は信託

に保管され、３年間の取引制限が適用される。これらの株式は、オーストラリアおよびアジアでは失権の対

象にならないが、ニュージーランド、英国および米国では従業員が当該３年の制限期間終了前に退職した、

または当社グループから解雇された場合には事実上失権する。

長期的報奨株式（以下「LTI」）は業績連動型新株引受権の形式をとり、要求度の高い水準の業績目標の

活用を通じて、経営上の意思決定を当社グループの長期的発展に一致させるのを促進する。執行役員向け

LTIプログラムは、当社グループ全体の上級執行役員に提供される。LTIの最大報奨は、業績およびコンダク

トに関する最低基準を満たさなければならない各執行役員について、社内外の状況を相対的に参照して設定

される。業績目標（社内外とも）は４年から５年間の業績期間の終了時に評価される。当該業績期間中は、

辞任の場合には執行役員のすべての業績連動型新株引受権は失効し、他の事情で雇用が終了した場合には当

該業績期間における経過期間を考慮した上で按分して失効する（ただし、取締役会が別段の決定をする場合

はこの限りでない）。業績連動型新株引受権は、行動規範要件または業績目標が未達の場合にも失効する。

取締役会は、業績連動型新株引受権の権利の確定または失効の結果について絶対的な決定権を持つ。

同業他社と比較した総株主利益率（以下「TSR」）および同業他社と比較した当社グループの現金収益ROE

は、LTIが付与された事業年度次第で用いられる業績尺度である。

通常、LTI報奨の権利は関連する業績目標が（取締役会報酬委員会の定めるところに従い）達成された場

合にのみ確定する。過去のLTI報奨については、業績連動型新株引受権は未行使のままの場合、通常、発効

日から５年ないし６年の間に失効日を迎える。2015年からのLTI報奨については、適用される条件が充足さ

れた場合には業績連動型新株引受権は権利が確定し、各業績連動型新株引受権は自動的に行使され、当社の

全額払込済普通株式１株と交換される。

各業績連動型新株引受権は、権利行使により、当社の全額払込済普通株式１株と交換され、資本項目取引

の標準的な調整の対象となる。業績連動型新株引受権の行使に伴って保有者が支払う行使価格はない。

株式および業績連動型新株引受権の詳細は次表のとおりである。
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従業員株式制度

 
 2017年 2016年

 
事業年度に付与された

全額払込済普通株式

付与日時点における

加重平均公正価値

事業年度に付与された

全額払込済普通株式

付与日時点における

加重平均公正価値

従業員株式制度 株式数(株) 豪ドル 株式数(株) 豪ドル

給与一部拠出株式
(1) - - 16,409 30.48

短期的報奨株式 4,861,247 26.29 5,256,310 24.91

就任時付与株式およ

び顕彰株式 553,179 31.18 1,148,780 25.94

通常の従業員株式 1,092,862 29.17 1,260,480 24.84

(1) 給与一部拠出株式2015年12月に廃止された。

 

2017年９月30日現在の当社株式の市場価格（終値）は、31.50豪ドル（2016年：27.87豪ドル）であった。

2017年９月30日終了事業年度における取引高加重平均株価は、30.24豪ドル（2016年：27.38豪ドル）であっ

た。

 

業績連動型新株引受権の変動

 

 業績連動型新株引受権
(1)

 個数(個)

2015年９月30日現在資本性金融商品引受権付与残高 4,378,960

付与 1,558,552

失権 (483,269)

行使 (387,127)

失効 (143,635)

2016年９月30日現在資本性金融商品引受権付与残高 4,923,481

付与 831,510

失権 (606,334)

行使 (259,315)

失効 (1,674)

2017年９月30日現在資本性金融商品引受権付与残高 4,887,668

2017年９月30日現在行使可能な資本性金融商品引受権 -

2016年９月30日現在行使可能な資本性金融商品引受権 3,348

(1) 業績連動型新株引受権については行使価格の支払いは生じない。

 

業績連動型新株引受権の残高

 
 2017年 2016年

 ９月30日現在個数 加重平均残存期間 ９月30日現在個数 加重平均残存期間

条件 個数(個) 月 個数(個) 月

外部目標
(1)

4,464,645 24 4,442,277 34

内部目標
(2)

53,769 12 89,600 16

個人目標
(3)

369,254 9 391,604 10

(1) 同業他社と比較した当社の相対的TSRに基づく業績目標

(2) 事業計画と比較した現金収益およびROE、同業他社と比較した現金収益ROEならびにネット・プロモーター・スコア目標など内部的財務指

標の達成度に基づく業績目標

(3) 権利確定は個人の業績目標または時間を基準とした目標により決定される。
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公正価値算定に関する情報

下表は直近２年間に付与された業績連動型新株引受権に関する付与日の公正価値を算定する際のインプッ

トとして用いられた重要な仮定を示す。同表では、加重平均値が示されているが、公正価値の算定には各付

与に関する個々の値が用いられている。表では、株式市場条件以外の業績目標が付された業績連動型新株引

受権が含まれる付与については、「無条件」価値を示している。

 
 2017年 2016年

加重平均値   

契約期間（年数） 3.3 3.7

無リスク金利（年率） 1.89％ 2.23％

株価の予想ボラティリティ 20％ 18％

付与日の株価の終値 31.16豪ドル 28.41豪ドル

配当利回り（年率） 7.40％ 5.90％

業績連動型新株引受権の公正価値 15.06豪ドル 9.63豪ドル

業績連動型新株引受権の「無条件」価値 24.05豪ドル 24.59豪ドル

権利確定までの予想期間（年数） 3.03 3.42

 

40　自己資本比率

当社はADIとして、1959年銀行法（連邦法）に基づきオーストラリア健全性規制庁（APRA）の規制対象と

なる。APRAはバーゼル自己資本規制枠組みに従って銀行に対する最低自己資本比率の要件を設定している。

当社グループの資本構造は様々な形式の資本で構成されている。普通株式等Tier１（CET１）資本は、払

込済普通株式、利益剰余金および資本として認識されるその他一定の項目から構成される。当該資本のリス

ク加重資産（RWA）に対する比率はCET１比率と呼ばれる。その他Tier１資本は、要求される損失吸収力があ

る一定の有価証券から構成される。これらの資本要素の合計がTier１資本を構成し、Tier１資本のリスク加

重資産に対する比率はTier１資本比率と呼ばれる。

Tier２資本は主として劣後債から構成され、自己資本全体の枠組みの一部となっている。

CET１資本は資本の中で最も質が高く、最も実効性のある損失吸収力を有する部分であり、これにその他

Tier１資本、さらにTier２資本と続いている。Tier１資本とTier２資本の合計は総自己資本と呼ばれる。総

自己資本のリスク加重資産に対する比率は総自己資本比率と呼ばれる。APRAのバーゼル自己資本規制枠組み

の健全性基準のもとでの最低CET１比率、最低Tier１資本比率および最低総自己資本比率は、それぞれ

4.5％、6.0％および8.0％となっている。

APRAは上記の最低自己資本比率だけでなく、各ADIの全体的なリスク・プロファイルに応じた水準の健全

自己資本比率をTier資本ごとに設定している。APRAの健全性基準に基づいて要求された各比率に違反した場

合は、APRAにより、追加資本の調達または業務停止を含む、法的な強制力を持つ指令が発動される可能性が

ある。

APRAは2016年１月１日からADIのリスク加重資産合計の2.5％の資本保全バッファーを導入した。また当社

のようにシステム上重要とみなされるADIについては、国内のシステム上重要な銀行（以下「D-SIB」とい

う。）の要件としてさらに１％が資本保全バッファーに上乗せされている。
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APRAの健全性基準に基づき、特定の事業（退職年金やファンド運用など）に従事する企業は、自己資本比

率を算定する際には連結対象外とされており、リスク・ベースの自己資本の枠組みから除外されている。こ

れらの企業への投資は、CET１資本から全額が控除される。さらに、当社グループの業績に含まれているこ

れらの活動からの利益のうち、当社に支払われていないものについては、CET１資本決定の際に除外されて

いる。

自己資本比率は、取締役会が設定した最低資本要件を上回る、内部で定めた資本目標と照らし合わせて管

理される。当社グループは、良好な資本ポジションを維持しており、2017年９月時点のCET１比率は10.06％

であった。2017年７月にAPRAは、主要銀行が「申し分なく強固」とみなされるための要件として、普通株式

等Tier１（CET１）資本比率目標を2020年１月１日までに最低10.5％とすることを公表した。当社グループ

は、当該「申し分なく強固」の新要件を粛々と充足できると見込んでいる。

 

41　非継続事業

2016事業年度中、当社グループは、二件の大型取引すなわちCYBGグループの会社分割および新規株式公開

（IPO）ならびにウェルスの生命保険事業の80％の日本生命への売却を実行した。それぞれの取引は非継続

事業としての要件を充足した。

 

生命保険事業の非継続事業

MLCリミテッドの80％を日本生命に売却した後のMLCリミテッドに対して当社は20％の持分を引き続き留保

する。留保持分は当社に対して営業上の重要な影響力を与える。したがってAASB第128号「関連会社および

共同支配企業に対する投資」に準拠して当該留保持分は持分法により会計処理される。当該投資は、当社グ

ループの貸借対照表ではその他の資産の中に開示されている。前期通年度の生命保険事業の業績は、生命保

険事業の非継続事業の中に表示される。生命保険事業に対する留保投資に係る当社グループの持分割合の当

期利益は継続事業の中で表示されている。詳細については注記31「子会社および他の企業への関与」を参

照。

生命保険事業に対する直接投資の保有に加えて当社グループは日本生命との間で長期戦略的パートナー

シップを締結した。これには当社が所有・提携する販売ネットワークを通じて生命保険商品を提供する20年

間の販売契約が含まれる。留保投資に係る持分割合の利益に加えて同販売契約は当社グループの収益源であ

る。
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CYBG非継続事業

CYBGグループの分離は、CYBG株式の75％を当社株主に分割し、残りの25％をIPOにより機関投資家に売却

することによって達成された（以下両取引を「CYBGの会社分割」という）。CYBGの会社分割の一環として、

当社およびCYBGは金融行動損害賠償証書を締結した。同証書に基づいて、当社は、一定の制限を条件に、過

去の特定の金融行動に係る債務についてキャップ付損害賠償をCYBGに提供することに同意した（キャップ付

損害賠償の詳細については注記32「偶発債務および与信コミットメント」を参照）。金融行動損害賠償証書

の下で当社が認識する金融行動関連のすべての引当金は、CYBG非継続事業および引当金の中に表示されてい

る。

 

非継続事業からの当事業年度の損失の分析

以下に記載の業績は、ウェルスの生命保険事業およびCYBGの会社分割に関連する英国銀行業務の非継続事

業を示す。前期中の非継続事業の処分に直接関連する、当該非継続事業について従前に表示されていた金額

に対する調整額は、当期の非継続事業に別個に分類されている。2017年９月30日終了事業年度に税引前純損

失904百万豪ドル（税引後純損失：893百万豪ドル）が非継続事業に認識された。この金額はCYBGとの間で締

結した金融行動損害賠償証書に関連する853百万豪ドルを含む。金融行動損害賠償証書の詳細については注

記32「偶発債務および与信コミットメント」を参照）。

 
 2017年９月期事業年度 2016年９月期事業年度

非継続事業合計 百万豪ドル 百万豪ドル

生命保険事業の非継続事業からの当期純損失 - (1,123)

CYBG非継続事業からの当期純損失 (893) (4,945)

非継続事業からの当期純損失 (893) (6,068)

 

42　後発事象

2017年10月27日に当社グループは、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）との間で銀行手形交換基準

レート（BBSW）訴訟手続について和解に同意したことを公表した。当該和解の一環として、当社グループ

は、10百万豪ドルの罰金および20百万豪ドルのASIC費用の支払いに同意した。また当社グループは、ASICに

指名された金融消費者保護基金の１つに20百万豪ドルの寄付を行う予定である。この和解の財務上の影響は

2017事業年度の当社グループの業績に反映されている。

2017年11月２日に当社グループは、顧客経験価値の向上と銀行の簡素化を目的とする戦略的行動計画の加

速化を公表した。2018事業年度上半期の当社グループの中間財務書類で500百万豪ドルないし800百万豪ドル

の事業再編費用引当金の積み増しが見込まれている。

上記以外には、2017年９月30日から本報告書日付までの期間中に、取締役の意見において、当社グループ

の業務、経営成績または当社グループの将来期間の状況に重要な影響を与えたか、または重要な影響を与え

る可能性のある重大もしくは異常な事項、取引または事象は発生していない。

 

前へ　　　次へ
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取締役の宣言

 

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッドの取締役は以下のことを宣言する。

 

(a) 取締役の意見において、財務報告書57から142ページ（訳注：原文のページ）に記載されている財務諸

表および注記、ならびに報酬報告書の監査済ページに含まれている追加開示は、本財務諸表の注記１

(b)「準拠表明」に記述したようにオーストラリアの会計基準（オーストラリアの会計解釈指針を含

む）および国際財務報告基準に準拠しているとともに、2001年会社法（連邦法）に準拠している。

(b) 取締役の意見において、財務諸表および注記は、2017年９月30日現在の当社および当社グループの財政

状態、および2017年９月30日終了事業年度における当社および当社グループの業績について真実かつ公

正な概観を与えている。

(c) 取締役の意見において、当社はその負債の支払期日が到来した時点で当該支払を行うことができると信

ずるに足る合理的な根拠がこの宣言日時点で存在する。

(d) 取締役は、2001年会社法（連邦法）の第295A条で要求される宣言を与えられた。

 

この宣言は2017年11月14日に行われ、取締役の決議に従って署名されている。

 

 

ケネス・R・ヘンリー

会長

 アンドリュー・G・ソーバーン

グループ最高経営責任者
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２ 【主な資産・負債および収支の内容】

本項に記載すべき事項は、「第６－１　財務書類」の「財務書類に対する注記」に記載されている。

 

３ 【その他】

(1) 後発事象

「第６－１　財務書類」の注記42「後発事象」を参照。

 

(2) 係争事件

「第６－１　財務書類」の注記32「偶発債務および与信コミットメント」を参照。
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４ 【日豪の会計原則および会計慣行の相違】

本書記載のナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッドの財務書類は、オーストラリア会計基準審議会

（AASB）が公表しているオーストラリア会計基準と国際会計基準審議会が公表している国際財務報告基準

（IFRS）に基づいて作成されている。オーストラリア会計基準およびIFRSと、日本で一般に公正妥当と認められ

ている会計原則（以下「日本基準」という。）は、一部の点で相違する。主な相違点の要約は下記のとおりであ

る。

 

項目 オーストラリア会計基準

日本基準

(日本で一般に公正妥当と

認められる会計原則)

(1) 表示が求められる会

計期間

財務諸表で報告されるすべての金額について、

最低過去１会計期間分の比較情報を開示しなけ

ればならない。

前連結会計年度および当連結会計年

度の財務諸表を比較のため併記す

る。

(2) 財政状態計算書（貸

借対照表）と包括利益計

算書（損益計算書）の様

式

下記の財務諸表(注１,２)の作成を求めてい

る。

・　財政状態計算書

・　包括利益計算書（１計算書方式）(注３)、

または損益計算書とその他の包括利益計算書を

別個に作成（２計算書方式）(注４)

・　持分変動計算書

・　キャッシュ・フロー計算書

・　会計方針および注記

 

下記の財務諸表(注５)の作成を求め

ている。

・　連結貸借対照表

・　連結損益および包括利益計算書

（１計算書方式）(注６)または連結

損益計算書と連結包括利益計算書を

別個に作成（２計算書方式）(注７)

・　連結株主資本等変動計算書

・　連結キャッシュ・フロー計算書

・　連結附属明細表

 

 

(3) 特別（異常）損益の

表示

収益または費用のいかなる項目も、特別項目と

して、包括利益計算書もしくは損益計算書（表

示されている場合）または注記のいずれにも表

示してはならない。

特別損益に属するものはその内容を

示す名称を付した科目をもって表示

する。

(4) 連結の範囲 連結の対象範囲は適用される支配の概念によ

る。

投資者は、投資者が次の各要素をすべて有して

いる場合にのみ、投資先を支配している。

・投資先に対するパワー

・投資先への関与により生じる変動リターンに

対するエクスポージャーまたは権利

・投資者のリターンの額に影響を及ぼすように

投資先に対するパワーを用いる能力

 

支配の判定に際し、投資者は自らの潜在的議決

権と他の者が保有している潜在的議決権とを考

慮して、自らがパワーを有しているかどうかを

決定する。

 

投資者は、投資先の議決権の過半数を有してい

なくても、パワーを有するに十分な権利（いわ

ゆる「事実上の支配」(De facto control)）を

有する可能性がある。

連結の対象範囲は適用される支配力

の概念による。

親会社が、他の企業の財務および営

業または事業の方針を決定する機関

（意思決定機関）を支配している場

合、当該他の企業に対する支配が存

在する。

 

日本基準には、支配の有無の判断に

あたり、潜在的議決権の影響や、意

思決定権の行使が本人と代理人のい

ずれの立場として行われているかな

どを考慮することを明示的に求める

規定は存在しない。

 

議決権の過半数を有していなくて

も、当該他の企業の取締役会の構

成、資金調達の状況および当該他の

企業の方針の決定を支配する契約の

存在等を考慮した上で、緊密な関係

があることにより自己の意思と同一

の内容の議決権を行使すると認めら

れる者および自己の意思と同一の内

容の議決権を行使することに同意し

ている者が所有している議決権とを

合わせて支配の有無の判断を行うこ

とを求める規定が存在する。
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(5) 連結の範囲

（例外規定）

すべての子会社を連結することを要するが、投

資企業については例外がある。

以下に該当する子会社は連結の範囲

に含めないものとされる。

 

・　支配が一時的であると認められる

企業

・　連結の範囲に含めることにより利

害関係人の判断を著しく誤らせるお

それがあると認められる企業

(6) 特別目的事業体およ

びストラクチャード・エ

ンティティー

投資者が支配しているストラクチャード・エン

ティティーは連結しなければならない。

一定の条件を満たす一定の特別目的

会社は子会社に該当しないものと推

定する。投資事業組合の連結の範囲

は、基本的に業務執行権限の有無に

基づいて判断される。

(7) 共同支配の取決め 共同支配事業(joint operation)に該当する共

同支配の取決め(joint arrangement)の場合、

投資者は共同支配事業における自らの資産、負

債、収益および費用ならびに／または共同支配

事業における共同支配に係る資産、負債、収益

および費用の持分相当額を認識する。

 

共同支配企業（joint venture）の場合、持分

法が適用される。

 

被共同支配企業の会計処理には持分

法を適用する。

(8) 企業結合の会計処理 取得法（Acquisition method）を適用して企業

結合を会計処理する。

 

AASB 第 ３ 号 は 、 共 同 支 配 企 業 （joint

venture）の設立および共通支配下の企業また

は事業の統合などには適用されない。

共同支配企業の形成および共通支配

下の取引以外の企業結合には、パー

チェス法が適用される。

(9) 企業結合に直接起因

する取得原価の一部を成

す取得関連費用

サービスを受けた期間の費用として処理する

（負債性もしくは資本性金融商品の当初認識額

から控除される発行費用を除く）。

 

取得関連費用は、発生した事業年度

の費用として処理される。

(10) のれんの当初認識と

非支配株主持分の測定方

法

非支配株主持分の測定方法について、取得企業

が以下のいずれかを選択できる。

・非支配株主持分も含めた被取得企業全体を公

正価値で測定し、のれんは非支配株主持分に帰

属する部分も含めて認識する方法（いわゆる全

部のれんアプローチ）。

 

・非支配株主持分を被取得企業の識別可能純資

産の公正価値に対する取得企業の持分相当額に

よって測定し、のれんは取得企業の持分相当額

についてのみ認識する方法（いわゆる購入のれ

んアプローチ）。

のれんは、被取得企業または取得し

た事業の取得原価のうち、取得した

資産および引き受けた負債に配分さ

れた純額を超過する額として算定さ

れる（のれんの算定に認められてい

るのは、購入のれんアプローチの

み）。

 

全面時価評価法により、子会社の資

産および負債のすべてを支配獲得日

の時価により評価する。

※IFRSで選択できるような、非支配

株主持分自体を支配獲得日の時価で

評価する会計処理は認められていな

い。

(11) のれんの取扱い 規則的な償却は行わず、減損の兆候が無くても

毎年１回、さらに減損の兆候がある場合には追

加で、減損テストに付される。

原則としてその計上後20年以内に、

定額法その他合理的な方法により償

却しなければならない。ただし、の

れんの金額に重要性が乏しい場合に

は、当該のれんが生じた事業年度の

費用として処理することができる。

のれんに減損の兆候がある場合に

は、減損損失を認識するかどうか判

定する。
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(12) 固定資産の事後測定 原価モデルまたは再評価モデルのどちらかを会

計方針として選択し、同一種類のすべての有形

固定資産に適用しなければならない。

再評価モデルを選択した場合、帳簿価額が報告

期間の期末日における公正価値と大きく相違し

ないよう、再評価を定期的に実施しなければな

らない。

取得原価から減価償却累計額および

減損損失累計額を控除した金額で計

上される（再評価は認められていな

い）。

(13) 投資不動産

当初認識後の測定

原価モデルまたは公正価値モデルの選択が可能

である。当該方針はあらゆる投資不動産に対し

て適用される。

（注記においてのみ開示される。特

に明示された基準はない。）原価モ

デルのみ利用可能。

(14) 投資不動産

公正価値モデルでの測定

公正価値モデルを選択する企業は、公正価値が

信頼性をもって測定できない例外的な場合を除

き、すべての投資不動産を公正価値で評価しな

ければならない。公正価値の変動は、当該変動

が生じた期間の純損益に計上される。

該当する基準はない。

(15) 減損レビュー・プロ

セス

１段階アプローチ

減損の兆候が存在する場合に、資産の帳簿価額

がその回収可能価額を上回る金額を減損損失と

して算定する。

回収可能価額は(i)売却費用控除後の公正価値

と(ii)使用価値のいずれか高い金額となる。

２段階アプローチ

減損の兆候が存在する場合には、最

初に回収可能性テスト（資産の帳簿

価額を、資産の使用および最終的処

分を通じて発生する割引前将来

キャッシュ・フローの総額と比較す

る）を行う。その結果、資産の帳簿

価額が割引前キャッシュ・フローの

総額よりも大きいため、回収不能と

判断された場合、資産の帳簿価額を

回収可能価額まで減額するように減

損損失を認識する。

(16) 減損損失の戻入れ のれんについては禁止されるが、他の資産につ

いては、毎報告期間末に、過去の期間に認識さ

れた減損損失がもはや存在しないまたは減少し

ている兆候があるのかどうかについて検討しな

ければならない。かかる兆候が存在する場合

は、過去の期間に認識された減損損失を戻し入

れる。ただし、戻し入れる金額は、過年度にお

いて当該資産について減損損失が認識されてい

なかったとした場合の帳簿価額（償却分控除

後）を超えないものとする。

あらゆる固定資産について減損損失

の戻入れは禁止されている。

(17) 当初測定

（初日利得）

金融資産および負債が活発な市場で取引されて

おらず、価格評価モデルへの入力値が市場にお

いて観察できない場合、当初認識時に純利得を

認識することはできず、かかる利得は繰り延べ

られる。

初日利得の測定に関する具体的規定

が存在しないため、非上場デリバ

ティブについて、市場価格に準ずる

ものとして合理的に算定された価格

があれば、評価額として使用し、結

果的に初日利得が計上されうる。

(18) 公正価値測定の範囲 AASB第９号では、償却原価で測定するものとし

て分類され、償却原価で測定される場合を除

き、金融資産は公正価値で測定される。

 

資本性金融商品に対する投資および資本性金融

商品に関する契約は、すべて公正価値で測定し

なければならない。しかし、限定的な状況では

あるが、取得原価が公正価値の適切な見積りと

なる場合がある。公正価値を測定するのに利用

できる最新の情報が十分でない場合、または、

可能な公正価値測定の範囲が広く、当該範囲の

中で取得原価が公正価値の最善の見積りを表す

場合には、該当する可能性がある。

市場で売買されない株式について

は、時価を把握することが極めて困

難と認められる金融商品として取り

扱う。

 

取引慣行が成熟していない一部の天

候デリバティブ等で公正な評価額を

算定することが極めて困難と認めら

れるデリバティブ取引については、

取得価額をもって貸借対照表価額と

する。
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(19) 金融資産の認識の中

止

リスク経済価値アプローチに基づき、金融資産

の認識を中止する。

金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほと

んどすべてを移転したわけでも、ほとんどすべ

てを保持しているわけでもない場合は、「支

配」の有無を検討する。引き続き支配を保持し

ている場合は、継続的関与の範囲内で認識を継

続する。

財務構成要素アプローチに基づき、

金融資産の消滅を認識する。

(20) 金融資産の分類 AASB第９号において、企業は、次の両方に基づ

き、金融資産を、事後に償却原価で測定するも

の、その他の包括利益を通じて公正価値で測定

するもの（「FVOCI」）、または純損益を通じ

て公正価値で測定するもの（「FVPL」）のいず

れかに分類しなければならない。

 

・金融資産の管理に関する企業の事業モデル

・金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特

性

 

 なお、子会社、関連会社および共同支配企業

に対する持分は、原則としてAASB第９号の適用

対象外である。

日本基準は、金融資産は保有目的に

応じて区分される。とりわけ有価証

券については以下のとおり区分され

る。

・　売買目的有価証券

・　満期保有目的の有価証券

・　子会社株式および関連会社株式

・　その他有価証券

(21) 公正価値概念 公正価値は、測定日における市場参加者間の秩

序ある取引において、資産を売却するために受

け取るであろう価格または負債を移転するため

に支払うであろう価格である。

 

公正価値で測定する資産または負債にビッド価

格（買呼値）とアスク価格（売呼値）がある場

合には、公正価値を測定するために、ビッド・

アスク・スプレッドの範囲内でその状況におけ

る公正価値を最もよく表す価格を用いなければ

ならない。仲値による価格付けなど、市場参加

者がビッド・アスク・スプレッドの範囲内で公

正価値測定の実務上の便法として用いている価

格付けの慣行の使用が認められている。

 

３つのレベルのヒエラルキーにより、金融資産

または金融負債は、「レベル１」「レベル２」

または「レベル３」のいずれかのインプットを

有するものとして区分される。

・レベル１のインプット：レベル１のインプッ

トは、測定日における企業がアクセスできる同

一の資産または負債に関する活発な市場におけ

る相場価格（無調整）である。

・レベル２のインプット：レベル２のインプッ

トは、レベル１に含まれる相場価格以外のイン

プットのうち、金融資産または金融負債につい

て直接（たとえば、価格として）または間接に

（たとえば、価格から得られるものとして）観

察可能なものである。

・レベル３のインプット：金融資産または金融

負債に関して観察可能な市場データに基づかな

いインプット（観察不能なインプット）。

複数の取引所に上場されている金融

商品の場合は、取引が最も活発に行

われている市場における価格を用い

る。

一部の非上場デリバティブを除き、

市場価格に基づく価額として仲値を

使用することが一般的である。
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(22) 公正価値オプション ＜金融資産＞

・企業は、当初認識時に、当該指定をしないと

すればFVPLに分類されることとなる資本性金融

商品に対する特定の投資について、事後の公正

価値の変動をその他の包括利益に表示するとい

う取消不能の選択を行うことができる（この場

合においても、当該投資からの配当は原則とし

て純損益に認識しなければならない。）。

・他の規定にかかわらず、企業は、当該指定を

しない場合に資産または負債の測定またはそれ

らに係る利得および損失の認識を異なる基礎で

行うことから生じるであろう測定または認識の

不整合（「会計上のミスマッチ」と呼ばれるこ

とがある。）をその指定が除去または大幅に軽

減する場合、当初認識時に、金融資産をFVPLと

して取消不能の指定をすることができる。

 

＜金融負債＞

企業は、指定により次のいずれかの理由で情報

の目的適合性が高まる場合には、当初認識時に

金融負債をFVPLとして取消不能の指定をするこ

とができる。

・その指定により会計上のミスマッチが除去ま

たは大幅に軽減される場合

・金融負債のグループまたは金融資産と金融負

債のグループが公正価値ベースで管理され業績

評価され、当該グループに関する情報が企業の

経営幹部に対してそのベースで提供されている

場合

 

上記の規定にしたがってFVPLとして指定した金

融負債の公正価値の変動のうち当該負債の信用

リスクの変動に起因する金額は、その他の包括

利益に表示しなければならない（ただし、当該

処理により、純損益における会計上のミスマッ

チが創出または拡大される場合を除く。）。公

正価値の変動の残りの金額は、純損益に表示し

なければならない。

該当する基準はない。

(23) 償却原価法と実効金

利法

金融資産または金融負債の償却原価の計算には

実効金利法が適用される。

 

実効金利には、実効金利の不可分の一部である

契約当事者間で授受されるすべての手数料およ

びポイント、取引費用、ならびにその他のプレ

ミアムおよびディスカウントおよび既に発生し

ている信用損失等を考慮する。

償却原価法は原則として利息法によ

るが、継続適用を条件として、簡便

法として定額法を採用することも認

められる。

 

満期保有目的の有価証券は、金利調

整差額のみを対象とする償却原価法

を適用する。
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(24) 減損(金銭債権およ

び有価証券)

AASB第９号の減損要件は「予想信用損失

（ECL）」モデルに基づいている。「予想信用

損失」アプローチは、償却原価およびFVOCIで

測定される負債性金融商品に適用されるが、資

本性金融商品には適用されない。

 

一定の例外を除き、各報告日において、ある金

融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著し

く増大していない場合には、企業は　残存期間

にわたるECLのうち向こう12か月以内に発生す

る可能性のある債務不履行事象に関連する部分

を予想信用損失として認識する。

 

各報告日において、ある金融商品に係る信用リ

スクが当初認識以降に著しく増大している場合

には、企業は当該金融商品に係る損失評価引当

金を全期間のECLに等しい金額で測定しなけれ

ばならない。

債権の貸倒れと有価証券の減損に分

けて検討する。

 

［債権］

債務者の財政状態および経営成績等

に応じて、「一般債権」、「貸倒懸

念債権」および「破産更生債権等」

の３つに債権を区分し、それぞれに

ついて定められた処理を行う。

 

［時価のある有価証券（債券）］

時価が著しく下落したときは、回復

する見込みがあると認められる場合

を除き、当該時価をもって貸借対照

表価額とし、評価差額は当期の損失

として処理する。

 

有価証券の時価が取得原価に比べて

50％程度以上下落した場合には、著

しく下落したときに該当する。有価

証券の時価の下落率が概ね30％未満

の下落は、一般的には著しい下落に

該当しないものと考えられる。

 

［時価を把握することが極めて困難

と認められる債券］

債権の減損に準じて処理

(25) 金融商品減損の戻入

れ

以前に認識された金融資産の減損損失の戻入れ

は認められている。

 

また、その後の期間に信用状況が改善し、以前

に評価された取引日以降の信用リスクの著しい

悪化が逆方向に転じた場合は、残存期間にわた

るECLに等しい金額の貸倒引当金から12か月の

ECLに等しい金額の貸倒引当金へと戻入れが行

われる。

満期保有目的の有価証券、子会社株

式および関連会社株式ならびにその

他有価証券について減損の戻入れは

行われない。

 

貸倒引当金の取崩額は、原則として

営業費用または営業外費用から控除

するか営業外収益として当該期間に

認識する。

(26) 外貨建FVOCI資産／

その他有価証券の為替差

額の会計処理

AASB第９号において、FVOCIで測定する負債性

金融商品については為替差額の全額が純損益に

おいて認識される。FVOCIで測定することを選

択した資本性金融商品については当該資本性金

融商品の為替差損益がOCIにおいて認識され

る。

外貨建その他有価証券について、原

則として帳簿価額の変動のすべてが

純資産の部に計上されるが、為替要

因に基づく変動を区分し、純損益に

計上することもできる。

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

403/424



(27) 金融負債の測定 純損益を通じて公正価値で測定される金融負債

等を除き償却原価で測定しなければならない。

 

公正価値で測定される金融負債については、当

該負債の信用リスクに起因する公正価値の変動

の金額をその他の包括利益において認識し、計

上しなければならない。

 

当該負債の公正価値の変動の残りの金額は、純

損益に計上しなければならない。

 

当該負債の信用リスクの変動の影響の当該処理

が、純損益における会計上のミスマッチを創出

または拡大することとなる場合には、企業は、

当該負債に係るすべての利得または損失（当該

負債の信用リスクの変動の影響を含む）を純損

益に計上しなければならない。

債務額をもって貸借対照表価額とす

る。ただし、収入に基づく金額と債

務額とが異なる場合には、償却原価

法で測定しなければならない。

(28) 金融負債と資本の区

分

AASB第132号にて、金融負債と資本の区分に関

する包括的な規定が設けられており、金融商品

の契約の実質ならびに金融負債（資産）、資本

の定義に基づき区分しなければならない。

金融負債と資本の区分に関する包括

的な規定は存在しない。

(29) 組込デリバティブの

会計処理

混合契約がAASB第９号の適用範囲内の資産では

ない主契約を含んでいる場合、組込デリバティ

ブは、以下のすべてに該当するときに、かつそ

のときにのみ、主契約から分離してデリバティ

ブとして会計処理しなければならない。

・　組込デリバティブの経済的特徴およびリス

クが、主契約の経済的特徴およびリスクと密接

に関連していないこと。

・　組込デリバティブと同一条件の独立の金融

商品ならば、デリバティブの定義に該当するこ

と。

・　混合契約がFVPLに分類されていないこと

（すなわち、FVPLに分類される金融負債に組み

込まれているデリバティブは分離されない。）

 

混合契約がAASB第９号の適用範囲内の資産であ

る主契約を含んでいる場合には、金融資産の分

類に関する規定（(20)参照）を混合契約の全体

に適用しなければならない（区分処理が禁止さ

れる。）。

次のすべての要件を満たした場合、

区分処理が必要となる。

・　組込デリバティブのリスクが現物

の金融資産または金融負債に及ぶ可

能性があること

・　同一条件の独立したデリバティブ

が、デリバティブの特徴を満たすこ

と

・　時価の変動による評価差額が当期

の損益に反映されないこと

また、管理上組込デリバティブが区

分され、一定要件を満たす場合、区

分処理を行うことができる。

(30) ヘッジ会計の手法 次の３種類のヘッジ関係が認められている。

・　公正価値ヘッジ：ヘッジ対象に関連する特

定のリスクに係る公正価値の変動およびヘッジ

手段の公正価値の変動はともに純損益として認

識する。

・　キャッシュ・フロー・ヘッジ：ヘッジ手段

の公正価値変動のうち、有効部分をその他包括

利益として認識する。

・　在外営業活動体に対する純投資のヘッジ

原則として、ヘッジ手段に係る損益

または評価差額を、税効果を考慮の

うえ、原則、純資産の部において繰

り延べる。

ただし、ヘッジ対象に係る相場変動

等を損益に反映させる時価ヘッジも

認められる。

(31) ヘッジ非有効部分の

処理

ヘッジ手段に係る利得または損失のうち非有効

部分は、損益として認識しなければならない

(特に、キャッシュ・フロー・ヘッジの場合に

問題となる。)。

ヘッジ全体が有効と判定され、ヘッ

ジ会計の要件が満たされている場合

には、ヘッジ手段に生じた損益のう

ち結果的に非有効となった部分につ

いても繰延処理することができる。

非有効部分を合理的に特定し区分で

きる場合には、当期の損益に計上す

ることができる。

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

404/424



(32) 金利スワップの特例

処理

該当する基準はなく、金利スワップに係る特例

処理は認められない。

一定の条件を満たす場合には、金利

スワップを時価評価せず、金利ス

ワップに係る利息を直接、金融資

産・負債に係る利息に加減して処理

することが認められる。

(33) 未払有給休暇 累積的性格を有するものについて、計上するこ

とが求められる。

該当する基準はない。

(34) 関連会社に対する投

資

関連会社とは、グループが重要な影響力を有し

ている企業をいう。重要な影響力とは、投資先

の財務および営業の方針決定に参加するパワー

であるが、当該方針に対する支配または共同支

配ではないものをいう。グループの関連会社に

対する投資は持分法で会計処理される。

非連結子会社および関連会社に対す

る投資は、原則として持分法で会計

処理される。

(35)非継続事業 非継続事業とは、すでに処分されたかまたは売

却目的保有に分類されたグループの構成単位

で、独立の主要な事業分野もしくは営業地域を

表すか、または独立の主要な事業分野もしくは

営業地域を処分する統一された計画の一部であ

るものをいう。非継続事業の業績は包括利益計

算書（または損益計算書）において継続事業と

は区分して表示しなければならない。

該当する基準はない。

 

(注１) 各計算書の名称については他のものを使用することも可

(注２) 会計方針を遡及適用した場合、財務諸表の修正再表示を行った場合、または財務諸表の組替えを行った場合には、上

記財務諸表に加えて、比較のため、開示される最も古い比較年度の期首財政状態計算書の作成も求められる。

(注３) 純損益及びその他の包括利益計算書（１計算書方式）をいう。

(注４) １計算書方式と２計算書方式のいずれでも可

(注５) 会計方針を遡及適用した場合、財務諸表の修正再表示を行った場合、または財務諸表の組替えを行った場合でも、開

示される最も古い比較年度の期首貸借対照表の追加作成は不要

(注６) １計算書方式の様式については連結財務諸表規則ガイドラインの別紙を参照

(注７) １計算書方式と２計算書方式のいずれでも可
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第７ 【外国為替相場の推移】

本項目の記述は、最近５事業年間および最近６ヵ月間の日本円と豪ドルの為替レートが日本において２紙以上の

日刊紙に記載されているため省略する。
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第８ 【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

１　日本における株式事務等の概要

従前、当社株式は、東京証券取引所（以下「取引所」という。）に上場されており、日本証券クリアリング機

構（以下「クリアリング機構」という。）またはそのノミニー名義となっている当社株式の実質保有者のための

株式事務および配当金の支払いは、取引所の定める適用される規則に基づき指定された中央三井信託銀行株式会

社（以下「株式事務取扱機関」という。）がこれを取り扱っていた。

しかし、当社株式は必要な手続きを経て、2006年９月10日をもって取引所への上場を廃止した。これにより、

いずれも当時取引所に上場されていた株式に関して締結されたクリアリング機構および同社が指定したオースト

ラリアでの保管機関間の保管契約、クリアリング機構、株式事務取扱機関および当社間の株式事務委託に関する

契約、ならびにクリアリング機構、配当金支払業務取扱機関および当社間の配当金支払事務委託に関する契約等

は、終了した。これを受けて、これらの契約に基づいていた、日本における実質株主が配当受領権および議決権

などの株主としての権利を、クリアリング機構を通じて間接的に行使するための日本における株式事務等も変更

された。

以下の記載は、上述の上場廃止以降の日本における株式事務等の概要を示したものである。

本株式の取得者（以下「実質保有者」という。）と、その取得窓口となった証券会社（以下「窓口証券会社」

という。）との間に外国証券取引口座約款を締結する必要がある。当該約款により実質株主の名で外国証券取引

口座（以下「取引口座」という。）が開設される。売買の執行、売買代金の決済、証券の保管および本株式に係

わるその他の取引に関する事項はすべてこの取引口座により処理される。ただし、機関投資家で窓口証券会社に

証券の保管の委託をしない者は、当該外国証券取引口座約款に代えて外国証券取引約款を窓口証券会社と締結す

る必要がある。この場合、売買の執行、売買代金の決済および外国証券の取引に係わるその他の支払に関する事

項はすべて当該約款の条項に従い処理される。

以下において、外国証券取引口座約款に定める株式取扱手続の内容を概説する。

(1) 株券の保管

本株式は、窓口証券会社を代理するオーストラリアにおける保管機関（以下「現地保管機関」という。）ま

たはその名義人の名義で当社に登録され、当該株券は現地保管機関に保管される。実質株主には窓口証券会社

の預り証が交付されるが、この預り証は譲渡することができない。

(2) 株式の移転に関する手続

実質株主は窓口証券会社の発行した預り証を提示した上でその持株の保管替えまたは売却注文を行うことが

できる。

実質株主と窓口証券会社との間の決済は円貨による。
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(3) 実質株主に対する諸通知

当社が株主に対して行う通知および通信は本株式の登録所持人たる現地保管機関またはその名義人に対して

なされる。現地保管機関はこれを窓口証券会社に送付する義務があり、窓口証券会社は実質株主から実費を徴

収してこれをさらに各実質株主に個別に送付する義務がある。ただし、実質株主がその送付を希望しない場合

または当該通知もしくは通信が性質上重要性の乏しい場合は、個別に送付することなく窓口証券会社の店頭に

備え付け、実質株主の閲覧に供される。

(4) 実質株主の議決権の行使に関する手続

議決権の行使は実質株主が窓口証券会社を通じて行なう指示に基づき、現地保管機関またはその名義人が行

なう。ただし、実質株主が特に指示しない場合、現地保管機関またはその名義人は議決権の行使を行わない。

(5) 現金配当の交付手続

現金配当は、窓口証券会社が現地保管機関またはその名義人から一括受領し、取引口座を通じて実質株主明

細表（後記「第８－２　(1) 株主名簿管理人ならびに名義書換取扱場所および実質株主明細表の作成」および

「第８－２　(2) 実質株主明細表の基準日および権利行使」参照。）に記載された実質株主に交付される。

(6) 株主配当等の交付手続

株主配当により割り当てられる本株式は、実質株主が特に要請した場合を除き、オーストラリアで売却さ

れ、その売却代金は窓口証券会社が現地保管機関またはその名義人から一括受領し、各取引口座を通じて実質

株主に交付される。無償交付の方法により発行される本株式は、窓口証券会社を代理する現地保管機関または

その名義人の名義で一般に登録され、当該株券は現地保管機関が保管する。その場合、実質株主には窓口証券

会社発行の預り証が交付される。

 

２　実質株主の株式事務手続等

(1) 株主名簿管理人ならびに名義書換取扱場所および実質株主明細表の作成

本邦には当社の株主名簿管理人または名義書換取扱場所はない。各窓口証券会社は自社に取引口座を持つ全

実質株主の明細表（以下「実質株主明細表」という。）を作成する。実質株主明細表には各実質株主の氏名お

よび持株数が記載される。

(2) 実質株主明細表の基準日および権利行使

当社の株主総会で議決権を行使し、または当社から配当金を受領する権利を有する株主は、当社の取締役会

の定めた基準日現在の当社の株主名簿に登録されている株主である。

実質株主明細表の作成のための基準日は、通常当社の当該基準日と同一暦日である。

実質的株主の権利の取扱いについては、前記「第８－１　日本における株式事務等の概要」に記載されてい

る。
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(3) その他の事項

(イ) 事業年度の終了

９月30日

(ロ) 公告

日本においては、公告は行わない。

(ハ) 実質株主に対する株式事務に関する手数料

実質株主は、窓口証券会社に取引口座について、１年間の口座管理料を支払う。この管理料には現地保

管機関の手数料その他の費用を含む。

(ニ) 株主に対する特典

該当なし。

(4) 株式の譲渡制限

該当なし。ただし、ASX上場規則の下で認められる場合、取締役会は、株式譲渡の登録を拒否するかまたは

一定の株式の譲渡を防止するための譲渡禁止措置の適用を要求することができる。

(5) 本邦における課税上の取扱い

(イ) 配当

当社から株主に支払われる配当は、日本の税法上、配当所得として取扱われる。日本の居住者たる個人

または日本の法人に対して支払われる当社の配当金については、当該配当金額（オーストラリアにおける

当該配当の支払の際にオーストラリアまたはその地方公共団体の源泉徴収税が徴収される場合、当該控除

後の金額）につき、当該配当の支払いを受けるべき期間に応じ、下表に記載された源泉徴収税率に相当す

る金額の日本の所得税・住民税が源泉徴収される。

 

配当課税の源泉徴収税率

 

配当を受けるべき期間 日本の法人 日本の居住者たる個人

2014年１月１日～2037年12月31日 所得税15.315％ 所得税15.315％、住民税５％

2038年１月１日～ 所得税15％ 所得税15％、住民税５％

注：2013年１月１日から2037年12月31日までの期間、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の

確保に関する特別措置法」により、上記に従って算出された各所得税額に対して2.1％の税率による「復興特別所得税」が

上乗せされて課されるため、税率は上記のとおりとなる。
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また、日本の居住者たる個人は、当社から株主に支払われる配当については、源泉徴収がなされた場合

には確定申告をする必要はなく、また当該配当については、配当金額の多寡に関係なく確定申告の対象と

なる所得金額から除外することができる。

また、当社から株主に支払われる配当については、日本の居住者たる個人は、申告分離課税を選択する

ことができる。個人が申告分離課税を選択する場合、適用可能な確定申告の税率は、2037年12月31日まで

に当社から当該株主に支払われる配当については20.315％（所得税15.315％、住民税５％）、2038年１月

１日以降当社から当該株主に支払われる配当については20％（所得税15％、住民税５％）である。かかる

配当所得の計算においては、一定の範囲内で、上場株式等（2016年１月１日以後は、一定の公社債等が含

まれる。）の譲渡損益や配当金・利子等との損益通算をすることができる。

なお、配当控除（個人の場合）および受取配当益金不算入（法人の場合）の適用はない。

オーストラリアにおいて課税された税額は、配当につき確定申告した場合には日本の税法の規定に従い

外国税額控除の対象となりうる。

(ロ) 売買損益

当社株式の日本における売買にもとづく損益についての課税は、国内の会社の株式に適用される売買損

益課税と同様である。

(ハ) 相続税

当社株式を相続しまたは遺贈を受けた日本の実質株主には、日本の相続税法にもとづき相続税が課せら

れるが、外国税額控除が認められる場合がある。
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第９ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

該当なし。

 

２ 【その他の参考情報】

平成28年10月１日から本書提出日までの間に、下記の書類を提出した。

 報告書名 提出年月日

   

(1) 有価証券報告書およびその添付書類 平成29年１月６日

 (平成27年10月１日から平成28年９月30日までの事業年度)  

   

(2) 発行登録書（募集） 平成29年３月24日

   

(3) 発行登録書（売出し） 平成29年３月24日

   

(4) 訂正発行登録書（売出し） 平成29年５月30日

   

(5) 半期報告書 平成29年６月７日

 (平成28年10月１日から平成29年３月31日までの事業期間)  

   

(6) 有価証券報告書の訂正報告書 平成29年６月７日

 (平成27年10月１日から平成28年９月30日までの事業年度)  

   

(7) 訂正発行登録書（募集） 平成29年６月７日

   

(8) 訂正発行登録書（売出し） 平成29年６月７日

   

(9) 発行登録追補書類（売出し） 平成29年６月８日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

第１ 【保証会社情報】

１ 【保証の対象となっている社債】

該当なし。

 

２ 【継続開示会社たる保証会社に関する事項】

該当なし。

 

３ 【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】

該当なし。

 

第２ 【保証会社以外の会社の情報】

１ 【当該会社の情報の開示を必要とする理由】

該当なし。

 

２ 【継続開示会社たる当該会社に関する事項】

該当なし。

 

３ 【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】

該当なし。

 

第３ 【指数等の情報】

１ 【当該指数等の情報の開示を必要とする理由】

該当なし。

 

２ 【当該指数等の推移】

該当なし。
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[訳文]

 

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッドのメンバーへの独立監査人の監査報告書

 

財務報告書の監査報告書

 

当監査法人の意見

当監査法人は、当年度におけるナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド（以下「会社」とい

う）およびその子会社（以下、「グループ」と総称する。）の財務報告書の監査を行った。財務報告書は以

下から構成されている。

・　2017年9月30日現在の貸借対照表

・　同日に終了した事業年度の損益計算書、包括利益計算書、持分変動計算書およびキャッシュ・フロー計

算書

・　重要な会計方針の要約を含む財務諸表の注記

・　取締役の宣言

 

当監査法人は、財務報告書が以下の点を含めて2001年会社法に準拠していると認める。

・　2017年9月30日現在の会社およびグループの財政状態ならびに同日に終了した事業年度における経営成績

の公正かつ適正な概観を表示している。

・　オーストラリア会計基準および2001年会社規則に準拠している。

 

意見の基礎

当監査法人は、オーストラリア監査基準に準拠して監査を実施した。当該監査基準に基づく当監査法人の

責任は、本監査報告書の「財務報告書の監査に対する監査人の責任」の項に詳述されている。

 

当監査法人は、2001年会社法の監査人独立性要求事項およびオーストラリアにおける財務報告書の監査に

関連する職業会計士倫理基準審議会(Accounting Professional and Ethical Standards Board)の「APES

110　職業会計士の倫理規程」(Code of Ethics for Professional Accountants)（以下「倫理規程」とい

う。）の職業倫理に関する要求事項に準拠してグループから独立している。また、当監査法人は倫理規程に

従ってその他の倫理的責任を果たしている。

当監査法人は、監査意見表明のための基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な事項

監査上の主要な事項とは、当監査法人の職業的専門家としての判断において、当事業年度の財務報告書監

査で最も重要とした事項である。これらの事項は当監査法人による財務報告書監査およびその監査意見の形

成において検討した事項であり、個別の事項に対して意見を表明するものではない。

下記は、それぞれの主要な事項に対する、当監査法人のよる監査上の対応を説明している。下記の監査上

の主要な事項は、会社およびグループのいずれにも関連するものである。

当監査法人はこれらの事項に関連するものを含め、当監査報告書の「財務報告書の監査に対する監査人の

責任」の項に記載された責任を果たしている。したがって、当監査法人の監査には、財務報告書の重要な虚

偽表示リスクの評価に対応するために設計された手続の実施が含まれている。下記の事項に対処するために

実施された手続を含め、当監査法人の監査手続の結果は、本監査報告書に添付された財務報告書に対する当

監査法人の監査意見の基礎を形成するものである。
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なぜ重要なのか 監査上の主要な事項に対する監査手続

貸倒引当金  

注記１「重要な会計方針-(g)(vi)「金融資産

の減損」」、注記17「貸倒引当金」および注記

34「財務リスク管理」に記載のとおり、貸倒引

当金は、オーストラリア監査基準AASB第９号

「金融商品」(以下AASB第９号)の適用に基づき

決定されている。

 

貸倒引当金の決定は重要な判断を伴うため、

監査上の主要な事項とした。

判断を伴う主な領域には以下を含む。

・　グループの予想信用損失モデルに反映され

ている、AASB第９号の適用に基づく減損を

決定するための要件の解釈

・　信用力の著しい悪化を伴うエクスポー

ジャーの識別

・　取引相手方の財務状況、期待将来キャッ

シュ・フローおよび将来予測的なマクロ経

済要因（たとえば失業率、利子率、国内総

生産成長率、不動産価格）の見通し等、注

記34「財務リスク管理－金融資産の信用

度」で開示されている予想信用損失モデル

に用いられている前提

・　予想信用損失モデルによって適切に捕捉さ

れていない、現在または将来の外的要因を

反映するために追加的なオーバーレイを適

用する必要性

当監査法人は、貸倒引当金を評価する際に以

下の手続を実施した。

 

AASB第９号「金融商品」の要件に照らしてモ

デル化技法および手法を評価した。

 

当監査法人は以下の点に対する統制の整備状

況を評価し、運用状況を検証した。

・　貸出実行時点で捕捉された取引データ、継

続的な信用力の内部評価、データウェアハ

ウスにおけるデータの保存および予想信用

損失モデルへのインターフェイスを含む、

貸倒引当金を決定するために使用される

データ

・　モデル構築および承認、ならびに継続的な

監視および検証、モデルのガバナンスなら

びに計算精度を含む予想信用損失モデル

 

当監査法人は、以下の点に着目して重要なモ

デル上の前提およびオーバーレイを評価し検証

した。

・　グループが採用した主要なモデル上の前提

・　オーバーレイを決定するための基礎および

使用したデータ

・　モデル上の前提の変化に対する一括貸倒引

当金の感応度

 

当監査法人はエクスポージャーのサンプルを

検査し、以下の点を評価するための手続を実施

した。

・　信用力の著しい悪化を伴うエクスポー

ジャーの適時な識別

・　個別に評価したエクスポージャーに対する

予想損失の計算

 

さらに、当監査法人は以下を評価した。

・　グループの貸出金ポートフォリオに関係す

る気候関連リスクを識別、評価および管理

するためのプロセス

・　財務報告書における開示の十分性

 

当監査法人は特別な専門的知見を必要とする

分野（すなわちデータの信頼性および予想信用

損失モデル）においては保険数理士およびITの

専門家を関与させた。
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なぜ重要なのか 監査上の主要な事項に対する監査手続

コンダクトリスクおよび引当金  

注記32「偶発債務および与信コミットメン

ト」に詳述のとおり、グループは複数の法域に

おいてコンダクト関連事象、訴訟手続および規

制上の調査の対象となっている。そのためグ

ループはコンダクト関連費用に関して複数の引

当金を計上している。

 

コンダクト関連事象の評価および当該事象の

費用に関する引当金の測定は重要な判断を伴う

ため、監査上の主要な事項とした。

 

判断を伴う主な領域には以下を含む。

・　コンダクト関連事象が適時に識別され認識

されない可能性があることによる、新たに

発生したコンダクト関連事象の識別

・　コンダクト関連費用に関する引当金の認識

の決定

・　金融行動損害賠償証書に基づくCYBG PLCに

よる追加的な請求の検討

 

監査上の対応の一環として、当監査法人はコ

ンダクト関連事象および関連引当金に関して以

下の手続を実施した。

・　グループの主要なガバナンス会議の議事録

および関連規制当局との連絡記録の閲覧等

により、グループが行っている、新たに発

生したコンダクト関連事象を識別するため

のプロセスを理解した。

・　引当金が認識されていないコンダクト関連

事象を検証した。

・　オペレーション費用および規制上の制裁金

の見込額、将来の請求額、請求の承認割合

ならびに顧客に対する支払賠償金等のコン

ダクト関連費用に関する引当金を決定する

ために用いられる、モデル上の主要な前提

を評価し検証した。

・　CYBG PLCとの間の金融行動損害賠償証書に

基づき補償されるコンダクト関連費用引当

金に関して、損害賠償証書の要件に照らし

て引当金を評価した。

 

さらに、当監査法人は財務報告書における開

示の十分性を評価した。
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なぜ重要なのか 監査上の主要な事項に対する監査手続

財務報告に係る情報技術（以下「IT」という）および統制

グループの財務報告プロセスの大部分は、自

動化されたプロセスならびに情報の取得、保存

および抽出にかかる統制を備えたITシステムに

大きく依存している。これらのプロセスおよび

統制には、適切なユーザーアクセスおよび変更

管理に関する手順が定められ、かつ遵守される

ことが欠かせない要素となっている。

これらの手順は、ITシステムおよび関連データ

へのアクセスおよび変更が適切な方法により実

行され承認されるよう確実にするためのもので

あることから重要である。

 

当監査法人は、財務報告に関連するITシステ

ムおよびアプリケーション統制に大きく依存す

ることを意図している、当該領域に対する監査

工数の割合は多くなっている。

 

当監査法人は、グループの財務報告プロセス

に重要なITシステムおよび統制に重点を置いて

監査を実施した。

ITシステムおよび統制に対する監査手続には

特別な専門的知見が必要であるため、ITの専門

家を関与させた。

当監査法人は、ユーザーアクセス、変更管理

およびデータの信頼性に対する統制を含むグ

ループのIT統制の整備状況を評価し、運用状況

を検証した。

当監査法人は、一部の場合において計画して

いた監査アプローチを以下のように調整した。

・　検証手続を拡張し、重要なITシステムおよ

び関連データに対する未承認または不適切

なアクセスや変更がないことを識別した。

・　自動化されたプロセスに対応するシステム

に欠陥が識別された場合には、検証手続を

拡張して代替統制を識別し、検証した。

・　必要に応じて、関連するデータおよび報告

の完全性および信頼性を確認するために検

証の工数を多くした。

 

 

財務報告書および監査報告書以外の情報

　取締役はその他の情報に対して責任を負う。その他の情報は2017年9月30日に終了した事業年度の会社の年

次報告書に含まれる情報のうち、財務報告書および当監査法人の監査報告書以外の情報である。

 

　財務報告書に対する当監査法人の監査意見の対象範囲には、報酬報告書およびそれに関連する保証意見を

除く、その他の情報は含まれていない。したがって当監査法人は、それに関していかなる形式でも結論は表

明しない。

 

　当監査法人はその他の情報を通読し、それらと財務報告書または当該監査において当監査法人が得た知識

との間に重要な相違があるか、またはその他重要な虚偽表示されているように見えるかを財務諸表監査の一

環として検討している。

 

仮に当監査法人が実施した手続に基づきその他の情報に重要な虚偽表示が存在するとの結論に至った場

合、当監査法人には当該事実を報告する義務がある。この点に関し当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務報告書に対する取締役の責任

会社の取締役は、オーストラリア会計基準および2001年会社法に準拠した公正かつ適正な概観を示す財務

報告書の作成について責任を負うとともに、不正または誤謬による重要な虚偽表示がなく真実かつ公正な概

観を示す財務報告書を作成するために、取締役が必要と判断した内部統制についても責任を負う。

 

財務報告書の作成に際し、取締役は会社またはグループの継続企業として存続する能力を評価し、必要が

ある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示し、継続企業の前提により会計処理を行う責任を負

う。ただし、取締役が会社またはグループを清算もしくは事業停止の意図があるか、またはそれ以外に現実

的な代替案がない場合はこの限りでない。

 

財務報告書の監査に対する監査人の責任

当監査法人の目的は、財務報告書全体に不正または誤謬による重要な虚偽表示がないことについて合理的

な保証を入手し、当監査法人の監査意見を含めた監査報告書を発行することである。合理的な保証とは相当

に高い水準の心証であるが、オーストラリア監査基準に準拠して実施された監査が、重要な虚偽表示が存在

する場合に常にこれを発見できることを保証するものではない。

 

虚偽表示は不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、当該財務報告書の利用

者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に見込まれる場合に、当該虚偽表示には重要性があると判

断される。

 

オーストラリア監査基準に準拠した監査の一環として、当監査法人は監査全体を通じて職業的専門家と

しての判断を行使し、職業的懐疑心を保持する。加えて、当監査法人は以下の事項を実施する。

・　不正または誤謬のいずれによるかを問わず、財務報告書の重要な虚偽表示リスクを識別し評価し、当該

リスクに対応した監査手続を立案し実施すること。意見表明のための基礎を提供する十分かつ適切な監

査証拠を入手すること。共謀や偽造、意図的な脱漏、虚偽の言明または（経営陣による）内部統制の無

効化等を含む、不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬によるリスクよりも高い。

・　状況に応じて適切な監査手続を立案するため、監査に関連する内部統制を理解すること。ただし、これ

は、会社またはグループの内部統制の有効性に対して意見を表明するために行われるものではない。

・　使用されている会計方針の適切性ならびに取締役が行った会計上の見積りおよび関連する開示の妥当性

を評価すること。

・　取締役が継続企業の会計ベースを使用したことの適切性について判断し、さらに、会社またはグループ

が継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる可能性がある事象または状況に関して重要な不確実性の存

在を入手した監査証拠に基づいて結論を下すこと。重要な不確実性が存在するとの結論に至った場合、

当監査法人は監査報告書において、当該財務報告書における関連した開示につき注意を喚起するか、ま

たは当該開示が不十分である場合、無限定適正意見ではない意見を表明すること。当監査法人の結論

は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている。しかし、将来の事象や状況によっては、会

社またはグループが継続企業として存続しなくなる可能性がある。

・　開示事項を含めた財務報告書の全般的な表示、構成および内容と、財務報告書が基礎となる取引および

事象を適正に表示しているか評価すること。

・　財務報告書に関する意見を表明するため、グループ内の事業体および事業活動に係る財務情報に関して

十分かつ適切な監査証拠を入手すること。当監査法人はグループ監査の指示、監督および実施に対して

責任を負う。当監査法人は自らの監査意見に対して単独で責任を負う。
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当監査法人は、計画した監査の範囲およびその実施時期、ならびに監査中に識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の発見事項に関して取締役と協議を行う。

 

また当監査法人は取締役に対し、独立性に係る職業倫理を遵守している旨を記載した通知書を提出し、当

監査法人の独立性に影響すると合理的に考えられるすべての関係およびその他の事項、ならびに必要に応じ

て関連するセーフガードについて取締役と協議する

 

当監査法人は、取締役と協議した事項の中から、当事業年度の財務報告書監査で最も重要である事項を監

査上の主要な事項と決定する。法令で当該事項の公表が禁止される場合や、また極めて稀ではあるが、当該

事項を開示することによって公共の利益よりも、不利益を招くことが合理的に予想されるために、当監査法

人が当該事項を開示すべきでないと判断した場合を除き、当該事項を監査報告書に記載する。

 

報酬報告書に関する報告書

 

報酬報告書に関する監査意見

 

当監査法人はまた、2017年9月30日に終了した事業年度に係る取締役会の報告書の30ページから54ページに

含まれる報酬報告書を監査した。

 

当監査法人の意見には、会社の2017年9月30日に終了した事業年度の報酬報告書は、2001年会社法のセク

ション300Aに準拠している。

 

責任

会社の取締役は、2001年会社法のセクション300Aにしたがって報酬報告書を作成し開示する責任を負う。当

監査法人の責任は、オーストラリア監査基準に準拠して当監査法人が実施した監査に基づき報酬報告書に対

して監査意見を表明することである。

 

 

アーンスト・アンド・ヤング

 

 

 

 

アンドリュー・プライス

パートナー

メルボルン

 

2017年11月14日

 

次へ
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Independent Auditor's Report to the Members of National Australia Bank
Limited
 

Report on the Audit of the Financial Report
 

Opinion
 

We have audited the Financial Report of National Australia Bank Limited (the Company) and its subsidiaries
(collectively the Group), which comprises:
►　the balance sheets as at 30 September 2017;
►　the income statements, statements of comprehensive income, statements of changes in equity and cash flow

statements for the year then ended;
►　notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies, and
►　the Directors’ declaration.
 

In our opinion the accompanying Financial Report is in accordance with the Corporations Act 2001, including:
►　giving a true and fair view of the Company’s and the Group’s financial position as at 30 September 2017 and of

their financial performance for the year ended on that date; and
►　complying with Australian Accounting Standards and the Corporations Regulations 2001.
 

Basis for Opinion
 

We conducted our audit in accordance with Australian Auditing Standards. Our responsibilities under those
standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Report section of our
report. We are independent of the Group in accordance with the auditor independence requirements of the
Corporations Act 2001 and the ethical requirements of the Accounting Professional and Ethical Standards Board’s
APES 110 Code of Ethics for Professional Accountants (the Code) that are relevant to our audit of the Financial
Report in Australia. We have also fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the Code.
 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
 

Key Audit Matters
 

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of
the Financial Report of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the Financial
Report as a whole, and in forming our opinion thereon, but we do not provide a separate opinion on these matters.
For each matter below, our description of how our audit addressed the matter is provided in that context. The key
audit matters identified below relate to both the Company and the Group.
 

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Report
section of our report, including in relation to these matters. Accordingly, our audit included the performance of
procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the Financial Report.
The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the matters below, provide the
basis for our audit opinion on the accompanying Financial Report.
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Why significant How our audit addressed the key audit matter
  
Provisions for doubtful debts
As described in Notes 1 Principal accounting
policies (g)(vi) Impairment of financial assets,
17 Provision for doubtful debts and 34 Financial risk
management, the provisions for doubtful debts are
determined under application of Australian
Accounting Standard AASB 9 Financial Instruments
(AASB 9).
 
This was considered a key audit matter as
significant judge-ment is involved to determine the
provisions for doubtful debts.
 
Key areas of judgement included:
►　the interpretation of the requirements to

determine impairment under application of
AASB 9, which is reflected in the Group’s
expected credit loss model;

►　the identification of exposures with a significant
deterioration in credit quality;

►　assumptions used in the expected credit loss
model such as the financial condition of the
counterparty, expected future cash flows and
forward looking macroeconomic factors (e.g.
unemployment rates, interest rates, gross
domestic product growth, property prices) as
disclosed in Note 34 Financial risk
management - Credit quality of financial assets;
and

►　the need to apply additional overlays to reflect
current or future external factors that are not
appropriately captured by the expected credit
loss model.

In assessing the provisions for doubtful debts, we
performed the following procedures:
 
We assessed the modelling techniques and
methodology against the requirements of AASB 9.
 
We assessed the design and tested the operating
effectiveness of relevant controls over the:
►　data used to determine the provisions for

doubtful debts, including transactional data
captured at loan origination, ongoing internal
credit quality assessments, storage of data in
data warehouses and interfaces to the
expected credit loss model; and

►　expected credit loss model, including model
build and approval, ongoing
monitoring/validation, model governance and
mathematical accuracy.

 
We assessed and tested the material modelling
assumptions as well as overlays with a focus on
the:
►　key modelling assumptions adopted by the

Group;
►　basis for and data used to determine overlays;

and
►　sensitivity of the collective provisions to

changes in modelling assumptions.
 
We examined a sample of exposures and
performed procedures to evaluate the:
►　timely identification of exposures with a

significant deterioration in credit quality; and
►　expected loss calculation for exposures

assessed on an individual basis.
 
In addition, we assessed the:
►　processes used to identify, assess and

manage climate-related risks associated with
the Group’s loan portfolio; and

►　adequacy of the disclosures in the Financial
Report.

 
We involved our Actuarial and IT specialists in
areas that required specific expertise (i.e. data
reliability and the expected credit loss model).

 

EDINET提出書類

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)

有価証券報告書

420/424



 

Why significant How our audit addressed the key audit matter
  
Conduct risk and provisions
As detailed in Note 32 Contingent liabilities and credit
commitments, the Group is exposed to conduct
related matters, legal cases and regu-latory
investigations in various jurisdictions. In this
context, the Group continues to hold a number of
provisions for conduct costs.
 
This was considered a key audit matter as
significant judge-ment is involved to assess
conduct related matters and measure provisions for
conduct costs.
 
Key areas of judgement included:
►　the identification of emerging conduct related

matters as there is an inherent risk that such
matters are not identified and recognised on a
timely basis;

►　the decision to recognise a provision for
conduct costs; and

►　consideration of additional claims made by
CYBG PLC under the Conduct Indemnity Deed.

As part of our audit response we performed the
following procedures over the conduct related
matters and related provisions:
►　obtained an understanding of the Group’s

process for identifying emerging conduct
related matters, including reading the minutes
of the Group’s key governance meetings as
well as correspondence with relevant
regulators;

►　assessed conduct related matters for which no
provision has been recognised;

►　assessed and tested key modelling
assumptions used to determine provisions for
conduct costs such as expected operational
costs and regulatory fines, future claim
volumes, claim uphold rates and customer
redress payments; and

►　for provisions for conduct costs covered under
the Conduct Indemnity Deed with CYBG PLC,
we assessed the provisions against the
requirements of the Conduct Indemnity Deed.

 
In addition, we assessed the adequacy of the
disclosures in the Financial Report.

 
Information Technology (IT) systems and controls over financial reporting
A significant part of the Group’s financial reporting
process is heavily reliant on IT systems with
automated processes and controls over the capture,
storage and extraction of information. A
fundamental component of these processes and
controls is ensuring appropriate user access and
change management protocols exist, and are being
adhered to.
 
These protocols are important because they ensure
that access and changes to IT systems and related
data are made and authorised in an appropriate
manner.
 
As our audit sought to place a high level of reliance
on IT systems and application controls related to
financial reporting, a high proportion of the overall
audit effort was in this area.

We focused our audit on those IT systems and
controls that are significant to the Group’s financial
reporting process.
 
As audit procedures over IT systems and controls
require specific expertise, we involved our IT
specialists.
 
We assessed the design and tested the operating
effectiveness of the Group’s IT controls, including
those over user access and change manage-ment
as well as data reliability.
 
In a limited number of cases we adjusted our
planned audit approach as follows:
►　we extended our testing to identify whether

there had been unauthorised or inappropriate
access or changes made to critical IT systems
and related data;

►　where automated procedures were supported
by systems with identified deficiencies, we
extended our procedures to identify and test
alternative controls; and

►　where required, we performed a greater level of
testing to validate the integrity and reliability of
associated data and reporting.
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Information Other than the Financial Report and Auditor’s Report Thereon
 

The Directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in
the Company’s Annual Financial Report for the year ended 30 September 2017, but does not include the Financial
Report and our auditor’s report thereon.
 

Our opinion on the Financial Report does not cover the other information and accordingly we do not express any
form of assurance conclusion thereon, with the exception of the Remuneration Report and our related assurance
opinion.
 

In connection with our audit of the Financial Report, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Financial Report or our knowledge
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.
 

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other
information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
 

Responsibilities of the Directors for the Financial Report
 

The Directors of the Company are responsible for the preparation of the Financial Report that gives a true and fair
view in accordance with Australian Accounting Standards and the Corporations Act 2001 and for such internal
control as the Directors determine is neces-sary to enable the preparation of the Financial Report that gives a true
and fair view and is free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 

In preparing the Financial Report, the Directors are responsible for assessing the Company’s or Group’s ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless the Directors either intend to liquidate the Company or Group or to cease
operations, or have no realistic alternative but to do so.
 

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Report
 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Report as a whole is free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with the Australian Auditing Standards will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can
arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of this Financial Report.
 

As part of an audit in accordance with the Australian Auditing Standards, we exercise professional judgement and
maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
►　Identify and assess the risks of material misstatement of the Financial Report, whether due to fraud or error,

design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.

►　Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company’s or Group’s internal control.

►　Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by the Directors.
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►　Conclude on the appropriateness of the Directors’ use of the going concern basis of accounting and, based on
the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Company’s or Group’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a
material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in
the Financial Report or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based
on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may
cause the Company or Group to cease to continue as a going concern.

►　Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Report, including the disclosures, and
whether the Financial Report represents the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.

►　Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business
activities within the Group to express an opinion on the Financial Report. We are responsible for the direction,
supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

 

We communicate with the Directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and
significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
 

We also provide the Directors with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding
independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to
bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
 

From the matters communicated to the Directors, we determine those matters that were of most significance in the
audit of the Financial Report of the current year and are therefore the key audit matters. We describe these matters
in our auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely
rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse
consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such
communication.
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Report on the Audit of the Remuneration Report
 

Opinion on the Remuneration Report
 

We have audited the Remuneration Report included in pages 30 to 54 of the Report of the Directors for the year
ended 30 September 2017.
 

In our opinion, the Remuneration Report of the Company for the year ended 30 September 2017 complies with
section 300A of the Corporations Act 2001.
 

Responsibilities
 

The Directors of the Company are responsible for the preparation and presentation of the Remuneration Report in
accordance with section 300A of the Corporations Act 2001. Our responsibility is to express an opinion on the
Remuneration Report, based on our audit conducted in accordance with Australian Auditing Standards.
 

 

 

 

Ernst & Young
 

 

 

 

Andrew Price
Partner
Melbourne
 

14 November 2017
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